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5 序　章　｜本研究の目的―

序　

章　

―
本
研
究
の
目
的
―

一　

研
究
の
視
角

本
研
究
は
、
近
世
か
ら
現
代
に
お
け
る
丹
後
国
内
に
所
在
す
る
神
社
や
寺
院
の
由

緒
の
成
り
立
ち
や
変
容
過
程
に
つ
い
て
、
社
寺
の
所
在
す
る
地
域
社
会
の
展
開
と
と

も
に
歴
史
学
の
手
法
を
も
っ
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
由
緒
が
ど
の
よ
う
な

歴
史
的
変
遷
を
経
て
現
在
に
至
る
の
か
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
由
緒
の
内
容
の

是
非
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。

筆
者
は
、
出
生
地
で
あ
る
自
治
体
の
正
職
員
と
し
て
約
二
〇
年
間
文
化
財
保
護
に

関
わ
っ
た
。
そ
の
後
異
動
が
あ
り
、
現
在
も
職
員
と
し
て
勤
務
し
な
が
ら
大
学
院
博

士
後
期
課
程
に
所
属
し
、
地
元
住
民
か
ら
請
わ
れ
講
演
や
ま
ち
歩
き
の
ガ
イ
ド
役
を

担
う
こ
と
も
あ
る
。
住
民
が
地
域
の
歴
史
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
の
高
ま
り
を
感

じ
る
こ
と
が
増
え
、
そ
れ
は
人
口
減
で
大
き
く
変
化
す
る
地
域
へ
の
不
安
が
影
響
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
筆
者
が
撮
影
し
た
写
真
が

最
後
の
姿
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
例
、
宗
教
法
人
が
解
散
さ
れ
寺
院
が
更
地

に
な
っ
た
事
例
、
例
年
執
り
行
わ
れ
て
き
た
祭
礼
や
行
事
が
実
施
で
き
な
く
な
っ
た

事
例
な
ど
多
く
の
厳
し
い
現
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
地
域
で
維
持
さ
れ
て
き
た
社

寺
の
存
在
は
住
民
に
と
っ
て
小
さ
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
中
で

社
寺
の
歴
史
が
住
民
か
ら
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
面
も
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

こ
う
し
た
地
域
住
民
と
い
う
当
事
者
と
し
て
の
視
点
を
も
ち
な
が
ら
学
術
的
な
歴
史

研
究
を
行
う
事
例
は
丹
後
国
内
で
は
多
く
は
無
く
、
筆
者
自
身
の
研
究
の
特
徴
と
言

え
当
地
域
内
を
対
象
と
す
る
大
き
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
事
者
と
い

う
立
場
は
利
害
関
係
者
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
科
学
性
・
客
観

性
が
担
保
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
突
き
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
と
し

て
、
ま
た
利
害
関
係
者
と
し
て
の
立
場
す
ら
研
究
対
象
と
し
、
地
域
住
民
や
地
域
社

会
と
由
緒
を
考
察
す
る
こ
と
は
本
研
究
の
特
徴
と
成
り
得
る
と
考
え
て
お
り
一
つ
の

試
み
と
し
た
い
。

二　

丹
後
の
地
域
史
研
究

さ
て
日
本
海
沿
岸
の
地
域
史
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
て
お
り
そ

の
成
果
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
が
、
丹
後
国
に
つ
い
て
は
特
に
考
古
学
の
分
野
で
そ

の
成
果
が
著
し
く
（
１
）、
ま
た
門
脇
禎
二
氏
の
「
丹
後
王
国
論
」
な
ど
主
に
古
代
史

に
注
目
さ
れ
た
も
の
の
、
中
世
以
降
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
研
究
に
つ
い
て
は

果
た
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九
九
八
年
に
か
け
て
刊
行

さ
れ
た
『
日
本
海
地
域
史
研
究
』
に
は
、
第
一
輯
か
ら
第
一
四
輯
ま
で
一
三
七
件
も

の
主
に
日
本
海
側
の
地
域
史
研
究
に
関
わ
る
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
・
史
料
紹
介
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
実
は
そ
の
中
で
丹
後
国
内
を
主
に
取
り
扱
っ
た
論
文
は
村
上
直
氏

の
「
丹
後
国
久
美
浜
代
官
に
関
す
る
考
察
（
２
）」
の
み
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
一
九
九
四
年
よ
り
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
九
冊
刊
行
さ

れ
た
『
宮
津
市
史
』
は
広
く
丹
後
国
内
全
体
を
対
象
と
し
た
内
容
で
あ
り
、
そ
の
成
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果
は
大
き
な
も
の
と
い
え
る
。
通
史
編
の
な
か
に
は
、
信
仰
、
社
寺
政
策
、
美
術
な

ど
に
関
わ
る
章
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
史
料
編
で
は
文
献
、
美
術
、
金
石
文
な

ど
多
く
の
史
料
が
紹
介
さ
れ
、
丹
後
国
内
の
地
域
史
を
語
る
上
で
の
基
本
書
と
位
置

付
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
筆
者
も
関
わ
っ
た
『
京
丹
後
市
史
』
に
お
い
て
は
、
本
文

編
『
図
説
京
丹
後
市
の
歴
史
』
の
ほ
か
、
資
料
編
『
京
丹
後
市
の
伝
承
・
方
言
』、『
京

丹
後
市
の
美
術
』、『
京
丹
後
市
の
ま
ち
な
み
・
建
築
』
な
ど
社
寺
に
関
わ
る
新
規
史

料
を
多
く
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
、
峯
山
藩
に
関
す
る
古
文
書
や
木
津

村
役
場
文
書
の
よ
う
に
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
も
の
の
翻
刻
文
が
公
刊
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
り
、
京
丹
後
市
内
の
寺
院
や
仏
堂
に
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
平
安
時
代
後
期

の
薬
師
如
来
像
の
よ
う
に
写
真
の
撮
影
す
ら
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
し
た
も
の
を

紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
丹
後
国
内
に
お
け
る
社
寺
史
研
究
に
つ
い
て
も
概
括
し
て
お
き
た
い
。
丹

後
国
内
の
社
寺
数
は
、『
神
社
明
細
帳
』
に
は
約
一
三
〇
〇
ヶ
所
、『
寺
院
明
細
帳
』

に
は
約
四
〇
〇
ヶ
所
あ
る
。こ
れ
ら
す
べ
て
を
網
羅
し
た
研
究
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、

近
世
丹
後
の
代
表
的
な
地
誌
で
あ
る
『
丹
哥
府
志
』
を
見
る
と
、
現
地
調
査
に
基
づ

い
て
境
内
の
様
子
を
詳
述
し
た
り
、
当
時
伝
え
ら
れ
て
い
た
創
建
伝
承
を
記
す
な
ど

し
た
り
豊
富
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
代
表
的
な
地
誌
で
あ

る
『
丹
後
旧
事
記
』
は
、式
内
社
を
中
心
に
神
社
の
記
事
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
地
誌
類
を
利
用
し
た
丹
後
で
の
社
寺
史
研
究
が
活
発
で
あ
る

か
と
言
え
ば
そ
う
と
も
言
え
な
い
。
戦
前
の
「
郡
誌
」、ま
た
戦
後
の
自
治
体
史
な
ど

に
は
多
く
近
世
の
地
誌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
個
別
の
神
社
や
寺
院
の
説
明
の
際

に
該
当
部
分
が
紹
介
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
地
域
に
お
け
る
神
社
を
対
象
と
し
た
研
究
に
お
い
て
、
畔
上
直
樹
氏
は

「「
村
の
鎮
守
」
の
視
点
で
、「
亜
イ
ン
テ
リ
」
論
の
よ
う
な
広
が
り
も
視
野
に
い
れ
つ

つ
「
国
家
神
道
」
の
問
題
を
地
域
社
会
史
的
視
点
か
ら
と
ら
え
な
お
す
（
３
）」
研
究

を
試
み
ら
れ
た
。
神
社
合
祀
の
進
ん
だ
和
歌
山
県
の
事
例
や
、
神
職
会
に
つ
い
て
な

ど
多
岐
に
わ
た
る
論
点
が
あ
る
。
明
治
時
代
後
半
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
は
、
全

国
的
に
神
社
合
祀
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
京
都
府
内
は
他
府
県
に
比
べ
る
と
合
祀

さ
れ
た
神
社
数
は
少
な
い
（
４
）。
こ
の
時
期
の
地
域
の
神
社
の
研
究
は
、
神
社
合
祀

の
進
ん
だ
自
治
体
へ
関
心
が
向
く
が
（
５
）、
よ
り
地
域
の
実
態
に
即
す
る
な
ら
、
合

祀
の
進
ま
な
か
っ
た
地
域
も
対
象
に
し
た
研
究
も
必
要
と
い
え
丹
後
国
内
を
扱
う
意

義
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
丹
後
国
内
の
地
域
史
研
究
や
社
寺
史
研
究
に
お
い
て
は
、
自
治

体
史
な
ど
の
刊
行
に
よ
り
新
た
な
史
料
が
紹
介
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
を
生
か
し

た
研
究
は
ま
だ
少
な
く
、
本
研
究
に
お
い
て
そ
の
空
白
を
少
し
で
も
埋
め
る
こ
と
と

し
た
い
。

三　

社
寺
明
細
帳
と
由
緒
の
研
究

主
に
参
照
し
た
史
料
で
あ
る
『
神
社
明
細
帳
』
と
『
寺
院
明
細
帳
』
は
、
内
務
省

に
よ
り
全
国
の
神
社
や
寺
院
を
把
握
す
る
た
め
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
六
月

二
八
日
内
務
省
達
乙
三
一
号
に
よ
り
作
成
の
指
示
が
さ
れ
た
。
神
社
は
祭
神
、由
緒
、

社
殿
の
規
模
、
境
内
の
坪
数
、
境
内
神
社
、
境
外
所
有
地
、
氏
子
戸
数
な
ど
、
寺
院

は
宗
派
、
本
尊
、
由
緒
、
堂
宇
の
規
模
、
境
内
坪
数
、
境
内
仏
堂
、
境
外
所
有
地
、

檀
徒
人
員
な
ど
を
記
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
由
緒
に
つ
い
て
は
、
こ
の
達
に
記
さ

れ
た
「
明
細
帳
取
調
方
心
得
」
に
「
一
由
緒
ハ
創
立
公
称
廃
合
再
興
復
旧
移
転
及
ヒ

社
格
等
許
可
ノ
年
月
並
該
社
寺
ニ
関
ス
ル
縁
由
沿
革
ヲ
詳
記
ス
ヘ
シ
」、「
一
祭
神
由

緒
不
詳
ト
雖
ト
モ
古
老
ノ
口
碑
等
ニ
存
ス
ル
者
ハ
其
旨
ヲ
記
シ
境
内
遥
拝
所
等
無
之

者
ハ
其
項
ヲ
除
ク
ヘ
シ
（
６
）」
と
い
う
指
示
内
容
に
基
づ
き
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
両
明
細
帳
は
、
作
成
時
期
に
差
が
少
な
く
一
定
の
指
示
内
容
に
よ
っ
て
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
時
代
の
前
後
の
比
較
、
ま
た
地
域
間
の
比
較
に
適
し
た
史
料

と
い
え
る
。
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近
年
、
文
学
の
視
点
か
ら
近
世
・
近
代
の
寺
社
縁
起
研
究
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ

り
、そ
の
中
で
堤
邦
彦
氏
は
「
近
世
以
後
の
寺
社
縁
起
を
考
究
し
よ
う
と
し
た
場
合
、

宗
門
公
認
の
歴
史
的
、
正
統
的
な
「
縁
起
」
の
概
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
っ

た
ん
従
来
型
の
縁
起
の
枠
組
み
を
外
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か（
７
）」と

提
言
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
も
社
寺
所
蔵
の
史
料
で
は
な
く
、『
神
社
明
細
帳
』
や
『
寺

院
明
細
帳
』
と
い
う
内
務
省
に
提
出
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
「
公
文
書
」
を
研
究

対
象
と
し
て
お
り
縁
起
や
由
緒
を
め
ぐ
る
研
究
の
視
角
を
広
げ
る
一
助
と
し
た
い
。

さ
て
『
神
社
明
細
帳
』
に
つ
い
て
米
地
実
氏
は
、

府
県
社
以
下
神
社
に
つ
い
て
明
治
政
府
は
そ
の
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
を
実

施
し
、
そ
の
結
果
の
報
告
を
求
め
て
き
た
が
、
す
べ
て
の
神
社
を
網
羅
的
に
記

録
報
告
せ
し
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
神
社
の
公
認
登
録
さ
れ

て
い
く
過
程
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
一
応
の
最
終
的
作
業
と
し
て

明
治
一
二
年
六
月
二
八
日
内
務
省
達
乙
第
三
一
号
府
県
宛
（
沖
縄
県
を
除
く
）
に

お
い
て
神
社
は
制
度
上
す
べ
て
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
改
定
は

あ
っ
た
が
終
戦
に
い
た
る
ま
で
こ
れ
は
公
簿
と
し
て
の
効
力
を
持
っ
て
い
た（
８
）。

と
評
価
し
、
全
国
の
神
社
を
把
握
す
る
た
め
の
基
本
台
帳
と
し
て
、
神
社
行
政
を
執

行
す
る
上
で
「
公
簿
」
と
し
て
の
効
力
を
終
戦
ま
で
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、『
神
社

明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
神
社
名
、
祭
神
名
、
由
緒
の
内
容
等
は
大
正
年
間
か
ら
昭
和

初
期
に
編
纂
さ
れ
た
「
郡
誌
」
や
戦
後
の
自
治
体
史
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、
現

在
で
も
な
お
引
き
継
が
れ
て
い
る
内
容
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
馬
部

隆
弘
氏
は
北
河
内
を
中
心
と
し
た
由
緒
や
偽
文
書
を
対
象
と
し
た
自
身
の
研
究
に
つ

い
て
「
第
一
の
課
題
は
、
偽
り
の
史
的
シ
ン
ボ
ル
を
一
つ
一
つ
分
解
し
て
い
く
こ
と

に
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
課
題
は
、
行
政
の
な
か
に
お
け
る
研
究
の
あ
り
か
た
を
模

索
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
（
９
）」
と
し
、「
今
も
命
脈
を
保
つ
由
緒
・
偽
文
書
を

媒
介
と
し
て
、
過
去
の
地
域
社
会
と
現
在
の
地
域
社
会
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
本
所

全
体
を
貫
く
命
題
で
も
あ
る
（
10
）」
と
述
べ
て
い
る
。
由
緒
は
「
偽
り
の
史
的
シ
ン

ボ
ル
」
と
し
て
扱
わ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
が
実
際
に
近
代
に
お
い
て

大
き
く
改
変
さ
れ
現
代
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
史
的
展
開
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
社
寺
の
所
在
す
る
地
域
に
と
っ
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
ま
た
、筆
者
は
特
に
由
緒
を
受
容
す
る
側
へ
の
関
心
を
持
っ
て
お
り
、

地
域
の
な
か
で
受
け
入
れ
ら
れ
継
続
し
て
い
く
連
続
性
の
部
分
に
つ
い
て
の
状
況
を

明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
櫻
井
治
男
氏
は
『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
に
つ
い
て
、

「
由
緒
」と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
記
載
内
容
を
必
要
と
さ
れ
た
の
か
を
考
え

る
と
き
、少
な
く
と
も
こ
れ
ら
項
目
に
示
さ
れ
た
事
柄
か
ら
察
す
る
限
り
で
は
、

勧
請
・
鎮
座
の
年
代
（
年
月
日
）
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
11
）。

と
し
、
ま
た
長
野
栄
俊
氏
は
福
井
県
内
の
『
神
社
明
細
帳
』
の
由
緒
に
つ
い
て
、

古
文
書
や
近
世
の
地
誌
、
神
社
誌
な
ど
を
典
拠
に
、
由
緒
を
記
載
す
る
も
の
も

あ
る
が
、
概
し
て
前
近
代
の
由
緒
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
神
社
は
少
な
い
。
明

治
以
後
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
年
の
「
官
社
以
下
定
額
・
神
官
職
制
等
規
則
」

お
よ
び
「
郷
社
定
則
」
に
よ
り
社
格
を
許
可
さ
れ
た
県
社
、
郷
社
、
村
社
は
、

そ
の
許
可
年
月
日
を
記
載
す
る
例
が
多
い
（
12
）。

と
述
べ
て
い
る
。
櫻
井
氏
の
説
の
よ
う
に
勧
請
・
鎮
座
の
年
月
を
明
治
政
府
は
重
視

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
一
部
第
一
章
で
論
述
す
る
が
丹
後
国
内
の
『
神
社

明
細
帳
』
の
記
載
を
見
る
と
そ
の
意
図
が
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
福

井
県
の
事
例
で
は
前
近
代
の
由
緒
の
記
述
が
少
な
い
よ
う
だ
が
、
丹
後
国
内
で
は
、
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前
近
代
の
由
緒
の
記
述
は
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
社
格
の
許
可
年

月
日
は
丹
後
国
内
で
も
同
様
に
記
載
す
る
例
が
多
い
。
こ
う
し
た
点
を
見
て
も
、『
神

社
明
細
帳
』
は
一
定
の
指
示
の
も
と
全
国
で
作
成
さ
れ
た
と
い
う
も
の
の
、
作
成
す

る
側
の
受
け
止
め
方
や
、
地
域
の
事
情
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
に
差
が
出
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
が
地
域
史
研
究
の
進
展
に
も
繋
が
り
、
本
明

細
帳
を
使
用
す
る
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

四　

由
緒
と
地
域

近
年
、
仏
教
や
神
道
の
ほ
か
キ
リ
ス
ト
教
や
新
宗
教
を
含
め
た
近
代
宗
教
史
研
究

が
活
発
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
由
緒
を
対
象
と
し
た
研
究
は
少
な
く
、
ま
た
地
域

を
対
象
に
し
た
研
究
も
残
念
な
が
ら
少
な
い
。
例
え
ば
二
〇
一
八
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
日
本
宗
教
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド
ー
近
代
主
義
を
超
え
て
』
は
「
日
本
宗
教
史
の
キ
ー

ワ
ー
ド
集
（
13
）」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
目
次
に
は
多
く
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
提
示

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
由
緒
や
地
域
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
自
治
体
が
存
在

し
な
い
由
緒
を
作
成
し
、
そ
れ
を
住
民
に
広
め
、
教
育
現
場
で
も
活
用
し
て
い
る
こ

と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
14
）、
由
緒
と
地
域
の
問
題
は
解
決
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
社
寺
の
由
緒
は
過
去
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
教
育
や
観
光
な
ど

に
も
用
い
ら
れ
地
域
資
源
の
一
つ
と
し
て
現
代
社
会
に
お
い
て
も
生
き
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
社
寺
の
由
緒
に
は
史
実
と
み
な
さ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
荒
唐
無

稽
な
も
の
も
多
く
存
在
し
て
お
り
、
扱
い
方
を
誤
れ
ば
後
世
に
誤
っ
た
歴
史
像
を
伝

え
か
ね
な
い
。由
緒
と
地
域
が
辿
っ
た
歴
史
的
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

由
緒
と
の
関
わ
り
方
や
付
き
合
い
方
に
つ
い
て
の
議
論
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え

て
お
り
、
本
研
究
に
お
い
て
由
緒
を
取
り
扱
う
大
き
な
意
義
と
な
っ
て
い
る
。
櫻
井

氏
は
自
身
の
近
代
に
お
け
る
地
域
の
神
社
研
究
に
つ
い
て
、「
筆
者
の
関
心
対
象
は
、

近
代
以
降
の
地
域
神
社
に
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
し
て
「
神
社
」
と
神
社
的
性

格
を
持
つ
「
神
社
」
の
関
係
性
及
び
地
域
住
民
と
の
関
わ
り
を
、
当
該
地
域
の
社
会

的
文
化
的
脈
絡
と
社
会
全
体
の
大
き
な
動
き
と
の
中
で
理
解
を
試
み
る
こ
と
に
あ

る
（
15
）」と
記
し
て
い
る
。
本
研
究
で
は
神
社
の
由
緒
も
ま
た
地
域
住
民
や
地
域
社
会

と
の
関
連
の
中
で
考
察
し
て
い
く
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

と
は
い
え
、
文
学
研
究
の
中
で
近
代
の
由
緒
が
取
り
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
は
確

か
で
あ
る
（
16
）。
中
前
正
志
氏
は
「
縁
起
通
史
」
を
提
唱
し
穴
太
寺
や
成
相
寺
な
ど

の
縁
起
を
古
代
か
ら
近
現
代
ま
で
通
史
的
に
分
析
し
て
お
り
、
本
研
究
も
現
代
ま
で

を
見
据
え
た
視
点
を
生
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
伝
承
内
容
の

変
遷
が
縁
起
と
い
う
も
の
の
機
能
や
社
会
的
意
味
な
ど
の
変
遷
と
密
接
に
関
係
し
連

動
す
る
こ
と
こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ひ
と
ま
ず
は
伝
承
内
容
に
焦
点
を
絞
っ
て
、

そ
の
展
開
あ
る
い
は
変
遷
を
た
ど
り
た
い
と
思
う
（
17
）」
と
、
伝
承
内
容
の
展
開
や

変
遷
に
焦
点
が
絞
ら
れ
て
お
り
、
本
研
究
で
考
察
す
る
由
緒
と
地
域
と
を
あ
わ
せ
た

歴
史
的
展
開
の
議
論
に
は
ま
だ
余
地
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
特
に
第
二
部
に
お
い

て
論
じ
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
、
羽
賀
祥
二
氏
は
「
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
社
会
に
見

ら
れ
る
、
歴
史
的
遺
蹟
と
人
々
と
の
関
り
、
そ
れ
が
生
み
出
し
た
歴
史
像
の
特
質
を

解
明
す
る
こ
と
を
目
的
（
18
）」
と
し
た
『
史
蹟
論
』
の
な
か
で
、
文
献
の
ほ
か
記
念

碑
や
古
戦
場
、
古
城
跡
と
い
っ
た
「
モ
ノ
」、「
場
」
も
考
察
対
象
と
し
て
い
る
。
本

研
究
に
お
い
て
も
、
対
象
史
料
を
テ
キ
ス
ト
の
ほ
か
、
建
物
、
境
内
、
村
と
い
っ
た

形
で
広
げ
る
こ
と
と
す
る
が
、
特
に
第
二
部
に
お
い
て
羽
賀
氏
が
注
目
し
た
一
九
世

紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
確
立
し
た
歴
史
像
が
社
寺
の
由
緒
を
通
じ
現
代
社
会
に
い
か
な

る
影
響
を
残
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。こ
れ
は
、

現
場
に
お
い
て
各
種
史
料
と
出
会
う
な
か
で
、
こ
の
時
期
の
歴
史
意
識
や
歴
史
像
と

い
う
も
の
が
現
在
で
も
な
お
影
響
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
社
寺
の
由
緒
と

共
に
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
地
域
史
像
の
連
続
性
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要
で

は
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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五　

本
研
究
の
概
要

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
本
研
究
は
大
き
く
二
部
に
分
け
論
じ
て

い
く
。
第
一
部
は
「
由
緒
を
め
ぐ
る
様
々
な
史
料
」
と
題
し
、
近
世
か
ら
現
代
に
か

け
て
の
由
緒
研
究
を
め
ぐ
る
史
料
の
う
ち
、
新
た
に
公
文
書
や
棟
札
の
有
効
性
に
つ

い
て
論
じ
た
い
。
由
緒
研
究
を
め
ぐ
る
史
料
は
、
該
当
す
る
社
寺
の
所
蔵
す
る
「
縁

起
」
や
「
由
緒
書
」
と
い
っ
た
も
の
が
中
心
と
な
る
が
、
筆
者
は
そ
こ
に
公
文
書
も

加
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
公
文
書
は
作
成
時
期
や
経
緯
が
判
明
し
て
い
る
も
の
が

多
く
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
と
い
っ
た
様
々
な
範
囲
で
の
考
察
が
可
能
と
な
り
、

個
別
の
社
寺
に
留
ま
ら
な
い
由
緒
研
究
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。

第
一
章
で
は
、
丹
後
国
内
の
『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
神
社
の
由
緒
の
特
徴

を
明
ら
か
に
し
、
第
二
部
で
詳
述
す
る
地
域
社
会
と
の
関
連
性
を
考
え
る
上
で
の
基

礎
情
報
を
提
供
す
る
。
第
二
章
で
は
丹
後
国
内
の
『
寺
院
明
細
帳
』
を
題
材
に
第
一

章
同
様
に
寺
院
の
由
緒
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
神
社
と
の
比
較
を
行
い
た
い
。
第

三
章
で
は
棟
札
を
利
用
し
た
地
域
の
宗
教
史
、
ま
た
由
緒
の
研
究
の
可
能
性
に
つ
い

て
考
え
た
い
。
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
に
合
併
し
て
誕
生
し
た
京
丹
後
市
で
は

平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
よ
り
京
丹
後
市
史
編
纂
事
業
を
開
始
し
、
社
寺
建
築
に

つ
い
て
は
神
社
一
八
六
ヶ
所
、
寺
院
一
〇
〇
ヶ
所
を
調
査
し
、
棟
札
約
一
〇
〇
〇
枚

が
発
見
さ
れ
た
。こ
れ
ま
で
棟
札
は
主
に
建
築
史
研
究
の
中
で
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
記
述
内
容
の
豊
富
さ
は
多
方
面
か
ら
の
考
察
が
必
要
と
い
え
、
由
緒
を
考
え
る

上
で
の
有
効
性
に
つ
い
て
も
議
論
を
し
た
い
。

第
二
部
で
は
「
近
世
・
近
代
地
域
社
会
に
お
け
る
由
緒
」
と
題
し
、
個
別
の
神
社

に
お
い
て
、
由
緒
の
変
容
や
地
域
社
会
と
の
関
連
に
つ
い
て
近
世
か
ら
近
代
、
そ
し

て
現
代
に
至
る
ま
で
辿
っ
て
い
き
、
由
緒
が
地
域
社
会
と
の
関
係
の
な
か
で
、
ど
の

よ
う
に
変
化
し
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
考
察
す
る
。

第
一
章
で
は
、
網
野
神
社
（
京
都
府
京
丹
後
市
網
野
町
）
の
由
緒
を
取
り
上
げ
、

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
神
社
内
外
の
史
料
を
比
較
し
、
互
い
に
影
響
を
受
け
な
が

ら
由
緒
が
変
容
し
て
く
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
明
治
か
ら

大
正
に
か
け
て
、
網
野
神
社
の
近
隣
に
位
置
す
る
古
墳
の
調
査
の
進
展
と
由
緒
の
変

容
の
相
関
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
三
章
で
は
、
第
二
章
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
行
わ

れ
た
境
内
整
備
に
つ
い
て
、
周
辺
環
境
の
変
化
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
し
、
第

二
章
と
合
わ
せ
特
に
由
緒
を
地
域
社
会
と
の
関
連
性
の
な
か
で
考
察
す
る
。
第
四
章

は
、
戦
前
期
に
完
成
さ
れ
た
由
緒
が
、
自
治
体
史
の
記
述
を
通
じ
戦
後
も
継
続
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
五
章
は
明
治
時
代
に
創
建
さ
れ
た
大
野
神
社
（
京

都
府
京
丹
後
市
大
宮
町
）
を
取
り
上
げ
、
近
代
に
ど
の
よ
う
な
由
緒
が
創
出
さ
れ
た

の
か
、
ま
た
境
内
整
備
と
の
関
連
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
第
六
章
で
は
、

住
民
主
体
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
や
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
る
由
緒
を
題

材
に
、
現
代
の
地
域
社
会
に
お
け
る
由
緒
の
存
在
、
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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　〔

註

〕

（
１
）
京
丹
後
市
史
資
料
編
『
京
丹
後
市
の
考
古
資
料
』（
京
丹
後
市
役
所
、二
〇
一
〇
）
に
文
献
一

覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）『
日
本
海
地
域
史
研
究
』
第
二
輯
（
文
献
出
版
、
一
九
八
一
）。

（
３
）
畔
上
直
樹
『「
村
の
鎮
守
」
と
戦
前
日
本
』
二
〇
〇
九
年
、
一
頁

（
４
）
森
岡
清
美
『
近
代
の
集
落
神
社
と
国
家
統
制
』
一
九
八
七
年
、
一
〇
、一
一
頁

（
５
）
前
掲
註
（
３
）、（
４
）、
櫻
井
治
男
『
蘇
る
ム
ラ
の
神
々
』
一
九
九
二
年
、
由
谷
裕
哉
編
『
神

社
合
祀
再
考
』
二
〇
二
〇
年
な
ど

（
６
）
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
『
社
寺
明
細
帳
の
成
立
』
二
〇
〇
四
年

（
７
）
堤
邦
彦
「
寺
社
縁
起
の
転
換
期
―
近
世
か
ら
近
現
代
へ
」『
寺
社
縁
起
の
文
化
学
』
二
〇
〇
五
年
）

（
８
）
米
地
実
『
村
落
祭
祀
と
国
家
統
制
』
一
九
七
七
年
、
二
四
一
頁

（
９
）
馬
部
隆
弘
『
由
緒
・
偽
文
書
と
地
域
社
会
』
八
頁
、
二
〇
一
九
年
。

（
10
）
前
掲
註
（
９
）
九
頁

（
11
）
櫻
井
治
男
『
地
域
神
社
の
宗
教
学
』「
第
二
章
明
治
初
期
の
「
神
社
」
調
べ
」
四
二
～
四
三
頁
、

二
〇
一
〇
年
（
初
出
一
九
九
四
年
）

（
12
）
長
野
栄
俊
「
福
井
県
に
お
け
る
宗
教
関
係
公
文
書
の
史
料
学
的
考
察
（
そ
の
一
）
神
社
明
細

帳
」（『
若
越
郷
土
研
究
』
五
〇
‐
二
、二
〇
〇
六
年
）

（
13
）
大
谷
栄
一
・
菊
池
暁
・
永
岡
崇
編
著
『
日
本
宗
教
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド
ー
近
代
主
義
を
超
え
て
』

慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）
は
、「
日
本
宗
教
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド
集
で
あ
る
」
と

冒
頭
の
一
頁
目
で
記
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
と
に
宗
教
史
研
究
に
つ
い
て

論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
由
緒
は
な
い
。

（
14
）
馬
部
隆
弘
「
蝦
夷
の
首
長
ア
テ
ル
イ
と
枚
方
市
」
前
掲
註
（
９
）
所
収

（
15
）
前
掲
註
（
11
）
ⅶ

（
16
）
堤
邦
彦
・
鈴
木
堅
弘
編
『
俗
化
す
る
宗
教
表
象
と
明
治
時
代

縁
起
・
絵
伝
・
怪
異
』
二
〇
一
八

年
、
鈴
木
堅
弘
〈
平
成
二
十
九
年
度
例
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
寺
社
縁
起
に
近
代
は
あ
っ
た
の

か
？
」〉「
総
括
」『
仏
教
文
学
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
八
年

（
17
）
中
前
正
志
『
寺
院
内
外
伝
承
差
の
原
理

縁
起
通
史
の
試
み
か
ら
』
二
〇
二
一
年
、
六
～
七
頁

（
18
）
羽
賀
祥
二
『
史
蹟
論
』
一
九
九
八
年
、
三
頁
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第
一
章　

近
代
丹
後
に
お
け
る
神
社
と
由
緒 

―
『
神
社
明
細
帳
』
の
検
討
―

は
じ
め
に

本
章
は
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
六
月
二
八
日
内
務
省
達
に
よ
り
作
成
の
指

示
が
さ
れ
た
『
神
社
明
細
帳
』
の
う
ち
、
特
に
丹
後
国
内
の
も
の
を
取
り
上
げ
、
そ

こ
に
記
さ
れ
た
由
緒
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
（
１
）。
今
回
は
個
別
に
神
社
の
由
緒

を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
丹
後
国
と
い
う
単
位
で
面
的
に
由
緒
の
傾
向
や
特
徴

を
捉
え
た
い
。
ま
た
、
周
辺
の
社
会
状
況
も
合
わ
せ
て
検
討
を
行
い
、
互
い
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
受
け
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
由
緒
や
宗
教
史
を
検
討
す
る
史
料

と
し
て
の
価
値
や
有
効
性
を
も
探
る
も
の
で
あ
る
。

丹
後
国
は
東
よ
り
加
佐
郡
、
与
謝
郡
、
中
郡
（
丹
波
郡
）、
竹
野
郡
、
熊
野
郡
の
五

郡
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
現
在
の
範
囲
と
ほ
ぼ
同
じ
京
都

府
が
成
立
し
た
際
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
神
社
明
細
帳
』内
の
地
名
表

記
は
「
京
都
府
管
下
丹
後
国
○
○
郡
○
○
村
」
と
「
丹
後
国
」
の
名
称
を
使
用
し
て

い
る
こ
と
や
、
久
美
浜
代
官
所
領
を
除
く
旧
藩
所
領
が
お
お
よ
そ
丹
後
国
内
で
ま
と

ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
一
つ
の
試
案
と
し
て
丹
後
国
と
い
う
範
囲
で
由
緒
を

考
え
る
こ
と
と
し
た
。
特
に
『
神
社
明
細
帳
』
は
作
成
時
期
が
ほ
ぼ
同
じ
で
、
同
一

の
要
領
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
地
域
間
で
比
較
が
し
や
す
く
、
面
的
に
由
緒
を

捉
え
る
際
に
好
個
の
史
料
と
い
え
る
。

一　

丹
後
国
内
『
神
社
明
細
帳
』
の
概
要

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
に
は
現
在
『
神
社
明
細
帳
』
が
二
三
冊
、『
寺
院
明
細

帳
』
が
五
二
冊
保
管
さ
れ
て
お
り
、
山
城
国
と
丹
波
国
内
は
明
治
一
六
年
に
、
丹
後

国
は
明
治
一
七
年
に
調
製
、
提
出
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
記
載
内
容
に

つ
い
て
修
正
が
あ
れ
ば
、
欄
外
に
訂
正
と
日
付
が
朱
書
さ
れ
て
い
る
（
２
）。
本
稿
で

は
明
治
一
七
年
の
調
製
当
初
の
記
述
を
も
と
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。
各
神
社
の
記

述
の
末
尾
に
近
い
部
分
に
は
作
成
年
月
日
が
記
さ
れ
て
お
り
、
各
郡
で
の
作
成
時
期

は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

加
佐
郡
：
明
治
一
七
年
一
〇
月
一
〇
日
～
一
一
月
二
〇
日

与
謝
郡
：
明
治
一
七
年
　
五
月
一
〇
日
～
一
〇
月
　
四
日

中
　
郡
：
明
治
一
七
年
　
三
月
一
〇
日
～
　
三
月
三
〇
日

竹
野
郡
：
明
治
一
七
年
　
三
月
三
一
日
～
　
四
月
二
九
日

熊
野
郡
：
明
治
一
七
年
　
二
月
　
六
日
～
　
四
月
　
四
日

と
こ
ろ
で
、
明
治
一
二
年
か
ら
三
〇
年
こ
ろ
ま
で
の
、
戸
長
役
場
か
ら
中
郡
役
所

に
提
出
さ
れ
た
社
寺
関
係
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
（
３
）。
そ
の
中
に
中
郡
峯
山
町

金
刀
比
羅
神
社
祠
官
佐
治
義
治
に
よ
っ
て
調
製
さ
れ
た
「
明
治
十
二
年
十
一
月
峯
山

町
及
十
一
ヶ
村
郷
社
并
村
社
等
明
細
取
調
簿
」
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
・
書
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式
か
ら
明
治
一
二
年
六
月
二
八
日
内
務
省
達
の
指
示
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。『
神
社
明
細
帳
』の
作
成
指
示
が
あ
っ
て
か
ら
完
成
ま
で
の
間
の
経
緯

は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
数
年
間
を
か
け
作
成
は
続
け
ら
れ
現
在
見
る
形
に
な
っ
た

の
が
明
治
一
七
年
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、『
神
社
明
細
帳
』
に
は
丹
後
国
全
体
で
一
三
一
二
ヶ
所
の
神
社
が
記
さ
れ
て

い
る
。
最
も
多
い
加
佐
郡
が
四
五
九
、最
も
少
な
い
中
郡
で
一
二
二
と
差
は
あ
る
が
、

一
町
村
あ
た
り
の
平
均
神
社
数
は
ど
の
郡
も
お
よ
そ
三
ヶ
所
と
ほ
と
ん
ど
差
が
な

い
。
そ
の
う
ち
五
三
二
ヶ
所
の
神
社
に
由
緒
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
全
体
の

四
〇
・
三
％
に
あ
た
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
郡
ご
と
で
の
比
率
を
見
る
と
、
竹
野
郡
で

は
七
〇
・
一
％
に
対
し
、
熊
野
郡
で
は
二
〇
・
五
％
、
加
佐
郡
で
は
二
六
・
四
％
と
郡
に

よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
【
表
1
】。
残
念
な
が
ら
、由
緒
の
記
述
を
見
る
限
り

で
は
、
こ
の
よ
う
な
地
域
偏
差
が
起
き
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

本
節
で
は
ま
ず
事
実
関
係
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
次
に
由
緒
の
内
容
に
つ
い
て
検

討
を
し
て
い
き
た
い
。

二　

由
緒
の
内
容
と
特
徴

由
緒
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
達
で
は
「
創
立
公
称
廃
合
再
興
復
旧
移
転
及

ヒ
社
格
等
許
可
ノ
年
月
并
該
社
寺
ニ
関
ス
ル
縁
由
沿
革
」
を
記
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
丹
後
国
内
で
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
。

①
創
立
：
神
社
が
創
建
さ
れ
た
際
の
経
緯
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
。
ま
た
創

立
さ
れ
た
年
月
な
ど
。

②
公
称
：
神
社
の
名
称
が
決
定
さ
れ
た
経
緯
。

③
廃
合
：
神
社
の
合
併
や
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

④
再
興
：
一
時
廃
れ
て
い
た
神
社
が
復
興
し
た
経
緯
や
、
建
物
の
再
建
。

⑤
復
旧
：
④
再
興
と
同
様
。

⑥
移
転
：
移
転
し
た
経
緯
や
年
月
。

⑦
社
格
等
許
可
ノ
年
月
：
神
社
に
お
い
て
、
郷
社
、
村
社
等
の
社
格
が
許
可
さ

れ
た
年
月
。

⑧
縁
由
・
沿
革
：
上
記
以
外
の
神
社
に
関
わ
る
由
緒
。

①
か
ら
⑧
ま
で
の
項
目
ご
と
に
、『
神
社
明
細
帳
』
の
由
緒
の
中
で
記
さ
れ
て
い
た

数
を
郡
ご
と
に
一
覧
に
し
た
の
が
【
表
2
】
で
あ
る
。
な
お
、
す
べ
て
の
項
目
に
つ

い
て
記
し
て
い
る
神
社
は
与
謝
郡
の
日
吉
神
社
（
岩
ケ
鼻
村
）
の
み
し
か
な
い
（
４
）。

ま
た
由
緒
を
記
し
て
い
て
も
、一
行
の
み
し
か
記
し
て
い
な
い
神
社
が
一
六
一
、二
行

の
み
が
一
五
九
と
由
緒
の
記
さ
れ
た
神
社
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。
使
用
さ
れ

て
い
る
用
紙
は
「
美
濃
紙
」
と
指
定
さ
れ
て
お
り
、一
行
の
長
さ
は
約
二
一
セ
ン
チ
、

幅
は
一
・
二
セ
ン
チ
。
ほ
と
ん
ど
が
一
頁
当
た
り
一
三
行
あ
る
。
一
行
あ
た
り
の
字
数

は
一
定
し
て
い
な
い
が
、お
お
よ
そ
二
〇
字
程
度
は
記
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

一
行
の
み
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
由
緒
は
、
か
な
り
限
定
さ
れ
た
情
報
し
か
記
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
最
も
多
い
の
は
中
郡
久
次
村
の
比
沼
麻
奈
為
神
社
の
六
四

行
で
あ
り
、
内
務
省
の
指
示
内
容
と
は
別
に
祭
神
に
つ
い
て
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て

い
る
。

さ
て
、
内
容
に
つ
い
て
は
「
①
創
立
」
に
つ
い
て
「
不
詳
」
と
記
し
て
い
る
も
の

が
最
も
多
く
、「
④
再
興
・
⑤
復
旧
」、「
⑧
縁
由
・
沿
革
」
と
続
い
て
い
る
。
中
に
は

パ
タ
ー
ン
化
し
た
由
緒
も
あ
り
、
水
無
月
神
社
（
熊
野
郡
甲
山
村
）
の
由
緒
は
、「
勧

請
年
月
日
ハ
不
分
明
、
延
享
年
中
再
建
ス
ト
只
古
老
口
碑
ノ
ミ
、
其
他
確
証
ナ
ケ
レ

ハ
不
詳
（
５
）」
と
あ
る
よ
う
に
、「
①
創
立
（
不
詳
）」
＋
「
④
再
興
・
⑤
復
旧
」
と

い
う
内
容
で
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
五
七
社
（
加
佐
郡
二
、
与
謝
郡
四
、
中
郡
〇
、
竹

野
郡
四
八
、熊
野
郡
三
）
で
記
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
二
宮
神
社
（
竹
野
郡
高
橋
村
）

の
由
緒
の
よ
う
に
、「
創
立
年
月
不
詳
文
政
八
乙
酉
九
月
吉
日
再
建
ス
、
明
治
六
年
二
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月
村
社
ニ
例マ

マ

ス
（
６
）」
と
、「
①
創
立
（
不
詳
）」
＋
「
④

再
興
・
⑤
復
旧
」
＋
「
⑦
社
格
等
許
可
ノ
年
月
」
と
い
う

パ
タ
ー
ン
も
あ
り
、
こ
れ
は
三
一
社
（
加
佐
郡
一
、
与
謝

郡
六
、
中
郡
〇
、
竹
野
郡
二
四
、
熊
野
郡
〇
）
で
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
郡
ご
と
で
も
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で

き
、加
佐
郡
は
「
①
創
立
」（
四
六
社
）（
７
）
と
「
④
再
興
」

を
記
す
神
社
（
三
三
社
）
が
多
く
み
ら
れ
、
内
容
で
は
元

伊
勢
を
主
張
す
る
豊
受
大
神
社
（
天
田
内
村
）、皇
大
神
社

（
内
宮
村
）、
笶
原
神
社
（
舞
鶴
紺
屋
町
）
や
麻
呂
子
親
王

の
鬼
退
治
を
伝
え
る
斎
宮
神
社
（
公
庄
村
）、
逆
竹
神
社

（
関
村
）、
日
子
坐
王
の
土
蜘
蛛
退
治
を
伝
え
る
冨
留
山
神

社
（
小
倉
村
）、
舟
戸
神
社
（
蓼
原
村
）
が
特
徴
的
で
あ

る
。
与
謝
郡
は
、「
⑤
社
格
等
許
可
ノ
年
月
」（
８
）
を
記
す

神
社
が
多
い（
一
〇
一
社
）。
内
容
的
に
は
式
内
社
を
標
榜

す
る
板
列
八
幡
神
社
（
男
山
村
）、
日
吉
神
社
（
岩
ケ
鼻

村
）、
木
積
神
社
（
弓
木
村
）、
住
吉
神
社
（
上
司
町
）、
大

虫
神
社
（
温
江
村
）、
億
計
・
弘
計
皇
子
に
関
連
す
る
こ
と

を
伝
え
る
須
津
彦
神
社
（
須
津
村
）、
麓
神
社
（
難
波
野

村
）、麻
呂
子
親
王
の
鬼
退
治
を
伝
え
る
大
虫
神
社
（
温
江

村
）、
小
虫
神
社
（
温
江
村
）、
浦
島
伝
承
に
つ
い
て
伝
え

る
宇
良
神
社
（
本
庄
浜
村
）
が
特
徴
的
で
あ
る
。
竹
野
郡

で
は
「
①
創
立
」
に
つ
い
て
「
不
詳
」
と
記
し
（
一
二
三

社
）、先
に
記
し
た
二
宮
神
社
（
高
橋
村
）
の
よ
う
に
「
④

再
興
」に
つ
い
て
記
し
て
い
る
神
社
が
多
い（
一
〇
八
社
）。

内
容
的
に
は
式
内
社
を
標
榜
す
る
大
野
神
社
（
中
浜
村
）

が
郡
内
で
最
も
多
く
由
緒
を
記
し
て
い
る
ほ
か
、
近
世
期

郡 名 郷 社 村 社 無格社 記載なし (a) 合計 (b) 町村数
１町村平
均神社数
(a) ÷ (b)

(c) 由緒
が記載さ
れている
神社※

(c) ÷ (a)
× 100

1 加 佐 郡 2 116 340 1 459 157 2.9 121 26.4%

2 与 謝 郡 2 105 238 1 346 97 3.6 161 46.5%

3 中 郡 1 39 81 1 122 38 3.2 60 49.2%

4 竹 野 郡 1 74 149 0 224 66 3.4 157 70.1%

5 熊 野 郡 1 42 118 0 161 52 3.1 33 20.5%

合 計 7 376 926 3 1312 410 3.2 532 40.5%

【表１】　各郡の社格別神社数と由緒が記載されている神社数

※由緒の項目で「不詳」とのみ記されているものは含まれていない。

郡 名 ①創立

①創立
（不詳と
記してい
るもの）

②公称 ③廃合 ④ 再 興
⑤ 復 旧 ⑥移転

⑦社格
等許可
ノ年月

⑧縁由
・ 沿革

1 加 佐 郡（121） 46 39 9 11 33 12 4 56

2 与 謝 郡（161） 37 87 15 20 57 31 101 52

3 中 郡 （ 6 0 ） 16 12 4 0 10 10 20 34

4 竹 野 郡（157） 12 123 15 13 108 5 60 42

5 熊 野 郡（33） 13 10 1 0 6 3 0 17

合 計 （ 5 3 2 ） 124 271 44 44 214 61 185 201

【表２】　由緒の内容別記載数
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と
異
な
る
由
緒
を
記
す
竹
野
神
社
（
宮
村
）（
９
）、
志
布
比
神
社
（
大
山
村
）、
深
田

部
神
社
（
黒
部
村
）、
網
野
神
社
（
網
野
村
）
が
特
徴
的
で
あ
る
。
中
郡
は
、
一
社
あ

た
り
の
由
緒
の
分
量
が
丹
後
国
内
平
均
四
・
七
六
行
に
対
し
て
七
・
二
二
行
と
多
い
。

ま
た
内
務
省
達
の
書
式
に
は
則
っ
て
い
る
も
の
の
、「
明
細
帳
取
調
方
心
得
」
に
記
さ

れ
た
項
目
通
り
に
記
し
て
い
な
い
多
久
神
社
（
丹
波
村
）（
10
）
や
、
天
神
神
社
（
下

常
吉
村
）、
冨
持
神
社
（
上
常
吉
村
）
の
よ
う
に
祭
神
に
つ
い
て
長
く
記
す
神
社
、
ま

た
金
刀
比
羅
神
社
（
泉
町
）
は
、
近
世
期
と
全
く
違
う
由
緒
を
記
し
て
い
る
。（
11
）

最
後
に
熊
野
郡
は
、も
と
も
と
由
緒
を
記
し
て
い
る
神
社
は
少
な
い
も
の
の
平
均
六
・

一
八
行
と
一
社
あ
た
り
の
分
量
は
多
い
。
ま
た
加
佐
郡
・
与
謝
郡
・
中
郡
・
竹
野
郡

で
は
用
紙
の
種
類
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、熊
野
郡
で
は
す
べ
て
魚
尾
の
下
に「
熊

野
郡
」
と
印
刷
さ
れ
た
用
紙
を
使
用
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
丹
後
国
内
で
の
由
緒
の
特
徴
を
見
る
限
り
、
櫻
井
氏
の
指
摘
し
た

明
治
政
府
が
重
視
し
た
勧
請
・
鎮
座
の
年
代
（
年
月
日
）
に
つ
い
て
は
「
創
立
不
詳
」

と
す
る
記
述
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
図
が
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま

た
長
野
氏
が
福
井
県
で
は
前
近
代
の
由
緒
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
神
社
は
少
な
い
と

指
摘
し
た
が
、
逆
に
丹
後
国
内
で
は
史
実
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
古
代
に
擬
え
ら
れ

て
い
る
記
述
が
多
く
あ
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
具
体
的
に
由
緒
に
記
さ
れ
て
い
る

名
称
を
そ
の
ま
ま
列
挙
す
る
と
「
旦
波
大
縣
主
由
基

（
マ
マ
）

理
」、「
日
子
坐
王
」、「
丹
波
道

主
命
（
旦
波
道
主
）」、「
天
湯
河
板
挙
命
」、「
浦
嶌
児
（
浦
嶌
子
）」、「
億
計
・
弘
計
」

と
あ
り
、
実
際
に
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
人
物
に
結
び
付
け
て

神
社
の
由
緒
を
記
し
て
い
る
。
両
書
の
特
に
前
半
部
分
に
は
丹
波
（
丹
後
は
和
銅
六

年
〔
七
一
三
〕
に
分
国
）
関
連
の
記
事
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
は
簡
略
な

も
の
が
多
く
自
社
の
由
緒
に
取
り
込
み
や
す
い
事
情
も
あ
る
。
ま
た
両
書
に
は
見
ら

れ
な
い
が
元
伊
勢
の
よ
う
に
雄
略
天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
る
も
の
、
麻

呂
子
親
王
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
等
に
あ
る
実
際
の
記
述
と
は
関
連
が
な
く
記
さ

れ
る
例
も
あ
る
。
由
緒
の
典
拠
は
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
古
代
に
関
わ
る
由

緒
で
は
須
津
彦
神
社
（
与
謝
郡
）
で
億
計
・
弘
計
の
二
皇
子
が
難
を
逃
れ
当
地
に
来

た
説
話
を
掲
載
し
た
記
事
の
後
に
分
注
と
し
て
「
大
日
本
史
古
事
記
伝
風
土
記
其
他

皇
朝
ノ
正
史
ニ
詳
ナ
リ
（
12
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
例
や
、
大
川
神
社
（
加
佐
郡
）
で

「
大
日
本
史
天
武
天
皇
記
ニ
五
年
九
月
（
下
略
）（
13
）」
と
い
っ
た
例
が
あ
る
に
す
ぎ

な
い
。
他
の
時
代
の
由
緒
に
関
連
し
て
も
、
伊
吹
神
社
（
熊
野
郡
）
で
「
此
社
ハ
丹

後
一
覧
抄
・
丹
後

（
マ
マ
）

府
志
・
同
旧
事
記
等
ニ
此
社
ハ
意
布
伎
村
ニ
鎮
座
ト
ア
リ
（
14
）」

と
近
世
の
地
誌
を
典
拠
に
示
す
例
は
あ
る
も
の
の
多
く
事
例
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
今
後
、
社
家
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
典
籍
類
の
調
査
が
進
め
ば
、
由
緒
が
ど
の
よ

う
な
典
拠
を
も
っ
て
成
立
し
た
の
か
、
ま
た
テ
キ
ス
ト
の
み
が
関
わ
り
あ
っ
て
変
化

す
る
の
で
は
な
く
境
内
や
ま
ち
並
み
と
と
も
に
変
化
す
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
可

能
性
を
感
じ
て
い
る
。
さ
て
、
実
際
に
由
緒
の
内
容
を
考
え
執
筆
し
た
人
物
に
つ
い

て
は
、
当
該
神
社
を
所
管
す
る
神
職
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
が
、

実
の
と
こ
ろ
『
神
社
明
細
帳
』
や
そ
の
他
の
史
料
で
は
っ
き
り
と
特
定
で
き
る
と
こ

ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
ま
た
神
職
に
よ
っ
て
記
述
に
差
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る

が
、
由
緒
を
記
す
、
記
さ
な
い
と
い
う
点
で
は
大
き
な
差
が
な
く
、
分
量
に
お
い
て

は
神
職
が
本
務
社
と
し
て
在
籍
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
神
社
の
由
緒
は
多
く
記

さ
れ
、
兼
務
社
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
神
社
は
少
な
い
と
い
う
傾
向
以
外
は
つ
か
め

な
か
っ
た
。

三　

町
・
村
の
規
模
と
由
緒
の
関
連
性

さ
て
、
次
に
由
緒
と
地
域
社
会
と
の
関
連
性
を
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
こ
こ
で

『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
氏
子
戸
数
」
に
注
目
し
た
い
。『
神
社
明
細
帳
』

に
記
さ
れ
て
い
る
「
氏
子
戸
数
」
と
「
信
徒
人
員
」
を
み
る
と
、
町
・
村
内
の
郷
社

や
村
社
と
い
っ
た
中
心
的
（
規
模
が
大
き
く
、
信
仰
面
で
も
中
心
的
）
な
神
社
で
は

「
氏
子
戸
数
」
が
記
さ
れ
、無
格
社
を
中
心
と
し
た
小
社
で
は
「
信
徒
人
員
」
が
記
さ
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れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
町
・
村
内
で
「
氏
子
戸
数
」
と
「
信
徒
人
員
」
が
同
数
の
こ

と
が
多
く
あ
り
、
櫻
井
治
男
氏
は
「
実
際
に
は
「
戸
数
」
を
さ
し
て
い
る
の
か
、「
人

数
」
で
あ
る
の
か
は
注
意
を
要
す
る
場
合
も
生
じ
て
い
る
」（
15
）
と
さ
れ
て
い
る
。
丹

後
国
内
の
場
合
は
中
郡
久
次
村
の
祖
霊
社
の
由
緒
に
「
一
共
有
人
　
六
十
六
人
　
但

戸
主
（
下
略
）」（
16
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、「
信
徒
人
員
」
は
戸
主
の
数
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
丹
後
国
内
で
氏
子
戸
数
の
最
も
多
い
神
社
は

大
川
神
社
（
加
佐
郡
大
川
村
）
三
三
一
〇
戸
で
あ
り
、戸
数
を
記
し
た
神
社
三
三
六
ヶ

所
の
平
均
は
約
一
〇
七
・
九
戸
と
な
っ
て
い
る
な
か
、戸
数
一
〇
〇
以
下
の
神
社
の
由

緒
が
平
均
四
・
四
行
に
対
し
て
、
一
〇
〇
戸
以
上
は
平
均
一
〇
・
八
行
、
二
〇
〇
戸
以

上
に
至
っ
て
は
一
二
・
八
行
と
、
戸
数
の
多
い
神
社
は
由
緒
を
多
く
記
す
傾
向
が
あ

り
、
加
佐
郡
、
与
謝
郡
は
「
信
徒
人
員
」
の
多
い
神
社
も
そ
の
傾
向
が
あ
っ
た
。

当
時
の
丹
後
国
は
「
名
邑
ハ
宮
津
、
舞
鶴
、
峰
山
、
網
野
、
久
美
浜
ト
ス
」（
17
）

と
い
わ
れ
、
二
〇
二
一
年
現
在
に
お
い
て
も
人
口
規
模
が
大
き
い
中
心
的
な
集
落
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
竹
野
郡
網
野
村
（
氏
子
戸
数
三
〇
八
戸
）
と
熊
野
郡

久
美
浜
村
（
氏
子
戸
数
四
四
四
戸
）
を
比
較
し
て
み
た
い
。
網
野
村
は
「
近
来
郡
役

所
ヲ
置
シ
ヨ
リ
、
繁
華
昔
年
ニ
優
リ
、
郡
中
一
ノ
小
都
会
ナ
リ
」（
18
）
と
称
さ
れ
、
明

治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
に
郡
役
所
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
以
前
に
も
増
し
て

活
気
が
出
て
き
て
い
る
様
が
窺
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
久
美
浜
村
は
、

明
治
元
年
置
県
の
制
を
布
か
れ
、
久
美
浜
県
を
設
け
ら
る
ゝ
や
、
其
の
区
域
を

拡
張
し
、
丹
後
但
馬
丹
波
播
磨
美
作
の
五
ヶ
国
を
管
す
る
に
至
り
、
総
石
高

二
十
三
万
余
石
と
な
り
、
年
を
追
ひ
て
石
高
の
増
進
せ
る
を
見
る
。
当
時
の
久

美
浜
は
百
事
革
新
に
際
し
、
庁
下
に
出
入
す
る
者
頓
に
増
加
し
、
頗
る
殷
賑
を

極
め
し
も
、
明
治
四
年
豊
岡
県
と
な
り
、
同
九
年
京
都
府
に
属
せ
る
を
以
て
、

一
時
盛
な
り
し
市
内
も
、
廃
県
後
は
続
々
豊
岡
に
移
住
す
る
者
多
く
、
県
立
病

院
、
物
産
会
社
其
の
他
勃
興
せ
ん
と
せ
る
事
業
は
、
悉
く
中
止
の
や
む
な
き
に

至
れ
り
。（
中
略
）
爾
来
熊
野
郡
は
各
町
村
を
通
じ
、数
十
年
間
に
於
て
特
筆
す

べ
き
事
項
な
く
、
純
農
村
と
し
て
著
し
き
発
達
な
く
、
甚
し
く
衰
頽
に
陥
る
事

な
く
、
漸
く
世
の
進
運
に
伴
ひ
、
徐
々
に
堅
実
な
る
向
上
を
図
り
つ
ゝ
あ
り
、（
19
）

と
、
久
美
浜
県
が
設
置
さ
れ
一
時
は
繁
栄
し
た
も
の
の
、
豊
岡
県
の
設
置
や
京
都
府

へ
の
所
属
と
状
況
が
変
化
す
る
中
、
様
々
な
計
画
が
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
、

そ
の
後
は
大
き
な
変
化
が
な
く
現
在
に
至
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
対
照

的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
両
村
の
中
心
的
な
神
社
で
あ
る
網
野
神
社
（
網
野
村
）、

神
谷
神
社
（
久
美
浜
村
）
の
『
神
社
明
細
帳
』
の
由
緒
を
比
較
し
て
み
た
い
。
網
野

神
社
は
、
社
格
が
村
社
で
あ
り
祭
神
を
「
住
吉
大
神
」
と
「
水
江
浦
嶌
子
神
」
と
し

て
い
る
。
由
緒
は
二
七
行
に
わ
た
り

創
立
年
月
日
不
詳
。
氏
神
網
野
神
社
ノ
由
来
ヲ
尋
ル
ニ
、
古
老
伝
ニ
云
垂
仁
天

皇
天
下
ヲ
知
食
御
代
天
湯
川
板
挙
命
　
但
馬
国
ヨ
リ
当
地
水
江
ニ
来
リ
彼
浮
シ

白
鳥
ヲ
取
奉
ン
為
鎮
守
墨
江
ノ
水
笑
ノ
松
原
村
遠
津
神
江
御
祈
誓
ア
リ
テ
此
水

江
ニ
網
ヲ
張
シ
ニ
依
テ
後
者
水
江
網
野
ト
ハ
称
ス
ト
伝
江
今
網
野
郷
網
野
村
西

ニ
当
ル
湖
水
ヲ
村
人
川
続
海
ト
称
ス
東
湖
水
ヲ
離
レ
池
ト
伝
フ
東
北
ハ
海
浜
ニ

シ
テ
北
海
ニ
嶌
ナ
シ
ト
伝
テ
海
中
ニ
夕
日
ノ
入
ヲ
拝
ス
墨
江
浦
ト
ハ
云
伝
フ
東

ニ
鳥
取
郷
鳥
取
村
ア
リ
移
転
元
ツ
社
地
薗
領
家
ス
ナ
ニ
ウ
ツ
マ
ル
ニ
ヨ
ッ
テ
墨

江
浦
浜
創
中
ニ
奉
遷
座
享
徳
元
壬
申
年
九
月
取
立
願
主
松
原
大
夫
ト
伝
江
ア
リ

往
古
福
田
村
松
原
村
ハ
当
社
氏
子
也
ト
伝
テ
福
田
松
原
ト
云
字
今
ニ
ア
リ
又
元

ツ
社
地
迚
宮
ヶ
奥
ト
云
字
ア
リ
明
治
六
年
二
月
村
社
ニ
列
セ
ラ
レ
其
他
不
詳

水
江
浦
嶌
子
神
ノ
由
来
ヲ
尋
ニ
此
ノ
嶌
子
カ
祖
先
ヨ
リ
御
親
浦
嶌
太
郎
ト
云
人

ノ
家
居
セ
シ
地
也
迚
今
網
野
村
字
福
田
ノ
ソ
ノ
ト
云
ル
地
名
ア
リ
古
ハ
福
田
村

ト
称
シ
伝
此
地
ニ
浦
嶌
カ
子
共
ニ
住
居
セ
シ
カ
生
長
ノ
後
者
毎
日
釣
ヲ
楽
ミ
暮

セ
シ
カ
ハ
終
ニ
海
神
ノ
都
江
通
ヒ
数
年
ヲ
経
テ
帰
郷
セ
シ
神
也
。
今
福
田
ノ
ソ
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ノ
ト
云
シ
ニ
嶌
子
ノ
皺
榎
ト
伝
古
木
ノ
本
ニ
至
テ
皺
ヲ
此
榎
ニ
投
附
ツ
ヽ
終
ニ

衰
老
ノ
身
ト
ナ
リ
死
ス
ト
伝
ヘ
タ
リ
。
其
他
不
詳
。（
20
）

と
、「
天
湯
川
板
挙
命
」
や
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
の
移
転
、「
浦
嶌
児
」
な
ど
に

つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
網
野
神
社
は
、
近
世
の
地
誌
『
丹
哥
府
志
』
で
は
「
住
吉

大
明
神
　
祭
九
月
十
三
日
（
21
）」
と
い
う
簡
略
な
記
述
内
容
で
あ
り
、
同
じ
網
野
村

内
の
寛
平
法
皇
陵
の
項
目
で
「
網
野
村
の
口
碑
に
云
。
寛
平
法
皇
橘
良
利
を
従
へ
諸

国
を
巡
遊
し
て
遂
に
網
野
村
に
崩
ず
、
時
は
秋
七
月
な
り
も
つ
て
火
葬
し
て
京
都
へ

送
る
、
故
を
以
て
其
神
を
祭
り
網
野
村
の
氏
神
と
す
、
今
住
吉
大
明
神
と
い
ふ
、

（
22
）」
と
寛
平
法
皇
（
宇
多
天
皇
）
を
祀
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
と

『
神
社
明
細
帳
』の
由
緒
と
比
較
す
る
と
分
量
が
か
な
り
増
え
て
い
る
こ
と
と
内
容
に

も
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
対
し
て
神
谷
神
社
は
社
格
が
郷
社
で
あ
り
、
祭
神
を
「
天
神
玉
命
」
と

「
八
千
矛
神
・
天
種
子
命
」
と
し
、
由
緒
は
六
行
に
わ
た
り

社
記
ニ
云
人
皇
十
代
崇
神
天
皇
十
年
癸
巳
秋
九
月
四
道
将
軍
ノ
職
ヲ
定
メ
ラ
ル

詔
ヲ
丹
波
道
主
ノ
命
ヲ
丹
波
ノ
国
ニ
遣
シ
国
中
ヲ
順
擦
セ
シ
ム
事
畢
テ
佩
ル
処

ノ
国
見
ノ
剣
ヲ
神
谷
神
社
ニ
納
メ
テ
運
命
ヲ
祈
ル
依
テ
後
人
太
刀
宮
ヲ
以
テ
神

谷
神
社
ニ
附
号
ス
今
国
見
ヲ
以
テ
地
名
ト
ス
国
見
ハ
則
チ
久
美
也
ト
（
23
）

と
丹
波
道
主
命
が
「
国
見
の
剣
」
を
奉
納
し
た
こ
と
か
ら
太
刀
宮
と
呼
ば
れ
た
こ
と

や
「
国
見
」
が
地
名
の
「
久
美
」
に
変
化
し
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
丹
哥
府

志
』
で
は

太
刀
宮
　
町
の
南

（
中
略
）崇
神
天
皇
十
年
旦
波
道
主
命
四
道
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
て
国
土
巡
見
し
給

ふ
、
既
に
巡
見
し
給
ふ
て
後
天
下
泰
平
の
た
め
に
天
照
大
神
の
宮
を
造
る
、
此

時
佩
た
る
剣
を
其
宮
に
納
む
、
依
て
其
宮
を
太
刀
宮
と
い
ふ
。
此
庄
を
国
見
と

名
付
く
と
風
土
記
に
見
へ
た
り
、
今
久
美
と
い
ふ
は
国
見
の
仮
名
也
、
後
の
世

に
神
谷
の
神
社
を
爰
に
合
せ
祭
る
、（
下
略
）（
24
）

と
あ
り
両
者
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
網
野
神
社
は
近
世
か

ら
『
神
社
明
細
帳
』
調
製
に
至
る
時
期
に
か
け
て
由
緒
の
内
容
に
変
化
や
分
量
の
増

加
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
神
谷
神
社
は
同
時
期
に
は
変
化
が
見
ら
れ
ず
、
差
が
あ

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。「
繁
華
昔
年
ニ
優
リ
」
と
称
さ
れ
た
網
野
村
と
「
数
十
年
間

に
於
て
特
筆
す
べ
き
事
項
な
く
」
と
さ
れ
る
久
美
浜
村
、
こ
う
し
た
両
村
の
現
状
が

神
社
の
由
緒
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

櫻
井
治
男
氏
は
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
定
め
ら
れ
た
府
県
社
以
下
神
社
へ

の
神
饌
幣
帛
料
供
進
に
つ
い
て
、

確
か
に
、
明
治
初
期
か
ら
の
神
社
に
関
す
る
法
令
を
な
が
め
て
み
る
と
、
梅
田

氏
（
梅
田
義
彦
氏
、
筆
者
註
）
の
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
「
式
内
社
」
を
は
じ
め

由
緒
あ
る
古
社
が
、
多
数
の
神
社
の
中
で
も
特
別
に
留
意
す
る
方
針
で
取
扱
わ

れ
て
き
た
よ
う
に
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
反
面
、
次
章
で
詳
し
く
述
べ

る
よ
う
に
明
治
三
十
九
年
の
府
県
社
以
下
神
社
へ
の
神
饌
幣
帛
料
供
進
の
状
況

を
み
て
も
、
実
際
の
供
進
社
指
定
に
お
い
て
は
、
式
内
社
で
あ
る
と
の
事
由
よ

り
も
む
し
ろ
、
神
社
の
規
模
・
経
済
状
態
と
い
う
よ
う
な
「
現
状
優
位
」
の
面

が
判
断
の
基
準
と
な
っ
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
点
も
あ
る
。（
25
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
櫻
井
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
神
社
の
規
模
や
経
済
状
態
が
他
の

神
社
よ
り
優
位
で
あ
る
こ
と
が
、
実
際
に
式
内
社
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
神
饌
幣
帛
料

の
供
進
に
つ
な
が
っ
て
い
る
面
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
神
社
の
規
模
や
経
済
と
い
っ
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た
現
状
の
姿
は
、
地
域
で
維
持
さ
れ
て
い
る
神
社
で
あ
れ
ば
氏
子
や
所
在
す
る
町
や

村
の
現
状
と
連
動
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
式
内
社
や
古
社
を
特
別

に
留
意
す
る
傾
向
は
、
法
律
や
神
社
に
対
す
る
調
査
に
よ
り
地
元
に
意
識
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
に
対
応
で
き
る
神
社
は
、
よ
り
由
緒
を
古

く
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、『
神
社
明
細
帳
』
の
中
で
も
そ
の
一
端
を
網
野

神
社
の
例
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
網
野
神
社
の
例
は
所
在
す
る
網
野
村
の

好
況
さ
を
背
景
に
行
わ
れ
、
後
々
も
由
緒
や
祭
神
が
追
加
さ
れ
て
い
く
。
さ
て
、「
二

由
緒
の
内
容
と
特
徴
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、『
神
社
明
細
帳
』
に
お
い
て
近
世
と
異
な

る
由
緒
を
記
す
神
社
は
他
に
も
存
在
し
て
い
る
。
竹
野
郡
で
は
麻
呂
子
親
王
の
鬼
退

治
を
標
榜
し
な
く
な
っ
た
竹
野
神
社
（
宮
村
）
と
志
布
比
神
社
（
大
山
村
）、近
世
で

は
八
幡
神
社
で
あ
っ
た
が
式
内
社
を
標
榜
す
る
よ
う
に
な
っ
た
深
田
部
神
社
（
黒
部

村
）、
第
二
部
に
お
い
て
詳
述
す
る
網
野
神
社
（
網
野
村
）、
中
郡
で
は
金
刀
比
羅
神

社
（
泉
町
）
と
他
に
も
事
例
が
あ
る
。
金
刀
比
羅
神
社
は
近
世
に
藩
主
京
極
家
に
よ

り
創
立
さ
れ
た
神
社
で
あ
る
が
、『
神
社
明
細
帳
』
で
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て

い
た
と
い
う
由
緒
に
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
所
在
地
が
近
世
陣
屋
町
か
ら
郡
の

中
心
地
へ
と
変
化
、
丹
後
ち
り
め
ん
と
い
っ
た
地
場
産
業
の
隆
盛
な
ど
、
神
社
を
取

り
巻
く
環
境
の
変
化
が
大
き
く
あ
っ
た
。本
章
で
は
一
例
を
挙
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、

規
模
や
経
済
の
み
な
ら
ず
由
緒
も
ま
た
地
域
の
現
状
と
も
連
動
し
て
い
た
と
指
摘
で

き
る
点
も
あ
る
。

お
わ
り
に

丹
後
国
内
の
『
神
社
明
細
帳
』
に
は
全
体
の
約
四
割
の
神
社
に
由
緒
が
記
さ
れ
て

い
た
が
、
郡
ご
と
に
偏
り
が
あ
り
、
記
さ
れ
た
由
緒
の
う
ち
約
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は

一
～
二
行
の
み
の
記
述
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
地
域
の
中
で
由
緒
を

考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
課
題
に
応
じ
て
国
や
郡
と
い
っ
た
括
り
方
を
変
え
る
必
要

が
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
記
述
内
容
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
、
中
に
は
近
世
期
に
主
張

し
て
い
た
由
緒
と
は
異
な
る
内
容
を
記
し
て
い
る
神
社
も
見
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
な

か
、
す
べ
て
と
は
言
え
な
い
が
町
・
村
の
現
状
と
由
緒
の
分
量
や
内
容
の
変
化
に
関

連
性
が
認
め
ら
れ
た
。『
神
社
明
細
帳
』
は
広
範
囲
を
網
羅
し
、
受
け
止
め
方
に
は

相
違
が
あ
る
も
の
の
一
定
の
基
準
に
則
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
由

緒
は
近
代
初
頭
の
状
況
を
示
す
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。『
神
社
明
細
帳
』を
起

点
に
前
後
の
時
代
と
の
比
較
、
神
社
内
の
史
料
と
そ
れ
以
外
と
の
比
較
、
こ
う
し
た

視
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
り
由
緒
の
み
な
ら
ず
、
町
・
村
と
い
っ
た
周
辺
の
社
会

情
勢
を
考
慮
に
入
れ
た
研
究
が
可
能
と
な
り
、
第
二
部
に
お
い
て
詳
述
す
る
こ
と
と

す
る
。
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　〔

註

〕

（
１
）『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
は
、こ
の
達
に
記
さ
れ
た
「
明
細
帳
取
調
方
心
得
」
の
中

の
二
つ
の
項
目
基
づ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

	
（
明
細
帳
書
式
省
略
）

　
　
明
細
帳
取
調
方
心
得

	

（
中
略
）

一
由
緒
ハ
創
立
公
称
廃
合
再
興
復
旧
移
転
及
ヒ
社
格
等
許
可
ノ
年
月
並
該
社
寺
ニ
関

ス
ル
縁
由
沿
革
ヲ
詳
記
ス
ヘ
シ

	

（
中
略
）

一
祭
神
由
緒
不
詳
ト
雖
ト
モ
古
老
ノ
口
碑
等
ニ
存
ス
ル
者
ハ
其
旨
ヲ
記
シ
境
内
遥
拝

所
等
無
之
者
ハ
其
項
ヲ
除
ク
ヘ
シ

	

（
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
『
社
寺
明
細
帳
の
成
立
』
二
〇
〇
四
年
）

（
２
）
京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
『
文
書
解
題
―
行
政
文
書
編
―
』
二
〇
〇
八
年


http://w

w
w
.pref.kyoto.jp/kaidai/docum

ents/gkaidai.pdf

（
３
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
三
‐
四
一
『
社
寺
取
調
書
綴
合
』

（
４
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
四
九
‐
追
一
『
与
謝
郡
神

社
明
細
帳
』
二
一
八
。
日
吉
神
社
の
由
緒
は
下
記
の
通
り
で
、
該
当
す
る
部
分
に
番
号
を
付

し
た
。

	

当
社
ハ
元
ト
日
ヶ
谷
ニ
山
王
社
ア
リ
、
外
垣
村
ニ
木
積
明
神
ノ
社
ア
リ
、
①
山
王
社
ハ

延
暦
年
中
近
江
国
阪
本
ヨ
リ
招
祭
ス
ト
云
ヘ
リ
、
木
積
明
神
ハ
〔
按
ス
ル
ニ
延
喜
式
内

与
謝
郡
木
積
神
社
是
ナ
ル
欤
〕、
今
外
垣
村
ニ
キ
ヅ
ミ
谷
ト
テ
社
跡
之
レ
ア
リ
、
③
⑥
天

文
十
八
己
酉
年
両
者
ヲ
合
セ
祭
リ
テ
顕
今
ノ
地
ニ
移
ス
、
①
当
時
日
ヶ
谷
村
城
主
松
田

左
エ
門
尉
平
致
頼
外
垣
村
城
主
橋
本
藤
右
エ
門
尉
大
江
円
清
惣
庄
代
官
ト
シ
テ
社
殿

ヲ
造
立
シ
伊
禰
ノ
庄
八
ヶ
村
ノ
産
土
神
ト
崇
祭
セ
リ
、
⑧
日
ヶ
谷
村
外
垣
村
岩
ヶ
鼻
村

大
嶌
村
日
出
村
高
梨
村
平
田
村
大
原
村
以
上
ノ
八
ヶ
村
ヲ
伊
禰
ノ
庄
ト
云
フ
、
毎
村
ニ

刀
禰
権
守
ナ
ル
者
社
殿
造
立
ヲ
奉
行
ス
ト
棟
札
ニ
二
十
谷
ヲ
記
セ
リ
、
④
其
后
大
島
村

城
主
千
賀
常
陸
介
源
経
頼
外
垣
村
城
主
橋
本
伊
豆
守
平
頼
清
島
田
丹
後
守
平
頼
次
天

正
六
年
卯
月
七
日
再
建
落
成
ス
ト
棟
札
ニ
見
エ
、
⑧
例
歳
八
月
十
五
日
ヲ
以
テ
祭
礼
ヲ

営
ミ
手
躍
振
物
ノ
奉
楽
ヲ
執
行
セ
リ
、
然
ル
ニ
日
出
高
梨
平
田
大
原
ノ
四
ヶ
村
ハ
海
上

ヲ
乗
舩
ニ
テ
一
ノ
鳥
居
ニ
着
浜
シ
縄
手
ニ
振
物
ヲ
渡
セ
シ
ニ
〔
一
ノ
鳥
居
ハ
往
昔
海
浜

ニ
之
レ
ア
リ
シ
由
今
里
中
ニ
字
鳥
居
屋
敷
ト
テ
四
畝
歩
斗
リ
ノ
耕
地
残
レ
リ
〕
一
年
暴

風
雨
ニ
テ
例
祭
ヲ
営
ミ
得
ス
、
夫
レ
ヨ
リ
イ
ツ
シ
カ
漸
々
ニ
止
ミ
ヌ
、
大
島
村
ハ
文
久

年
度
ヨ
リ
其
例
ヲ
怠
タ
リ
方
今
岩
ヶ
鼻
日
ヶ
谷
外
垣
三
ヶ
村
ヲ
顕
氏
子
戸
数
ニ
充
ツ
、

往
古
日
ヶ
谷
村
ニ
真
言
宗
威
光
寺
ト
云
フ
当
社
ノ
別
堂
ア
リ
〔
今
改
宗
改
称
シ
テ
臨
済

宗
天
長
寺
是
ナ
リ
〕
当
社
ノ
什
物
ト
テ
般
若
経
六
百
巻
ヲ
蔵
シ
明
治
元
年
迄
例
歳
六
月

十
一
日
天
長
寺
僧
侶
般
若
経
ヲ
社
前
ニ
転
読
セ
リ
右
般
若
巻
末
ニ

	

（
般
若
経
奥
書
略
）

	

②
明
治
二
年
神
仏
混
淆
御
引
別
ニ
付
別
当
神
勤
ヲ
廃
止
日
吉
神
社
ト
改
号
、
仝
⑦
六
年

村
社
ノ
格
ニ
列
セ
ラ
ル
（
傍
線
・
番
号
筆
者
）

（
５
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
四
九
‐
追
一
『
丹
後
国
熊

野
郡
神
社
明
細
帳
』
二
五

（
６
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
四
九
‐
追
一
『
竹
埜
郡
神

社
明
細
帳
』
七

（
７
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
四
九
‐
追
一
『
丹
後
国
加

佐
郡
神
社
明
細
帳
』
二
七
三
。
恵
比
須
神
社
（
八
戸
地
村
）
の
由
緒
は
「
創
立
享
保
九
年
中

再
建
明
和
五
年
中
三
建
嘉
永
四
年
中
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
創
立
」
が
こ
の

地
で
神
社
が
創
建
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
棟
札
等
で
確
認
で
き
る
社
殿
の
建
立

を
指
し
て
い
る
の
か
区
別
が
つ
き
に
く
い
も
の
も
あ
る
。

（
８
）
一
例
を
あ
げ
る
と
、
鍵
守
神
社
（
波
路
村
）
の
由
緒
で
は
「
勧
請
年
記
不
詳
明
治
六
年
二
月

十
日
旧
豊
岡
縣
ヨ
リ
村
社
ニ
被
列
」（
前
掲
註
（
４
）
一
）
と
あ
る
。

（
９
）
竹
野
神
社
は
麻
呂
子
親
王
の
鬼
退
治
を
伝
え
、
一
七
世
紀
の
作
と
さ
れ
る
絵
巻
「
斎
宮
明
神

縁
起
」
を
所
蔵
し
て
い
る
ほ
か
、
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
再
興
時
の
勧
進
帳
に
も
鬼
退
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治
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
が（
京
丹
後
市
史
資
料
編『
京
丹
後
市
の
伝
承
・
方
言
』二
〇
一
二

年
参
照
）、『
神
社
明
細
帳
』
で
は
鬼
退
治
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
10
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
四
九
‐
追
一
『
丹
後
国
中

郡
神
社
明
細
帳
』
六
五
。
多
久
神
社
（
丹
波
村
）
の
由
緒
に
は

	

記
録
等
存
在
セ
サ
レ
ド
モ
里
老
ノ
口
碑
ニ
此
則
チ
多
久
神
社
ノ
旧
跡
ナ
リ
今
祠
ヲ
祀

ル
途
前
ニ
門
地
ト
唱
ル
地
有
テ
ヲ
ク
多
久
ノ
訛
カ
ト
神
門
ノ
□
又
神
官
屋
敷
ヲ
今
西

屋
敷
ト
云
又
ハ
神
子
屋
敷
モ
今
ニ
有
テ
奥
地
ヲ
少
シ
ニ
モ
穢
シ
触
ル
モ
ノ
ハ
神
ノ
御

荒
ヒ
ヲ
蒙
ル
ト
カ
ヤ
世
代
詳
ナ
ラ
サ
レ
ド
モ
其
昔
例
祭
日
ハ
橋
木
村
矢
田
村
内
記
村

荒
山
村
ト
モ
同
日
ノ
祭
ナ
リ
シ
ヲ
云
云
ノ
コ
ト
ア
リ
テ
今
祭
日
ハ
当
村
ノ
ミ
ニ
テ
御

旅
所
ハ
内
記
村
境
ニ
大
槻
ア
リ
此
枝
ヲ
手
ニ
経
レ
ハ
神
ノ
タ
ヽ
リ
ヲ
受
ル
ト
云
云

	

と
あ
り
、
神
社
の
所
在
し
て
い
た
地
名
や
祭
礼
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
金
刀
比
羅
神
社
（
泉
町
）
の
由
緒
に
は
、「
現
今
ノ
社
殿
ハ
光
格
天
皇
御
宇
文
化
八
年
二
月
ニ

シ
テ
棟
札
ニ
記
載
ス
ル
処
ハ
第
三
度
ノ
造
営
ニ
成
就
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
云
」（
前
掲
註
（
10
）

五
四
）
と
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
三
度
目
の
社
殿
建
立
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
同
年
に
藩
主
に
よ
り
初
め
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
当
社

の
棟
札
や
所
蔵
文
書
、他
の
文
献
等
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。（
金
刀
比
羅
神
社
発
行
『
金

刀
比
羅
神
社
御
鎮
座
二
百
年
記
念
誌
』
二
〇
一
二
年
）
他
の
神
社
が
古
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
由
緒
を
掲
げ
る
な
か
、
当
社
も
よ
り
古
い
由
緒
を
標
榜
し
た
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）
前
掲
註
（
4
）
八
三

（
13
）
前
掲
註
（
7
）
三
〇
四

（
14
）
前
掲
註
（
5
）
二
八

（
15
）
櫻
井
治
男
『
地
域
神
社
の
宗
教
学
』
二
〇
一
〇
年
、
四
五
頁

（
16
）
前
掲
註
（
10
）
一
二
二

（
17
）
平
井
義
直
編
『
京
都
府
管
内
地
誌
丹
後
之
部
』
一
八
八
二
年
、
二
丁
表

（
18
）
前
掲
註
（
17
）
廿
七
丁
表

（
19
）
京
都
府
熊
野
郡
役
所
『
京
都
府
熊
野
郡
誌
』
一
九
二
三
年
、
五
～
六
頁

（
20
）
前
掲
註
（
６
）
五
四

（
21
）
木
下
幸
吉
編
『
丹
後
郷
土
史
料
集
』
第
一
輯
、
一
九
三
八
年
、
三
六
三
頁

（
22
）
前
掲
註
（
21
）
三
六
四
頁

（
23
）
前
掲
註
（
５
）
一
四

（
24
）
前
掲
註
（
21
）
四
六
〇
頁

（
25
）
櫻
井
治
男
『
蘇
る
ム
ラ
の
神
々
』
一
九
九
二
年
、
五
三
頁
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第
二
章　

近
代
丹
後
に
お
け
る
寺
院
と
由
緒 

―
『
寺
院
明
細
帳
』
の
検
討
―

は
じ
め
に

本
章
は
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
六
月
二
八
日
内
務
省
達
に
よ
り
作
成
の
指

示
が
さ
れ
た
『
寺
院
明
細
帳
』
の
う
ち
、
特
に
丹
後
国
内
の
も
の
を
取
り
上
げ
、
そ

こ
に
記
さ
れ
た
由
緒
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
部
第
一
章
に
お
い
て
、
丹
後

国
内
の
『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
を
取
り
上
げ
、
そ
の
記
述
内
容
の
特
徴

や
地
域
社
会
と
の
関
連
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
本
章
は
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
、
丹
後

国
内
の
『
寺
院
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
の
特
徴
、
地
域
社
会
と
の
関
連
性
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
近
年
、
近
代
の
寺
社
縁
起
研
究
が
高
ま
り
を
見
せ
て
お

り
、高
僧
絵
伝
や
寺
社
縁
起
を
「
俗
化
」
と
い
う
視
点
か
ら
一
書
が
編
ま
れ
（
1
）、ま

た
「
寺
社
縁
起
に
近
代
は
あ
っ
た
の
か
？
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。

そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「
近
代
に
お
い
て
、
前
近
代
か
ら
受
け
継
が
れ
る
宗
教
的

な
「
コ
ト
」（
言
説
）
が
、
何
を
き
っ
か
け
に
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
変
化
し
な

か
っ
た
の
か
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、近
代
に
お
け
る
「
縁
起
性
」

を
考
え
る
場
合
、
従
来
の
「
モ
ノ
」
と
「
コ
ト
」
の
視
座
に
加
え
て
、「
バ
」（
場
）

の
視
座
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
バ
」
の
変
容
が
、
縁
起
的
言
説
の
継
承
や
揺

ら
ぎ
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
示
す
に
い
た
っ
た
」（
2
）
と
総
括
さ
れ
、

「
俗
化
」「
モ
ノ
」「
コ
ト
」「
バ
」
と
様
々
な
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
近
代
の
寺
社
縁
起

研
究
が
深
化
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
仏
教
史
研
究
も
ま
た
高
ま
り
見
せ
て
い

る
が
、
そ
の
中
で
は
寺
社
縁
起
や
由
緒
と
い
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ

て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
は
本
章
で
取
り
上
げ
る
「
地
域
」
も
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い

（
3
）。
近
代
仏
教
史
と
寺
社
縁
起
・
由
緒
、
ま
た
地
域
を
つ
な
げ
る
試
み
は
大
き
な
課

題
と
な
り
本
章
の
み
で
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
問
題
点
が
あ
る

こ
と
を
提
示
し
つ
つ
論
を
進
め
た
い
。

一　

丹
後
国
内
『
寺
院
明
細
帳
』
の
概
要

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
に
は
現
在
『
寺
院
明
細
帳
』
が
五
二
冊
保
管
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
は
、「
最
初
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
六
月
、
内
務
省
は
同
省
達

乙
第
三
一
号
を
以
て
、
一
定
の
様
式
を
定
め
て
、
寺
院
明
細
帳
並
び
に
神
社
明
細
帳

を
調
製
し
、
同
年
一
二
月
限
り
提
出
す
る
よ
う
に
府
県
に
達
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

様
式
に
は
不
備
な
点
が
あ
り
、
ま
た
各
府
県
に
お
い
て
も
調
製
が
進
ま
な
か
っ
た
の

で
、
明
治
一
五
年
、
内
務
省
は
各
府
県
に
対
し
て
再
調
製
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
基
づ

い
て
各
寺
院
に
作
成
提
出
さ
せ
た
明
細
帳
は
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
の
宗
教
団

体
法
の
公
布
ま
で
の
間
、
公
認
寺
院
の
台
帳
と
し
て
、
内
務
省
及
び
京
都
府
に
各
一

部
ず
つ
備
え
付
け
ら
れ
た
。
作
成
は
、
神
社
明
細
帳
と
同
様
で
、
山
城
・
丹
波
地
方

は
明
治
一
六
年
、丹
後
地
方
は
同
一
七
年
と
推
定
さ
れ
る
」（
4
）
と
さ
れ
て
お
り
、修

正
が
あ
れ
ば
欄
外
や
文
中
に
追
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
移
転
し
て
き
た
寺
院
や
新
規

に
建
立
さ
れ
た
寺
院
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、
本
章
で
は
明
治
一
七
年
の
調
製
当
初
の

記
述
を
も
と
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。
各
寺
院
の
記
述
の
末
尾
に
近
い
部
分
に
は
作
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成
年
月
日
が
記
さ
れ
て
お
り
、
各

郡
で
の
作
成
時
期
は
加
佐
郡
が
明

治
一
七
年
一
〇
月
九
日
～
明
治

一
七
年
一
一
月
一
九
日
、
与
謝
郡

が
明
治
一
七
年
五
月
六
日
～
明
治

一
七
年
一
一
月
、
中
郡
が
明
治

一
七
年
三
月
九
日
～
明
治
一
七
年

五
月
、
竹
野
郡
が
明
治
一
七
年
四

月
一
日
～
明
治
一
七
年
四
月
三（

マ
マ
）一

日
、
熊
野
郡
が
明
治
一
七
年
二
月

七
日
～
明
治
一
七
年
三
月
二
二
日

で
あ
っ
た
。
明
細
帳
に
記
さ
れ
て

い
る
丹
後
国
内
の
寺
院
数
は

四
一
二
ヶ
寺
あ
り
、
曹
洞
宗
が
最

も
多
く
、
次
に
多
い
臨
済
宗
と
あ

わ
せ
る
と
禅
宗
は
全
体
の
約

六
一
％
を
占
め
る
。
最
も
寺
院
数

の
多
い
加
佐
郡
が
一
二
五
ヶ
寺
、

最
も
少
な
い
の
が
熊
野
郡
の
四
六

ヶ
寺
と
差
は
あ
る
が
、
町
・
村
ご

と
の
平
均
寺
院
数
に
は
ほ
と
ん
ど

差
が
無
く
、
町
・
村
に
一
～
二
ヶ

寺
存
在
し
て
い
る
状
態
で
あ
る

【
表
3
、
表
5
】。

丹
後
国
内
の
『
寺
院
明
細
帳
』

に
記
さ
れ
た
由
緒
を
取
り
上
げ
た

先
行
研
究
に
つ
い
て
は
数
が
少
な
い
が
、
京
都
府
内
全
体
に
つ
い
て
は
竹
田
聴
洲
氏

の
研
究
が
あ
り
、
特
に
由
緒
の
中
に
記
さ
れ
た
開
創
・
中
興
年
代
に
注
目
し
、
そ
の

傾
向
を
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
5
）。
ま
た
根
本
誠
二
氏
は
、『
寺
院
明
細
帳
』
に
見
ら

れ
る
丹
後
国
内
の
行
基
に
関
わ
る
由
緒
を
持
つ
寺
院
を
調
査
さ
れ
、
特
に
地
域
的
に

は
熊
野
郡
に
多
く
所
在
し
て
お
り
、
宗
派
で
は
真
言
宗
が
多
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
6
）。
竹
田
氏
は
開
創
や
中
興
年
代
、
根
本
氏
は
行
基
と
、
由
緒
全
体
で
は
な

く
、
分
析
対
象
を
一
部
に
特
化
し
た
形
で
論
を
進
め
ら
れ
て
お
り
、
本
章
で
は
由
緒

の
内
容
全
体
に
つ
い
て
面
的
に
捉
え
る
試
み
を
行
い
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
明
治
政
府

に
よ
り
全
国
同
じ
指
示
の
も
と
に
作
成
し
た
明
細
帳
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
意

図
が
等
し
く
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
郡
ご
と
に
違
う
傾
向
が
出
る
こ
と
を
第

一
部
第
一
章
で
指
摘
し
た
。
寺
院
で
も
神
社
と
同
様
に
そ
う
し
た
地
域
ご
と
で
の
傾

向
や
、
相
違
が
認
め
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
ま
た
寺
院
の
由
緒
の
み
に
見
ら
れ
る

傾
向
が
あ
る
の
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
近
代
に
作
成
さ
れ
た
寺
院
の
由
緒
に

つ
い
て
は
、
中
前
正
志
氏
が
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
成
相
寺
の
縁
起
に
つ
い
て
論
じ

る
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
7
）。
本
章
が
由
緒
を
面
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る

の
に
対
し
、
古
代
か
ら
現
代
と
長
い
時
間
軸
で
考
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
寺
内
と

寺
外
で
の
伝
承
差
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
参
考
に
す
べ
き
点
が
多
く
あ
る
。

他
寺
院
で
も
同
様
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
り
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。二　

明
細
帳
に
記
さ
れ
た
由
緒

〈
１
〉
丹
後
国
内
寺
院
の
由
緒
の
概
要

明
治
一
二
年
内
務
省
達
で
は
、「
創
立
公
称
廃
合
再
興
復
旧
移
転
及
ヒ
社
格
等
許
可

ノ
年
月
并
該
社
寺
ニ
関
ス
ル
縁
由
沿
革
」（
8
）
を
記
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、丹

後
国
内
で
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
。

郡 名 曹洞宗 臨済宗 真言宗 日蓮宗 浄土真宗 浄土宗 天台宗 合　計

1 加 佐 郡 40 45 25 3 5 6 1 125

2 与 謝 郡 33 33 14 13 9 13 0 115

3 中 郡 14 18 6 9 7 1 0 55

4 竹 野 郡 49 4 11 2 5 0 0 71

5 熊 野 郡 2 15 13 6 6 4 0 46

合 計 138 115 69 33 32 24 1 412

【表３】　宗派別寺院数
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①
創
立
：
寺
院
が
創
立
さ
れ
た
際
の
経
緯
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
。
ま
た
創

立
さ
れ
た
年
月
な
ど
。

②
公
称
：
寺
院
の
名
称
が
決
定
さ
れ
た
経
緯
。

③
廃
合
：
寺
院
の
合
併
や
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

④
再
興
：
一
時
廃
れ
て
い
た
寺
院
が
復
興
し
た
経
緯
や
、
建
物
の
再
建
。

⑤
復
旧
：
④
再
興
と
同
様
。

⑥
移
転
：
移
転
し
た
経
緯
や
年
月
。

⑦
縁
由
・
沿
革
：
上
記
以
外
の
寺
院
に
関
わ
る
由
緒
。

な
お
「
社
格
等
許
可
ノ
年
月
」
は
、
神
社
に
お
い
て
郷
社
、
村
社
等
の
社
格
が
許

可
さ
れ
た
年
月
を
記
す
こ
と
で
あ
り
寺
院
は
該
当
し
な
い
。
ま
た
こ
の
七
項
目
す
べ

て
を
記
し
た
寺
院
は
存
在
せ
ず
、
由
緒
は
平
均
し
て
五
・
四
行
記
さ
れ
て
お
り
、
も
っ
と

も
多
く
由
緒
を
記
し
て
い
た
の
が
振
宗
寺
（
与
謝
郡
井
室
村
）
で
一
三
五
行
あ
り
、

次
い
で
松
尾
寺
（
加
佐
郡
松
尾
村
）
と
江
西
寺
（
与
謝
郡
須
津
村
）
の
六
六
行
と
な
る
。

た
だ
し
一
行
の
み
し
か
記
し
て
い
な
い
寺
院
が
九
〇
ヶ
寺
、
二
行
の
み
が
一
〇
八
ヶ

寺
あ
り
、
由
緒
を
記
し
た
寺
院
の
約
半
数
が
一
～
二
行
の
み
で
あ
る
。
な
お
第
一
部

第
一
章
で
記
し
た
が
丹
後
国
内
の
『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
で
は
氏
子
戸

数
が
多
い
神
社
ほ
ど
由
緒
を
多
く
記
す
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
寺
院
の
場
合
は
必
ず
し

も
そ
う
で
は
無
く
、
振
宗
寺
の
檀
徒
人
員
は
二
〇
名
、
江
西
寺
は
一
七
六
名
、
松
尾

寺
は
三
八
名
と
檀
徒
人
員
と
由
緒
の
分
量
に
関
連
性
は
見
受
け
ら
れ
な
い
（
以
下
、

神
社
と
の
比
較
は
第
一
部
第
一
章
に
よ
る
）。
ま
た
宗
派
別
、郡
別
に
記
さ
れ
た
由
緒

の
行
数
の
平
均
値
を
算
出
し
た
が
、
宗
派
で
は
真
言
宗
が
や
や
多
く
、
郡
別
で
は
与

謝
郡
が
や
や
多
か
っ
た
他
は
大
き
く
差
が
な
か
っ
た
【
表
4
】。

さ
て
、
明
細
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
寺
院
数
四
一
二
ヶ
寺
に
対
し
、
由
緒
が
記
さ

れ
た
寺
院
は
九
四
・
二
％
に
あ
た
る
三
八
八
ヶ
寺
と
多
数
を
占
め
、
神
社
が
全
体
の

四
〇
・
五
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。ま
た
神
社
は
郡
に
よ
っ

て
由
緒
の
記
さ
れ
て
い
る
割
合
が
二
〇
・
五
％
か
ら
七
〇
・
一
％
と
大
き
く
差
が
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
寺
院
は
最
も
少
な
い
熊
野
郡
が
八
〇
・
四
％
、
最
も
多
い
竹
野
郡
が

九
八
・
六
％
と
そ
の
差
が
少
な
い
【
表
5
】。
ま
た
神
社
と
の
相
違
で
顕
著
な
の
が
、

①
創
立
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
由
緒
の
記
さ
れ
た
神
社
五
三
二
中
二
七
一
社
に

お
い
て
、創
立
は「
不
詳
」と
記
さ
れ
て
い
る
が
、寺
院
で
は
三
八
八
ヶ
寺
中
三
四
五
ヶ

寺
が
史
実
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
①
創
立
に
つ
い
て
何
ら
か
の
記
述
が
あ
る
【
表

6
】。
さ
ら
に
そ
の
内
の
一
五
〇
ヶ
寺
は
④
再
興
・
⑤
復
旧
の
記
述
も
あ
り
、
由
緒

の
記
さ
れ
た
寺
院
の
約
四
〇
％
に
①
創
立
と
④
再
興
・
⑤
復
旧
の
記
述
が
含
ま
れ
て

い
る
。

〈
２
〉
加
佐
郡
内
寺
院
の
由
緒

さ
て
、
丹
後
国
の
東
か
ら
順
に
特
徴
を
述
べ
地
域
性
を
持
っ
た
由
緒
に
つ
い
て
考

え
て
い
き
た
い
。

加
佐
郡
で
最
も
多
く
由
緒
を
記
す
の
が
、西
国
第
二
九
番
札
所
の
松
尾
寺
で
あ
る
。

内
容
は
、①
慶
雲
元
年
威
光
上
人
が
当
地
に
伽
藍
を
建
立
、②
元
明
天
皇
の
詔
が
あ
っ

て
和
銅
五
年
竣
功
、
③
松
の
瑞
に
基
づ
き
松
尾
寺
と
名
付
け
ら
れ
る
、
④
奥
の
院
は

宗 派 平均行数

真 言 宗 7

日 蓮 宗 5.8

臨 済 宗 5.4

曹 洞 宗 5.1

浄 土 宗 4.9

浄 土 真 宗 3.3

天 台 宗 2

郡 名 平均行数

与 謝 郡 8.3

熊 野 郡 6.5

中 郡 5

竹 野 郡 3.7

加 佐 郡 3.3

【表４】　由緒の平均行数

〔 宗派別 〕

〔 郡　別 〕
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泰
澄
創
立
、
⑤
正
暦
年
間
伽
藍
大
破
、
⑥
元
永
年
間
再
興
、
⑦
細
川
藤
孝
よ
り
寺
領

安
堵
、
⑧
建
仁
元
年
、
永
仁
六
年
、
永
正
三
年
、
寛
永
七
年
、
正
徳
六
年
、
明
治
一
七

年
に
火
災
あ
り
、
⑨
真
言
宗
別
派
独
立
の
と
こ
ろ
近
年
三
宝
院
末
と
な
っ
た
等
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
。
本
尊
は
丹
後
で
は
例
の
少
な
い
馬
頭
観
音
で
あ
り
、
他
寺
に
は

見
ら
れ
な
い
豊
富
な
所
伝
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
白
山
を
開
山
し
た
と

伝
え
ら
れ
る
泰
澄
が
奥
の
院
を
創
立
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
お
な
じ

松
尾
村
の
六
所
神
社
の
『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
に
は
、
養
老
元
年
に
泰

澄
が
白
山
・
浅
間
の
二
神
を
祀
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
（
9
）、
松
尾
寺
周
辺
で
の
特

徴
と
言
え
よ
う
。
丹
後
国
内
で
は
如
意
寺
（
京
丹
後
市
久
美
浜
町
）
の
鰐
口
に
「
白

山
宮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
事
例
や
（
10
）、白
山
神
社
（
京
丹
後
市
弥
栄
町
等
楽
寺
）
の
存

在
、
縁
城
寺
の
鎮
守
に
白
山
権
現
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
11
）
な
ど
、
白
山
信
仰
の

存
在
自
体
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
明
細
帳
の
由
緒
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
松
尾
寺
周

辺
の
み
で
あ
り
白
山
信
仰
の
広
が
り
や
消
長
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
点
と
い
え
る
。

ま
た
他
の
郡
で
も
登
場
す
る
麻
呂
子
親
王
（
聖
徳
太
子
の
異
母
弟
。
丹
後
で
鬼
退

治
を
す
る
際
に
祈
願
を
す
る
た
め
薬
師
如
来
像
を
造
立
し
た
と
の
伝
承
が
丹
後
一
円

の
寺
社
に
残
さ
れ
て
い
る
）
に
関
連
す
る
由
緒
を
記
す
西
蔵
院
（
多
禰
寺
、
西
大
浦

村
）、
如
意
寺
（
由
良
村
）、
清
園
寺
（
河
守
町
）、
如
来
院
（
佛
性
寺
村
）
が
あ
る
。

な
お
、
前
述
し
た
根
本
氏
の
論
考
に
よ
る
と
加
佐
郡
で
は
行
基
に
関
連
す
る
由
緒
を

持
つ
寺
院
は
、
観
音
寺
（
南
山
村
）
と
菩
提
寺
（
女
布
村
）
の
二
ヶ
寺
と
さ
れ
て
い

た
が
、
筆
者
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
金
剛
院
、
明
王
院
、
安
養
院
、
教
王
院
（
い
ず
れ

も
南
山
村
）
も
行
基
が
開
山
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
12
）。

〈
３
〉
与
謝
郡
内
寺
院
の
由
緒

与
謝
郡
で
は
、
全
一
一
五
ヶ
寺
中
、
一
一
三
ヶ
寺
に
由
緒
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
割
合
は
非
常
に
高
い
【
表
5
】。
丹
後
国
内
の
『
寺
院
明
細
帳
』
の
中
で
、最
も
多

く
の
由
緒
を
記
し
て
い
た
振
宗
寺
（
井
室
村
）
は
①
藤
原
保
昌
が
建
立
し
た
鹿
葬
寺

郡 名 寺院数(a) 町村数(b) １町村平均寺院数
(a)÷(b)

(c)由緒が記載され
ている寺院※ (c)÷(a)×100

1 加 佐 郡 125 99 1.3 114 91.2

2 与 謝 郡 115 76 1.5 113 98.3

3 中 郡 55 35 1.6 54 98.2

4 竹 野 郡 71 49 1.4 70 98.6

5 熊 野 郡 46 30 1.5 37 80.4

合 計 412 289 1.5 388 94.2

【表５】　郡別寺院数と由緒を記載した寺院数

【表６】　由緒の内容別記載数

郡 名 ①創立 ①創立（不詳と
記しているもの） ②公称 ③廃合 ④再興

⑤復旧 ⑥移転 ⑦ 社 格 等
許可ノ年月

⑧ 縁 由
・ 沿 革

1 加 佐 郡
（ 1 1 4 ） 106 8 1 41 4 38 4 56

2 与 謝 郡
（ 1 1 3 ） 100 20 0 72 14 55 101 52

3 中 郡
（ 5 4 ） 48 14 1 17 6 12 20 34

4 竹 野 郡
（ 7 0 ） 61 7 0 35 6 27 60 42

5 熊 野 郡
（ 3 7 ） 30 12 0 15 3 17 0 17

合計（38 8） 345 61 2 180 33 149 185 201
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が
始
ま
り
、
②
応
永
一
五
年
真
相
寺
と
改
称
、
③
文
明
一
三
年
再
興
、
④
伊
根
村
を

井
室
村
、
真
相
寺
を
振
宗
寺
と
改
め
る
。
⑤
領
主
京
極
家
の
命
に
よ
り
智
源
寺
末
と

な
る
。
⑥
慶
安
四
年
焼
失
、
寛
文
一
二
年
再
興
、
享
保
八
年
焼
失
、
享
保
一
〇
年
再

興
、
弘
化
三
年
再
興
、
⑦
そ
の
他
歴
代
住
職
の
記
述
が
多
い
、
と
具
体
的
な
年
月
を

示
し
な
が
ら
膨
大
な
由
緒
を
記
し
て
い
る
。
与
謝
郡
内
で
は
振
宗
寺
と
同
様
に
領
主

と
の
関
連
を
記
す
寺
院
が
下
記
の
通
り
あ
り
、
特
に
宮
津
城
下
で
は
京
極
家
と
の
関

連
を
記
す
寺
院
が
多
く
地
域
性
を
持
っ
た
由
緒
と
い
え
る
。

・
一
色
：
妙
照
寺
（
宮
津
金
屋
谷
）
、
玉
田
寺
（
弓
木
村
）

・
細
川
：
如
願
寺
（
宮
津
宮
町
）
、
智
恩
寺
（
文
殊
村
）

・
京
極
：
智
源
寺
（
宮
津
京
街
道
）
、
国
清
寺
、
本
妙
寺
、
経
王
寺
、
大
頂

寺
、
仏
性
寺
（
い
ず
れ
も
宮
津
金
屋
谷
）

ま
た
、丹
後
国
司
で
も
あ
っ
た
藤
原
保
昌
に
関
連
す
る
由
緒
を
記
す
の
が
智
恩
寺
、

洞
雲
寺
（
大
原
村
）、
泊
隣
寺
（
六
万
部
村
）、
振
宗
寺
と
、
智
恩
寺
以
外
は
現
在
の

伊
根
町
域
に
固
ま
っ
て
お
り
こ
れ
も
地
域
性
を
持
っ
た
由
緒
と
い
え
る
。
さ
ら
に
著

名
な
僧
侶
に
関
連
す
る
由
緒
と
し
て
、

・
行
基
：
観
音
寺
（
惣
村
）
、
如
願
寺
、
三
縁
寺
（
金
屋
村
）
、
国
分
寺
（
国

分
村
）
、
大
谷
寺
（
大
垣
村
）

・
法
道
：
雲
岩
庵
（
岩
屋
村
）

・
仁
海
：
江
西
寺
（
須
津
村
）

・
如
意
尼
：
神
宮
寺
（
石
川
村
）

・
忍
性
：
金
剛
心
院
（
日
置
村
）

と
行
基
以
外
は
由
緒
を
持
つ
寺
院
数
は
少
な
い
も
の
の
他
郡
に
は
無
く
特
徴
あ
る
由

緒
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
麻
呂
子
親
王
の
よ
う
に
丹
後
全
域
で
登
場
す
る
由
緒
も
福

寿
寺
（
石
川
村
）
と
施
薬
寺
（
滝
村
）
に
見
ら
れ
、
施
薬
寺
で
は
親
王
の
名
が
「
金

室
王
子
」
と
記
さ
れ
、
他
寺
院
と
違
っ
た
地
域
性
を
持
っ
た
由
緒
と
い
え
る
。
ほ
か

に
も
浦
嶋
太
郎
勧
請
の
観
音
像
を
祀
る
来
迎
寺
（
本
庄
宇
治
村
）、文
殊
信
仰
で
名
高

い
智
恩
寺
と
周
辺
に
文
殊
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
寺
院
が
あ
る
の
も
特
徴
で
あ
る
（
13
）。

そ
し
て
西
国
第
二
八
番
札
所
で
あ
る
成
相
寺
に
つ
い
て
中
前
正
志
氏
は
「
明
治
・
大

正
期
に
お
い
て
成
相
寺
の
側
で
い
か
に
説
か
れ
て
い
た
の
か
。
資
料
が
乏
し
く
て
充

分
に
は
確
認
し
得
な
い
が
、（
中
略
）
近
世
期
と
同
じ
く
引
き
続
き
、
真
応
を
主
人
公

と
す
る
観
音
霊
験
譚
を
説
い
て
い
た
も
の
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
」（
14
）
と
推
定

さ
れ
て
い
る
通
り
、「
開
山
真
応
上
人
霊
夢
ニ
ヨ
リ
仙
台
山
ニ
於
テ
正
観
世
音
ノ
尊
像

ヲ
感
得
シ
」（
15
）
と
あ
る
。
な
お
、
由
緒
の
中
に
過
去
に
転
宗
し
た
こ
と
を
記
す
寺

院
が
あ
り
、
与
謝
郡
内
で
は
真
言
宗
か
ら
転
宗
し
た
記
す
寺
院
が
丹
後
国
内
全
体

一
一
ヶ
寺
中
五
ヶ
寺
あ
る
（
16
）。

〈
４
〉
中
郡
内
寺
院
の
由
緒

中
郡
で
は
、
全
五
五
ヶ
寺
中
、
五
四
ヶ
寺
に
由
緒
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
割
合

は
非
常
に
高
い
（
表
五
参
照
）。
真
言
八
祖
の
一
人
善
無
畏
の
開
基
を
記
す
縁
城
寺

（
橋
木
村
）（
17
）
や
小
野
小
町
開
基
を
記
す
妙
性
寺
（
五
十
河
村
）
の
よ
う
に
、
他
郡

で
は
見
ら
れ
な
い
開
祖
を
持
つ
寺
院
が
あ
る
。
ま
た
、
曹
洞
宗
か
ら
の
転
宗
を
記
す

寺
院
が
五
ヶ
寺
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
郡
の
み
で
す
べ
て
臨
済
宗
に
転
じ
て
い
る
（
18
）。

〈
５
〉
竹
野
郡
内
寺
院
の
由
緒

竹
野
郡
で
は
全
七
一
ヶ
寺
中
、
七
〇
ヶ
寺
に
由
緒
が
記
さ
れ
て
お
り
、
占
め
る
割

合
が
丹
後
国
内
で
最
も
高
い（
表
五
参
照
）。
な
お
曹
洞
宗
寺
院
が
四
九
ヶ
寺
と
最
も

多
く
、
そ
の
内
四
八
ヶ
寺
に
由
緒
が
記
さ
れ
て
お
り
、
創
立
年
代
を
一
七
世
紀
後
半

と
記
す
寺
院
が
二
三
ヶ
寺
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
真
言
宗
寺
院
は
、
史
実
か
ど
う
か

は
別
に
し
て
創
建
年
代
を
古
代
に
求
め
て
い
る
（
19
）。
な
お
、
麻
呂
子
親
王
の
鬼
退
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治
に
関
連
す
る
由
緒
を
記
す
寺
院
が
等
楽
寺
（
等
楽
寺
村
）、
神
宮
寺
（
是
安
村
）、

高
禅
寺
（
小
脇
村
）
と
あ
る
が
、
成
願
寺
（
成
願
寺
村
）
は
同
寺
蔵
の
『
過
去
牒
』

の
追
記
部
分
（
追
記
時
期
不
明
）
に
麻
呂
子
親
王
と
の
関
連
を
記
す
が
（
20
）、『
寺
院

明
細
帳
』
に
は
何
ら
関
連
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

〈
６
〉
熊
野
郡
内
寺
院
の
由
緒

熊
野
郡
で
は
根
本
誠
二
氏
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
行
基
に
関
わ
る
由
緒
を
持
つ

寺
院
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
（
21
）。
ま
た
、
も
と
天
台
宗
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
を

記
す
寺
院
が
宗
雲
寺
（
久
美
浜
村
）、
雲
松
寺
（
小
桑
村
）、
善
福
寺
（
三
分
村
）、
宝

勝
寺
（
浦
明
村
）
の
四
ヶ
寺
あ
る
。
そ
の
内
、
宗
雲
寺
は
千
畝
周
竹
に
よ
り
禅
宗
に

転
宗
後
、
玄
圃
和
尚
（
玄
圃
霊
三
）
に
よ
る
中
興
を
記
し
、
善
福
寺
も
玄
圃
霊
三
に

よ
る
中
興
を
記
し
て
い
る
。

〈
７
〉
修
験
寺
院
の
由
緒

近
代
の
修
験
寺
院
は
、慶
應
四
年
（
一
八
六
八
）
の
「
い
わ
ゆ
る
「
神
仏
判
然
令
」

以
後
、急
速
に
崩
壊
へ
と
向
か
っ
た
」（
22
）
と
評
さ
れ
、明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の

「
修
験
宗
廃
止
令
」
に
よ
り
、真
言
宗
か
天
台
宗
に
帰
入
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
な

ど
、
明
細
帳
作
成
前
に
大
き
な
変
化
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
寺
院
明
細

帳
』
の
中
に
は
、
修
験
寺
院
の
消
長
を
示
す
記
述
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
近
代
丹
後
の
修
験
寺
院
に
つ
い
て
考

え
て
き
た
い
。

丹
後
国
内
の
修
験
に
つ
い
て
は
、
主
に
一
五
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
修
験
僧
智
海

の
事
跡
が
知
ら
れ
、
丹
後
国
内
各
地
に
智
海
の
描
い
た
不
動
明
王
像
が
残
さ
れ
て
い

る
（
23
）。
そ
の
後
、
近
世
以
降
の
動
向
に
つ
い
て
は
、「
近
世
に
な
る
と
諸
国
の
山
伏

ら
は
本
山
派
と
よ
ば
れ
る
熊
野
三
山
系
の
京
都
聖
護
院
に
統
括
さ
れ
る
か
、
当
山
派

と
よ
ば
れ
る
醍
醐
寺
三
宝
院
に
統
括
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
本
来
真
言
宗
で
あ
り
な

が
ら
、
修
験
宗
と
し
て
一
つ
の
独
立
し
た
宗
派
・
教
団
と
み
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

（
中
略
）
丹
後
の
修
験
寺
院
の
多
く
は
当
山
派
に
属
し
、野
田
泉
光
院
は
『
日
本
九
峰

修
行
日
記
』
の
な
か
で
宮
津
領
の
袈
裟
頭
を
岩
滝
の
相
伝
院
、
田
辺
領
の
そ
れ
を
職

人
町
の
延
寿
院
と
い
っ
て
い
る
。
袈
裟
頭
は
本
山
醍
醐
寺
の
命
令
を
う
け
て
丹
後
各

地
に
伝
達
す
る
こ
と
か
ら
触
頭
と
も
よ
ば
れ
た
。
現
在
丹
後
に
は
近
世
以
来
の
修
験

道
の
伝
統
を
伝
え
て
い
る
山
伏
寺
院
は
宗
教
法
人
上
一
寺
も
存
在
し
な
い
」（
24
）
と

概
略
が
示
さ
れ
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
の
地
誌
の
中
に
は
山

伏
に
関
わ
る
逸
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
り
（
25
）、
寺
社
帳
の
な
か
に
も
修
験
寺
院
を

多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
26
）。
な
お
近
代
に
お
い
て
も
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に

発
生
し
た
宮
津
藩
文
政
一
揆
に
つ
い
て
記
し
た
書
籍
の
中
に
、
逃
亡
し
た
農
民
の
足

止
め
策
と
し
て
山
伏
に
祈
祷
を
さ
せ
て
い
る
逸
話
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
（
27
）、
こ
の

内
容
に
つ
い
て
「
固
よ
り
講
談
的
実
録
の
も
の
に
て
多
少
の
戯
曲
も
加
へ
あ
れ
ば
信

を
措
く
は
如
何
の
感
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
俚
老
の
話
題
に
尚
ほ
存
せ
り
」（
28
）
と
評

さ
れ
る
よ
う
に
山
伏
の
活
動
の
記
憶
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
丹
後
国
内
の
『
寺
院
明
細
帳
』
に
は
、
真
言
宗
帰
入
後
の
修
験
寺
院
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
に
は
近
世
以
来
の
修
験
寺
院
の
ほ
か
に
、
真
言
宗
三
宝
院

末
の
う
ち
元
修
験
寺
院
の
可
能
性
の
あ
る
寺
院
が
記
さ
れ
て
お
り
（
29
）、
天
明
二
年

（
一
六
八
二
）『
丹
後
国
寺
社
帳
』
の
記
載
と
比
較
し
て
い
き
た
い
【
表
7
】。
同
書
は

宮
津
城
下
、
成
就
院
の
僧
頼
元
に
よ
り
記
さ
れ
（
30
）、
郡
ご
と
に
宗
派
、
村
名
、
寺

院
名
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、丹
後
国
内
の
寺
院
が
一
覧
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら『
寺

院
明
細
帳
』
と
の
比
較
に
適
し
て
い
る
と
考
え
た
。

天
明
二
年
（
一
六
八
二
）
の
『
丹
後
国
寺
社
帳
』
に
は
「
山
伏
」
と
記
さ
れ
た
寺

院
が
【
表
７
】
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
た
が
、
加
佐
郡
で
は
理
証
院
、
持
性
院
、
与

謝
郡
で
は
地
福
院
、
相
伝
院
、
向
之
坊
、
竹
野
郡
で
は
上
之
坊
、
熊
野
郡
で
は
円
福

院
が
『
寺
院
明
細
帳
』
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
逆
に
『
丹
後
国

寺
社
帳
』
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
寺
院
が
『
寺
院
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
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あ
り
、近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
寺
院
数
が
増
減
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

竹
野
郡
堤
村
の
大
宝
院
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
創
立
、
同
村
の
不
動
院
は
寛
文

元
年
（
一
六
六
一
）
創
立
と
『
寺
院
明
細
帳
』
に
は
記
さ
れ
て
お
り
、『
丹
後
国
寺
社

帳
』
作
成
の
際
に
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

加
佐
郡
で
は
、
延
寿
院
が
『
丹
後
国
寺
社
帳
』、『
寺
院
明
細
帳
』
両
方
に
記
さ
れ

て
お
り
、
明
細
帳
で
は
信
徒
人
員
一
三
五
名
、
住
職
も
在
籍
し
て
い
た
が
、
欄
外
に

「
卅
九
年
十
月
二
日
廃
寺
」
と
あ
り
、
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
廃
寺
と
な
っ

た
。
快
宝
院
は
そ
の
後
の
状
況
が
不
明
で
あ
る
が
、
宝
寿
院
は
明
細
帳
の
欄
外
に
、

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
志
高
村
内
で
の
移
転
願
い
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
後
昭
和

七
年
（
一
九
三
二
）
に
京
都
市
伏
見
区
内
に
移
転
し
て
志
高
村
か
ら
は
消
滅
し
た
。

与
謝
郡
で
は
地
福
院
、
相
伝
院
、
向
之
坊
が
『
寺
院
明
細
帳
』
で
は
見
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
る
反
面
、
天
谿
寺
、
成
就
院
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
平
成
一
九

（
二
〇
〇
七
）
発
行
『
京
都
府
宗
教
法
人
名
簿
』（
京
都
府
総
務
部
文
教
課
編
）
に
は

天
谿
寺
、
成
就
院
が
記
さ
れ
て
い
る
が
千
手
院
は
見
ら
れ
な
い
。
千
手
院
は
明
細
帳

の
欄
外
に
「
四
十
二
年
五
月
九
日
類
焼
ニ
罹
り
全
□
焼
失
」（
31
）
と
あ
り
、
火
災
に

よ
り
焼
失
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
機
に
消
滅
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
刊
行
の
『
与
謝
郡
誌
』
に
は
、宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）

「
丹
後
国
拝
領
地
内
寺
名
前
取
調
帳
」
に
三
宝
院
派
修
験
六
ヶ
寺
、
聖
護
院
派
修
験

七
ヶ
寺
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
外
に
岩
滝
の
相
伝
院
も
あ
り
し
も
是
等

の
修
験
は
殆
ど
廃
れ
、
纔
か
に
残
存
す
る
も
の
は
真
言
宗
に
入
り
現
今
に
至
り
て
は

修
験
は
伝
は
ら
ず
、
尤
も
如
上
は
総
て
宮
津
領
内
寺
院
に
限
り
挙
げ
た
る
も
の
な
れ

ば
旧
幕
府
直
轄
地
た
る
養
老
、
朝
妻
、
本
庄
、
筒
川
等
の
諸
村
の
或
る
一
部
分
の
寺

院
若
く
は
山
伏
坊
舎
あ
る
は
勿
論
な
る
も
、
正
確
な
る
記
録
の
徴
す
べ
き
も
の
未
だ

詮
索
し
得
ざ
れ
ば
其
の
部
分
を
省
く
」（
32
）
と
あ
る
よ
う
に
修
験
寺
院
が
廃
れ
た
こ

と
を
記
し
、同
書
に
は
『
寺
院
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
修
験
寺
院
の
う
ち
天
渓
寺
（
天

谿
寺
）
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

天和2年（1682）丹後国寺社帳 明治17年（1884）寺院明細帳

加
佐
郡

山伏　田辺城下　延寿院 真言宗　竹屋町　延寿院 本堂桁行3間、梁行5間

山伏　室尾谷　　理証院 （記載なし）

山伏　公庄村　　持性院 （記載なし）

（記載なし） 真言宗　石浦村　快宝院 本堂桁行2間、梁行2間

（記載なし） 真言宗　志高村　宝寿院 本堂桁行2間半、梁行2間

与
謝
郡

山伏　今福村　　地福院 （記載なし）

山伏　岩滝村　　相伝院 （記載なし）

山伏　大垣村　　向之坊 （記載なし）

山伏　日置村上ヶ　千寿院 真言宗　日置村　千寿院 本堂桁行5間、梁行4間半

（記載なし） 真言宗　宮津小川町　天谿寺 本堂桁行2間、梁行2間

（記載なし） 真言宗　菅野村　成就院 本堂庫裏兼用桁行4間、梁行8間
中
郡 記載なし 記載なし

竹
野
郡

山伏　鞍内村　　上之坊 （記載なし）

山伏　上山村　　門之坊 真言宗　上山村　門之坊 本堂庫裏兼用桁行3間半、梁行8間

山伏　上山村　　南之坊 真言宗　上山村　南之坊 堂宇桁行3間半、梁行5間半

（記載なし） 真言宗　堤村　　大宝院 本堂桁行2間半、梁行2間

（記載なし） 真言宗　堤村　　不動院 本堂桁行2間、梁行1間半

（記載なし） 真言宗　溝谷村　胎蔵院 堂宇桁行2間、梁行1間半

熊
野
郡

山伏　畑村　円福院 （記載なし）

（記載なし） 真言宗　海士村　大善院 堂宇桁行1間半、梁行1間半

（記載なし） 真言宗　壱分村　理性院 堂宇なし

【表７】　修験寺院一覧表



29 第二章　近代丹後における寺院と由緒―『寺院明細帳』の検討―

竹
野
郡
の
場
合
は
上
之
坊
の
記
載
が
無
く
な
っ
た
も
の
の
、
門
之
坊
、
南
之
坊
は

残
り
、
新
た
に
大
宝
院
、
不
動
院
、
胎
蔵
院
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
胎
蔵
院

の
由
緒
に
は
「
旧
修
験
ニ
テ
明
治
五
壬
申
四
月
御
維
新
ニ
付
真
言
ヘ
帰
入
」（
33
）
と

あ
り
、「
修
験
宗
廃
止
令
」
の
指
示
通
り
に
真
言
宗
に
帰
入
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
の

中
に
は
す
べ
て
の
寺
院
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
も
存
続
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
熊
野
郡
で
は
理
性
院
の
由
緒
に

創
立
年
月
不
分
明
、
従
前
当
院
ハ
山
伏
ト
唱
ヘ
信
徒
ノ
ミ
ア
リ
、
檀
徒
無
之
処
、

年
月
不
明
瞭
住
職
死
亡
シ
、
建
物
悉
皆
負
頽
消
滅
シ
地
所
借
地
ニ
シ
テ
当
今
畑

地
ト
ナ
リ
信
徒
ハ
他
宗
ヘ
転
ス
ト
言
フ
、
因
テ
院
号
ノ
ミ
当
村
ニ
存
在
セ
ル
、

其
他
不
詳
（
34
）

と
あ
り
、
檀
徒
が
無
く
、
住
職
の
死
後
、
建
物
が
倒
壊
・
消
滅
し
院
号
の
み
が
残
っ

て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
追
記
さ
れ
た
部
分
に
は
「
右
寺
院
本
尊
□
地

悉
無
之
ニ
付
、二
十
一
年
三
月
院
号
取
消
」（
35
）
と
あ
り
、明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）

に
台
帳
上
も
取
り
消
さ
れ
た
。
大
善
院
は
、
由
緒
は
「
不
詳
」
と
記
し
詳
細
は
不
明

で
あ
る
が
、
堂
宇
の
梁
行
・
桁
行
と
も
に
一
間
半
と
あ
り
、
寺
院
と
い
う
よ
り
は
辻

堂
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
他
の
寺
院
も
本
堂
の
規
模
が
梁
行
・
桁

行
と
も
に
二
間
程
度
の
規
模
が
多
く
、
他
宗
派
に
比
べ
る
と
小
規
模
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
寺
院
明
細
帳
』
の
由
緒
に
は
真
言
宗
へ
の
帰
入
や
寺
院
の
現
状

な
ど
具
体
的
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
郡
誌
の
記
述
内
容
と
も
比
較
す
る
と

「
崩
壊
」へ
と
向
か
う
修
験
寺
院
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
竹
野
郡
は
そ

の
後
も
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
現
在
は
一
寺
院
も
な
く
、
消
滅
時
期
に
差
が
あ
り
、

こ
う
し
た
地
域
の
特
徴
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
い
え
る
。

一
九
世
紀
初
頭
、
全
国
を
行
脚
し
た
山
伏
、
野
田
泉
光
院
は
丹
後
を
遍
歴
す
る
中

で
治
病
、
易
、
護
符
の
授
与
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
人
々
は
山
伏
に
対
し
加
持
・
祈
祷

に
よ
る
呪
力
を
期
待
し
て
い
た
（
36
）。
し
か
し
、
近
代
に
入
り
修
験
寺
院
が
消
滅
し

て
い
く
中
で
、
人
々
の
祈
り
は
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
平
成
一
八

（
二
〇
〇
六
）
か
ら
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
に
か
け
て
京
丹
後
市
（
旧
中
郡
、
竹
野
郡
、

熊
野
郡
）
内
三
九
集
落
で
行
わ
れ
た
民
俗
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、一
一
集
落
で
「
オ

ガ
ミ
ヤ
サ
ン
」
や
「
ヨ
ビ
ダ
シ
ミ
コ
」
等
と
呼
ば
れ
る
死
者
の
ヨ
ビ
ダ
シ
や
祈
祷
な

ど
を
行
う
人
物
が
登
場
す
る
（
37
）。
主
に
死
者
を
出
し
た
家
が
、
四
十
九
日
の
法
要

を
営
ん
だ
後
に
死
者
の
声
を
聞
く
た
め
に
両
者
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
。
他
に
も

「
名
付
け
や
運
勢
占
い
、
行
方
不
明
者
の
所
在
占
い
」（
38
）（
弥
栄
町
船
木
）、「
戦
争

に
行
っ
て
帰
っ
て
こ
な
い
場
合
も
、
生
き
て
い
る
か
死
ん
で
い
る
か
を
占
っ
て
も

ら
っ
た
」（
39
）（
峰
山
町
鱒
留
）
と
い
う
よ
う
な
目
的
で
訪
れ
た
と
い
う
。
山
伏
が
い

な
く
な
っ
て
も
な
お
、
様
々
な
形
態
の
祈
願
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

『
寺
院
明
細
帳
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
寺
院
の
う
ち
九
四
・
二
％
の
寺
院
に
由
緒
が

記
さ
れ
て
い
た
が
、
神
社
で
は
四
〇
・
五
％
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
大
き
な
差

を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
、
内
容
的
に
は
「
創
立
」
に
つ
い
て
の
記
述
に
大
き
な
違

い
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
第
一
部
第
一
章
で
は
神
社
の
由
緒
が
近
世
か
ら
近
代
に
か

け
て
変
化
す
る
事
例
を
取
り
上
げ
た
が
、
寺
院
で
は
与
謝
郡
や
竹
野
郡
で
多
く
見
ら

れ
る
麻
呂
子
親
王
、
加
佐
郡
や
竹
野
郡
で
多
く
見
ら
れ
る
行
基
、
ま
た
中
郡
橋
木
村

の
縁
城
寺
で
の
善
無
畏
、
同
郡
五
十
河
村
の
妙
性
寺
で
の
小
野
小
町
な
ど
複
数
の
寺

院
で
近
世
と
変
化
な
く
近
代
に
な
っ
て
も
な
お
記
さ
れ
て
い
る
由
緒
が
存
在
し
て

い
る
。
由
緒
の
記
述
数
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
神
社
を
兼
務
す
る
神
職
（
一
人
平
均

三
〇
社
）
と
兼
務
寺
院
の
少
な
い
住
職
（
40
）
と
で
は
把
握
で
き
る
情
報
量
に
差
が
出
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る
こ
と
や
、
小
規
模
の
神
社
で
は
ほ
と
ん
ど
文
書
等
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
残
存
数
に

差
が
あ
る
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
し
て
想
定
で
き
る
。
由
緒
の
変
化
に
つ
い
て
は
、

寺
院
に
は
本
末
関
係
は
存
続
し
て
い
る
も
の
の
、
神
社
の
よ
う
に
政
府
に
よ
る
神
社

の
序
列
で
あ
る
社
格
が
無
い
た
め
、
内
務
省
に
提
出
す
る
た
め
の
由
緒
に
は
近
世
か

ら
の
変
化
は
さ
ほ
ど
必
要
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
寺
院
に
は
、「
寺
の
全

史
を
前
史
と
後
史
の
二
段
に
分
け
、
有
史
以
前
の
前
史
の
開
幕
に
根
源
開
山
を
据
え

て
し
ば
し
ば
偶
像
的
名
士
を
以
て
之
に
宛
て
、
現
実
態
と
同
質
視
さ
れ
る
後
史
段
階

の
起
点
に
「
中
興
開
山
」
を
配
す
る
一
種
の
歴
史
観
（
41
）」
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
丹
後
に
お
い
て
も
行
基
や
麻
呂
子
親
王
を
開
山
と
し
、
後
に
中
興
開
山

を
配
す
る
同
様
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
近
世
か
ら
の
連
続
性
が
保
た
れ
て
い

る
の
も
こ
う
し
た
歴
史
観
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
こ

う
し
た
歴
史
観
を
持
た
な
い
神
社
は
、
記
録
上
遡
る
こ
と
の
で
き
な
い
前
史
に
余
白

が
生
じ
、
近
代
に
入
り
由
緒
の
大
き
な
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
要
因
と
も
な
っ
た
と
い

え
、
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
第
二
部
で
詳
述
し
た
い
。

　〔

註

〕

（
1
）
堤
邦
彦
・
鈴
木
堅
弘
編
『
俗
化
す
る
宗
教
表
象
と
明
治
時
代

縁
起
・
絵
伝
・
怪
異
』

二
〇
一
八
年

（
2
）
鈴
木
堅
弘
〈
平
成
二
十
九
年
度
例
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
寺
社
縁
起
に
近
代
は
あ
っ
た
の

か
？
」〉「
総
括
」『
仏
教
文
学
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
八
年

（
3
）
大
谷
栄
一
・
吉
永
進
一
・
近
藤
俊
太
郎
『
近
代
仏
教
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
―
仏
教
か
ら
み
た
も
う

ひ
と
つ
の
近
代
』
二
〇
一
六
年
の
目
次
に
は
近
代
仏
教
を
考
え
る
多
く
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
提

示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
寺
社
縁
起
や
由
緒
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
、
冒
頭
（「
は
じ

め
に
」
ix
）
で
吉
永
進
一
氏
は
「
本
書
は
、
近
代
仏
教
史
と
い
う
迷
宮
都
市
の
最
新
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
。
た
だ
し
、
よ
う
や
く
市
街
地
の
全
貌
ら
し
き
も
の
が
み
え
て
き
た
と
こ

ろ
だ
ろ
う
か
。
次
々
と
新
し
い
資
料
が
発
掘
さ
れ
、
年
々
、
地
図
は
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

（
中
略
）
本
書
は
決
定
版
で
も
な
い
し
、
出
口
も
書
い
て
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

近
代
仏
教
史
の
研
究
に
寺
社
縁
起
、
由
緒
、
地
域
も
入
り
込
む
余
地
は
あ
り
本
稿
も
そ
の
端

緒
と
し
た
い
。

（
4
）
京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
『
文
書
解
題
―
行
政
文
書
編
―
』
二
〇
〇
八
年


h
ttp
://w

w
w
.p
ref.k

y
oto.jp

/k
aidai/docu

m
en
ts/gk

aidai.p
df

（
5
）
竹
田
聴
洲
「
寺
院
明
細
帳
か
ら
み
た
京
都
府
現
存
諸
宗
派
寺
院
成
立
時
期
」（『
社
会
科
学
』

一
〇
、
一
九
六
八
年
）

（
6
）
根
本
誠
二
「
丹
後
国
の
行
基
」（『
奈
良
仏
教
と
行
基
伝
承
の
展
開
』
一
九
九
一
年
）

（
7
）
中
前
正
志
「
丹
後
成
相
寺
縁
起
の
展
開
―
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
寺
内
と
寺
外
と
―
」（『
女

子
大
國
文
』
第
一
五
〇
号
、
二
〇
一
二
年
）

（
8
）
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
『
社
寺
明
細
帳
の
成
立
』
二
〇
〇
四
年
、
三
三
四
頁

（
9
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
四
九
‐
追
一
『
丹
後
国
加

佐
郡
神
社
明
細
帳
』
七
二

（
10
）
表
面
に
「
応
永
卅
年
」「
九
月
廿
八
日
鋳
之
」、裏
面
に
「
如
意
寺
」「
白
山
宮
願
主
敬
白
」
と

刻
さ
れ
て
い
る
。（
京
丹
後
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
京
丹
後
市
史
資
料
編
京
丹
後
市
の
美
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術
』
二
〇
一
三
年
、
二
一
五
頁
）

（
11
）
室
町
時
代
作
の
「
縁
城
寺
縁
起
」
に
「
是
則
熊
野
・
金
峯
・
白
山
之
三
権
現
現
御
座
名
之
号

児
護
法
当
寺
鎮
守
是
也
」
と
あ
る
。（
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
編
『
観
音
信
仰
と
社
寺
参

詣
―
丹
波
・
丹
後
―
』
一
九
八
五
年
）

（
12
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
五
〇
‐
追
一
『
加
佐
郡
寺

院
明
細
帳
』
一
二
一
、一
二
二
、一
二
三
、一
二
四

（
13
）
与
謝
郡
内
に
は
戒
岩
寺
（
波
路
村
）、
永
福
寺
（
小
田
宿
野
村
）、
宝
勝
寺
（
後
野
村
）
が
あ

り
、
丹
後
国
内
で
文
殊
菩
薩
を
本
尊
と
し
て
い
る
の
は
、
他
に
得
月
庵
（
加
佐
郡
浜
村
）
の

み
で
あ
る
。

（
14
）
前
掲
註
（
7
）

（
15
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
五
〇
‐
追
一
『
与
謝
郡
寺

院
明
細
帳
』
七
二

（
16
）
日
輪
寺
（
日
ヶ
谷
村
）、
慈
眼
寺
（
亀
島
村
）、
玉
林
寺
（
新
井
村
）
が
曹
洞
宗
へ
、
天
長
寺

（
日
ヶ
谷
村
）、
海
福
寺
（
亀
島
村
）
が
臨
済
宗
に
転
じ
た
。

（
17
）
縁
城
寺
と
善
無
畏
開
基
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「『
縁
城
寺
縁
起
』
の
成
立
年
代
に
関
す
る
一
試

論
」（『
太
邇
波
考
古
』
第
一
八
号
二
〇
〇
二
年
）、「
善
無
畏
と
縁
城
寺
」（
京
丹
後
市
史
編
さ

ん
委
員
会
編
『
京
丹
後
市
史
資
料
編
京
丹
後
市
の
伝
承
・
方
言
』
二
〇
一
二
年
、五
八
～
五
九

頁
）
参
照
。

（
18
）
安
穏
寺
（
長
岡
村
）、
慶
徳
院
（
五
箇
村
）、
林
香
寺
（
内
記
村
）、
少
林
寺
（
荒
山
村
）、
萬

休
院
（
河
辺
村
）
が
一
七
世
紀
代
に
臨
済
宗
に
転
じ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）
大
慈
寺
（
生
野
内
村
）：
神
亀
二
年
（
七
二
五
）

明
光
寺
（
郷
村
）　
　
：
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）

中
性
院
（
木
津
村
）　
：
神
亀
一
五
年
（
神
亀
は
五
年
ま
で
の
た
め
誤
り
か
）

興
法
寺
（
吉
沢
村
）　
：
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）

（
20
）
京
丹
後
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
京
丹
後
市
史
資
料
編
京
丹
後
市
の
伝
承
・
方
言
』
二
〇
一
二

年
、
九
四
頁
。

（
21
）
前
掲
註
（
6
）

（
22
）
鈴
木
正
崇
「
明
治
維
新
と
修
験
道
」（『
宗
教
研
究
』
九
二
‐
二
、二
〇
一
八
年
）

（
23
）
智
海
に
つ
い
て
は
、
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
編
『
修
験
僧
智
海
と
そ
の
時
代
―
一
五
世

紀
の
丹
後
―
』
一
九
八
九
年
、石
川
登
志
雄
「
智
海
と
丹
後
の
修
験
道
」（
宮
津
市
史
編
さ
ん

委
員
会
編
『
宮
津
市
史
』
通
史
編
上
巻
二
〇
〇
二
年
、
六
九
九
～
七
〇
八
頁
）
参
照
。

（
24
）
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
編
『
修
験
僧
智
海
と
そ
の
時
代
―
15
世
紀
の
丹
後
―
』

一
九
八
九
年

（
25
）
鎌
幡
一
弘
「
宮
津
に
お
け
る
寺
社
の
概
況
と
発
展
」（
宮
津
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
宮
津
市

史
』
通
史
編
下
巻
二
〇
〇
四
年
、
三
〇
一
頁
）

（
26
）
前
掲
註
（
24
）
に
お
い
て
は
、
天
明
二
年
（
一
六
八
二
）『
丹
後
国
寺
社
帳
』、
寛
延
三
年

（
一
七
五
〇
）『
丹
後
国
寺
院
并
社
家
山
伏
聞
書
』
に
記
さ
れ
た
修
験
寺
院
の
一
覧
表
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
『
丹
後
国
寺
社
帳
』
に
つ
い
て
は
、
出
典
元
で
あ
る
『
丹
後
史
料
叢

書
』
に
記
さ
れ
た
寺
院
を
読
み
誤
っ
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と

	

山
伏
　
鞍
内
村
　
上
之
坊
　
洞
宗
　
神
主
村
　
神
勝
寺

	

同
　
　
小
脇
村
　
高
禅
寺
　
同
　
　
三
山
村
　
蔵
福
寺

	

同
　
　
尾
和
村
　
松
陰
寺
　
同
　
　
袖
石
村
　
萬
福
寺

	

と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
註
（
24
）
で
は
山
伏
寺
院
を
上
之
坊
、
高
禅
寺
、
松
陰
寺
と
採
っ
て
い

る
が
、
曹
洞
宗
寺
院
が
神
勝
寺
、
高
禅
寺
、
蔵
福
寺
、
松
陰
寺
、
萬
福
寺
で
あ
り
、
山
伏
寺

院
は
上
之
坊
の
み
で
あ
る
。
他
の
箇
所
で
も
「
同
」
の
取
り
扱
い
の
誤
り
が
見
ら
れ
、
あ
ら

た
め
て
表
に
記
し
た
。

（
27
）
小
池
松
治
『
丹
後
の
百
姓
一
揆

文
政
実
録
』
一
九
二
四
年
、
九
六
～
九
七
頁

	

其
処
で
宮
津
藩
に
於
て
は
種
々
協
議
の
結
果
、
百
助
足
止
の
策
と
し
て
、
金
屋
谷
円
寿

院
、
小
川
町
宝
泉
院
、
同
円
妙
院
、
今
福
村
地
福
院
、
有
田
村
赤
山
伏
等
（
当
時
修
験

法
の
極
秘
を
以
て
地
方
民
等
が
大
い
に
渇
仰
し
ゐ
た
）
是
等
の
修
験
者
連
を
役
所
へ
召

喚
し
て
是
度
栗
原
百
助
儀
破
牢
を
企
て
何
方
へ
か
逃
走
せ
り
聞
及
ぶ
に
其
方
等
は
修

験
の
秘
法
を
以
て
種
々
な
る
奇
効
を
顕
す
由
、
今
日
此
処
へ
呼
出
し
た
る
は
余
の
儀
に
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非
ず
、
百
助
儀
非
常
な
る
健
脚
家
な
れ
ば
其
方
共
の
修
験
法
を
以
て
彼
が
足
部
に
異
様

を
生
じ
歩
行
の
自
由
を
相
叶
は
ざ
る
や
う
祈
り
を
凝
ら
す
べ
し
と
厳
に
申
渡
し
た
の

で
、
山
伏
共
は
大
い
に
畏
み
奉
り
委
細
承
知
仕
り
候
、
今
よ
り
五
日
内
に
は
必
ず
百
助

の
足
部
に
異
常
起
り
、
歩
行
相
成
難
き
や
う
に
取
計
ひ
申
可
と
得
意
の
鼻
を
蠢
動
し
て

引
下
り
、
直
ち
に
円
寿
院
へ
寄
集
つ
て
、
サ
ア
五
名
の
修
験
共
斎
戒
沐
浴
同
院
本
堂
に

立
籠
つ
て
夜
と
な
く
昼
と
な
く
濛
々
立
昇
る
護
摩
壇
内
に
、
怪
し
げ
な
呪
文
を
唱
へ
つ

不
乱
に
祈
り
を
懸
け
た
。

	

　
な
お
本
書
は
、
文
政
年
間
に
起
こ
っ
た
宮
津
藩
領
で
の
一
揆
に
つ
い
て
記
し
た
『
群
民
蜂

起
与
佐
噺
』
を
元
に
し
、
他
の
史
料
を
参
照
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
は
橋
立
新

聞
に
連
載
さ
れ
、
後
に
一
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
（
序
文
）。

（
28
）
永
浜
宇
平
編
『
丹
後
宮
津
志
』
一
九
二
六
年
、
八
五
九
頁

（
29
）
三
宝
院
末
寺
院
の
内
、
松
尾
寺
（
加
佐
郡
松
尾
村
）
は
「
本
寺
ハ
真
言
宗
別
派
独
立
ノ
処
、

近
時
大
本
山
三
宝
院
ニ
客
末
寺
ト
ナ
ル
」（
前
掲
註
（
12
）
二
四
）
と
あ
り
、
松
尾
寺
末
の
鏡

智
院
（
松
尾
村
）、
池
之
坊
（
松
尾
村
）、
長
江
庵
（
和
田
村
）
と
と
も
に
除
外
し
た
。

（
30
）
永
浜
宇
平
編
『
丹
後
史
料
叢
書
』
第
二
輯
、
一
九
二
七
年
、
七
四
頁

（
31
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
五
〇
‐
追
一
『
与
謝
郡
寺

院
明
細
帳
』
七
四

（
32
）
京
都
府
与
謝
郡
役
所
編
『
与
謝
郡
誌
』
一
九
二
三
年
、
一
八
八
頁

（
33
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
五
〇
‐
追
一
『
丹
後
国
竹

埜
郡
神
社
明
細
帳
』
四
二

（
34
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
五
〇
‐
追
一
『
熊
野
郡
寺

院
明
細
帳
』
三
三

（
35
）
前
掲
註
（
34
）

（
36
）
水
本
邦
彦
「
山
伏
修
行
と
丹
後
・
丹
波
路
」（『
京
都
と
京
街
道

京
都
・
丹
波
・
丹
後
』
二
〇
〇
二

年
、
二
五
三
～
二
五
四
頁
）

（
37
）
旧
中
郡
が
峰
山
町
新
町
、
峰
山
町
西
山
、
峰
山
町
鱒
留
、
大
宮
町
五
十
河
、
大
宮
町
奥
大
野
、

旧
竹
野
郡
が
網
野
町
浅
茂
川
、
網
野
町
磯
、
弥
栄
町
等
楽
寺
、
弥
栄
町
外
村
、
弥
栄
町
船
木
、

旧
熊
野
郡
は
久
美
浜
町
河
梨
（
京
丹
後
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
京
丹
後
市
史
資
料
編
京
丹

後
市
の
民
俗
』
二
〇
一
四
年
）

（
38
）
前
掲
註
（
37
）
二
九
四
頁

（
39
）
前
掲
註
（
37
）
四
〇
三
頁

（
40
）
本
寺
以
外
で
兼
務
す
る
最
大
寺
院
数
は
西
明
院
（
中
郡
橋
木
村
）
住
職
の
四
ヶ
寺
。

（
41
）
竹
田
聴
洲
「
民
間
寺
伝
に
お
け
る
中
興
開
山
」『
小
葉
田
淳
教
授
退
官
記
念
国
史
論
集
』

一
九
七
〇
年
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第
三
章　

京
丹
後
市
の
棟
札

は
じ
め
に

京
丹
後
市
で
は
平
成
一
七
年
度
よ
り
京
丹
後
市
史
編
さ
ん
事
業
を
お
こ
な
っ
て
お

り
、そ
の
な
か
で
社
寺
建
築
に
関
わ
る
調
査
を
平
成
一
九
年
度
よ
り
開
始
し
て
い
る
。

そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
調
査
を
担
当
し
た
妻
木
宣
嗣
氏
に
よ
り
報
告
書
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
（
1
）。
し
か
し
、
す
べ
て
の
社
寺
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

小
規
模
の
神
社
や
住
居
と
本
堂
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
寺
院
な
ど
割
愛
し
た
と
こ
ろ

も
あ
る
。
棟
札
に
つ
い
て
は
中
世
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
対
象

と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
調
査
数
、
棟
札
枚
数
は
【
表
８
】
に
ま
と
め
た
。
調
査

箇
所
総
数
二
八
六
ヶ
所
、
棟
札
枚
数
一
〇
八
四
枚
と
な
っ
て
い
る
。
神
社
で
は
一
社

あ
た
り
平
均
四
・
七
枚
、
寺
院
で
は
平
均
一
・
九
枚
発
見
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、

こ
れ
ら
京
丹
後
市
内
の
棟
札
の
概
要
や
特
徴
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
宗
教

史
や
由
緒
を
語
る
上
で
の
史
料
性
に
つ
い
て
そ
の
可
能
性
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
特

に
本
研
究
に
お
い
て
は
、
主
に
文
献
史
料
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
第
二
部
で
具
体

的
に
触
れ
る
通
り
、
神
社
の
境
内
や
建
築
も
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
、
関
連
す

る
棟
札
の
史
料
と
し
て
の
有
効
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。

京
丹
後
市
の
棟
札
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
部
分
的
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
て

も
、こ
れ
だ
け
の
規
模
で
調
査
し
た
も
の
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、一
九
九
八

年
に
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
に
お
い
て
『
造
営
に
こ
め
る
願
い
～
棟
札
に
み
る

大
工
の
世
界
』
展
が
行
わ
れ
た
の
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
展
の
図
録
に
は

丹
後
に
残
る
中
世
か
ら
近
代
に
か
け

て
の
棟
札
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
、
翻
刻

文
が
現
物
に
近
い
形
で
作
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
等
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る
（
2
）。

さ
て
、
棟
札
の
総
数
一
〇
八
四
枚
と

い
う
と
、
非
常
に
多
い
数
字
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
果
た
し
て

そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
静
岡
県
伊
東
市
で

は
一
八
八
ヶ
所
調
査
を
行
い
、八
四
四
枚

の
棟
札
を
確
認
し
て
い
る（
3
）。
一
ヶ
所

平
均
四
・
五
枚
で
あ
り
、
京
丹
後
市
と

さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
伊
東
市

で
は
調
査
対
象
を
戦
前
ま
で
と
し
て

お
り
、
戦
後
も
含
め
る
と
お
そ
ら
く
総

数
は
も
っ
と
多
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
大

阪
府
泉
佐
野
市
で
は
神
社
九
ヶ
所
で

七
三
枚
、
寺
院
一
四
ヶ
所
で
五
八
枚
と

平
均
す
る
と
五
・
七
枚
と
な
り
（
4
）
調

査
対
象
が
少
な
い
も
の
の
京
丹
後
市

【表８】　京丹後市内の棟札

調査神社数 棟 札 数 調査寺院数 棟 札 数

峰 山 町 25 86 13 26

大 宮 町 25 47 17 29

網 野 町 22 156 12 14

丹 後 町 34 212 16 42

弥 栄 町 18 119 15 36

久 美 浜 町 62 265 27 52

合 計 186 885 100 199
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や
伊
東
市
よ
り
平
均
枚
数
は
多
い
。
他
の
調
査
事
例
を
す
べ
て
確
認
し
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
京
丹
後
市
で
の
枚
数
が
特
別
多
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
棟
札
に
は
年
号
が
記
さ
れ
て
お
り
作
成
年
代
が
は
っ
き
り
す
る
が
、

具
体
的
に
ど
の
建
物
を
建
立
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
を
修
理
し
た
の
か
不
明
な

も
の
も
多
い
。
建
物
そ
の
も
の
と
比
較
し
な
が
ら
、屋
根
の
葺
き
替
え
で
あ
る
の
か
、

そ
の
ほ
か
の
修
繕
で
あ
る
の
か
な
ど
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
建
物
そ

の
も
の
に
直
接
か
か
わ
ら
ず
と
も
鳥
居
や
石
灯
籠
、
神
輿
の
奉
納
、
御
神
体
の
造
立

な
ど
に
際
し
て
も
棟
札
は
作
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
5
）。
こ
の
場
合
、
正
確
に
言

う
と
棟
札
と
は
言
い
難
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
形
状
や
文
面
は
従
来
の
棟
札
と

さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
や
、「
建
物
の
棟
札
」
と
同
じ
場
所
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
扱
い
に
相
違
が
な
い
こ
と
等
か
ら
「
広
義
の
棟
札
」
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。
さ

ら
に
近
代
に
入
る
と
神
号
の
改
称
や
合
祀
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
り
、
土
地
の
譲
与

に
際
し
て
も
作
成
さ
れ
た
り
と
、
そ
の
き
っ
か
け
が
多
岐
に
わ
た
る
（
6
）。
こ
う
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
広
義
の
棟
札
」
は
建
物
の
造
営
の
み
な
ら
ず
神
社
を
巡
る

様
々
な
出
来
事
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
可
能
と
な
る
。

そ
も
そ
も
棟
札
と
は
建
物
の
棟
の
部
分
に
打
ち
付
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
そ
の
名
で

呼
ば
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
調
査
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
棟
に
打
ち
付
け
ら
れ
て
い

な
い
状
態
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
釘
穴
が
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
か
つ

て
は
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
も
そ
の
数
は
少
数
で
あ
る

（
7
）。
建
築
史
で
は
棟
に
打
ち
付
け
ら
れ
ず
に
別
の
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
を

「
置
札
」
と
呼
ぶ
が
（
8
）、
そ
の
定
義
に
当
て
は
め
る
と
京
丹
後
市
内
で
は
ほ
と
ん
ど

が
置
札
と
な
る
。

一　

京
丹
後
市
の
棟
札
の
概
要

京
丹
後
市
の
棟
札
で
最
古
の
年
号
を
記
し
た
も
の
は
、
雄
坂
寺
（
網
野
町
、
廃
寺
）

の
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
の
も
の
で
あ
る
（
9
）。
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
が
、現
在
残
っ
て
い
る
棟
札
そ
の
も
の
は
木
材
の
風
化
具
合
な
ど
か
ら
し
て
、

後
世
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
が
一
一
世

紀
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
比
較
対
象
と
な
る
史
料
が
ほ

と
ん
ど
な
く
そ
の
判
断
は
極
め
て
難
し
い
。

さ
て
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
、
枚
数
の
変
化
の
概
略
を
述
べ
て
い
き
た
い
【
表
9
】。

雄
坂
寺
の
も
の
を
除
く
と
、
京
丹
後
市
内
に
は
一
四
世
紀
の
も
の
か
ら
存
在
し
て
お

り
、
そ
の
後
一
七
世
紀
前
半
ま
で
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
京
丹
後
市
史
の
事
前
調
査
に
お
い
て
一
四
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か
け

て
の
年
号
を
記
す
棟
札
が
新
た
に
一
三
枚
発
見
さ
れ
（
10
）、
当
該
期
の
史
料
の
乏
し

い
当
地
に
お
い
て
は
大
き
な
発
見
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
、
応
仁
元
年

（
一
四
六
七
）
八
坂
神
社
棟
札
（
丹
後
町
）
が
あ
り
、そ
こ
に
は
「
大
工
土
師
」
と
大

工
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
（
11
）。
土
師
を
名
乗
る
大
工
は
『
丹
後
国
国
分
寺
再
興

【表９】　年代別棟札数

世 紀 枚 数 割合（％）

14 世 紀 2 枚 0.20

15 世 紀 8 枚 0.79

16 世 紀 7 枚 0.69

17 世紀前半 6 枚 0.59

17 世紀後半 47 枚 4.62

18 世紀前半 67 枚 6.58

18 世紀後半 99 枚 9.72

19 世紀前半 234 枚 22.99

19 世紀後半 223 枚 21.91

20 世紀前半 186 枚 18.27

20 世紀後半 116 枚 11.39

21 世 紀 23 枚 2.26

合 計 1018 枚

※
年
代
不
明
の
も
の
が
あ
り
、
こ
の
表
の
合
計
数
は
総
数
と
相
違
す
る
。
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縁
起
』
の
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
金
堂
供
養
の
際
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
、
関
連
性

が
窺
え
る
。

そ
の
後
、
一
七
世
紀
後
半
に
は
少
し
そ
の
数
が
増
え
一
八
世
紀
前
半
も
そ
の
傾
向

が
続
く
。
一
九
世
紀
に
入
る
と
こ
れ
ま
で
よ
り
そ
の
数
が
倍
以
上
に
増
え
、
一
九
世

紀
後
半
も
ほ
ぼ
同
じ
数
の
棟
札
が
作
成
さ
れ
続
け
る
が
、
二
〇
世
紀
前
半
は
や
や
減

少
し
、
後
半
も
さ
ら
に
減
り
続
け
現
在
に
至
る
。
全
体
の
約
半
数
が
一
九
世
紀
代
に

作
成
さ
れ
て
い
る
の
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
確
認
で
き
た
も
の
で
最
も

新
し
い
も
の
は
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）
の
も
の
が
あ
り
、
二
一
世
紀
の
枚
数
は

現
段
階
の
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
枚
数
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い
き
た
い
。
枚
数
の
多
い
年
を
順
に
並
べ
る

と
以
下
の
通
り
と
な
る
。

文
政
一
三
年
・
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）	

一
五
枚

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）	

	
	

一
五
枚

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）	

	
	

一
四
枚

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）	

	
	

一
二
枚

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）	
	

	

一
一
枚

安
政
四
年
（
一
八
五
七
）	

	
	

一
一
枚

文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）		

	

一
〇
枚

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）	

	
	

一
〇
枚

こ
う
し
て
み
る
と
、
全
体
的
に
多
い
一
九
世
紀
前
半
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
も
っ
と
も
多
い
文
政
一
三
年
・
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
は
八
ヶ
所
で
一
五

枚
あ
り
、
一
回
の
造
営
で
複
数
枚
作
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
政
一
二
年
は
一
度

に
六
枚
作
成
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
り
（
深
田
部
神
社
〔
弥
栄
町
〕）、
枚
数
増
加
の

一
因
と
な
っ
て
い
る
。
さ
て
文
政
一
三
年
・
天
保
元
年
と
と
も
に
多
い
の
が
昭
和
四

年
で
あ
る
が
、
こ
の
年
に
多
い
要
因
は
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
発
生
し
た
北
丹

後
地
震
で
被
害
を
受
け
た
社
寺
の
復
興
が
相
次
い
だ
た
め
で
あ
る
。
こ
の
年
か
ら
昭

和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
頃
ま
で
に
行
わ
れ
た
造
営
事
業
の
ほ
と
ん
ど
が
震
災
復
興

事
業
で
あ
る
（
12
）。
次
い
で
多
い
の
が
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
で
あ
る
が
、
こ
の

年
に
枚
数
が
多
い
の
は
、
熊
野
郡
内
に
お
い
て
神
号
の
改
称
に
よ
り
棟
札
が
作
成
さ

れ
た
事
例
が
多
く
あ
る
こ
と
に
よ
る
（
13
）。

一
九
世
紀
代
に
棟
札
が
多
い
の
は
、
単
純
に
社
寺
の
建
立
・
修
理
等
が
増
え
て
い

る
こ
と
に
起
因
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
一
回
の
造
営
に
際
し
て
複
数
の
棟
札

が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
。
例
え
ば
大
工
、
神
主
、
庄
屋
等
ご
と
に
棟
札

が
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
【
表
10−

1
】。
時
代
に
よ
り
記
さ
れ
る
人
々
の
名
称
に

多
少
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
神
主
、
村
人
、
大
工
等
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
大

き
く
変
化
は
な
い
。
一
九
世
紀
に
入
り
大
型
社
殿
（
14
）
の
建
立
が
続
き
（
15
）
関
係
す

る
人
物
の
数
も
増
え
る
こ
と
か
ら
複
数
枚
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
小
型
社
殿

で
も
複
数
作
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
（
天
保
六
年
〔
一
八
三
五
〕
波
勢
神
社
〔
丹
後

町
〕、
安
政
六
年
〔
一
八
五
九
〕
穂
曾
長
神
社
〔
弥
栄
町
〕）、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
度
に
複
数
の
建
物
が
建
立
さ
れ
る
場
合
、
建
物

ご
と
に
棟
札
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
【
表
10−

2
】。
こ
の
場
合
、
小
規
模

な
末
社
が
複
数
建
立
さ
れ
る
場
合
や
、
本
殿
や
本
堂
と
上
屋
な
ど
付
属
す
る
建
物
の

組
み
合
わ
せ
の
場
合
が
あ
る
。

ま
た
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
領
主
に
つ
い
て
記
す
も
の
が
あ
り
京
丹
後
市
内

で
は
四
七
枚
あ
る
【
表
11
】。

さ
て
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
以
下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

①
領
主
と
し
て
名
前
が
記
さ
れ
る
、
ま
た
そ
の
治
世
下
で
あ
る
こ
と
を
示
す
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【表 10 - 1】　一度に複数作成される棟札（一棟の建物で三枚以上作成の例）

枚数 建物名称 建 立 年 所 在 地 棟札

六枚 深田部神社本殿 文 政 1 2 年
（ 1 8 2 9 ）

弥 栄 町 ①神主・庄屋・年寄・百姓代・世話人

②木挽棟梁・木挽後見・石工棟梁・下工

③棟梁・大工後見・鍛屋棟梁

④神主・神子

⑤檜皮大工

⑥神名

（上棟木槌）

四枚 竹野神社本殿 文 政 1 3 年
（ 1 8 3 0 ）

丹 後 町 ①工匠棟梁・工匠脇棟梁・工匠後見

②神主・後見・禰宜・神子・世話人

③小工・木挽棟梁・木挽後見・鍛冶

④檜皮屋根棟梁・附下社人・家根屋

三枚 比沼麻奈為神社本殿 宝 永 2 年
（ 1 7 0 5 ）

峰 山 町 ①願主・遷宮導師・大工

②これまでの社殿の建立年代

③大工・檜皮

志布比神社本殿 寛 政 3 年
（ 1 7 9 1 ）

丹 後 町 ①大工棟梁・庄屋・年寄・惣代・木挽

②斎宮長官・禰宜・神子・庄屋・年寄・百姓代・
大工

③木引・や禰屋

大森椿原神社本殿 寛 政 5 年
（ 1 7 9 3 ）

久美浜町 ①氏子連中

②庄屋・年寄・惣代・匠工

③庄屋・年寄・惣代・氏子中

姫宮神社本殿 寛 政 7 年
（ 1 7 9 5 ）

丹 後 町 ①長官・禰宜・世話人・庄屋・組頭・百姓代

②寄付品一覧

③願主・庄屋・組頭・百姓代・棟梁・大工・木挽・
屋根屋

三柱神社本殿 天 保 3 年
（ 1 8 3 2 ）

大 宮 町 ①大工棟梁・大工後見・木挽棟梁・木挽後見

②世話人

③檜皮大工棟梁・屋根施主人

波勢神社本殿 天 保 6 年
（ 1 8 3 5 ）

丹 後 町 ①神子

②世話人・後見

③木挽棟梁・大工棟梁・小工・鍛冶屋・家根屋

深田部神社上屋 天 保 1 4 年
（ 1 8 4 3 ）

弥 栄 町 ①老主・神主・庄屋・年寄・惣代・世話人

②大工後見・大工棟梁・木挽棟梁

（上屋部材銘）
大工後見・大工棟梁・木挽棟梁・木挽
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【表 10-2】　一度に複数作成される棟札（複数の建物を建立する例）

建 物 名 称 建 立 年 所 在 地 棟 札

武神社 享 保 1 4 年
（ 1 7 2 9 ） 久 美 浜 町 ①稲荷社

②牛頭天王社

③八代荒神社

武神社 文 政 6 年
（ 1 8 2 3 ） 久 美 浜 町 ①八大荒神社

②稲荷社

③牛頭天王社

丹生神社 天 保 1 5 年
（ 1 8 4 4 ） 丹 後 町 ①若宮社

②稲荷社

③秋葉社

常徳寺 弘 化 2 年
（ 1 8 4 5 ） 丹 後 町 ①本堂建立（大工・木挽・鍛冶・葺師・石工）

②本堂建立（世話人・工匠棟梁・木挽棟梁・大工・
木挽・鍛冶屋・家根屋・石屋）

③釈迦如来像造立

丹生神社 嘉 永 2 年
（ 1 8 4 9 ） 丹 後 町 ①本殿移築（宮司・禰宜・神子）

②本殿移築（庄屋・組頭・百姓代）

③鎮守堂

大森神社 安 政 元 年
（ 1 8 5 4 ） 久 美 浜 町 ①本殿建立

②上屋建立

③内宮建立

船岡神社本殿 嘉 永 2 年
（ 1 8 4 9 ）

弥 栄 町 ①大工棟梁・大工後見・木挽棟梁

②庄屋・年寄・惣代・世話人・大工・木挽

③寄付者一覧

穂曾長神社本殿 安 政 6 年
（ 1 8 5 9 ）

弥 栄 町 ①匠工後見・匠工棟梁・木挽・檜皮工・鍛冶師

②世話人・百姓代・組頭・庄屋

③神子・鍵取

溝谷神社本殿 明 治 2 年
（ 1 8 6 9 ）

弥 栄 町 ①神主・世話掛リ

②せわ人・棟梁・木挽棟梁・後見棟梁・下人・木
棟梁

（本殿内陣墨書）
願主

六神社 明 治 3 4 年
（ 1 9 0 1 ）

丹 後 町 ①社掌・氏子惣代・建築担当委員・信徒総代・大
工棟梁・木挽棟梁・

②社掌・大工棟梁・受負者引受人・木挽棟梁
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【表 11】　領主の名が記された棟札

作 成 年 神社名 場 所 記載内容

１ 正 慶 元 年
（ 1 3 3 2 ） 大宮神社 弥 栄 町 大檀那地頭平時清

２ 天 正 8 年
（ 1 5 8 0 ） 郡立神社 網 野 町 細川様領

３ 元 和 5 年
（ 1 6 1 9 ） 六神社 網 野 町 当所両堺井勘外由殿

地頭人前葉九右衛門殿

４ 延 宝 5 年
（ 1 6 7 7 ） 郡立神社 網 野 町 久美浜領主御安全祈

５ 延 宝 6 年
（ 1 6 7 8 ） 船岡神社 弥 栄 町 御寄進米石当国主永井信濃守

６ 元 禄 8 年
（ 1 6 9 5 ） 八坂神社（天満宮） 丹 後 町 御国主阿部対馬守

７ 元 禄 1 1 年
（ 1 6 9 8 ） 大屋神社 大 宮 町 清

（ママ）

夷大将軍内大臣正二位右近近衛源綱儀公　宮
津主地頭奥平熊太郎

８ 元 禄 1 2 年
（ 1 6 9 9 ） 六神社 丹 後 町 仁王百拾四代城主奥平熊太郎清

（ママ）

異大将軍正二位
右近衛源綱儀

９ 宝 永 2 年
（ 1 7 0 5 ） 比沼麻奈為神社 峰 山 町 願主京極高久

10 宝 永 3 年
（ 1 7 0 6 ） 徳宇神社 弥 栄 町 御材木寄進奥平熊太郎

11 宝 永 4 年
（ 1 7 0 7 ） 上山寺 丹 後 町 大施主宮津城主奥平熊太郎

12 享 保 1 5 年
（ 1 7 3 0 ） 稲代吉原神社 峰 山 町 領主従五位下京極備後守源高長

13 享 保 1 7 年
（ 1 7 3 2 ） 心木神社 大 宮 町 御代官海上弥兵衛

14 寛 延 元 年
（ 1 7 4 8 ） 金刀比羅神社 峰 山 町 佐々木京極備後守源高長武運長久家門蔓衍

15 安 永 8 年
（ 1 7 7 9 ） 六神社 丹 後 町 御代官真野惣重郎御支配

16 天 明 元 年
（ 1 7 8 1 ） 神谷神社 久美浜町

御代官　今井平三郎載肥
同　　　同代
同万年七郎右衛門源頼行
同真野惣十郎藤原意成
同　　　同代
同真野四郎左衛門

17 天 明 3 年
（ 1 7 8 3 ） 神谷神社 久美浜町 時御代官　真野四郎左衛門

18 天 明 5 年
（ 1 7 8 5 ） 大雲寺 久美浜町 御代官真野四郎左衛門

19 寛 政 6 年
（ 1 7 9 4 ） 間主神社 丹 後 町 当国熊野郡久美浜御役所御代官野村権九郎御支

配之時也

20 享 和 3 年
（ 1 8 0 3 ） 大雲寺 久美浜町 久美浜御代官鹽谷大四郎殿御代

21 文 化 5 年
（ 1 8 0 8 ） 大野神社 丹 後 町 久美浜御代官御武運長久潮野谷大四郎殿御時代

22 文 化 8 年
（ 1 8 1 1 ） 金刀比羅神社 峰 山 町 当主京極周防守高備

23 文 化 8 年
（ 1 8 1 1 ） 大屋神社 大 宮 町 将軍御安泰御城主御武運長久

24 文 化 8 年
（ 1 8 1 1 ） 大屋神社 大 宮 町 今上皇帝万々歳領主御武運長久

25 文 化 8 年
（ 1 8 1 1 ） 大屋神社 大 宮 町 征夷大将軍徳川拾代源家斉御治世御領主宮津城

松平伯耆守

26 文 化 8 年
（ 1 8 1 1 ） 深谷神社 久美浜町 塩谷大四郎様御代官

27 文 化 1 0 年
（ 1 8 1 3 ） 金刀比羅神社 峰 山 町 御当主京極周防守高備

28 文 政 1 0 年
（ 1 8 2 7 ） 日吉神社 網 野 町 守護宮津城主松平伯耆守

29 文 政 1 1 年
（ 1 8 2 8 ） 八幡神社 丹 後 町 御代官職蓑笠之助殿御代
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場
合

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
〇
枚

（
２
、
３
、
６
、
７
、
８
、
12
、
13
、
15
、
16
、
17
、
18
、
19
、

20
、
21
、
22
、
25
、
26
、
27
、
28
、
29
、
30
、
32
、
33
、
34
、

35
、
36
、
37
、
45
、
46
、
47
）

②
領
主
の
安
全
等
を
祈
願
す
る
場
合

…
…
…
…
…
…
…
…

一
一
枚

（
４
、
14
、
21
、
23
、
24
、
31
、
38
、
39
、
40
、
41
、
44
）

③
施
主
の
一
人
と
し
て
領
主
の
名
が
記
さ
れ
る
場
合

…
…
…

七
枚

（
１
、５
、９
、
10
、
11
、
42
、
43
）

さ
て
①
は
、「
御
代
官
真
野
惣
重
郎
御
支
配
」（
安
永
八
年
〔
一
七
七
九
〕

六
神
社
〔
丹
後
町
〕）、「
久
美
浜
代
官
鹽
谷
大
四
郎
殿
御
代
」（
享
和
三
年

〔
一
八
〇
三
〕
大
雲
寺
〔
久
美
浜
町
〕）、「
京
極
上
総
助
様
御
代
」（
天
保
三

年
〔
一
八
三
二
〕
縁
城
寺
〔
峰
山
町
〕）
と
い
う
よ
う
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
社

寺
が
所
在
す
る
村
が
丹
後
国
内
で
も
ど
の
藩
ま
た
は
幕
府
直
轄
領
に
属
す

る
の
か
を
示
す
と
と
も
に
、
個
人
名
を
記
す
こ
と
に
よ
り
ど
の
時
期
な
の

か
も
あ
わ
せ
て
示
し
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
武
運
長

久
」
を
祈
願
し
て
お
り
特
に
一
九
世
紀
前
半
に
多
い
。
③
に
つ
い
て
は
、

「
御
材
木
寄
進
奥
平
熊
太
郎
」（
宝
永
三
年
〔
一
七
〇
六
〕
徳
宇
神
社
〔
弥

栄
町
〕）
の
よ
う
に
具
体
的
に
何
を
寄
進
し
た
の
か
わ
か
る
も
の
も
あ
れ

ば
、
単
に
「
施
主
〇
〇
」
と
の
み
記
す
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、「
大
檀
主
京

極
周
防
守
高
富
公
」（
万
延
元
年
〔
一
八
六
〇
〕
稲
代
吉
原
神
社
〔
峰
山

町
〕）
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、「
大
檀
主
」
と
い
う
語
は
「
大

檀
主
帝
釈
天
王
」
と
形
式
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
実
情
に
つ
い

て
は
他
の
史
料
も
合
わ
せ
な
が
ら
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
領
主

の
名
前
を
直
接
記
さ
な
い
も
の
の
地
名
の
表
記
の
中
に
所
領
を
記
す
も
の

が
五
枚
あ
る
（
16
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
寺
の
所
在
す
る
地
名
が
記
さ
れ
て
い

30 文 政 1 2 年
（ 1 8 2 9 ） 深田部神社 弥 栄 町 久美浜御陣屋御奉行蓑笠之祐様

31 文 政 1 2 年
（ 1 8 2 9 ） 三嶋田神社 久美浜町 東照大将軍御武運長久并当地御地頭御武運長久

32 文 政 1 3 年
（ 1 8 3 0 ） 心木神社 大 宮 町 久美浜御代官蓑笠之助様

33 天 保 元 年
（ 1 8 3 0 ） 六神社 丹 後 町 御地頭みのかさの助

34 天 保 3 年
（ 1 8 3 2 ） 縁城寺 峰 山 町 京極上総助様御代

35 天 保 7 年
（ 1 8 3 6 ） 金刀比羅神社 峰 山 町 京極右近将監高景公御代

36 天 保 1 1 年
（ 1 8 4 0 ） 心木神社 大 宮 町 久美浜御代官和田主馬

37 天 保 1 2 年
（ 1 8 4 1 ） 日吉神社 網 野 町 守護宮津城主松平伯耆守

38 天 保 1 2 年
（ 1 8 4 1 ） 貴船神社 網 野 町 御城主武運長久

39 弘 化 4 年
（ 1 8 4 7 ） 岩崎神社 網 野 町 御城主御武運長久国家安全

40 弘 化 3 年
（ 1 8 4 6 ） 縁城寺 峰 山 町 大将軍御領主武運長久十方施主安全

41 弘 化 4 年
（ 1 8 4 7 ） 大宇賀神社 網 野 町 御城主武運長久

42 安 政 2 年
（ 1 8 5 5 ） 稲代吉原神社 峰 山 町 大檀主京極周防守高富公

43 安 政 2 年
（ 1 8 5 5 ） 稲代吉原神社 峰 山 町 大檀主京極周防守高富公

44 安 政 4 年
（ 1 8 5 7 ） 小金山神社 弥 栄 町 御城主御武運長久

45 万 延 元 年
（ 1 8 6 0 ） 稲代吉原神社 峰 山 町 領主京極備中守

46 文 久 3 年
（ 1 8 6 3 ） 稲代吉原神社 峰 山 町 領主京極備中守高富

47 明 治 4 年
（ 1 8 7 1 ） 春日神社 網 野 町 宮津城主松平伯耆守宗秀公御代嘉永三庚戌年
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る
棟
札
は
多
く
あ
る
が
、
そ
の
中
に
所
領
を
示
す
語
を
い
れ
る
も
の
は
こ
れ
ら
の
み

で
、
す
べ
て
峯
山
藩
領
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
京
丹
後
市
内
の
他
領
で
は
こ

の
よ
う
な
表
記
は
見
ら
れ
ず
何
故
峯
山
領
の
み
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
峯
山
藩
は
元
和

八
年
（
一
六
二
一
）
立
藩
時
は
一
万
三
〇
〇
〇
石
の
小
藩
で
あ
り
外
様
大
名
と
さ
れ

る
が
当
時
は
譜
代
大
名
と
し
て
認
識
さ
れ
、
領
内
で
は
一
度
も
一
揆
が
起
こ
ら
な

か
っ
た
（
17
）。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
も
藩
主
と
領
民
と
の
距
離
感
が
近
く
棟
札
の
記

述
に
も
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

神
社
の
棟
札
の
特
徴

次
に
神
社
の
棟
札
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
述
べ
る
。
第
一
の
特
徴
は
寺
院
の
棟

札
に
比
し
て
そ
の
数
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
調
査
箇
所
が

多
い
こ
と
に
よ
る
が
、
そ
も
そ
も
一
ヶ
所
あ
た
り
の
平
均
枚
数
も
多
い
こ
と
に
も
よ

る
。
一
〇
枚
以
上
保
有
す
る
神
社
は
下
記
の
通
り
存
在
し
て
お
り
【
表
12
】、
合
祀
し

た
神
社
の
も
の
も
保
管
し
て
い
る
例
が
上
位
を
占
め
て
い
る
。
合
祀
の
理
由
は
近
代

の
神
社
整
理
や
集
落
の
離
村
に
よ
っ
て
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
な
ど
そ
れ
ぞ

れ
で
あ
り
、
合
祀
先
の
神
社
に
棟
札
等
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
売ひ

め

布ふ

神
社

（
久
美
浜
町
）
の
よ
う
に
一
社
の
み
で
多
く
保
管
し
て
い
る
例
で
は
、建
物
の
修
復
や

灯
籠
、神
輿
の
奉
納
な
ど
で
も
作
成
さ
れ
て
お
り
、最
も
古
い
明
和
六
年（
一
七
六
九
）

か
ら
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
ま
で
絶
え
間
な
く
作
成
さ
れ
続
け
て
い
る
。
同
じ
枚

数
の
竹た

か
の野

神
社
も
そ
う
で
あ
る
が
、
両
神
社
と
も
所
在
す
る
村
以
外
の
複
数
の
村
か

ら
も
寄
進
を
受
け
て
い
る
（
18
）。
そ
の
な
か
に
は
い
わ
ゆ
る
二
重
氏
子
と
な
っ
て
い

る
村
も
あ
る
が
、
多
く
の
施
主
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
神
社
の
造
営
事
業
が
絶
え
間
な

く
続
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、多
く
の
棟
札
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

現
存
し
な
い
建
物
や
鳥
居
な
ど
の
棟
札
も
残
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
履
歴
を

残
そ
う
と
い
う
意
識
が
神
職
や
氏
子
に
あ
り
、
古
い
棟
札
を
廃
棄
せ
ず
残
そ
う
と
し

た
。
さ
ら
に
建
物
や
鳥
居
な
ど
は
新
た
な
別
の
も
の
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
が
、
残

さ
れ
て
い
る
棟
札
に
よ
り
神
社
と
し
て
は
連
続
性
が
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
得
る
。

多
く
の
棟
札
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
と
い
え
る
。

三　

寺
院
の
棟
札
の
特
徴

寺
院
の
棟
札
は
神
社
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
格
段
に
少
な
い
。
ま
た
、
も
っ
と
も
古

い
も
の
は
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
の
銘
を
持
つ
興
法
寺
（
弥
栄
町
）
の
も
の
で
中
世

【表 12】　10 枚以上棟札を保管している神社

神 社 名 所 在 地 枚 数 備 考

六神社 丹 後 町 25 枚 合祀した神社のものも含む

売布神社 久 美 浜 町 24 枚

竹野神社 丹 後 町 24 枚

網野神社 網 野 町 23 枚 合祀した神社のものも含む

稲代吉原神社 峰 山 町 21 枚 合祀した神社のものも含む

志
し

布
ふ

比
ひ

神社 丹 後 町 19 枚

加茂神社 網 野 町 16 枚

石上神社 弥 栄 町 15 枚 合祀した神社のものも含む

蛭児神社 久 美 浜 町 13 枚

広峰神社 久美浜町大向 14 枚

武神社 久 美 浜 町 13 枚

志
し

布
ふ

比
ひ

神社 網 野 町 11 枚

深田部神社 弥 栄 町 11 枚

金刀比羅神社 峰 山 町 11 枚

三柱神社 丹後町筆石 11 枚

春日神社 久美浜町 11 枚

売
め

布
ふ

神社 網 野 町 10 枚
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の
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
。

現
在
の
宗
派
別
に
棟
札
の
枚
数

を
一
覧
に
し
た
と
こ
ろ【
表
13
】

の
と
お
り
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
真
言
宗

は
寺
院
数
が
少
な
い
も
の
の
枚

数
が
多
い
こ
と
に
気
が
付
く

（
19
）。寺
院
数
の
多
い
曹
洞
宗
は

二
二
ヶ
寺
で
五
九
枚
と
一
ヶ
寺

平
均
二
・
六
枚
あ
る
の
に
対
し

て
、真
言
宗
は
一
ヶ
寺
平
均
五
・
七
枚
と
倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
こ
れ
は
興
法

寺
が
二
一
枚
、
円
頓
寺
（
久
美
浜
町
）
が
一
八
枚
と
二
ヶ
寺
に
お
い
て
多
く
存
在
し

て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
両
寺
院
と
も
往
時
は
丹
後
で
も
有
数
の
規
模
を
誇
っ
た
伽
藍

を
備
え
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
（
20
）、
近
世
に
入
っ
て
も
本
堂
、
山
門
、
鎮
守
な
ど
様
々

な
建
物
の
建
立
が
相
次
ぎ
、
そ
の
際
に
作
成
さ
れ
た
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
興
法

寺
で
は
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）、貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
本
尊
開
帳
で
も
作

成
さ
れ
、円
頓
寺
に
お
い
て
は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
不
動
明
王
彩
色
、昭
和
一
九

年
（
一
九
四
四
）
薬
師
如
来
像
、
仁
王
像
修
理
に
お
い
て
も
作
成
さ
れ
て
い
る
。
基

本
的
に
は
寺
院
で
の
棟
札
は
、
建
物
の
建
立
や
修
復
に
際
し
て
作
成
さ
れ
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
数
は
少
な
い
も
の
の
仏
像
の
造
立
や
修
理
に
際
し
て
も
作
成

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
21
）。

ま
た
、
寺
院
の
由
緒
が
詳
細
に
記
さ
れ
た
棟
札
が
二
五
枚
あ
る
【
表
14
】。

由
緒
に
つ
い
て
は
、
そ
の
寺
院
の
由
緒
が
記
さ
れ
る
場
合
と
、
該
当
す
る
建
物
の

由
緒
の
み
が
記
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
。
由
緒
が
記
さ
れ
る
棟
札
は
、
臨
済
宗
寺
院

が
一
四
枚
、
曹
洞
宗
寺
院
が
九
枚
と
禅
宗
寺
院
に
お
い
て
多
い
。
ま
た
、
そ
の
由
緒

が
近
世
初
頭
ま
で
し
か
遡
ら
な
い
も
の
が
多
く
、
中
世
ま
で
遡
る
由
緒
を
語
る
の
は

龍
献
寺
（
網
野
町
）、
宗
雲
寺
（
久
美
浜
町
）、
東
岳
寺
（
久
美
浜
町
）、
正
覚
寺
（
大

宮
町
）
の
四
ヶ
寺
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
他
の
寺
院
が
近
世
以
前
に
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
禅
定
寺
（
峰
山
町
）
は
『
実
隆
公
記
』
永
正
二
年

（
一
五
〇
五
）
九
月
一
七
日
条
に
そ
の
名
が
見
え
て
お
り
（
22
）、
確
実
に
近
世
以
前
の

歴
史
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
寺
院
内
に
お
い
て
そ
の
記
憶

が
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
種
々
の
事
情
に
よ
り
記
さ
れ
な
か
っ

た
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
別
に
し
て
そ
う
い
っ
た
経
緯
は
棟
札
に
記
さ
れ
て
い

な
い
。

ま
た
、
大
雲
寺
（
久
美
浜
町
）
は
平
安
時
代
後
期
に
遡
る
観
音
菩
薩
立
像
を
本
尊

と
し
て
お
り
、
一
五
世
紀
中
頃
の
状
況
を
示
す
『
丹
後
国
田
数
帳
』
に
そ
の
名
が
見

え
る
。
棟
札
に
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
の
火
災
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

一
五
世
紀
以
降
の
間
に
は
空
白
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
も
禅
定
寺
と
同
様
に
戦
国
期

に
何
か
し
ら
の
大
き
な
転
機
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
詳
細

は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
地
誌
や
縁
起
な
ど
ほ
か
の
史
料
も
含
め
、
地
域
の

歴
史
の
記
憶
や
記
録
が
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
か
を
探
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
今
後
の
課
題
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

京
丹
後
市
の
棟
札
を
通
観
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
時
期
に
よ
る
増
減
が
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
建
物
の
履
歴
の
み
で
な
く
奉
納
品
や
合
祀

な
ど
社
寺
を
め
ぐ
る
様
々
な
出
来
事
を
伝
え
る
「
広
義
の
棟
札
」
が
多
く
存
在
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
棟
札
は
建
物
に
付
随
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
建
築
史
上
で
の
議
論
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
が
、
記
述
内
容
の
豊
富
さ
ゆ
え
そ

の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
と
言
え
る
。
ま
た
、
記
述
さ
れ

て
い
る
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
棟
札
上
に
お
け
る
用
字
や
異
体
字
の
使
用
例
も

【表 13】　宗派別棟札数

宗 派 枚 数 寺院数

真 言 宗 63 枚 11 ヶ寺

曹 洞 宗 59 枚 22 ヶ寺

臨 済 宗 45 枚 17 ヶ寺

日 蓮 宗 8 枚 4 ヶ寺

日蓮本宗 8 枚 3 ヶ寺

浄土真宗 7 枚 4 ヶ寺

浄 土 宗 1 枚 1 ヶ寺

単 立 2 枚 1 ヶ寺

不 明 5 枚 2 ヶ寺
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【表 14】　由緒が記された棟札

寺院名 宗派 所 在 地 内容

１ 禅定寺 臨済宗 峰 山 町 本堂が寛文 2 年の大雪で大破したため再建する。

２ 少林寺 臨済宗 峰 山 町 寛永元年（1624）開創、三世までは曹洞宗であった。万治から延宝年
間のあいだは無住になり、元禄年間に再興する。

３ 龍献寺 曹洞宗 網 野 町
龍献寺はもと網野村の離湖付近にあった。延慶 2 年（1309）開創。寛
永 10 年（1633）京極氏により廃絶を余儀なくされ、天和 3 年（1683）
現在地に移る。

４ 大雲寺 臨済宗 久美浜町 明暦元年兵火（1655）により焼失、元禄 3 年（1690）再興した。明和
8 年（1771）庫裏を建立。

５ 龍渕寺 曹洞宗 弥 栄 町 山門が正徳 4 年（1714）に建立。

６ 宗雲寺 臨済宗 久美浜町 千畝周竹開創、松井康之、玄圃霊三による中興を記す。

７ 大雲寺 臨済宗 久美浜町
以前の山門はいつの頃のものかわからないが、傷みがひどくなり安永
5 年（1776）に壊してしまった。享和 2 年（1802）に起工し、翌 3 年
に完成となった。

８ 雲龍寺 曹洞宗 弥 栄 町 貞享 2 年（1685）建立の本堂が傷んできたため再興をする。

９ 禅定寺 臨済宗 峰 山 町 正徳 2 年（1712）に建立した本堂が傷んできたため再建する。

10 蔵福寺 曹洞宗 丹 後 町 享和年間（1801 ～ 1804）に開創。

11 本光寺 曹洞宗 大 宮 町
以前は金剛寺とか本光寺とか称していたが詳細は不明。寛永・承応の
頃は荒れてしまっていたが、寛文 8 年（1668）に再興した。文化 10
年（1813）の火災により焼失したが文政七年に再興することができた。

12 東岳寺 臨済宗 久美浜町

その昔、東岳寺は若狭の太守左京之進友重公の城の地であった。町家
の菩提所西嶽寺とともにあったが、落城後両寺を合わせて創建され
たのが当寺である。享保元年（1716）に草堂一宇をもって安置し始め
100 年以上経過しついに再建することとなった。

13 東岳寺 臨済宗 久美浜町 本尊薬師如来像の傷みがひどくなったため修理を行った。また、修理
後宮殿を新たに作ることにした。

14 本昌寺 日蓮宗 峰 山 町
享保年間（1716 ～ 1736）に京極主膳正により愛染明王が安置され、
水神はその守護神である。その社が大破したため愛染堂に勧請するこ
とになった。

15 宗雲寺 臨済宗 久美浜町 当山の白衣観音は霊験あらたかで、特に女性からの信仰があつい。し
かし、堂宇の傷みがひどくなり再建することになった。

16 龍渕寺 曹洞宗 弥 栄 町 梅田甚右衛門によって発願された本堂再興が、その死後息子に継がれ
ることになった。

17 相光寺 臨済宗 峰 山 町 相光寺は寛文年間に開創された。

18 龍渕寺 曹洞宗 弥 栄 町 庫裏は天和 3 年（1683）の建立。

19 少林寺 臨済宗 峰 山 町 庫裏が建立後 40 年を過ぎ修復が難しくなったっため再建をする。

20 大雲寺 臨済宗 久美浜町 以前の庫裏は使用に不便であって、長らく再建を望んでいたが、つい
に上棟することになった。

21 龍雲寺 曹洞宗 丹 後 町 万延元年（1860）の火災により諸堂が焼失した。明治 7 年（1874）起
工、明治 14 年 4 月 1 日に入仏となった。

22 長命寺 曹洞宗 弥 栄 町

元禄年間（1688 ～ 1704）の開創、その後宝暦 13 年（1763）伽藍を造
営を開始し、明和 8 年（1771）本堂上棟、安永 4 年（1775）庫裏・土
蔵・鎮守堂・東司が完成した。明治 13 年（1880）の火災により土蔵
と鎮守堂以外は消失してしまった。明治 28 年（1895）に起工、翌年
に完成をした。

23 正覚寺 浄土真宗 大 宮 町
天文年間（1532 ～ 1555）開創、寛永 7 年（1630）本願寺直末を称する。
元禄 3 年（1690）火災により焼失。元禄 15 年（1702）現在地に移転する。
文政 9 年（1826）本堂上棟、嘉永 5 年（1852）山門を再建する。

24 萬松寺 臨済宗 網 野 町

もとは上野区にあったが寛永 18 年（1641）に現在地に移った。天保
14 年（1843）火災に遭い、弘化 4 年（1847）再建をする。昭和 2 年
（1927）の震災のため本堂が傾斜し屋根が崩壊したが、茅葺屋根を銅
板葺とした。

25 慶徳院 臨済宗 峰 山 町 旧土蔵は曹洞宗時代のもので、白アリの害により腐食が進んだため再
建する。
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多
様
で
あ
る
（
23
）。
そ
の
多
様
性
を
活
か
し
た
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
今
後
の

課
題
と
言
え
る
。

棟
札
は
、
現
在
も
な
お
そ
れ
ぞ
れ
の
社
寺
に
お
い
て
大
切
に
保
管
さ
れ
、
作
成
さ

れ
続
け
て
い
る
。
近
年
、
あ
ら
か
じ
め
ほ
と
ん
ど
の
文
面
を
印
字
し
た
棟
札
に
、
建

立
年
月
日
と
施
主
名
の
み
を
記
す
も
の
が
登
場
し
、
ま
た
棟
札
を
代
筆
す
る
業
者
も

存
在
し
て
い
る
。
多
少
の
形
態
は
変
化
す
れ
ど
も
社
寺
の
造
営
の
際
に
は
木
製
の
板

に
墨
で
文
字
を
記
す
と
い
う
行
為
は
ま
だ
ま
だ
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
の

主
旨
と
は
そ
れ
る
が
未
来
の
棟
札
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
本
章
で
は
京
丹
後
市
内
で
発
見
さ
れ
た
棟
札
の
特
徴
を
述
べ
て
き
た
が
、

約
一
〇
〇
〇
枚
あ
る
史
料
群
の
由
緒
を
考
え
る
上
で
の
有
効
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
、
一
部
写
し
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
が
建
造
物
建
立
や
修
理
の

際
に
作
成
さ
れ
た
一
次
資
料
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
実
際
の
作
成
年
月
日
ま

で
は
特
定
で
き
な
い
も
の
の
、
上
棟
式
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
言
っ
て

差
し
支
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
次
に
特
に
由
緒
を
考
え
る
上
で
は
、
棟
札
上
に
由

緒
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
時
点
で
の
認
識
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
、ま
た
当
時
の
社
寺
の
呼
称
や
祭
神
の
名
称
を
特
定
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
資
料
と
し
て
の
有
効
性
を
生
か
し
、
第
二
部
第
一
章
で
具
体
例
と
し
て
網

野
神
社
の
棟
札
を
利
用
し
て
考
察
を
す
る
。

　〔

註

〕

（
1
）
妻
木
宣
嗣
編
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
網
野
町
―
』
二
〇
〇
八
年

妻
木
宣
嗣
編
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
大
宮
町
―
』
二
〇
〇
九
年

妻
木
宣
嗣
編
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
弥
栄
町
―
』
二
〇
一
〇
年

妻
木
宣
嗣
編
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
丹
後
町
―
』
二
〇
一
一
年

妻
木
宣
嗣
編
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
峰
山
町
―
』
二
〇
一
二
年

妻
木
宣
嗣
編
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
久
美
浜
町
―
』
二
〇
一
四
年

	

　
本
稿
に
お
け
る
棟
札
の
翻
刻
文
や
記
述
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
報
告
書
掲
載
の
翻
刻

文
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
ほ
か
に
永
浜
宇
平
『
三
重
郷
土
史
』
一
九
二
二
年
、
財
団
法
人
京

都
府
文
化
財
保
護
基
金
編
『
京
都
の
社
寺
建
築
』
与
謝
・
丹
後
編
一
九
八
四
年
、
弥
栄
町
編

『
弥
栄
町
史
』
一
九
七
〇
年
、網
野
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
網
野
町
史
』
下
巻
一
九
九
六
年

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
棟
札
を
参
照
し
た
。

（
2
）
水
藤
真
氏
『
棟
札
の
研
究
』
二
〇
〇
五
年

（
3
）
伊
東
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
　
伊
東
市
史
調
査
報
告
第
一
集
『
伊
東
市
の
棟
札
』
二
〇
〇
四
年

（
4
）
泉
佐
野
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
　
泉
佐
野
市
史
資
料
第
一
集
『
泉
佐
野
市
内
の
社
寺
に
残
る

棟
札
史
料
』
一
九
九
八
年

（
5
）
鳥
居
建
立
の
棟
札
は
、延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
売
布
神
社
（
網
野
町
）
を
初
め
と
し
て
三
九

枚
、神
輿
奉
納
棟
札
は
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
売
布
神
社
（
網
野
町
）
を
初
め
と
し
て
一
五

枚
、
御
神
体
に
関
わ
る
棟
札
は
七
枚
、
石
灯
籠
は
二
枚
あ
る
。

（
6
）
神
号
改
称
の
棟
札
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
熊
野
新
宮
神
社
（
久
美
浜
町
）
と
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
八
柱
神
社
、
武
神
社
、
持
田
神
社
、
旭
神
社
、
三
柱
神
社
、
大
岸
神
社
（
い
ず

れ
も
久
美
浜
町
）
が
あ
る
。
合
祀
に
関
し
て
は
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
六
神
社
（
網
野
町
）

が
あ
る
が
、
近
世
は
そ
の
他
に
は
な
く
、
そ
の
後
は
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
八
柱
神
社

（
丹
後
町
）、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
石
上
神
社
（
弥
栄
町
）
な
ど
六
枚
あ
る
。
土
地
の
譲

与
等
に
関
し
て
は
明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
）・
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
八
幡
神
社
（
峰

山
町
）、
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
住
吉
神
社
（
大
宮
町
）
が
あ
る
。
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（
7
）
実
際
に
棟
に
打
ち
付
け
ら
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
た
も
の
は
、
網
野
神
社
末
社
の
蚕
織
神
社

の
修
復
時
に
発
見
さ
れ
た
四
枚
だ
け
で
あ
る
。
建
物
に
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
し
て

は
、
上
屋
に
打
ち
付
け
ら
れ
た
も
の
が
八
一
枚
、
寺
院
本
堂
や
神
社
本
殿
の
壁
面
等
に
打
ち

付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
が
三
四
枚
あ
る
。
ま
た
こ
の
他
に
打
ち
付
け
ら
れ
た
状
態
で
は
な

か
っ
た
が
、
釘
穴
が
残
っ
て
い
る
も
の
が
八
〇
枚
あ
る
。

（
8
）
棟
札
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
正
彦
氏
『
天
井
裏
の
文
化
史
』（
一
九
九
五
年
）、
水
藤
真

氏
『
棟
札
の
研
究
』（
二
〇
〇
五
年
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）
雄
坂
寺
の
所
在
し
た
尾
坂
地
区
は
離
村
し
仏
像
や
棟
札
は
近
隣
の
徳
運
寺
（
丹
後
町
）
に
移

さ
れ
て
い
る
。

（
10
）
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）	

早
尾
神
社
（
弥
栄
町
、
後
世
の
写
し
の
可
能
性
あ
り
）

	

享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）	

春
日
神
社
（
久
美
浜
町
）

	

長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）	

岩
船
神
社
（
久
美
浜
町
）

	

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）	

八
坂
神
社
（
丹
後
町
）

	

文
明
九
年
（
一
四
七
七
）	

岩
船
神
社
（
久
美
浜
町
）

	

文
明
一
六
年
（
一
四
七
七
）	

岩
船
神
社
（
久
美
浜
町
）

	

天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）	

郡
立
神
社
（
網
野
町
、
後
世
の
写
し
の
可
能
性
あ
り
）

	

天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）	

郡
立
神
社
（
網
野
町
、
後
世
の
写
し
の
可
能
性
あ
り
）

	

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）	

岩
船
神
社
（
久
美
浜
町
）

	

元
和
八
年
（
一
六
二
二
）	

八
幡
神
社
（
網
野
町
）

	

寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）	

小
金
山
神
社
（
弥
栄
町
）

	

寛
永
二
一
年
（
一
六
四
四
）	

大
宮
神
社
（
弥
栄
町
）

	

正
保
三
年
（
一
六
四
六
）	

八
坂
神
社
（
丹
後
町
）

（
11
）「
明
治
三
十
五
年
竹
野
郡
各
神
社
由
緒
調
査
録
」（
竹
野
郡
役
所
文
書
、
京
都
府
立
京
都
学
・

歴
彩
館
蔵

明
35

−

34
）
に
棟
札
の
翻
刻
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、当
時
は
「
大
工
土
師
家
光
」

と
判
読
で
き
て
い
た
が
、
現
在
該
当
部
分
は
破
損
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
12
）
大
場
修
編
『
丹
後
震
災
か
ら
の
建
築
復
興
過
程
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
―
神
社
・
小
学

校
校
舎
を
中
心
に
―
』
二
〇
〇
七
年
、
同
編
『
丹
後
震
災
に
お
け
る
神
社
社
殿
復
興
の
過
程

と
復
興
社
殿
の
特
質
』
二
〇
〇
九
年
参
照
。

（
13
）
前
掲
註
（
6
）
参
照
。

（
14
）
社
殿
の
規
模
に
つ
い
て
は
、下
記
の
目
安
に
よ
っ
て
判
断
し
た
。（
平
成
四
年
こ
ろ
京
都
府
教

育
庁
文
化
財
保
護
課
に
よ
る
網
野
町
内
の
社
寺
建
築
調
査
の
際
の
目
安
を
参
照
し
た
。）

・
大
型	

人
が
縁
な
ど
に
昇
り
不
便
を
感
じ
な
い
大
き
さ
。

・
中
型	

人
が
ど
う
に
か
縁
に
昇
れ
る
大
き
さ
。（
頭
を
下
げ
て
、向
拝
水
引
虹
梁
を
く
ぐ
る
。）

・
小
型	

人
が
縁
に
昇
れ
な
い
大
き
さ
。

（
15
）
主
な
例
を
挙
げ
る
と
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

	

文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
日
吉
神
社
本
殿
（
網
野
町
）

	

文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
深
田
部
神
社
本
殿
（
弥
栄
町
）

	

文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
三
嶋
田
神
社
本
殿
（
久
美
浜
町
）

	

文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
竹
野
神
社
本
殿
（
丹
後
町
）

（
16
）
地
名
表
記
の
中
に
所
領
に
つ
い
て
記
す
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
17
）
山
田
洋
一
「
序
～
峯
山
藩
の
概
要
と
関
係
史
料
～
」
京
丹
後
市
史
資
料
編
『
峯
浜
藩
関
係
史

料
集
』
二
〇
一
〇
年

（
18
）
売
布
神
社
は
近
世
に
は
七
ヶ
村
か
ら
、
近
年
は
六
地
区
か
ら
寄
進
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、

作

成

年

神

社

名

記

載

内

容

１

慶
安
五
年

（
一
六
五
二
）

愛
宕
神
社

丹
後
国
中
郡
五
ヶ
庄
京
極
主
膳
正
御
拝
地

２

延
享
元
年

（
一
七
四
四
）

少

林

寺

大
日
本
国
丹
後
州
中
郡
峯
山
領
荒
山
邑

３

文
化
三
年

（
一
八
〇
六
）

浄

善

寺

峯
山
領
丹
後
国
中
郡
善
王
寺
村

４

文
政
二
年

（
一
八
一
九
）

少

林

寺

丹
後
州
中
郡
峯
山
領
荒
山
邑

５

天
保
一
五
年

（
一
八
四
四
）

波
弥
神
社

大
日
本
国
丹
後
州
中
郡
峯
山
領
荒
山
邑
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竹
野
神
社
は
、
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
本
殿
等
の
建
立
の
際
に
は
丹
後
国
内
の
み
な
ら

ず
丹
波
や
京
都
、
大
坂
も
含
め
一
三
一
ヶ
所
か
ら
寄
進
を
受
け
て
お
り
そ
の
範
囲
は
他
の
神

社
を
圧
倒
し
て
い
る
。（
竹
野
神
社
文
書
『
丹
後
国
竹
野
郡
斎
宮
大
明
神
御
神
殿
造
営
御
寄

進
帳
』）

（
19
）
京
丹
後
市
内
の
宗
派
別
の
寺
院
数
は
下

記
の
通
り
で
禅
宗
寺
院
が
多
い
。
大
ま

か
な
分
布
で
は
、
峯
山
藩
領
に
臨
済
宗

寺
院
が
多
く
、
宮
津
藩
領
に
曹
洞
宗
寺

院
が
多
い
。

（
20
）
宝
暦
一
一
年
～
天
保
一
二
年
（
一
七
六
一
～
一
八
四
一
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
丹
後
国
の

地
誌
『
丹
哥
府
志
』
に
は
、興
法
寺
は
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
開
基
、文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）

に
塔
頭
一
〇
八
が
焼
失
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
縁
日
に
は
周
辺
よ
り
多
く
の
参
拝
者
を
集
め

て
い
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
円
頓
寺
は
末
院
三
六
ヶ
寺
、
文
禄
年
間
（
一
五
九
二
～

一
五
九
六
）
に
皆
廃
院
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
る
。

（
21
）
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
本
昌
寺
（
峰
山
町
）
七
面
天
女
造
立
、弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

常
徳
寺
（
丹
後
町
）
釈
迦
牟
尼
仏
造
立
な
ど
。

（
22
）『
実
隆
公
記
』
永
正
二
年
九
月
一
七
日
条
に
、「
丹
後
国
丹
波
郡
吉
原
庄
小
西
山
善
城
寺
」
よ

り
勧
進
帳
の
清
書
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）
年
号
を
記
す
場
合
の
「
年
」
に
つ
い
て
は
「
念
」
や
「
捻
」
が
あ
り
、
他
に
「
龍
舎
」、「
龍
集
」

も
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
村
名
を
記
す
場
合
の
「
村
」
に
つ
い
て
は
「
邑
」
や
「
邨
」
も
よ

く
使
用
さ
れ
る
。「
屋
根
」
は
「
家
根
」
や
「
家
禰
」
と
、「
造
営
」
は
「
造
栄
」
と
表
記
す

る
例
も
あ
っ
た
。
異
体
字
で
は
特
に
統
計
を
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
「
旹
」
が
目
立
っ
た

印
象
が
あ
る
。
こ
の
他
、
地
名
の
「
丹
後
」
の
用
例
と
し
て
「
丹
後
圀
」、「
丹
后
国
」、「
丹

后
」、「
丹
後
州
」、「
丹
后
州
」、「
丹
後
刕
」、「
丹
州
」、「
丹
刕
」、「
丹
之
後
州
」、「
丹
之
后

州
」
と
多
く
の
表
記
例
が
あ
り
同
時
代
の
他
の
文
献
史
料
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
。

宗 派 寺 院 数 割合（％）

真 言 宗 18 12.5

浄 土 宗 4 2.7

浄土真宗 14 9.7

臨 済 宗 34 23.6

曹 洞 宗 55 38.1

日 蓮 宗 17 11.8

そ の 他 2 1.3

合 計 144 38.1





第
二
部
　
近
世
・
近
代
地
域
社
会
に
お
け
る
由
緒



京都府

京丹後市

豊岡市

兵庫県

福井県

滋賀県
大
阪
府

奈
良
県

日本海

日本海

宮津市
与謝野町

伊根町

大宮町
久美浜町

峰山町

網野町

網野神社

大野神社

弥栄町

丹後町

【参考】 網野神社・大野神社 位置図
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第
一
章　

丹
後
網
野
神
社
の
祭
神
と
由
緒
の
展
開 

―
近
世
か
ら
近
代
ま
で
―

は
じ
め
に

本
章
は
、
京
都
府
京
丹
後
市
網
野
町
に
所
在
す
る
網
野
神
社
の
近
世
か
ら
近
代
に

か
け
て
の
由
緒
・
祭
神
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
社
を
取
り
上

げ
る
理
由
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
史
料
の
多
様
性
で
あ
る
。
地
誌
や
神
社
外

で
記
さ
れ
た
典
籍
類
が
豊
富
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
本
殿
や
拝
殿
と
い
っ
た
建
造
物
が

多
く
残
る
こ
と
。
さ
ら
に
棟
札
や
灯
籠
、
鳥
居
な
ど
の
石
造
物
の
よ
う
に
、
文
献
以

外
の
多
種
多
様
な
資
料
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
当
事
者
性
で
あ
る
。
筆

者
は
当
社
の
近
隣
に
在
住
し
、
祭
礼
な
ど
の
諸
行
事
に
も
参
加
し
て
い
る
。
第
二
部

第
六
章
で
触
れ
る
レ
ジ
デ
ン
ト
型
研
究
者
と
い
う
あ
り
方
や
、
菅
豊
氏
が
新
し
い
知

識
生
産
と
社
会
実
践
の
理
想
像
と
し
て
挙
げ
た
六
点
の
う
ち

実
体
的
な
現
場
主
義
で
あ
る
こ
と

地
域
の
日
常
生
活
の
な
か
で
等
身
大
の
人
間
の
問
題
を
発
見
し
、
方
法
を
現
場

に
即
し
て
選
択
し
、
帰
納
的
に
理
解
す
る
（
１
）

と
い
う
立
場
に
近
い
考
え
を
筆
者
が
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
社
の
存
在
は
日

常
生
活
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
集
い
活
動
す
る
住
民
の
一
人
と
し
て

の
視
点
を
持
ち
な
が
ら
、
当
社
の
由
緒
や
祭
神
と
い
っ
た
特
殊
事
象
か
ら
帰
納
的
に

考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
章
は
そ
の
嚆
矢
と
な
る
。

本
論
に
入
る
前
に
簡
単
に
網
野
神
社
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
網
野
神
社

は
京
都
府
京
丹
後
市
網
野
町
網
野
、
日
本
海
か
ら
南
に
約
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
場
所

に
位
置
し
て
い
る
。
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
か
ら
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）

に
か
け
て
行
わ
れ
た
本
殿
等
の
修
理
報
告
書
に
記
さ
れ
た
沿
革
に
は
「
社
地
は
、
か

つ
て
は
浅
茂
川
湖
の
水
が
日
本
海
に
そ
そ
ぐ
河
口
で
あ
っ
た
と
い
う
。
享
徳
元
年

（
一
四
五
二
）
の
棟
札
（
写
）
に
は
、砂
で
埋
ま
る
の
を
避
け
て
現
在
の
地
に
遷
座
し

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
延
喜
式
内
社
で
、
も
と
は
三
ヶ
所
に
鎮
座
さ
れ
て
い
た
と
い

う
。
祭
神
は
日
子
坐
王
・
住
吉
大
神
・
水
江
浦
島
子
神
。
境
内
に
は
江
戸
期
の
旧
本

殿
（
現
、
蠺こ

織お
り

神
社
）
を
は
じ
め
、
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
戦
前
に
か
け
て
建
て
ら

れ
た
本
殿
、
拝
殿
、
手
水
舎
、
鳥
居
な
ど
が
現
存
し
て
い
る
。
当
社
も
昭
和
二
年
の

丹
後
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
が
、
再
建
、
修
復
が
行
わ
れ
、
現
在
は
「
平
成
の

大
改
修
」
と
し
て
本
・
拝
殿
の
屋
根
を
チ
タ
ン
葺
き
に
す
る
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。（
平
成
二
十
年
十
二
月
竣
工
）。
ま
た
蠺こ

織お
り

神
社
本
殿
屋
根
の
檜
皮
葺
き
替
え
を

主
と
す
る
工
事
も
行
わ
れ
た
（
平
成
二
十
年
九
月
竣
工
）」（
2
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

本
章
で
は
こ
う
し
た
現
在
見
ら
れ
る
由
緒
に
至
っ
た
過
程
に
つ
い
て
特
に
近
世
か
ら

近
代
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
中
前
正
志
氏
は
成
相
寺
（
京
都
府
宮

津
市
）
の
縁
起
を
考
察
す
る
中
で
寺
内
と
寺
外
の
「
伝
承
差
」
に
注
目
し
、
寺
内
の

伝
承
が
寺
外
に
影
響
を
与
え
変
化
す
る
様
子
を
論
じ
た
。
た
だ
し
寺
院
の
「
内
」
と

「
外
」
と
い
う
単
純
な
二
重
構
造
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
寺
外
で
も

二
重
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
複
雑
な
構
造
が
あ
る
こ
と
、
内
外
の
伝
承
差
は
成
相
寺

京都府

京丹後市

豊岡市

兵庫県

福井県

滋賀県
大
阪
府

奈
良
県

日本海

日本海

宮津市
与謝野町

伊根町

大宮町
久美浜町

峰山町

網野町

網野神社

大野神社

弥栄町

丹後町
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の
み
で
は
な
く
、
さ
ら
に
時
代
を
限
定
せ
ず
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

（
3
）。
ま
た
、
橋
本
章
彦
氏
は
、「
情
報
の
流
入
方
向
を
一
方
向
に
は
捉
え
な
い
」「
一

度
流
出
し
た
情
報
が
別
の
「
場
」
で
加
工
さ
れ
、
そ
れ
が
再
び
元
の
「
場
」
へ
立
ち

返
っ
て
く
る
状
況
を
視
野
に
入
れ
て
考
察
す
る
必
要
が
る
。
す
な
わ

（
マ
マ
）

情
報
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
把
握
す
る
視
点
」（
4
）
を
持
つ
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
本
章
は
寺
社
の
内
外
、
さ
ら
に
双
方
向
で
の
情
報
の
流
出
入
に
留

意
し
つ
つ
、
そ
の
史
的
展
開
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
近
世
以
前
の
網
野
神
社
の
状
況
に
つ
い
て
概
略
を
記
し
て
お
き
た
い
。
網

野
神
社
は
『
延
喜
式
神
名
帳
』
の
丹
後
国
竹
野
郡
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
初
出
で
あ

り
、
そ
の
前
史
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
文
献
に
は
全
く
そ
の
名

を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、一
三
世
紀
初
頭
成
立
と
さ
れ
る
鴨
長
明
の
『
無
名
抄
』

に
「
あ
さ
も
川
明
神
事
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
網
野
神
社
が
こ
こ

で
い
う
「
あ
さ
も
川
明
神
」
と
同
一
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
後
述
す
る
が

近
世
以
降
網
野
神
社
で
浦
島
子
を
祭
神
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
両
者
が
同
一
と
す
る

文
献
も
あ
る
こ
と
か
ら
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

あ
さ
も
川
明
神
事

丹
後
の
国
与
謝
の
郡
に
、
あ
さ
も
川
の
明
神
と
申
す
神
い
ま
す
。
国
の
守
の
神

拝
と
か
い
ふ
事
に
も
、
御
幣
な
ど
得
給
ひ
て
、
祭
ら
る
ゝ
程
の
神
に
て
ぞ
お
は

す
な
る
。
是
は
、
昔
の
浦
嶋
の
翁
の
神
と
な
れ
る
と
な
ん
い
ひ
伝
へ
た
る
。
物

騒
が
し
く
は
こ
開
け
し
程
の
心
に
、
神
と
跡
を
留
め
給
へ
る
は
、
さ
る
べ
き
権

者
な
ど
に
て
や
有
り
け
ん
。（
5
）

こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
あ
さ
も
川
（
浅
茂
川
）」
は
、
網
野
神
社
の
所
在
す
る
網
野

（
京
丹
後
市
網
野
町
網
野
）
の
西
隣
に
位
置
す
る
地
名
で
あ
り
、与
謝
郡
で
は
な
く
竹

野
郡
に
属
す
る
。
与
謝
郡
に
は
浦
島
子
を
祭
神
と
す
る
浦
嶋
神
社
（
宇
良
神
社
）
が

あ
り
、『
日
本
書
紀
』
や
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
記
さ
れ
る
浦
島
子
の
説
話
も
与

謝
郡
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。『
無
名
抄
』の
記
述
に
は
混
乱
が
あ
る
も
の
の
中
世
に

は
竹
野
郡
で
も
「
浦
嶋
の
翁
」
が
祭
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支

え
な
い
が
、「
あ
さ
も
川
明
神
」
が
現
在
の
ど
の
神
社
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
確
証
は

得
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
後
に
は
後
述
す
る
社
蔵
の
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
棟
札
が
あ
る
。
現
在
の

由
緒
で
は
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
ス
ナ
ニ
ウ
マ
ル
ニ
ヨ
リ
テ
」
と
い
う
記
述
を
元
に
砂

に
埋
ま
る
の
を
避
け
網
野
神
社
境
内
地
か
ら
南
東
に
約
一
キ
ロ
離
れ
た
「
元
宮
」
と

称
さ
れ
る
場
所
か
ら
移
転
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
棟
札
は
ほ
と
ん
ど
文

字
が
判
読
で
き
な
い
状
態
で
あ
り
、
過
去
に
い
く
つ
か
の
釈
文
が
提
示
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
相
違
が
あ
る
（
6
）。
こ
の
ほ
か
中
世
史
料
で
は
元
亀
三
年

（
一
五
七
二
）
の
奥
書
を
持
つ
『
丹
後
國
内
神
名
帳
』
に
「
正
四
位
下
納
野
明
神
」（
7
）

と
あ
る
の
が
網
野
神
社
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
少
な
い
な
が
ら
も
網
野
神
社
に
関
連

す
る
史
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
祭
神
や
由
緒
の
展
開
を
追
求

す
る
に
は
至
ら
な
い
。
次
節
以
降
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
神
社
内
外
の
状
況

に
つ
い
て
「
一
神
社
所
蔵
資
料
」、「
二
丹
後
国
内
の
地
誌
」、「
三
他
所
で
の
認
識
」

の
三
項
目
に
分
け
考
え
て
い
き
た
い
。「
一
神
社
所
蔵
資
料
」
は
神
社
内
部
、「
三
他

所
で
の
認
識
」
で
は
神
社
外
部
の
状
況
が
反
映
さ
れ
、
そ
こ
に
こ
れ
ら
の
中
間
に
位

置
す
る
「
二
丹
後
国
内
の
地
誌
」
を
加
え
た
。
こ
れ
は
地
誌
が
神
社
外
部
の
人
物
に

よ
り
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、
現
地
の
取
材
に
基
づ
い
た
記
述
も
あ
る
こ
と
か
ら
神
社

内
外
の
中
間
と
位
置
付
け
る
こ
と
と
し
た
。
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一　

近
世
に
お
け
る
祭
神
と
由
緒
の
展
開

〈
１
〉
神
社
所
蔵
資
料
（
棟
札
）

網
野
神
社
に
残
さ
れ
た
文
献
は
残
念
な
が
ら
豊
富
と
は
言
え
な
い
が
、
棟
札
に

つ
い
て
は
移
転
し
て
き
た
神
社
の
も
の
も
含
め
二
三
枚
あ
り
、
京
丹
後
市
内
の
神
社

の
中
で
は
比
較
的
多
い
方
で
あ
る
（
8
）。
そ
こ
に
は
建
立
年
代
、
施
主
、
大
工
を
含

め
様
々
な
情
報
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
祭
神
や
由
緒
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
く
。

ま
ず
先
に
述
べ
た
享
徳
元
年
棟
札
の
裏
面
に
は
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
の
社

殿
建
立
に
係
る
追
記
が
な
さ
れ
て
お
り
、
中
央
の
主
文
に
「
奉
建
立
住
吉
大
明
神
社

延
寶
五
〔
丁
巳
〕
年
九
月
十
三
日
（
9
）」
と
あ
り
、
同
年
の
別
の
棟
札
に
も
「
当
住

吉
之
宮
社
逮
零
落
奉
再
興
氏
子
之
人
数
」
と
あ
る
。
両
方
と
も
「
住
吉
」
と
い
う
語

が
あ
る
と
お
り
、
当
時
は
住
吉
神
を
祀
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
「
住
吉
大
明
神
」「
住

吉
之
宮
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
。
後
者
の
棟
札
で
は
「
住
吉
之
宮
」
が
零

落
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
再
興
す
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
延
享
五
年
以
前
か
ら
「
住
吉

之
宮
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
鳥
居
建
立
棟
札
に
も

「
住
吉
大
明
神
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
現
本
殿
が
建
立
さ
れ
る
ま
で
本
殿
と
し
て
使
用
さ
れ
、
現
在
は
蠺
織
神
社

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
社
殿
建
立
の
際
の
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
棟
札
は
、
当

社
の
棟
札
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
で
総
高
一
五
四
・
五
セ
ン
チ
あ
る
。
表
面
に
は

「
奉
再
建
立
住
吉
大
明
神
」
と
大
き
く
記
さ
れ
、裏
面
に
は
寄
進
し
た
村
人
一
三
七
名

の
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
、
社
殿
の
大
き
さ
や
関
係
者
の
人
数
を
見
て
も
村
に
と
っ

て
も
大
き
な
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
末

社
再
建
棟
札
に
も
「
奉
再
建
住
吉
末
社
」
と
一
七
～
一
八
世
紀
代
と
同
様
に
住
吉
社

と
称
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
こ
の
よ
う
に
一
七
世
紀
後
半
以
降
神
社
で
は

住
吉
神
が
中
心
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
住
吉
神
の
勧
請
に
つ
い
て
は
、
永
浜
宇
平
氏

が
昭
和
初
期
の
地
元
で
の
認
識
と
し
て
「
本
覚
寺
の
檀
頭
河
田
太
郎
左
右
門
な
る
者

が
住
吉
神
を
信
仰
し
堺
の
住
吉
神
社
か
ら
此
に
勧
請
し
た
事
は
土
地
の
人
は
誰
し
も

言
つ
て
ゐ
る
史
実
で
あ
り
（
10
）」
と
、
河
田
家
に
よ
る
勧
請
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

延
宝
五
年
（
享
徳
元
年
裏
面
）
の
棟
札
に
は
、
神
職
、
大
工
以
外
で
は
唯
一
「
河
田

太
良
左
右
門
」
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
に
始
め
て
勧
請
さ
れ
た
の
か
ど
う

か
は
棟
札
の
記
述
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
が
、
河
田
家
が
社
殿
の
建
立
に
中
心
的
役

割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
勧
請
年
は
不
確
か
な
も
の
の
一
七
世
紀
後
半
以
降
網
野
神
社
は

住
吉
神
を
祀
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
住
吉
大
明
神
や
住
吉
社
で
あ
る
こ
と
を
称
し
て

い
る
こ
と
は
確
か
と
い
え
る
。

〈
２
〉
丹
後
国
の
地
誌

さ
て
、
次
に
丹
後
国
を
取
り
扱
っ
た
地
誌
の
中
で
の
網
野
神
社
に
関
す
る
記
述
を

考
察
し
て
い
き
た
い
。
今
回
取
り
上
げ
て
い
る
地
誌
は
丹
後
国
内
で
編
纂
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
網
野
村
以
外
で
、
ま
た
当
地
以
外
の
出
身
者
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
網
野
神
社
か
ら
少
し
離
れ
た
視
点
か
ら
の
記
述
と
い
え
る
。

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
成
立
『
丹
後
田
辺
府
志
』
の
「
浦
島
明
神
」
の
項
目
に

は
「
竹
野
郡
阿
佐
茂
川
の
東
網
野
社
は
浦
島
大
明
神
と
い
へ
り
（
11
）」
と
あ
り
、
こ

の
記
述
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
大
阪
の
医
師
、
白
井
宗
因
に
よ
っ
て
寛
文
一
〇
年

に
刊
行
さ
れ
た
全
国
の
主
要
神
社
の
概
説
書
（
12
）
で
あ
る
『
神
社
啓
蒙
』
に
記
さ
れ

た
内
容
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
の
後
に
『
日
本
書
紀
』、『
扶
桑
略
記
』
の
浦

島
子
関
係
記
事
を
引
用
し
、
別
当
を
「
来
迎
寺
」
と
し
宝
物
等
に
つ
い
て
の
記
述
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
与
謝
郡
の
浦
嶋
神
社
（
宇
良
神
社
）
と
混
同
し
て
い
る
。
つ
づ
い

て
、
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
成
立
の
『
丹
後
州
宮
津
府
志
』
は

浦
島
社
　
在
与
謝
郡
本
庄
宇
治
村
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祭
神
　
浦
島
子
　
相
殿
四
座
　
社
人
　
赤
染
氏
　
今
断
絶

　
　
祭
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
当
　
来
迎
寺

按
ス
ル
ニ
諸
記
号
網
野
社
以
竹
野
郡
網
野
村
〈
今
属
浅
茂
川
村
〉
所
祭
者
為
本

祠
。
然
ル
ニ
今
以
専
ラ
尊
奉
当
社
鮮
知
網
野
社
者
。
諸
旧
記
之
説
列
于
左
。

神
社
啓
蒙
曰
。（
中
略
）

神
社
考
云
。
丹
後
国
与
謝
郡
誤
阿
佐
茂
川
明
神
ハ
者
浦
島
子
也
。
国
司
神
拝
必

ス
預
奉
幣
云
々
。

　
　
以
以
上
之
説
考
フ
レ
バ
、
則
チ
今
浅
茂
川
海
浜
ニ
所
在
之
小
社
俗
ニ
称
奈

古
社
者
、
是
往
古
所
祭
浦
島
子
而
号
浅
茂
川
明
神
者
也
。
浦
島
子
ガ
事
跡
古
書

所
載
如
左
。

日
本
紀
雄
略
天
皇
紀
曰
。（
中
略
）
扶
桑
畧
記
曰
。（
下
略
）（
13
）

と
あ
り
、
与
謝
郡
本
庄
宇
治
村
の
「
浦
島
社
」
の
項
の
中
で
網
野
社
に
つ
い
て
も
触

れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
網
野
社
も
浦
島
子
を
祀
る
社
で
あ
る
が
知
る
も
の
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
旨
を
記
し
、
関
連
す
る
文
献
を
引
用
す
る
。
ま
た
浅
茂
川
村
海
浜

に
あ
る
「
奈
古
社
」
が
浦
島
子
を
祀
る
「
浅
茂
川
明
神
」
で
あ
る
と
す
る
。『
丹
後
田

辺
府
志
』、『
丹
後
州
宮
津
府
志
』
と
も
に
祭
神
が
浦
島
子
で
あ
る
事
が
前
提
の
記
述

で
あ
る
が
、
住
吉
神
に
つ
い
て
は
何
等
触
れ
る
こ
と
は
無
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宝

暦
一
一
年
～
天
保
一
二
年
（
一
七
六
一
～
一
八
四
一
）
成
立
の
『
丹
哥
府
志
』
網
野

村
の
項
に
「
住
吉
大
明
神
　
祭
九
月
十
三
日
（
14
）」
と
あ
り
、
網
野
村
に
「
住
吉
大

明
神
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
村
の
「
寛
平
法
皇
陵
」

の
項
で
、

寛
平
法
皇
陵

網
野
村
の
口
碑
に
云
。
寛
平
法
皇
橘
良
利
を
従
へ
諸
国
を
巡
遊
し
て
遂
に
網
野

村
に
崩
ず
、
時
は
秋
七
月
な
り
も
つ
て
火
葬
し
て
京
都
へ
送
る
、
故
を
以
て
其

神
を
祭
り
網
野
村
の
氏
神
と
す
、
今
住
吉
大
明
神
と
い
ふ
、
祭
り
の
日
は
神
輿

を
舁
ぎ
出
し
て
今
に
還
御
出
御
と
呼
ぶ
、
元
よ
り
法
皇
の
陵
は
亭
子
山
に
あ
り

と
語
り
伝
ふ
、（
15
）

と
「
口
碑
に
云
」
と
し
て
、
寛
平
法
皇
（
宇
多
天
皇
）
が
網
野
村
で
崩
御
し
た
後
、

神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
、
祭
礼
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
地

元
で
の
伝
承
に
基
づ
い
た
記
述
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
住
吉

大
明
神
」
と
い
う
名
称
も
地
元
で
の
呼
称
を
記
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
同
書

に
は
浅
茂
川
村
に
「
奈
古
社
」
の
項
目
が
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

【
奈
古
社
】（
祭
六
月
廿
八
日
）

宮
津
府
志
曰
。
神
社
啓
蒙
云
。
網
野
神
社
在
丹
後
国
竹
野
郡
阿
佐
茂
川
東
網
野

村
所
祭
三
神
一
座
水
江
浦
嶋
子
也
。
神
社
考
云
。
丹
後
国
与
謝
郡
阿
佐
茂
川
明

神
者
浦
島
子
也
。
以
上
二
書
浦
島
の
社
を
網
野
と
し
阿
佐
茂
川
と
す
、
又
阿
佐

茂
川
を
与
謝
郡
と
す
、
い
ふ
所
審
な
ら
ず
。
神
社
啓
蒙
に
網
野
神
社
は
阿
佐
茂

川
の
東
網
野
村
の
三
字
、
恐
ら
く
は
衍
文
な
ら
ん
。
今
浅
茂
川
の
東
に
奈
古
社

と
て
海
浜
の
小
山
に
小
社
二
座
あ
り
、
社
の
後
に
鏡
懸
松
と
い
ふ
古
松
あ
り
、

是
延
喜
式
に
所
載
の
網
野
神
社
当
に
此
な
る
べ
し
。（
16
）

こ
こ
で
は
、『
神
社
啓
蒙
』
に
記
さ
れ
た
「
阿
佐
茂
川
の
東
網
野
村
」
の
内
、
最
後

の
三
文
字
が
衍
文
で
あ
っ
て
、
奈
古
社
が
浅
茂
川
の
東
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
社
が
『
延
喜
式
』
所
載
の
網
野
神
社
と
い
う
独
自
の
解
釈
を
記
し
て
い
る
。
さ
て
、

天
明
年
間
撰
（
一
七
八
一
～
一
七
八
九
）、文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
改
正
の
『
丹
後

旧
事
記
』
に
は
、

網
野
神
社
　
網
野
村
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祭
神
　
住
吉
大
明
神
　
水
の
江
浦
児

国
名
風
土
記
に
曰
く
丹
波
国
竹
野
郡
阿
佐
茂
川
の
東
網
野
祭
る
所
神
一
座
水
江

浦
島
児
な
り
と
神
社
啓
蒙
に
見
え
た
り
、
日
本
紀
雄
略
天
皇
の
記
に
曰
く
（
中

略
）、
扶
桑
略
記
に
曰
く
（
中
略
）、
日
本
後
紀
に
曰
く
（
下
略
）（
17
）

と
あ
り
、
そ
の
少
し
後
の
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
成
立
『
丹
後
一
覧
集
』
巻
之
弐

に
も

網
野
神
社
　
網
野
村

祭
神
　
住
吉
大
明
神
　
水
江
島
児

国
名
風
土
記
曰
丹
波
国
竹
野
郡
阿
佐
茂
川
の
東
網
野
村
に
祭
所
の
神
一
座
水
江

浦
島
児
な
り
と
神
社
啓
蒙
ニ
見
え
た
り
、
日
本
記
雄
畧
天
皇
記
曰
（
中
略
）、
扶

桑
略
記
曰
（
中
略
）、
宮
津
記
曰
（
下
略
）（
18
）

と
両
書
と
も
『
神
社
啓
蒙
』
を
引
用
し
た
一
文
を
記
し
、
祭
神
を
「
住
吉
大
明
神
」

と
「
水
の
江
浦
児
（
水
江
島
児
）」
両
方
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
多
く
の
書
物
か
ら
引

用
を
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
浦
島
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
、地
誌
の
中
で
は
祭
神
を
「
浦
島
大
明
神
（
浦
島
子
）」
か
「
住
吉
大

明
神
」
い
ず
れ
か
を
記
す
も
の
、ま
た
両
方
記
す
も
の
も
あ
る
。『
丹
後
田
辺
府
志
』、

『
丹
後
州
宮
津
府
志
』
の
よ
う
に
一
八
世
紀
代
で
は
浦
島
子
を
記
し
、地
元
伝
承
に
基

づ
い
た
『
丹
哥
府
志
』
や
一
九
世
紀
代
は
「
住
吉
大
明
神
」
が
登
場
し
て
い
る
。

〈
３
〉
他
所
で
の
認
識

こ
こ
で
は
、
丹
後
国
以
外
で
編
纂
さ
れ
た
史
料
を
も
と
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た

い
。
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
自
序
、
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
刊
の
『
神
社
啓

蒙
』
巻
之
七
に
は

〇
網
野
社

丹
後
国
竹
野
阿
佐
茂
川
の
東
、
網
野
村
に
在
り
。
祭
る
と
こ
ろ
の
神
一
座
。

水
江
浦
嶋
子

日
本
紀
に
曰
く
、（
中
略
）
丹
後
風
土
記
に
曰
く
、（
下
略
）（
19
）

と
あ
る
。
本
書
は
前
述
の
と
お
り
丹
後
国
内
の
地
誌
の
中
で
も
引
用
さ
れ
、
祭
神
を

「
水
江
浦
嶋
子
」
と
し
て
い
る
。
神
社
の
所
在
地
を
「
阿
佐
茂
川
の
東
、網
野
村
」
と

す
る
の
は
『
無
名
抄
』
で
「
あ
さ
も
川
の
明
神
」
が
浦
島
の
翁
を
神
と
し
て
祀
っ
て

い
る
と
い
う
記
述
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
省
略
を
し
た
部
分
は
い

ず
れ
も
浦
島
子
に
関
す
る
記
述
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
成
立
の
『
本
朝
諸
社
一
覧
』
第
七
に
も

〇
網
野
社
　
竹
野
郡
阿
佐
茂
川
東
網
野
村
ニ
有
リ
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
）

　
祭
ル
処
　
水
江
浦
嶋
子
也

　
雄
畧
二
十
二
年
秋
七
月
（
中
略
）
日
本
紀

●
丹
後
国
与
謝
郡
日
量
里
筒
川
村
（
中
略
）
丹
後
風
土
記
ノ
心
是
ニ
同
シ
（
20
）

と
『
神
社
啓
蒙
』
と
同
様
に
所
在
地
を
「
阿
佐
茂
川
東
網
野
村
」
と
し
、『
日
本
書

紀
』、『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
浦
島
子
に
関
す
る
記
述
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
傾
向
は
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
の
成
立
の
『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
七
十
七
に

も
引
き
継
が
れ
て
お
り
、

浦
島
明
神
　
在
竹
野
郡
納
野
村
〈
俗
為
網
野
、
浅
藻
川
東
〉

　
祭
神
一
座
　
浦
島
子
　〈
島
根
見
命
後
胤
也
〉

〇
扶
桑
畧
記
云
（
中
略
）
日
本
後
紀
云
（
下
略
）（
21
）
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と
所
在
地
を
「
浅
藻
川
東
」、祭
神
を
「
浦
島
子
」
と
す
る
点
は
『
神
社
啓
蒙
』
と
同

様
で
あ
る
。
し
か
し
引
用
さ
れ
る
史
料
が
『
扶
桑
略
記
』
と
『
日
本
後
紀
』
と
な
っ

て
い
る
。
た
だ
し
、
現
存
す
る
『
日
本
後
紀
』
に
該
当
す
る
記
事
は
無
く
偽
作
の
可

能
性
が
高
い
。
ま
た
、
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
成
立
の
『
但
馬
湯
島
道
之
記
』

に
も

又
浦
島
が
子
を
神
に
祠
り
た
る
は
竹
野
郡
阿
佐
茂
川
東
網
野
村
に
あ
り
、
延
喜

式
神
名
帳
に
丹
後
国
竹
野
郡
網
野
神
社
と
あ
る
是
な
り
、
管
川
と
郡
は
か
は
れ

ど
も
遠
か
ら
ず
其
間
の
海
浜
に
釣
台
石
あ
り
又
遊
の
浦
根
あ
が
り
の
松
も
此
間

な
り
と
ぞ
此
網
野
明
神
を
寿
命
の
神
な
り
と
て
祈
る
者
多
し
と
な
り
此
所
は
浦

島
が
子
彼
筥
を
ひ
ら
き
し
所
な
り
と
い
へ
り
日
本
後
記
を
考
る
に
（
中
略
）（
22
）

と
所
在
地
を
「
竹
野
郡
阿
佐
茂
川
東
網
野
村
」
と
す
る
点
は
、『
神
社
啓
蒙
』
の
影
響

を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
祭
神
を
浦
島
子
と
す
る
点
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、

「
網
野
明
神
」が
寿
命
の
神
で
あ
る
と
い
う
独
自
の
諸
伝
も
記
し
て
い
る
。
そ
う
し
た

中
、
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
成
立
の
出
口
延
経
編
『
神
名
帳
考
証
』
に
は
、

〇
網
野
神
社
　

　
在
阿
佐
茂
川
東
網
野
村
　
天
湯
河
桁
命
　
倭
名
抄
云
、
竹
野
郡
網
野
、
鳥
取	

　
姓
氏
録
云
、
鳥
取
　
角
凝
魂
命
三
世
孫
天
湯
河
桁
命
之
後
也
（
23
）

と
所
在
地
を
「
在
阿
佐
茂
川
東
網
野
村
」
と
す
る
点
は
『
神
社
啓
蒙
』
と
同
様
だ
が
、

祭
神
を
「
天
湯
川
桁
（
板
挙
）
命
」
と
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
古

事
記
』
垂
仁
天
皇
段
に
本
牟
智
和
気
王
が
鵠
の
泣
き
声
を
聞
い
て
声
を
発
し
よ
う
と

し
た
こ
と
か
ら
、そ
の
鵠
を
捕
ま
え
る
た
め
に
各
地
を
探
し
た
際
に
「
旦
波
国
」（
丹

後
国
は
和
銅
六
年
〔
七
一
三
〕
成
立
）
に
立
ち
寄
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前

提
に
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
で
は
捜
索
を
し
た
の
が
鳥
取
造
の
祖
で
あ
る
天
湯
河
桁
命

と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
網
野
村
の
東
に
鳥
取
村
が
あ
る
こ
と
も
念
頭
に
あ
る
と
言
え

よ
う
。
ま
た
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
二
五
之
巻
（
寛
政
元
年
〔
一
七
八
九
〕
起

稿
、
脱
稿
）
に
も
、『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
段
の
本
牟
智
和
気
王
の
記
事
の
解
説
で
、

「
又
丹
後
ノ
国
竹
野
ノ
郡
に
、
網
野
神
社
和
名
抄
に
、
同
郡
網
野
ノ
郷
【
今
本
に
は
、

網
ノ
字
納
と
誤
れ
り
、
東
大
寺
ノ
古
ル
文
書
に
、
網
野
ノ
郷
と
あ
り
、】
鳥
取
ノ
郷
あ

り
（
24
）」
と
関
連
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
つ
づ
い
て
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）

成
立
の
伴
信
友
編
『
神
名
帳
考
証
』
卅
八
で
は

網
野
神
社



［
田
志
］
網
野
神
社
ハ
阿
佐
茂
川
ノ
東
ニ
ア
リ
浦
嶋
大
明
神
ト
云
ヘ
リ
別
号
ハ

吉
野
社
ト
モ
云
ヘ
リ
社
僧
来
迎
来
寺
ト
云
フ
密
宗
也
［
諸
寺
一
覧
］
阿
佐
茂
川

東
網
野
村
ニ
ア
リ
〇
信
友
云
［
和
鈔
］
納
野
ト
ア
ル
ハ
網
ノ
誤
ニ
テ
則
網
野
ナ

ル
ベ
シ
［
和
鈔
］
竹
野
郡
網
野
鳥
取
［
鴨
長
明
抄
］
ニ
丹
後
国
よ
さ
の
郡
に
あ

さ
も
川
の
明
神
と
申
神
い
ま
す
。
国
の
守
の
神
拝
と
か
や
い
ふ
こ
と
に
も
み
て

ぐ
ら
え
給
ひ
て
か
ず
ま
へ
ら
る
ゝ
ほ
ど
の
神
に
て
ぞ
お
は
す
な
る
。
こ
れ
は
昔

浦
嶋
の
翁
の
神
に
な
れ
り
と
な
ん
い
ひ
伝
へ
た
る
云
々
〇
信
友
云
コ
ノ
考
ハ

［
逸
国
内
神
名
帳
］
ニ
イ
ヘ
リ
（
25
）

と
あ
り
、
冒
頭
の
「
田
志
」
つ
ま
り
『
丹
後
田
辺
府
志
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を

記
し
て
い
る
が
、
実
際
の
記
述
と
は
異
な
る
点
も
あ
る
。
と
は
い
え
丹
後
の
地
誌
が

引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
他
書
で
は
無
く
本
書
の
特
徴
と
言
え
、
そ
の
後
は
浦
島
子

を
祭
神
と
す
る
文
献
を
引
用
し
説
明
を
加
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
に
お
け
る
他
所
で
の
認
識
は
浦
島
子
を
祭
神
と
し
、
所
在

地
を
浅
茂
川
の
東
と
す
る
こ
と
の
よ
う
に
『
神
社
啓
蒙
』
の
記
述
の
影
響
を
受
け
た
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内
容
が
多
い
も
の
の
、
祭
神
に
「
天
湯
川
桁
（
板
挙
）
命
」
を
挙
げ
る
新
た
な
解
釈

が
登
場
し
て
い
る
。

さ
て
、
林
晃
平
氏
が
神
奈
川
県
横
浜
市
の
観
福
寺
（
廃
寺
。
現
在
は
慶
運
寺
内
に

観
音
堂
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。）、
通
称
浦
島
寺
の
略
縁
起
を
紹
介
さ
れ
る
中
で
、
同

寺
略
縁
起
（
天
明
本
）
の
中
に
、

こ
こ
に
神
祠
に
い
わ
ひ
、
浦
嶋
の
神
祠
と
も
網
野
の
社
と
も
申
し
て
、
霊
験
殊
勝

に
て
、
子
縁
薄
き
も
の
、
惣
じ
て
寿
命
長
久
の
願
、
渡
海
の
舩
子
、
魚
漁
網
人
、

亀
を
画
て
、
絵
馬
に
捧
げ
、
さ
ま
ざ
ま
奇
特
な
る
な
ぞ
書
あ
へ
る
に
ぞ
、（
26
）

と
あ
り
、「
浦
嶋
の
神
祠
」
と
も
「
網
野
の
社
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
社
に
、
亀
を
描

い
た
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。「
寿
命
長
久
」を
願
う
こ
と

は
前
述
し
た
『
但
馬
湯
島
道
之
記
』
で
「
寿
命
の
神
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
林
氏
は
、
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
刊
行
の
『
本
朝
怪
談

故
事
』
巻
第
一
第
十
五
網
野
愛
亀
に

丹
後
国
網
野
ノ
社
ハ
又
浦
嶋
ノ
社
ト
モ
云
（
中
略
）
則
其
浦
嶌
ヲ
祭
リ
テ
網
野

社
ト
云
故
此
神
専
愛
亀
神
前
ノ
絵
馬
ニ
モ
亀
ヲ
画
テ
宝
納
ス
レ
ハ
所
願
成
就
ス

ト
云
伝
ヘ
タ
リ
ト
諸
社
一
覧
ニ
見
ヘ
タ
リ
（
27
）

と
あ
る
こ
と
も
紹
介
さ
れ
、
こ
こ
で
も
絵
馬
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
当

時
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
不
明
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
が
、
網
野
社
が
浦
嶋
社
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
伝
え
て
い
る
。
林
氏
は
網
野

社
が
浦
嶋
社
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
浦
島
を
祀
っ
た
神
社
と
し
て
網

野
神
社
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
後
に
必
然
的
脈
絡
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
略
縁
起
で
は
、
三
本
と
も
に
浦
島
太
夫
の
赴
任
地
を
与
謝
郡
筒
川
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
太
郎
が
帰
郷
し
て
浦
島
を
祀
る
社
と
し
て
は
与
謝
郡
筒
川

に
あ
る
浦
島
神
社
（
宇
良
神
社
）
を
出
す
こ
と
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
な
の
に
、

丹
後
半
島
の
反
対
側
に
あ
る
竹
野
郡
の
網
野
神
社
が
い
き
な
り
こ
こ
に
登
場
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
丹
後
半
島
の
地
理
と
信
仰
に
明
る
く
な
い
者
が
補
っ
た
も
の
と
見
る

べ
き
か
。（
28
）」と
さ
れ
て
い
る
。
林
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
丹
後
の
地
理
に
明
る
く

な
い
者
の
記
述
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、前
述
の
よ
う
に
丹
後
以
外
の
場
所
で
は
、

網
野
神
社
で
浦
島
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ

こ
で
網
野
神
社
が
登
場
す
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、『
神
社
啓
蒙
』
で

見
ら
れ
そ
の
後
度
々
引
用
さ
れ
る
「
阿
佐
茂
川
東
網
野
村
」
と
い
っ
た
語
句
が
無
い

こ
と
や
、
他
書
で
は
見
ら
れ
な
い
亀
を
描
い
た
絵
馬
に
つ
い
て
の
記
述
の
よ
う
に
、

独
自
の
所
伝
が
あ
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。

〈
４
〉
小
結

中
世
の
網
野
神
社
の
状
況
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
近
世
に
な
る
と
地
誌
の
記
述

や
神
社
以
外
で
は
、
網
野
神
社
は
浦
島
子
を
祀
る
神
社
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
神
社

内
で
は
、
延
宝
五
年
以
降
の
棟
札
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
住
吉
社
」
や
「
住
吉
大
明

神
」
と
称
し
て
お
り
、
そ
の
状
況
は
続
い
て
い
く
。
な
お
『
丹
哥
府
志
』
で
地
元
の

状
況
が
反
映
さ
れ
「
住
吉
大
明
神
」
と
記
さ
れ
て
以
降
は
、
他
の
地
誌
に
も
記
載
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
浦
島
子
と
並
列
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
逆
に
伴

信
友
編
『
神
名
帳
考
証
』
の
中
に
『
丹
後
田
辺
府
志
』
が
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
地
誌
が
神
社
か
ら
影
響
を
受
け
、
他
所
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
他
所
で
の
認
識
は
所
在
地
を
浅
茂
川
村
の
東
と
す
る
『
神
社
啓
蒙
』
の
記
述

内
容
が
地
誌
も
含
め
多
く
の
典
籍
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
祭
神
に
つ
い
て
は
、
本

居
宣
長
と
出
口
延
経
の
考
証
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
と
違
う
見
解
が
提
示
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
が
、
近
世
で
は
こ
の
内
容
は
地
誌
や
神
社
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
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二　

近
代
に
お
け
る
祭
神
と
由
緒
の
展
開

こ
こ
で
も
近
世
と
同
様
に
「
一
神
社
資
料
」、「
二
丹
後
国
の
地
誌
」、「
三
他
所
で

の
認
識
」、
の
三
項
目
に
分
け
概
略
を
記
し
て
い
き
た
い
。

〈
１
〉
神
社
所
蔵
資
料

残
念
な
が
ら
、
維
新
前
後
の
動
向
を
記
し
た
資
料
は
乏
し
い
が
、
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）に
前
述
し
た
享
徳
元
年
の
棟
札
を
取
り
調
べ
た
際
の
紙
片
が
網
野
神
社

に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

于
時
明
治
二
己
巳
年
三
月
左
之
棟
札
を
取
調
候
処
　
網
野
村
役
人
　
梅
田
源
作
郎

　
　
網
野
明
　
墨
跡
薄
く
立
合
之
上
水
を
か
け
漸
々
写
書
取
置
候
　
神
主
　
森
　

保
申

	
	

明
の
下
江
神
と
在
し
可
不
分
明

本
在
所
薗
領
家
ス
ナ
ニ
ウ
マ
ル
ニ
ヨ
リ
テ
墨
江
浦
浜
創
中
森
境
内
奉
遷
座
之

	
	

取
立
願
主
　
松
原
住
　
松
原
大
夫

	
	

享
徳
元
壬
申
年
九
月
　
大
工
棟
梁
　
奥
東
弥
四
郎
（
29
）

と
網
野
村
役
人
に
よ
り
神
社
の
棟
札
が
調
査
さ
れ
た
が
、
墨
跡
が
薄
く
水
を
か
け
て

判
読
し
た
と
あ
る
。
村
役
人
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
一
二
月
二
〇
日
達
に
「
延
喜
式
神
名
帳
所
載
諸
国
大
小
之
神
社
現
存
之

分
ハ
勿
論
之
儀
、
衰
替
廃
絶
之
向
等
所
部
之
府
藩
県
ニ
テ
精
精
取
調
確
定
之
上
可
申

出
事
（
30
）」
と
指
示
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
他
に
状
況
を
記

す
史
料
が
な
く
詳
細
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
調

査
を
さ
れ
た
棟
札
の
内
容
が
そ
の
後
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
明
治

一
七
年
（
一
八
八
四
）
に
神
社
か
ら
提
出
さ
れ
た
『
神
社
明
細
帳
』
の
中
で
早
速
あ

ら
わ
れ
る
。
明
細
帳
は
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
六
月
二
八
日
内
務
省
達
に
よ
り

作
成
が
指
示
さ
れ
、
由
緒
の
内
容
に
つ
い
て
は
「
創
立
公
称
廃
合
再
興
復
旧
移
転
及

ヒ
社
格
等
許
可
ノ
年
月
并
該
社
寺
ニ
関
ス
ル
縁
由
沿
革
（
31
）」
を
記
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
た
。
網
野
神
社
か
ら
提
出
さ
れ
た
明
細
帳
に
は
、

京
都
府
管
下
丹
後
国
竹
野
郡
網
野
村
墨
江
浦
浜

	
	

	
	

村
社

	
	

	
	

　
網
野
神
社

一
祭
神
　
住
吉
大
神
　
水
江
浦
嶌
子
神

一
由
緒
　
創
立
年
月
日
不
詳
。
氏
神
網
野
神
社
ノ
由
来
ヲ
尋
ル
ニ
、
古
老
伝
ニ

云
垂
仁
天
皇
天
下
ヲ
知
食
御
代
天
湯
川
板
挙
命
但
馬
国
ヨ
リ
当
地
水

江
ニ
来
リ
彼
浮
シ
白
鳥
ヲ
取
奉
ン
為
鎮
守
墨
江
ノ
水
笑
ノ
松
原
村
遠

津
神
江
御
祈
誓
ア
リ
テ
此
水
江
ニ
網
ヲ
張
シ
ニ
依
テ
後
者
水
江
網
野

ト
ハ
称
ス
ト
伝
江
今
網
野
郷
網
野
村
西
ニ
当
ル
湖
水
ヲ
村
人
川
続
海

ト
称
ス
東
湖
水
ヲ
離
レ
池
ト
伝
フ
東
北
ハ
海
浜
ニ
シ
テ
北
海
ニ
嶌
ナ

シ
ト
伝
テ
海
中
ニ
夕
日
ノ
入
ヲ
拝
ス
墨
江
浦
ト
ハ
云
伝
フ
東
ニ
鳥
取

郷
鳥
取
村
ア
リ
移
転
元
ツ
社
地
薗
領
家
ス
ナ
ニ
ウ
ツ
マ
ル
ニ
ヨ
ッ
テ

墨
江
浦
浜
創
中
ニ
奉
遷
座
享
徳
元
壬
申
年
九
月
取
立
願
主
松
原
大
夫

ト
伝
江
ア
リ
往
古
福
田
村
松
原
村
ハ
当
社
氏
子
也
ト
伝
テ
福
田
松
原

ト
云
字
今
ニ
ア
リ
又
元
ツ
社
地
迚
宮
ヶ
奥
ト
云
字
ア
リ
明
治
六
年
二

月
村
社
ニ
列
セ
ラ
ル
其
他
不
詳

	

水
江
浦
嶌
子
神
ノ
由
来
ヲ
尋
ニ
此
ノ
嶌
子
カ
祖
先
ヨ
リ
御
親
浦
嶌
太

郎
ト
云
人
ノ
家
居
セ
シ
地
也
迚
今
網
野
村
字
福
田
ノ
ソ
ノ
ト
云
ル
地

名
ア
リ
古
ハ
福
田
村
ト
称
シ
伝
此
地
ニ
浦
嶌
カ
子
共
ニ
住
居
セ
シ
カ

生
長
ノ
後
者
毎
日
釣
ヲ
楽
ミ
暮
セ
シ
カ
ハ
終
ニ
海
神
ノ
都
江
通
ヒ
数

年
ヲ
経
テ
帰
郷
セ
シ
神
也
。
今
福
田
ノ
ソ
ノ
ト
云
シ
ニ
嶌
子
ノ
皺
榎
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ト
伝
古
木
ノ
本
ニ
至
テ
皺
ヲ
此
榎
ニ
投
附
ツ
ヽ
終
ニ
衰
老
ノ
身
ト
ナ

リ
死
ス
ト
伝
ヘ
タ
リ
。
其
他
不
詳
。

（
中
略
）

一
境
内
神
社
五
社

　
早
尾
神
社

　
　
祭
神
　
天
湯
川
板
挙
命

由
緒
　
創
立
年
月
日
不
詳
、
往
古
鳥
取
事
件
ニ
依
リ
当
地
ニ
至
リ
シ
神
ニ

テ
、
今
春
秋
ノ
日
岸
ノ
中
日
ヲ
例
祭
ト
ナ
シ
網
野
郷
内
外
三
里
四

方
ノ
村
々
寄
集
リ
相
撲
或
藤
カ
ヅ
ラ
竹
木
其
外
数
多
ノ
種
類
ヲ
持

寄
売
買
ス
ル
事
往
古
ヨ
リ
仕
来
候
、
是
ヲ
網
野
神
社
ノ
取
網
神
祭

ト
ハ
云
伝
江
タ
リ
、
其
他
不
詳
（
32
）

（
追
記
、
修
正
が
多
い
た
め
明
治
一
七
年
当
初
部
分
の
み
を
翻
刻
。）

と
記
さ
れ
、
す
で
に
第
一
部
第
一
章
に
お
い
て
村
の
変
遷
と
と
も
に
近
世
の
由
緒
か

ら
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
33
）。
こ
こ
で
は
祭
神

を
「
住
吉
大
神
」
と
「
水
江
浦
嶌
子
神
」
と
し
、
由
緒
に
は
天
湯
川
板
挙
命
の
地
名

説
話
、
棟
札
の
内
容
を
も
と
に
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
現
在
地
移
転
、「
水
江
浦
嶌

子
」
の
住
居
、
釣
場
、
皺
榎
の
説
話
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
棟
札
等
、
神
社

内
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
浦
島
子
を
祭
神
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
神
社
外
の
地

誌
な
ど
で
祭
神
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
神
社
内
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
世
に
於
い
て
中
心
的
な
祭
神
で
あ
っ
た
「
住
吉
大

神
」
は
祭
神
と
し
て
の
記
載
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
由
緒
に
つ
い
て
は
何
ら
記
さ
れ

て
お
ら
ず
、
神
社
と
し
て
の
位
置
付
け
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
浦
島
子
の
由
緒
に

つ
い
て
は
、『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
や
『
日
本
書
紀
』
と
い
っ
た
古
伝
に
よ
ら
ず
、

住
居
や
釣
場
、
皺
榎
と
い
っ
た
神
社
独
自
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
両
書
が

与
謝
郡
を
舞
台
に
し
た
所
伝
で
あ
る
こ
と
が
理
由
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、『
神

社
啓
蒙
』
や
地
誌
に
記
さ
れ
た
自
社
に
関
す
る
記
述
も
引
き
継
い
で
い
な
い
。
ま
た

境
内
神
社
の
う
ち
早
尾
神
社
の
祭
神
と
由
緒
が
、
天
湯
川
板
挙
命
を
中
心
に
記
さ
れ

て
い
る
。
早
尾
神
社
に
つ
い
て
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
「
早
尾
社
」
と
「
今

宮
社
」
の
上
屋
を
再
建
し
た
際
の
棟
札
（
34
）
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
近
世
時
の

祭
神
や
由
緒
な
ど
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
天
湯
川
板
挙
命
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

神
社
所
蔵
資
料
、
地
誌
と
も
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
無
く
、『
神
名
帳
考
証
（
出
口

延
経
）』
や
『
古
事
記
伝
』
の
記
述
の
影
響
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に

「
東
ニ
鳥
取
郷
鳥
取
村
ア
リ
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
の
中
で
天
湯
川

板
挙
命
が
鳥
取
造
の
祖
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
性
を
匂
わ
せ
て
い

る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
浦
島
子
は
雄
略
紀
、天
湯
川
板
挙
命
は
垂
仁
紀
に
登
場
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
神
社
の
起
源
を
よ
り
古
く
遡
ら
せ
る
意
図
が
読
み
取
れ
、
こ
の
説

話
を
由
緒
の
冒
頭
に
記
す
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
由
緒
の
内
容
は
全
体
的
に

明
治
政
府
の
古
社
尊
重
の
方
針
を
踏
ま
え
（
35
）、
自
社
の
由
緒
を
よ
り
古
く
見
せ
よ

う
と
い
う
意
図
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
棟
札
の
調
査
内
容
、
出
口
や
本
居
の
著
作
な

ど
は
神
社
に
と
っ
て
は
新
た
な
情
報
や
知
識
で
あ
り
、
由
緒
の
内
容
を
一
新
さ
せ
た

転
換
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
祭
神
に
「
住
吉
大
神
」
が
残
っ
て
お

り
、
新
旧
の
状
況
が
重
層
的
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
本
論
に
か
か
わ
り
な
が
ら
論
旨
に
取
り
込
め
な
か
っ
た
史
料
を
紹

介
し
た
い
。『
森
家
系
図
』
と
呼
ば
れ
、か
つ
て
網
野
神
社
の
社
家
で
あ
っ
た
森
家
の

系
図
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
全
文
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
（
36
）、
十
分
な

検
討
が
で
き
な
か
っ
た
。
森
家
の
祖
を
「
水
江
長
者
日
下
部
曽
却
善
次
〔
亦
名
ヲ
浦

嶋
太
郎
ト
云
〕」
と
す
る
も
の
で
、先
に
述
べ
た
明
治
二
年
の
棟
札
調
査
の
こ
と
も
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
成
立
は
そ
れ
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
明
細
帳
で
祭
神
に
浦

島
子
を
入
れ
込
ん
だ
こ
と
や
、『
日
本
書
紀
』
や
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
な
ど
に
拠

ら
な
い
独
自
の
由
緒
の
成
立
に
も
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
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る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

〈
２
〉
丹
後
国
の
地
誌
と
他
所
で
の
認
識

ま
ず
地
誌
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
成
立
の
平
井
義
直

編
『
京
都
府
管
内
地
誌
』
丹
後
之
部
に
は
網
野
村
の
「
村
北
ニ
住
吉
社
ア
リ
（
37
）」
と

あ
り
、
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
成
立
の
柴
田
勝
治
編
『
竹
野
郡
郷
土
誌
』
に
も

「
住
吉
神
社
底
筒
中
筒
表
筒
男
の
三
柱
の
神
鎮
ま
り
て
（
38
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明

治
時
代
に
入
っ
て
も
地
誌
の
中
で
は
一
九
世
紀
以
降
と
同
様
に
住
吉
社
あ
る
い
は
住

吉
神
を
祀
る
神
社
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
の
影

響
は
出
て
い
な
い
。

つ
づ
い
て
他
所
で
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
起
稿
、
明
治

三
年
（
一
八
七
〇
）
完
成
の
『
神
社
覈
録
』
に

網
野
神
社

網
野
は
阿
美
乃
と
訓
べ
し
、
和
名
鈔
、〈
郷
名
部
〉
網
野
、
〇
祭
神
水
江
浦
嶋
子

〇
東
網
野
村
に
在
す
、〈
旧
事
記
〉
今
浦
島
大
明
神
と
称
す
、
〇
日
本
紀
雄
略
天

皇
二
十
二
年
七
月
（
中
略
）

日
本
後
紀
〈
後
作
本
〉（
中
略
）
丹
後
国
風
土
記
云
（
中
略
）
扶
桑
略
記
（
下

略
）（
39
）

と
あ
る
よ
う
に
、「
東
網
野
村
に
在
す
」
は
『
神
社
啓
蒙
』
の
記
述
の
影
響
と
言
え
、

近
世
の
地
誌
と
同
様
に
浦
島
の
こ
と
を
記
す
。
し
か
し
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
成

立
の
『
神
祇
志
料
』
で
は
、

網
野
神
社
、
今
丹
波
郡
阿
佐
茂
川
の
東
網
野
村
に
在
り
、
浦
島
大
明
神
と
云
ひ
、

又
浅
茂
川
明
神
と
云
ふ
、〈
湯
島
道
之
記
、
丹
後
宮
津
志
、
神
名
帳
考
証
、
神
名

帳
考
、
三
才
図
会
、
行
嚢
鈔
、
丹
波
国
図
、〉
蓋
日
下
部
首
の
祖
、
彦
坐
命
を
祭

る
、〈
斟
酌
新
撰
姓
氏
録
、
丹
後
風
土
記
、
長
明
無
明
鈔
、
〇
按
無
名
鈔
に
、
阿

佐
茂
川
神
は
、
浦
島
翁
の
な
れ
る
也
と
あ
る
、
浦
島
翁
は
世
に
言
伝
ふ
る
筒
川

嶼
子
か
事
に
て
、
其
説
は
信
し
か
た
け
れ
と
、
此
嶼
子
を
釈
日
本
紀
に
引
丹
後

風
土
記
に
は
、
日
下
部
首
等
の
先
祖
と
い
へ
る
に
依
て
思
ふ
に
、
も
と
日
下
部

首
の
祖
神
を
祭
れ
る
よ
り
、
世
に
浦
島
子
と
謬
て
伝
へ
た
る
な
る
へ
し
、
日
下

部
首
、
依
羅
宿
祢
並
に
同
祖
な
れ
ば
、
殊
に
網
野
と
い
ふ
に
由
あ
り
て
聞
ゆ
、

姑
附
て
考
に
備
ふ
、〉
凡
毎
年
九
月
十
三
日
を
以
て
祭
を
行
ふ
、〈
神
社
明
細
帳
〉

（
40
）

と
、
冒
頭
で
『
但
馬
湯
島
道
之
記
』
な
ど
過
去
の
文
献
か
ら
「
浦
島
大
明
神
」
と
呼

ば
れ
る
こ
と
を
記
す
が
、
も
と
は
日
下
部
首
の
「
祖
神
」
を
祀
っ
て
い
た
も
の
が
、

「
浦
島
子
」
と
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、つ
ま
り
網
野
神
社
は
日
下
部

首
の
祖
で
あ
る
「
彦
坐
命
」
を
祀
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
新
た
な
解
釈
が
提
示
さ

れ
る
。
さ
ら
に
日
下
部
首
、
依よ

さ
み
の羅
宿す
く
ね祢
が
同
祖
で
あ
り
、「
ヨ
サ
ミ
ノ
」
と
「
ア
ミ

ノ
」
と
似
通
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）

取
り
調
べ
の
『
特
選
神
名
牒
』
で
も

網
野
神
社
　
称
浦
島
大
明
神

祭
神

祭
日
　
十
一
月
二
日

社
格
　
村
社

所
在
　
網
野
村
〈
字
大
口
〉（
竹
野
郡
網
野
村
大
字
網
野
）

	
今
按
本
社
祭
神
は
鴨
長
明
抄
に
丹
後
の
国
よ
さ
の
郡
に
あ
さ
も
川
の

明
神
と
申
神
い
ま
す
国
の
守
の
神
拝
と
か
や
い
ふ
こ
と
に
も
み
て
ぐ

ら
え
玉
ひ
て
か
ず
ま
へ
ら
る
ゝ
ほ
ど
の
神
に
て
ぞ
お
は
す
な
る
こ
れ
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は
昔
浦
島
の
翁
の
神
に
な
れ
り
と
な
ん
い
ひ
伝
へ
た
る
と
み
え
和
漢

三
才
図
会
に
在
納
野
村
〈
納
は
網
の
訛
り
な
り
〉
俗
為
網
野
浅
藻
川
東

ま
た
神
名
帳
考
証
に
も
在
阿
佐
茂
川
東
網
野
村
そ
の
他
諸
書
に
浦
島

大
明
神
と
あ
り
神
社
覈
録
に
日
本
紀
雄
略
巻
〈
二
十
二
年
七
月
〉
の
文

と
丹
後
風
土
記
の
文
を
引
て
浦
島
子
を
祭
る
由
云
る
は
事
も
な
け
れ

と
風
土
記
に
与
謝
郡
日
置
里
此
里
有
筒
川
村
此
人
夫
日
下
部
首
等
先

祖
名
云
筒
川
嶼
子
云
々
と
み
え
た
る
日
下
部
首
は
姓
氏
録
に
日
下
部

宿
祢
出
身
開
化
天
皇
々
子
彦
坐
命
也
又
日
下
部
首
日
下
部
宿
祢
同
祖

彦
坐
命
之
後
也
と
あ
る
を
此
神
社
の
網
野
村
に
坐
す
は
姓
氏
録
に
依

羅
宿
祢
日
下
部
宿
祢
同
祖
彦
坐
命
之
後
也
と
あ
る
依
羅
宿
祢
に
由
あ

り
て
浦
島
子
の
一
族
な
る
依
羅
宿
祢
の
祖
を
祭
れ
る
を
浦
島
子
の
故

事
の
人
口
に
膾
炙
せ
る
よ
り
此
人
を
祭
れ
る
如
く
云
伝
へ
た
る
な
ら

ん
然
ら
ば
網
野
を
今
ア
ミ
ノ
と
よ
め
ど
も
古
へ
は
ヨ
サ
ミ
ノ
と
云
り

し
も
の
な
る
べ
し
姑
く
附
て
考
に
備
ふ
（
41
）

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
日
下
部
首
等
」
の
祖
が
「
筒
川
嶼
子
」
と
あ
る
こ
と

や
、
日
下
部
首
、
日
下
部
宿
根
は
彦
坐
命
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
、
依
羅
宿
祢
と
日
下

部
宿
祢
が
同
祖
で
彦
坐
命
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
が
諸
書
を
引
用
し
な
が
ら
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
網
野
神
社
で
は
浦
島
子
の
一
族
で
あ
る
依
羅
宿
祢
の
祖
を
祀
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
浦
島
子
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
ち
ら
を
祀

る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
地
名
の
「
網
野
」
を
今
は
「
ア
ミ
ノ
」
と
読
ん
で
い
る
が
、

古
く
は
「
ヨ
サ
ミ
ノ
」
と
読
ん
で
い
た
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
『
神

社
明
細
帳
』
に
は
「
此
水
江
ニ
網
ヲ
張
シ
ニ
依
テ
後
者
水
江
網
野
ト
ハ
称
ス
ト
伝
江
」

と
水
辺
に
網
を
張
っ
た
こ
と
か
ら
網
野
と
い
う
地
名
と
な
っ
た
と
い
う
逸
話
を
記
し

て
い
る
よ
う
に
、
地
元
へ
の
影
響
は
出
て
い
な
い
。

〈
３
〉
小
結

明
治
時
代
に
入
り
網
野
神
社
で
は
「
天
湯
川
板
挙
命
」
と
「
水
江
浦
嶌
子
神
」
を

中
心
に
据
え
た
由
緒
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
は
『
神
名
帳
考
証
（
出
口
延

経
）』
や
『
古
事
記
伝
』
の
影
響
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
神
社
内
部
で
の
由
緒

の
変
化
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
地
誌
の
中
で
は
近
世
と
同
様
に
住
吉
社
と
し
て
記
さ

れ
て
お
り
、
新
た
な
由
緒
が
す
ぐ
に
広
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
他

所
で
の
認
識
の
中
で
も
、「
彦
坐
命
」
や
「
依
羅
宿
祢
」
を
交
え
た
新
た
な
解
釈
が
登

場
し
て
い
る
も
の
の
、
地
誌
や
地
元
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
。

お
わ
り
に

本
章
に
お
い
て
（
１
）
神
社
所
蔵
資
料
、（
２
）
丹
後
国
の
地
誌
、（
３
）
他
所
で

の
認
識
と
、
三
つ
の
視
点
か
ら
分
析
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
近
世
で
は
浦
島
子
の
よ
う

に
他
所
で
は
網
野
神
社
の
祭
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
現
地
で
は
住
吉

神
に
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
二
重
構
造
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。
た
だ
し
、
神
社
と
他
所
と
の
中
間
に
位
置
す
る
地
誌
に
お
け
る
祭
神
の
記
述

は
、
浦
島
子
、
住
吉
神
い
ず
れ
か
片
方
の
み
、
あ
る
い
は
両
方
記
述
す
る
と
い
っ
た

形
で
あ
り
、
単
純
な
二
重
構
造
と
は
言
え
な
い
状
況
も
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
天
湯

河
板
挙
命
の
よ
う
に
近
世
に
新
た
に
示
さ
れ
た
神
社
外
の
解
釈
が
近
代
に
な
っ
て
神

社
内
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、
逆
に
地
誌
の
内
容
が
他
所
で
も
引
用
さ
れ
る
事
例
も

あ
り
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
神
社
、
地
誌
、
他
所
の
距
離
感
が
近
く
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
な
か
、
明
治
一
七
年
の
『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
は
、
古
社
尊

重
の
時
代
背
景
の
中
、
よ
り
古
い
時
代
の
由
緒
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、

由
緒
の
古
さ
を
掲
げ
る
と
は
い
え
、
近
年
に
行
っ
た
棟
札
調
査
や
新
た
な
解
釈
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
て
お
り
、
神
社
に
と
っ
て
は
新
た
な
知
識
で
由
緒
を
構
成
し
た
転

換
期
で
あ
っ
た
。
羽
賀
祥
二
氏
は
一
九
世
紀
代
の
歴
史
意
識
に
「
縁
起
の
世
界
か
ら
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考
証
主
義
的
歴
史
の
世
界
へ
の
転
換
（
42
）」
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
明
細
帳

の
由
緒
は
網
野
神
社
な
り
の
考
証
主
義
的
な
歴
史
意
識
の
顕
わ
れ
と
い
え
る
。
た
だ

し
、
明
細
帳
の
記
述
は
内
務
省
に
向
け
て
作
成
、
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
代

に
入
っ
て
も
地
誌
で
は
住
吉
神
を
祀
る
神
社
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
二
重
構

造
を
持
ち
な
が
ら
継
続
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
新
た
な
由
緒
が

す
ぐ
に
地
域
に
広
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
が
地
元
住
民
に
ど
の
よ
う
に

受
け
入
れ
ら
れ
、定
着
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

本
章
で
は
一
九
世
紀
後
半
ま
で
を
考
察
の
対
象
に
し
た
が
、
そ
の
段
階
で
は
冒
頭
に

記
し
た
現
在
の
由
緒
と
同
一
で
は
な
い
。
そ
の
後
も
神
社
内
外
の
様
々
な
言
説
、
解

釈
が
影
響
し
あ
い
な
が
ら
由
緒
に
変
化
を
与
え
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
第
二
章
以
降
で
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

　〔

註

〕

（
１
）
菅
豊
『
新
し
い
野
の
学
問
の
時
代
へ
』
二
〇
一
三
年
、
二
二
七
頁

（
２
）
日
向
進
「
網
野
神
社
評
価
書
」（
有
限
会
社
長
瀬
建
築
研
究
所
編
『
延
喜
式
内
社
・
旧
府
社
網

野
神
社
平
成
の
大
改
修
』
網
野
神
社
修
復
実
行
委
員
会
、
二
〇
〇
九
年
）

（
３
）
中
前
正
志
「
丹
後
成
相
寺
縁
起
の
展
開
―
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
寺
内
と
寺
外
と
―
」（『
女

子
大
國
文
』
第
一
五
〇
号
、
二
〇
一
二
年
）

（
４
）
橋
本
章
彦
「
新
し
い
縁
起
研
究
に
向
け
て
」（
堤
邦
彦
・
徳
田
和
夫
編
『
寺
社
縁
起
の
文
化

学
』
森
話
社
、
二
〇
〇
五
年
）

（
５
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
論
集
能
楽
論
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年

（
６
）
棟
札
の
翻
刻
文
は
梅
原
末
治
「
網
野
神
社
」（『
京
都
府
史
蹟
勝
地
調
査
会
報
告
』
第
一
冊
、

一
九
一
九
年
）、
永
浜
宇
平
「
網
野
神
社
の
考
察
（
承
前
）」（『
郷
土
と
美
術
』
第
三
年
第
四

号
、
一
九
四
一
年
）、
妻
木
宣
嗣
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
報
告
書
ー
網
野
町
ー
』

二
〇
〇
八
年
参
照
。
近
年
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
を
使
用
し
て
判
読
を
試
み
た
三
浦
到
氏
に
よ
り

新
た
な
釈
文
が
提
示
さ
れ
た
。
三
浦
到
「
日
本
海
側
に
お
け
る
潟
湖
の
形
成
に
つ
い
て
～
砂

丘
深
く
か
ら
出
土
し
た
土
器
が
物
語
る
も
の
～
」（『
太
邇
波
考
古
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
七

年
）

（
７
）
三
橋
健
「
丹
後
國
内
神
名
帳
の
伝
本
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
八
八
巻
第
一
〇
号
、

一
九
八
七
年
）

（
８
）
一
つ
の
神
社
で
最
も
多
く
所
蔵
し
て
い
る
の
が
六
神
社
（
京
丹
後
市
丹
後
町
）
の
二
五
枚
、

次
い
で
売
布
神
社
（
京
丹
後
市
久
美
浜
町
）、竹
野
神
社
（
京
丹
後
市
丹
後
町
）
が
二
四
枚
所

蔵
し
て
お
り
網
野
神
社
は
そ
れ
ら
に
次
い
で
多
い
。
な
お
神
社
一
社
あ
た
り
の
平
均
所
蔵
枚

数
は
四
・
七
枚
で
あ
る
。
本
書
第
一
部
第
三
章
参
照
。

（
９
）
以
下
、棟
札
の
翻
刻
文
は
す
べ
て
前
掲
註
（
６
）〔
妻
木
宣
嗣
　
二
〇
〇
八
〕
一
五
五
～
一
六
八

頁
に
よ
る
。

（
10
）
前
掲
註
（
６
）〔
永
浜
宇
平
一
九
四
一
〕

（
11
）
木
下
幸
吉
編
『
丹
後
郷
土
史
料
集
』
第
二
輯
、
龍
灯
社
出
版
部
、
一
九
四
〇
年
、
七
九
頁
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（
12
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
』
一
九
九
九
年
、
五
七
七
頁
、「
神
社
啓
蒙
」

の
項

（
13
）
前
掲
註
（
11
）、
二
〇
六
～
二
〇
七
頁

（
14
）
木
下
幸
吉
編
『
丹
後
郷
土
史
料
集
』
第
一
輯
、
龍
灯
社
出
版
部
、
一
九
三
八
年
、
三
六
三
頁

（
15
）
前
掲
註
（
14
）、
三
六
四
頁

（
16
）
前
掲
註
（
14
）、
三
六
八
頁

（
17
）
永
浜
宇
平
編
『
丹
後
史
料
叢
書
』
第
一
輯
一
九
二
七
年
、
一
三
八
～
一
三
九
頁

（
18
）
舞
鶴
市
所
蔵
糸
井
文
庫
卅
二
ー
一
三
、
舞
鶴
市
糸
井
文
庫
書
籍
閲
覧
シ
ス
テ
ム
よ
り
閲
覧
。


http://w

w
w
.dhac.n

et/db1/books/search_m
aiduru.php

（
19
）
足
立
四
郎
吉
編
『
大
日
本
風
教
叢
書
』
大
日
本
風
教
叢
書
刊
行
会
、
第
八
輯
一
九
二
〇
年
、

三
〇
～
三
一
頁

（
20
）
国
書
刊
行
会
編
『
続
々
群
書
類
従
』
第
一
神
祇
部
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
六
年
、
三
六
一

～
三
六
三
頁

（
21
）
寺
島
良
安
編
『
和
漢
三
才
図
会
』
第
四
冊
一
九
〇
一
年
、
一
四
一
一
～
一
四
一
二
頁

（
22
）
小
室
万
吉
編
『
天
橋
立
集
』
天
橋
立
集
刊
行
後
援
会
、
一
九
三
八
年
、
七
七
～
七
八
頁

（
23
）『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
十
六
巻
神
社
縁
起
、
三
一
書
房
、
一
九
八
三
年
、
三
五
九
頁

（
24
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
三
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
二
六
年
、
一
二
九
六
頁

（
25
）『
伴
信
友
全
集
』
第
一
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
七
年
、
四
四
六
～
四
四
七

（
26
）
林
晃
平
「
浦
島
寺
略
縁
起
の
変
貌
を
め
ぐ
り
」（『
苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
』
創
刊
号
、

一
九
九
九
年
）

（
27
）
前
掲
註
（
26
）、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
本
朝
怪
談
故
事
』
書
誌ID

200021175

新
日
本

古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
閲
覧

（
28
）
前
掲
註
（
26
）

（
29
）
前
掲
註
（
６
）〔
妻
木
宣
嗣
二
〇
〇
八
〕
一
五
五
頁

（
30
）
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
社
寺
門
神
社
一
、一
八
九
一
年
、
七
九
頁

（
31
）「
神
社
寺
院
及
境
外
遥
拝
所
等
明
細
帳
書
式
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
『
社
寺
明
細

帳
の
成
立
』
名
著
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
三
三
四
頁
）

（
32
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
四
九
‐
追
一
『
竹
埜
郡
神

社
明
細
帳
』
五
四

（
33
）
拙
稿
「
近
代
丹
後
に
お
け
る
神
社
と
由
緒
―『
神
社
明
細
帳
』
の
検
討
―
」（『
日
本
宗
教
文
化

史
研
究
』
第
二
三
巻
第
二
号
、
二
〇
一
九
年
、
本
書
第
一
部
第
一
章
）

（
34
）
前
掲
註
（
６
）〔
妻
木
宣
嗣
二
〇
〇
八
〕
一
六
〇
頁

（
35
）
梅
田
義
彦
「
明
治
以
来
神
社
行
政
に
お
け
る
古
社
尊
重
の
取
扱
方
針
」（『
神
祇
制
度
史
の
基

礎
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
、
五
一
三
～
五
一
四
頁
）

（
36
）
一
部
の
写
真
が
、湯
原
公
浩
編
別
冊
太
陽
一
二
九
号
『
カ
タ
リ
の
世
界
　
昔
話
と
伝
奇
伝
承
』

平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
、『
エ
プ
タ
』
第
二
三
号
二
〇
〇
五
年
九
月
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）
平
井
義
直
編
『
京
都
府
管
内
地
誌
丹
後
之
部
』
二
酉
樓
、
一
八
八
二
年
、
廿
七
丁
表

（
38
）
柴
田
勝
治
編
『
竹
野
郡
郷
土
誌
』
網
野
活
版
所
、
一
九
〇
三
年
、
六
頁

（
39
）
鈴
鹿
連
胤
編
『
神
社
覈
録
』
皇
典
研
究
所
一
九
〇
二
年
、
五
九
四
～
五
九
九
頁

（
40
）
栗
田
寛
編
『
神
祇
志
料
』
内
藤
伝
右
衛
門
、
巻
一
六
、一
八
八
七
年
、
一
四
丁
表
、
裏

（
41
）
教
部
省
編
『
特
選
神
名
牒
』
磯
部
甲
陽
堂
発
行
、
一
九
二
五
年
、
五
九
八
～
五
九
九
頁

（
42
）
羽
賀
祥
二
『
史
蹟
論
―
一
九
世
紀
日
本
の
地
域
社
会
と
歴
史
意
識
―
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
年
、
一
七
頁
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第
二
章　

神
社
の
由
緒
と
古
墳 

―
丹
後
網
野
神
社
と
銚
子
山
古
墳
―

は
じ
め
に

第
二
部
第
一
章
で
は
網
野
神
社
の
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
祭
神
と
由
緒
の
変

遷
を
、
神
社
の
外
と
内
の
史
料
か
ら
考
察
し
、
そ
の
中
で
神
社
内
外
の
影
響
の
も
と

明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
に
作
成
さ
れ
た
『
神
社
明
細
帳
』
に
お
け
る
由
緒
の
成

立
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
そ
の
時
点
で
は
、
第
二
部
第
一
章
に
記
し
た
現

在
見
ら
れ
る
由
緒
と
同
一
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
い
く
つ
か
の
変
遷
を
経
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
本
稿
は
、明
治
一
七
年
以
降
の
展
開
に
つ
い
て
、

神
社
内
外
の
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
橋
本
章
彦
氏
は
寺
社
の
「
縁
起
」
と
「
非
縁
起
テ
ク
ス
ト
」
の
関
係
性
を

重
視
さ
れ
、
文
学
や
芸
能
、
民
間
口
碑
な
ど
の
「
非
縁
起
テ
ク
ス
ト
」
が
「
ど
の
よ

う
に
加
工
さ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
ズ
レ
に
注
目
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の

「
場
」
の
問
題
に
迫
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
」（
１
）
と
さ
れ
た
。
今
回
注
目
す
る
の
は

神
社
の
由
緒
と
古
墳
と
い
う
「
縁
起
」
と
「
非
縁
起
テ
ク
ス
ト
」
で
あ
り
、
そ
の
間

の
関
係
性
を
紐
解
き
、
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
ズ
レ
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

こ
と
を
通
じ
て
、
当
時
の
地
域
社
会
の
現
状
と
由
緒
の
変
容
過
程
を
明
ら
か
に
し
て

い
き
た
い
。
ま
た
近
年
、
馬
部
隆
弘
氏
は
『
由
緒
・
偽
文
書
と
地
域
社
会
―
北
河
内

を
中
心
に
―
』
で
由
緒
や
偽
文
書
を
取
り
上
げ
る
な
か
、
第
一
の
課
題
と
し
て
「
偽

り
の
史
的
シ
ン
ボ
ル
を
一
つ
一
つ
分
解
し
て
い
く
こ
と
」、第
二
に
「
行
政
の
な
か
に

お
け
る
研
究
の
あ
り
か
た
を
模
索
す
る
」
こ
と
、
第
三
に
「
中
世
史
を
分
析
す
る
際

の
史
料
的
制
約
を
乗
り
越
え
る
方
法
を
模
索
し
つ
つ
、
時
代
の
枠
組
み
を
超
え
た
地

域
史
を
構
築
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
」
の
三
つ
の
課
題
を
掲
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
考

察
を
通
じ
て
「
今
も
命
脈
を
保
つ
由
緒
・
偽
文
書
を
媒
介
と
し
て
、
過
去
の
地
域
社

会
と
現
在
の
地
域
社
会
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
本
書
全
体
を
貫
く
命
題
で
あ
る
」（
２
）

と
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
本
章
で
は
、
過
去
と
現
在
の
地
域
社
会
の
相
対
化
を
よ
り
明
確
に

す
る
た
め
に
、
現
代
へ
連
な
る
部
分
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
い
。
現
代
社
会
に

お
い
て
も
過
去
に
生
成
さ
れ
た
由
緒
は
、
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
変
容
し
な
が
ら
引

き
継
が
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。「
偽
り
の
史
的
シ
ン
ボ
ル
」
が
地
域
や
行
政
に
少

な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
が
現
代
に
い
た
る
ま

で
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
、
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
、
こ
の
部
分
の
解
明
も
ま
た

必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
特
に
古
墳
は
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
成
り
得
る
も
の
で

あ
り
、
後
述
す
る
が
学
術
的
な
調
査
と
い
う
外
か
ら
の
要
因
に
よ
り
古
墳
に
対
す
る

認
識
に
変
化
が
生
じ
る
な
か
、
由
緒
へ
の
影
響
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を

考
察
し
、
由
緒
の
変
化
の
外
的
要
因
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
橋
本
氏
や
馬
部

氏
の
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、
由
緒
が
地
域
や
行
政
に
お
い
て
如
何
な
る
展

開
を
経
て
現
在
に
連
な
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
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一　

明
治
時
代
後
半
に
お
け
る
網
野
神
社
の
祭
神
と
由
緒

の
変
化

こ
こ
で
今
一
度
、
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
の
『
神
社
明
細
帳
』
に
お
け
る
網
野

神
社
の
由
緒
を
確
認
し
た
い
。（
追
記
が
多
い
た
め
明
治
一
七
年
作
成
時
部
分
を
翻
刻

し
た
。
以
下
、
引
用
し
た
史
料
に
は
適
宜
句
読
点
を
私
に
追
記
し
て
い
る
。）

京
都
府
管
下
丹
後
国
竹
野
郡
網
野
村
墨
江
浦
浜

	
	

	
	

村
社

	
	

	
	

　
　
網
野
神
社

一
祭
神
　
住
吉
大
神
　
水
江
浦
嶌
子
神

一
由
緒
　
創
立
年
月
日
不
詳
、氏
神
網
野
神
社
ノ
由
来
ヲ
尋
ル
ニ
古
老
伝
ニ
云
、

垂
仁
天
皇
天
下
ヲ
知
食
御
代
天
湯
川
板
挙
命
但
馬
国
ヨ
リ
当
地
水
江

ニ
来
リ
、
彼
浮
シ
白
鳥
ヲ
取
奉
ン
為
、
鎮
守
墨
江
ノ
水
笑
ノ
松
原
村

遠
津
神
江
御
祈
誓
ア
リ
テ
、
此
水
江
ニ
網
ヲ
張
シ
ニ
依
テ
、
後
者
水

江
網
野
ト
ハ
称
ス
ト
伝
江
、
今
網
野
郷
網
野
村
西
ニ
当
ル
湖
水
ヲ
村

人
川
続
海
ト
称
ス
、
東
湖
水
ヲ
離
レ
池
ト
伝
フ
、
東
北
ハ
海
浜
ニ
シ

テ
北
海
ニ
嶌
ナ
シ
ト
伝
テ
、
海
中
ニ
夕
日
ノ
入
ヲ
拝
ス
、
墨
江
浦
ト

ハ
云
伝
フ
、
東
ニ
鳥
取
郷
鳥
取
村
ア
リ
、
移
転
元
ツ
社
地
薗
領
家
ス

ナ
ニ
ウ
ツ
マ
ル
ニ
ヨ
ッ
テ
墨
江
浦
浜
創
中
ニ
奉
遷
座
、
享
徳
元
壬
申

年
九
月
取
立
願
主
松
原
大
夫
ト
伝
江
ア
リ
、
往
古
福
田
村
松
原
村
ハ

当
社
氏
子
也
ト
伝
テ
福
田
松
原
ト
云
字
今
ニ
ア
リ
、
又
元
ツ
社
地
迚

宮
ヶ
奥
ト
云
字
ア
リ
、
明
治
六
年
二
月
村
社
ニ
列
セ
ラ
ル
、
其
他
不

詳

	

水
江
浦
嶌
子
神
ノ
由
来
ヲ
尋
ニ
、
此
ノ
嶌
子
カ
祖
先
ヨ
リ
御
親
浦
嶌

太
郎
ト
云
人
ノ
家
居
セ
シ
地
也
、
迚
今
網
野
村
字
福
田
ノ
ソ
ノ
ト
云

ル
地
名
ア
リ
、
古
ハ
福
田
村
ト
称
シ
伝
此
地
ニ
浦
嶌
カ
子
共
ニ
住
居

セ
シ
カ
、
生
長
ノ
後
者
毎
日
釣
ヲ
楽
ミ
暮
セ
シ
カ
ハ
、
終
ニ
海
神
ノ

都
江
通
ヒ
数
年
ヲ
経
テ
帰
郷
セ
シ
神
也
、
今
福
田
ノ
ソ
ノ
ト
云
シ
ニ

嶌
子
ノ
皺
榎
ト
伝
古
木
ノ
本
ニ
至
テ
、
皺
ヲ
此
榎
ニ
投
附
ツ
ヽ
終
ニ

衰
老
ノ
身
ト
ナ
リ
死
ス
ト
伝
ヘ
タ
リ
、
其
他
不
詳

（
中
略
）

一
境
内
神
社
五
社

　
早
尾
神
社

　
　
祭
神
　
天
湯
川
板
挙
命

由
緒
　
創
立
年
月
日
不
詳
、
往
古
鳥
取
事
件
ニ
依
リ
当
地
ニ
至
リ
シ
神
ニ

テ
、
今
春
秋
ノ
日
岸
ノ
中
日
ヲ
例
祭
ト
ナ
シ
網
野
郷
内
外
三
里
四

方
ノ
村
々
寄
集
リ
相
撲
或
藤
カ
ヅ
ラ
竹
木
其
外
数
多
ノ
種
類
ヲ
持

寄
売
買
ス
ル
事
往
古
ヨ
リ
仕
来
候
、
是
ヲ
網
野
神
社
ノ
取
網
神
祭

ト
ハ
云
伝
江
タ
リ
、
其
他
不
詳
（
3
）

こ
こ
に
記
さ
れ
た
由
緒
は
、
網
野
神
社
の
所
在
す
る
網
野
村
に
竹
野
郡
役
所
が
設

置
さ
れ
る
な
ど
、
村
が
郡
内
で
中
心
的
な
集
落
へ
と
変
貌
し
た
時
期
に
作
成
さ
れ
た

こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
た
（
４
）。
概
要
を
列
挙
す
る
と
（
１
）
創
立
（
不
詳
）、（
２
）

天
湯
川
板
挙
命
の
説
話
、（
３
）
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
の
移
転
、（
４
）
村
社
列
格
、

（
５
）
浦
島
子
に
つ
い
て
、（
６
）
早
尾
神
社
の
由
緒
（
取
網
祭
）
と
な
る
。
こ
の
内
容

を
近
代
網
野
神
社
の
由
緒
の
基
本
形
と
し
て
捉
え
、
以
後
ど
の
よ
う
に
変
容
を
し
て

い
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

さ
て
本
稿
に
お
い
て
主
に
依
拠
す
る
文
献
で
あ
る
京
丹
後
市
蔵
「
旧
網
野
町
役
場

文
書
〇
〇
一
」
は
、
残
念
な
が
ら
表
紙
が
著
し
く
劣
化
し
て
お
り
簿
冊
の
表
題
が
不

明
で
あ
る
が
、内
容
を
見
る
と
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
か
ら
三
五
年
（
一
九
〇
二
）

ま
で
の
神
社
と
寺
院
に
関
す
る
町
役
場
と
府
庁
や
郡
役
所
と
の
往
復
文
書
が
編
綴
さ
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れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
文
書
に
残
さ
れ
た
由
緒
の
記
述
の
変
遷
を
追
い
な
が

ら
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ま
ず
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
六
月
六
日
付
の
「
古
社
取
調
書
」
は
、『
神
社
明

細
帳
』
の
由
緒
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
天
湯
川
板
挙
命
が
白
鳥
を
と
ら
え
る

た
め
に
祈
誓
し
た
「
鎮
守
墨
江
ノ
水
笑
ノ
松
原
村
遠
津
神
」
の
割
注
に
「
住
吉
大
神

ヲ
云
」
と
す
る
点
、
浦
島
子
が
釣
り
を
楽
し
ん
だ
「
釣
溜
岩
」
の
存
在
が
記
さ
れ
て

い
る
点
、
ま
た
網
野
神
社
が
「
文
明
十
八
年
以
前
創
立
ノ
社
ニ
シ
テ
延
喜
式
内
神
社

其
他
諸
史
乗
中
掲
載
者
」
と
さ
れ
て
い
る
点
の
三
点
が
追
加
さ
れ
て
い
る
（
５
）。
些

細
な
追
加
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、「
住
吉
大
神
」
は
近
世
で
は
中
心
的
な
祭
神
で

あ
っ
た
も
の
の
、『
神
社
明
細
帳
』
内
で
は
祭
神
に
記
さ
れ
る
の
み
で
、
由
緒
の
中
で

は
何
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
が
（
６
）、
地
元
で
の
認
識
と
し
て
は
住
吉
大
神
が
主
祭
神

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
か
ら
（
７
）、
現
状
に
合
わ
す
よ
う
な
形
で
住
吉

大
神
に
役
割
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
松
原
村
の
「
遠
津
神
」
は
近
世
に
は

見
ら
れ
な
い
祭
神
で
、『
古
事
記
』
開
化
天
皇
段
に
「
丹
波
之
遠
津
臣
」（
８
）
が
登
場

し
て
い
る
こ
と
か
ら
付
会
さ
れ
た
祭
神
と
思
わ
れ
、『
神
社
明
細
帳
』
の
由
緒
で
は
天

湯
川
板
挙
命
と
浦
島
子
の
事
蹟
に
紙
幅
が
費
や
さ
れ
る
中
、
や
や
浮
い
た
感
の
あ
っ

た
住
吉
大
神
が
遠
津
神
を
介
し
て
天
湯
川
板
挙
命
と
結
び
つ
き
祭
神
の
補
完
関
係
が

完
成
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
約
三
年
後
に
、『
神
社
明
細
帳
』
の
訂
正
願
が
網
野
村
役
場
か
ら
京
都

府
知
事
宛
に
提
出
さ
れ
る
。
訂
正
願
に
は
、

明
治
三
十
一
年
六
月
廿
八
日
　
村
長
　
小
嶌
榮
蔵
　
印

　
神
社
明
細
帳
訂
正
御
届

去
ル
明
治
十
七
年
八
月
中
神
社
明
細
帳
進
達
候
処
、
該
明
細
帳
ニ
漏
□
之
廉
有

之
候
ニ
付
、
別
紙
之
通
リ
今
般
御
訂
正
被
成
下
度
此
段
御
届
申
上
候
也

明
治
三
十
一
年
六
月
廿
七
日

　
丹
後
国
竹
野
郡
網
野
村

　
　
網
野
神
社
々
掌
　
森
　
保
恭
　
印

（
下
略
）（
９
）

と
あ
り
、
記
述
内
容
に
漏
れ
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
提
出
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
届
出
に
提
出
日
の
前
日
付
け
の
「
古
社
取
調
書
」
と
記
さ
れ
た
書
類
が
添
付
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
前
出
し
た
明
治
二
八
年
の
内
容
に
さ
ら
に
情
報
を
追
加
し
た

由
緒
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
追
加
部
分
を
示
す
と
、

里
人
ノ
嶌
子
海
神
ノ
都
ニ
行
シ
日
ト
云
テ
、
毎
年
四
月
三
日
ヲ
以
テ
四
ヶ
三
日

ト
唱
ヘ
、
祭
日
ニ
テ
網
野
谷
中
壱
日
休
日
ス
ル
ハ
往
古
ヨ
リ
今
ニ
仕
来
リ
、
亦

帰
郷
ノ
日
ハ
七
月
廿
七
日
ト
云
フ
、
但
馬
湯
嶌
温
泉
記
ニ
曰
網
野
明
神
ハ
寿
命

神
ナ
リ
ト
、
今
昔
物
語
、
更
級
日
記
、
朝
野
群
載
ニ
曰
網
野
明
神
ハ
国
司
神
拝

ニ
必
ス
奉
幣
ニ
預
ル
ト
、
古
事
記
伝
、
日
本
記
、
日
本
後
記
、
延
喜
式
、
丹
後

風
土
記
、
扶
桑
略
記
、
河
海
抄
、
丹
後
旧
事
記
、
神
社
啓
蒙
、
本
朝
諸
社
一
覧
、

万
葉
集
等
其
他
諸
史
ニ
掲
載
ノ
神
社
也
（
10
）

と
あ
る
。
追
加
さ
れ
た
部
分
に
は
、
浦
島
子
が
海
神
の
都
に
行
っ
た
日
付
を
四
月
三

日
と
し
「
網
野
谷
中
」
が
休
日
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
帰
還
の
日
を
七
月
二
七

日
と
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
但
馬
湯
嶌
温
泉
記
』（
享
保
一
八
年

河
合
章
堯
に
よ
る
『
但
馬
湯
島
道
之
記
』
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。）
に
「
網
野

明
神
」
が
寿
命
の
神
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、『
今
昔
物
語
集
』
を
始
め
多

く
の
書
物
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
神
社
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
浦
島

子
の
事
跡
が
地
元
の
行
事
に
関
連
性
が
あ
る
こ
と
や
、
多
く
の
典
籍
に
網
野
神
社
の

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
訂
正
届
に
い
う
脱
漏
し
て
い
た
部
分
に
あ
た
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
典
籍
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
実
際
ど
の
よ
う
な
内
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容
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
取
調
書
の
三
年
後
に

内
務
省
よ
り
「
明
治
明
細
帳
」
作
成
の
た
め
の
調
査
依
頼
が
あ
り
（
11
）、
そ
の
回
答

文
書
に
各
典
籍
と
の
関
連
が
記
さ
れ
て
い
る
。

村
社
網
野
神
社
御
由
緒
調
査
書

社
掌
　
森
保
恭
調
進

在
所
　
丹
後
国
竹
野
郡
網
野
町
（
明
治
三
十
三
年
五
月
一
日
網
野
村
ヲ
町
ト
改

名
認
可
内
務
省
）
字
大
口
鎮
座

祭
神
　
住
吉
大
神
　
水
江
浦
嶌
子
神

①
丹
後
旧
事
記
　
網
野
神
社
祭
神
住
吉
大
神
水
江
浦
嶌
カ
児

②
丹
後
旧
事
記
　
国
名
風
土
記
曰
丹
波
国
〈
和
銅
六
年
丹
後
ト
ナ
ル
〉
竹
野
郡

阿
佐
茂
川
東
網
野
村
ニ
祭
ル
神
一
座
是
水
江
浦
嶌
カ
児
也
、

神
社
啓
蒙
ニ
見
ヘ
タ
リ
云
々

③
古
事
記
伝
　
　
十
一
代
垂
仁
天
皇
大
御
代
条
　
網
野
神
社
　
網
野
郷

④
和
名
抄
　
　
　
竹
野
郡
網
野
郷
（
東
ニ
鳥
取
村
ア
リ
）

⑤
丹
後
旧
事
記
　
吉
原
郷
北
ニ
水
江
網
野
ア
リ
云
々
〈
丹
波
郡
吉
原
郷
今
中
郡

峯
山
町
ヲ
云
〉

⑥
延
喜
式
　
　
　
竹
野
郡
網
野
神
社

⑦
但
馬
国
湯
嶋
温
泉
記
　
網
野
明
神
ハ
寿
命
神
ナ
リ
ト
テ
祈
ル
者
多
シ
云
々

⑧
今
昔
物
語
　

⑨
更
級
日
記
　
　
　
網
野
明
神
ハ
国
司
神
拝
ヒ
必
ス
奉
幣
ニ
預
ル
云
々

⑩
朝
野
群
載

⑪
三
代
実
録
　
　
貞
観
五
年
十
一
月
十
七
日
丙
午
先
是
ヨ
リ
丹
後
国
言
ス
、
細

羅
国
人
五
十
四
人
来
着
ス
、
竹
野
郡
松
原
村
云
々
墨
江
水
笑

松
原
遠
津
神
〈
此
ハ
水
江
岸
ヲ
□
海
ヨ
リ
遠
キ
松
原
村
ノ
住

江
大
神
ト
伝
ヘ
、
今
網
野
神
社
ニ
祭
ル
神
ナ
リ
〉

⑫
神
功
皇
后
御
伝
記
　
陽
成
天
皇
実
録
ニ
曰
元
慶
三
年
三
月
十
三
日
下
ニ
丹
後

国
ニ
言
ス
、
異
国
船
一
艘
長
サ
六
丈
広
サ
一
丈
五
尺
ア
ル
カ

管
セ
ル
竹
野
郡
ニ
漂
ヒ
著
ケ
リ
、
大
風
吹
テ
悉
ク
破
損
ス

ト
、
同
六
月
十
七
日
但
馬
国
二
方
郡
百
姓
上
言
ア
リ
云
々

⑬
社
伝
　
　
　
　
棟
札
本
在
所
薗
領
家
ス
ナ
ニ
ウ
マ
ル
ニ
ヨ
リ
テ
墨
江
浦
浜
創

中
森
境
内
奉
遷
座
之
、
享
徳
元
壬
申
年
九
月
大
工
棟
梁
奥
東

弥
四
郎
、
取
立
願
主
松
原
住
松
原
太
夫
余
ハ
墨
跡
不
明
〈
今

松
原
太
夫
住
跡
ト
テ
長
者
屋
鋪
云
地
名
ア
リ
〉

⑭
古
老
伝
説
　
　
古
老
口
碑
十
一
代
垂
仁
天
皇
大
御
代
天
湯
川
板
挙
命
諸
国
飛

行
白
鳥
追
尋
、
但
馬
国
ヨ
リ
秋
彼
岸
中
日
水
江
ニ
追
来
テ
指

命
ア
リ
、
依
テ
四
方
各
村
人
ハ
木
竹
藤
葛
ノ
類
数
多
持
寄
早

尾
糸
ワ
ナ
カ
ケ
ノ
網
ヲ
製
シ
、
水
江
ニ
張
リ
浮
シ
白
鳥
ヲ
捕

獲
シ
ト
、
鎮
守
墨
江
ノ
水
笑
松
原
遠
津
神
ヘ
御
祈
誓
在
シ

ト
、
其
後
網
野
神
社
網
野
郷
ト
ハ
称
名
ス
ト
、
依
テ
往
古
ヨ

リ
春
秋
彼
岸
中
日
祭
ニ
ハ
相
撲
四
方
各
村
ヨ
リ
木
竹
藤
葛

数
多
種
類
境
内
ヘ
持
寄
売
買
ス
ル
事
今
ニ
仕
来
、
是
ヲ
網
野

神
社
取
網
祭
神
ト
ハ
謂
伝
フ
（
今
新
宮
ト
云
地
名
ニ
社
跡
ア

リ
、
往
古
浦
嶌
子
ヲ
当
社
ノ
新
宮
ト
崇
祭
リ
ア
ル
ヲ
本
社
ヘ

合
祭
ナ
ル
ト
伝
レ
ド
何
ノ
頃
ナ
ル
ヲ
シ
ラ
ズ
）（
亦
此
辺
ニ

イ
マ
タ
云
地
名
ア
リ
テ
伊
満
太
三
郎
祭
リ
シ
社
跡
ナ
リ
ト
）

当
社
ハ
神
代
ヨ
リ
水
江
ノ
鎮
守
ニ
テ
、
皇
城
ヲ
守
護
シ
給
ヒ

北
海
浦
安
キ
ヲ
保
護
シ
給
フ
大
神
也
ト

⑮
日
本
記
　
　
　
雄
略
天
皇
大
御
代
条
二
十
二
年
浦
嶌
カ
子
海
神
ノ
都
へ
行

云
々
〈
里
伝
ハ
四
月
三
日
ナ
リ
ト
又
網
野
海
ノ
渚
ニ
嶌
子
釣

溜
岩
ノ
古
跡
ア
リ
〉

⑯
日
本
後
記
　
　
淳
和
天
皇
大
御
代
条
天
長
二
年
浦
嶌
カ
子
帰
郷
云
々
（
里
伝
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ハ
秋
七
月
帰
郷
ナ
リ
ト
）
今
島
子
皺
榎
ト
伝
フ
古
木
ノ
辺
ニ

御
墓
ア
リ
毎
年
七
月
廿
七
日
祭
リ
来
ル
ナ
リ

⑰
本
朝
諸
社
一
覧
　
網
野
神
社
竹
野
郡
浅
茂
川
東
網
野
村
ニ
ア
リ
祭
処
水
江
浦

嶌
カ
子
ナ
リ
ト
云
々

⑱
万
葉
集
　
　
　
浦
嶌
カ
子
長
歌
并
ニ
短
歌
云
々

⑲
社
務
伝
　
　
　
抑
於
当
社
所
棄
置
之
鰐
口
者
、
丹
後
国
竹
野
郡
溝
川
村
横
野

五
郎
左
衛
門
秀
家
永
正
年
中
之
奉
納
也
、
于
時
文
化
四
丁
卯

年
当
社
神
主
森
保
晴
ト
記
載
ア
リ
〈
今
思
ニ
此
時
世
鰐
口
ヲ

社
前
ニ
用
ユ
ル
ヲ
忌
テ
記
シ
置
、他
物
ニ
換
タ
ル
ト
見
ユ
ル
〉

⑳
社
蔵
御
神
鏡
　
現
在
壱
面
曲
尺
指
亘
九
寸
裏
ニ
住
吉
宮
御
神
鏡
〈
願
主
溝
川

村
寛
政
三
辛
亥
歳
〉
池
辺
紋
兵
衛
以
上
其
他
未
詳

京
都
府
丹
後
国
竹
野
郡
網
野
町
　
村
社
網
野
神
社
々
掌
　
森
保
恭

　
　
明
治
三
十
四
年
十
二
月
十
日

　
　
内
務
省
神
社
局
御
中
（
番
号
は
筆
者
添
付
）（
12
）

以
上
の
よ
う
に
竹
野
郡
役
所
か
ら
示
さ
れ
た
書
式
に
則
り
、
多
く
の
典
籍
を
引
用

し
な
が
ら
調
査
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
①
、
②
、
③
、
④
、
⑤
、
⑥
、
⑦
、
⑪
、

⑫
、
⑬
、
⑮
、
⑰
、
⑱
は
多
少
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
関
連
す
る
記
述
が
そ
れ
ぞ
れ

典
籍
の
中
に
あ
る
が
、
⑧
、
⑨
、
⑩
、
⑯
の
よ
う
に
そ
う
し
た
記
述
が
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
⑧
、
⑨
、
⑩
の
内
容
は
鴨
長
明
『
無
名

抄
』
の
「
あ
さ
も
川
明
神
事
」
に
「
丹
後
の
国
与
謝
の
郡
に
、
あ
さ
も
川
の
明
神
と

申
す
神
い
ま
す
。
国
の
守
の
神
拝
と
か
い
ふ
事
に
も
、
御
幣
な
ど
得
給
ひ
て
、
祭
ら

る
ゝ
程
の
神
に
て
ぞ
お
は
す
な
る
」（
13
）
と
記
さ
れ
た
内
容
を
元
に
し
た
記
述
で
あ
り
、

⑯
に
『
日
本
後
紀
』
と
あ
る
が
天
長
二
年
（
八
二
五
）
は
逸
書
部
分
で
あ
り
、『
水

鏡
』
淳
和
天
皇
の
項
に
「
天
長
二
年
十
一
月
四
日
丙
申
、（
中
略
）
今
年
浦
島
の
子
は

帰
れ
り
し
な
り
」（
14
）、『
古
事
談
』
の
「
淳
和
天
皇
御
宇
天
長
二
年
乙
巳
。
丹
後
国

余
佐
郡
人
水
江
浦
島
子
。
此
年
乗
松
船
。
到
故
郷
」（
15
）
と
い
う
記
述
の
影
響
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
⑪
、
⑬
、
⑮
、
⑯
は
、
引
用
し
た
文
面
の
内
容
が
、
祭
神
、
住
居
跡
、

祭
礼
と
い
っ
た
地
元
の
状
況
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
内
、

⑬
の
「
松
原
大
夫
」
の
住
居
跡
に
関
す
る
記
述
は
、
こ
れ
ま
で
の
由
緒
に
は
無
く
初

め
て
記
さ
れ
る
内
容
で
あ
り
、
他
に
も
⑭
の
な
か
に
天
湯
川
板
挙
命
が
網
を
張
り
白

鳥
を
捕
獲
し
た
際
に
村
人
が
「
木
竹
藤
葛
」
を
持
ち
寄
っ
た
こ
と
や
、「
新
宮
」
と
い

う
地
名
が
残
っ
て
お
り
元
は
浦
島
子
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
、「
イ
マ
タ
」
と
い
う
地

名
が
あ
り
「
伊
満
太
三
郎
」（
16
）
を
祀
っ
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
⑲
、
⑳

の
全
体
が
初
め
て
記
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。
数
回
に
わ
た
る
調
査
の
回
答
を
見
て
い

く
と
、
網
野
神
社
は
多
く
の
典
籍
に
記
さ
れ
た
神
社
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
内
容

が
現
状
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
追
加
さ
れ
、
祭
神
で
あ
る
住
吉
大
神
と
浦
島
子

に
天
湯
川
板
挙
命
や
遠
津
神
を
加
え
た
由
緒
が
少
し
ず
つ
増
強
さ
れ
て
い
る
様
子
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、そ
の
後
自
治
体
側
の
神
社
に
対
す
る
位
置
づ
け
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

京
丹
後
市
所
蔵
「
旧
網
野
町
役
場
文
書
」
の
中
に
三
冊
の
「
現
勢
調
査
簿
」
が
残
さ

れ
て
い
る
（
17
）。
こ
の
現
勢
調
査
は
明
治
三
九
年
成
立
の
「
京
都
府
郡
市
区
町
村
現

勢
調
査
簿
ニ
関
ス
ル
規
程
」
に
則
り
実
施
さ
れ
、
調
査
簿
に
は
土
地
、
気
象
、
人
口
、

教
育
な
ど
の
統
計
デ
ー
タ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
か
ら

四
二
年
（
一
九
〇
九
）
の
第
一
回
調
査
で
は
、「
著
名
ノ
神
社
」
の
項
目
に
は
何
ら
記

載
が
な
い
が
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）、
四
四
年
（
一
九
一
一
）
の
第
二
回
調
査

に
は
、
同
項
目
に
網
野
神
社
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
祭
神
に
は
こ
れ
ま
で

無
か
っ
た
「
日
子
座
王
（
彦
坐
王
命
）」
が
記
さ
れ
て
お
り
【
表
15
】、
こ
の
内
容
は

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
か
ら
八
年
（
一
九
一
九
）
の
第
三
回
調
査
に
も
引
き
継
が

れ
て
い
る
。

日
子
坐
王（『
古
事
記
』
で
の
名
称
。『
日
本
書
紀
』
で
は
「
彦
坐
王
」。
以
降
、
引
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用
部
分
を
除
き
現
在
の
祭
神
名
で
あ
る

日
子
坐
王
の
表
記
を
用
い
る
。）
は
、『
古

事
記
』
崇
神
天
皇
段
に
「
又
日
子
坐
王
者
、

遣
旦
波
国
、令
殺
玖
賀
耳
之
御
笠
」
と
「
旦

波
国
」
に
派
遣
さ
れ
た
人
物
と
し
て
描
か

れ
て
お
り
（
18
）、
ま
た
開
化
天
皇
段
で
は

日
子
坐
王
を
含
め
た
膨
大
な
系
譜
記
事

が
記
さ
れ
、「
丹
波
比
古
多
多
須
美
知
能

宇
斯
王
」
の
ほ
か
「
丹
波
」（
19
）
を
冠
す

る
人
物
が
多
数
登
場
し
て
い
る
。

さ
て
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
発
刊

『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
の
網
野
神
社
の
解

説
に
は
、『
神
社
明
細
帳
』
の
由
緒
の
記
述

が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

直
後
に
下
記
の
「
社
記
」
と
称
す
他
に
は

見
ら
れ
な
い
文
章
が
追
加
さ
れ
、
こ
こ
に

「
水
江
日
子
座
王
命
」
が
祭
神
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
。

（
社
記
）
祭
神
　
水
江
日
子
座
王
命
　

〈
住
吉
大
神
　
水
江
浦
嶋
子
神
〉

水
江
日
子
座
命
は
往
古
根
元
宮
山
に

鎮
座
あ
り
し
を
現
今
の
社
へ
遷
し
奉

り
、
毎
年
九
月
十
三
日
の
例
祭
日
に

根
元
宮
山
へ
神
輿
を
渡
御
し
本
社
へ

還
御
奉
仕
、
是
を
網
野
神
社
の
旧
式

祭
典
と
す
、

住
吉
大
神
は
往
古
宮
の
奥
に
鎮
座
あ
り
し
を
現
今
の
社
に
遷
し
奉
る
と
、
水
江

浦
嶋
子
神
は
往
古
浦
嶋
新
宮
山
に
鎮
座
あ
り
能
野
神
社
と
称
せ
し
を
現
今
の
社

へ
遷
し
奉
る
と
、
以
上
の
三
社
を
享
徳
元
年
九
月
十
三
日
に
合
併
奉
遷
座
取
立

大
願
主
松
原
大
夫
（
20
）

こ
こ
に
は
、
日
子
坐
王
が
「
根
元
宮
山
」
か
ら
移
さ
れ
た
こ
と
や
、
例
祭
日
に
は

そ
こ
に
神
輿
を
渡
御
し
、
こ
れ
が
旧
式
祭
典
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
、
住
吉

大
神
と
浦
島
子
の
元
の
鎮
座
地
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
祭
神

三
神
が
享
徳
元
年
に
移
遷
さ
れ
合
併
し
た
こ
と
が
は
じ
め
て
見
え
る
。
な
お
、
日
子

坐
王
の
表
記
を
「
坐
」
で
は
な
く
「
座
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
第
二
回
の
「
現
勢

調
査
簿
」
と
「
社
記
」
に
共
通
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
行
政
と
神
社
の
関
係
性
を
示

唆
し
て
い
る
。

さ
て
日
子
坐
王
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
成
立
の
『
神
祇
志
料
』

に
「
蓋
日
下
部
首
の
祖
、
彦
坐
命
を
祭
る
、〈
斟
酌
新
撰
姓
氏
録
、
丹
後
風
土
記
、
長

明
無
明
抄
〉」（
21
）
と
あ
り
、
考
証
上
す
で
に
網
野
神
社
の
祭
神
と
し
て
そ
の
名
が
あ

げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
き
て
神
社
の
祭
神
に
加
わ
り
由
緒
の
中
に

取
り
入
れ
ら
れ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
に
お
い
て
古
墳
の
調
査
と
関
連
し

な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

二　

古
墳
調
査
と
古
墳
認
識
の
変
化

網
野
神
社
の
南
南
西
約
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
国
指
定
史
跡
の
銚
子
山
古
墳

が
あ
る
。
全
長
二
〇
〇
～
二
〇
一
メ
ー
ト
ル
と
推
定
さ
れ
（
22
）、
北
側
に
寛
平
法
皇

陵
古
墳
、
南
側
に
小
銚
子
古
墳
の
二
つ
の
陪
塚
を
持
つ
。
後
円
部
頂
上
か
ら
は
京
丹

後
市
網
野
町
網
野
、
浅
茂
川
、
下
岡
と
い
っ
た
街
並
み
や
、
日
本
海
を
眺
望
す
る
こ

【表 15】　網野村現勢調査簿「著名ノ神社」上の網野神社　（空欄は記載なし）

祭 神 社格 所在地名 創立
年月

毎年
例祭月日

氏子又は信
徒総代数

信徒数
（戸数）

供進すべき
神饌幣帛料

著名の
事由

第 1回
（明治 39 年
～ 42 年）

第 2 回
（明治 43 年
～ 44 年）

住 吉 大 神
日 子 座 王
水江浦島子神

村社 字網野 10月13日 5 315 5 円

第 3 回
（大正 4 年
～ 8 年）

彦 坐 王 命
住 吉 大 神
水江浦島子神

村社 字網野
小字大口 不詳 10月13日 5 350 15 円
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と
が
で
き
る
。
こ
の
古
墳
は
橋
本
勝
行
氏
に
よ
り
近
世
に
お
い
て
は
寛
平
法
皇
（
宇

多
天
皇
）
の
墓
で
あ
る
と
地
元
民
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
ほ
か
、
明
治
か
ら
大

正
時
代
に
お
け
る
調
査
の
歴
史
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
23
）。
以
下
、
橋
本
氏
の

論
考
に
よ
り
銚
子
山
古
墳
の
調
査
の
概
要
を
略
述
し
た
い
。
明
治
三
一
年
（
一
八

九
八
）
に
当
時
東
京
帝
国
大
学
人
類
学
教
室
に
在
籍
し
て
い
た
佐
藤
伝
蔵
が
銚
子
山

古
墳
を
来
訪
し
て
い
る
。
網
野
村
に
宛
て
た
手
紙
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は

　
丹
後
国
竹
野
郡
網
野
村
銚
子
山
ニ
就
テ

京
都
府
下
丹
後
国
竹
野
郡
網
野
村
ニ
於
テ
銚
子
山
ト
称
シ
居
ル
モ
ノ
ハ
、
自
然

ノ
丘
陵
ニ
ア
ラ
ズ
、
人
類
学
者
ノ
所
謂
古
墳
ト
称
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
其
年
代
ヲ

云
ヘ
ハ
今
ヲ
距
ル
コ
ト
大
凡
一
千
二
百
乃
至
二
千
年
来
ノ
者
ナ
リ
、
其
如
何
ナ

ル
人
ヲ
葬
レ
ル
ヤ
ハ
単
ニ
之
ヲ
一
見
シ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
固
ヨ
リ
容
易
ニ
断
定

ヲ
下
ス
能
ハ
ス
ト
雖
モ
、
之
ヲ
外
部
ノ
形
式
其
他
ノ
模
様
ニ
徴
シ
尚
ホ
之
ヲ
他

ノ
諸
地
方
発
見
ノ
古
墳
ト
比
較
シ
考
フ
ル
ニ
、
単
ニ
可
ナ
リ
ニ
高
貴
ナ
ル
人
ヲ

葬
レ
ル
墳
塚
ナ
リ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
断
言
シ
得
ヘ
キ
ノ
ミ

　（
中
略
）

　
東
京
帝
国
大
学
人
類
学
教
室
ニ
テ

　
　
明
治
三
十
一
年
六
月
　
理
学
士
　
佐
藤
伝
蔵
（
24
）

と
銚
子
山
が
「
古
墳
」
で
あ
る
こ
と
、
被
葬
者
は
「
可
ナ
リ
ニ
高
貴
ナ
ル
人
」
で
あ

る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
宮
内
省
御
用

掛
で
あ
る
増
田
于
信
が
、
丹
波
国
多
紀
郡
で
丹
波
道
主
命
の
墓
を
同
所
に
比
定
し
よ

う
と
す
る
運
動
が
あ
る
が
、
熊
野
郡
、
竹
野
郡
で
の
可
能
性
を
感
じ
訪
問
し
て
い
る
。

橋
本
氏
は
増
田
の
来
丹
が
、
後
の
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
の
記
述
や
地
元
の
歴
史
認

識
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
京
都

府
史
蹟
勝
地
調
査
会
に
よ
る
調
査
が
あ
り
、
そ
の
際
に
は
平
面
図
が
作
成
さ
れ
て
い

る
ほ
か
、
埴
輪
等
の
遺
物
が
採
集
さ
れ
、「
山
陰
道
中
ニ
於
イ
テ
比
類
少
キ
古
墳
ナ

リ
」（
25
）
と
梅
原
末
治
に
よ
り
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、大
正
八
年
（
一
九
一
九
）

に
制
定
さ
れ
た
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
法
に
基
づ
き
大
正
一
一
年（
一
九
二
二
）

国
指
定
史
蹟
と
し
て
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
指
定
に
際
し
て
は
内
務
省
史
跡

調
査
委
員
で
あ
っ
た
黒
板
勝
美
が
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
と
翌
一
一
年
（
一
九

二
二
）
に
来
訪
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
古
墳
に
対
し
て
初
め
て
学
術
的
な
調
査
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、近
世
以
来
寛
平
法
皇
の
墓
と
認
識
さ
れ
て
い
た
銚
子
山
が
、

山
陰
道
内
で
特
筆
す
べ
き
古
墳
で
あ
る
こ
と
や
、
ま
た
被
葬
者
は
特
定
し
な
い
も
の

の
か
な
り
高
貴
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
調
査
結
果
は
地
元
で
は
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
は
、明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
か
ら
編

纂
が
開
始
さ
れ
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
刊
行
さ
れ
（
26
）、
京
都
府
立
第
四
中
学

校
教
諭
で
あ
っ
た
加
藤
鉄
三
郎
が
「
竹
野
郡
歴
史
地
理
考
」
を
寄
稿
し
て
お
り
、
銚

子
山
古
墳
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

第
二
章
　
石
器
時
代
の
遺
蹟
及
古
墳

　（
中
略
）

　
古
墳
は
数
は
多
く
な
い
が
丹
後
の
他
郡
で
見
ら
れ
ぬ
銚
子
塚
は
二
つ
あ
る
。

一
は
竹
野
神
社
の
側
、
一
は
網
野
町
の
端
に
あ
る
。
二
つ
共
誠
に
立
派
な
も
の

で
、
各
三
段
に
わ
か
れ
濠
が
あ
つ
た
ら
し
い
。
陪
塚
も
あ
つ
た
ら
し
い
が
今
は

よ
く
わ
か
ら
ぬ
。
埴
輪
は
共
に
円
筒
の
み
で
、
人
形
や
動
物
等
は
な
い
。
尚
二

つ
に
つ
き
少
し
く
述
べ
て
み
る
と
、
網
野
の
方
は
銚
子
塚
と
い
ひ
て
、
こ
れ
ま

で
は
宇
多
天
皇
（
寛
平
法
皇
）
の
御
陵
で
あ
る
と
い
ひ
て
を
る
が
、
そ
れ
は
宇

多
院
を
亭
子
院
と
も
い
ふ
か
ら
銚
子
に
附
会
し
て
附
け
た
も
の
で
、
い
か
な
る

高
貴
の
御
方
の
墓
か
分
明
せ
ぬ
。
遺
物
は
前
方
の
円
塚
を
先
年
発
掘
し
た
さ
う

だ
が
、
そ
こ
に
小
さ
き
石
室
が
あ
り
そ
こ
よ
り
石
枕
が
出
た
と
の
事
で
、
今
は
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本
覚
寺
に
保
存
し
て
あ
る
。
尚
此
石
室
に
就
て
見
る
と
、
丹
後
の
他
地
方
の
石

槨
は
余
の
見
た
範
囲
で
は
大
抵
横
に
穿
た
れ
て
あ
つ
た
が
、
こ
ゝ
は
縦
坑
で
あ

る
。
且
そ
の
石
槨
も
他
に
見
る
如
く
巨
大
の
石
を
積
ん
だ
も
の
で
な
く
、
薄
き

凝
灰
岩
様
の
石
を
壁
と
し
上
に
蓋
を
し
た
も
の
で
、
全
体
か
ら
見
て
古
墳
の
中

で
は
古
式
ら
し
い
。
か
ゝ
る
広
大
な
る
古
墳
の
主
は
い
か
な
る
方
な
る
か
は
無

論
知
る
に
由
は
な
く
、
な
ほ
世
間
で
古
墳
と
見
る
と
直
ち
に
其
地
方
の
豪
族
の

墓
で
あ
る
と
断
定
し
、
頗
る
面
白
か
ら
ぬ
結
果
を
来
す
ゆ
ゑ
、
確
然
た
る
決
定

は
致
さ
ぬ
が
、
只
余
の
考
だ
け
を
参
考
ま
で
に
云
へ
ば
、
網
野
神
社
と
は
関
係

あ
る
ら
し
く
、
そ
の
主
人
か
或
は
そ
の
一
族
の
墓
で
は
な
い
か
と
思
は
る
ゝ
、

即
ち
当
神
社
の
祭
礼
の
時
は
最
初
に
神
輿
を
此
古
墳
に
も
ち
来
る
こ
と
は
古
来

の
習
慣
に
な
つ
て
を
り
、
且
そ
の
古
墳
の
所
在
地
名
を
ミ
ヤ
ケ
と
い
ふ
よ
り
し

て
（
同
社
祭
神
は
神
祇
志
料
に
あ
る
如
く
、
日
下
部
首
祖
浦
嶋
子
を
祭
る
と
あ

る
が
、
そ
れ
で
は
古
墳
の
年
代
と
は
合
わ
ぬ
故
）
或
は
日
下
部
首
の
祖
彦
坐
王

と
関
係
は
あ
る
で
は
な
い
か
、
そ
う
す
る
と
古
墳
の
構
造
も
崇
神
垂
仁
頃
の
も

の
に
（
例
へ
ば
備
中
の
吉
備
津
彦
の
墳
と
称
す
る
も
の
）
よ
く
似
て
を
り
、
又

王
は
崇
神
天
皇
の
時
丹
波
の
方
に
出
征
さ
れ
た
の
は
記
に
明
文
が
あ
り
且
此
一

族
は
当
地
方
に
関
係
が
深
い
か
ら
、
此
大
古
墳
の
御
主
人
と
し
て
は
不
当
で
は

あ
る
ま
い
と
思
ふ
。（
27
）

（
傍
線
筆
者
、
下
略
）

こ
の
よ
う
に
、
前
半
部
分
で
は
近
世
以
来
伝
え
ら
れ
て
き
た
寛
平
法
皇
の
墓
で
あ

る
と
い
う
伝
承
を
否
定
し
、「
前
方
の
円
塚
」（
寛
平
法
皇
陵
古
墳
）
の
発
掘
成
果
や

石
槨
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
後
半
の
傍
線
部
分
で
は
、
被
葬
者
が
網
野

神
社
と
関
係
が
あ
り
、
具
体
的
に
は
日
子
坐
王
で
は
な
い
か
と
記
し
て
い
る
。
日
子

坐
王
を
候
補
に
挙
げ
た
の
は
、
浦
島
子
と
古
墳
で
は
年
代
が
合
致
し
な
い
の
で
、
浦

島
子
の
祖
で
あ
る
日
下
部
首
が
日
子
坐
王
も
祖
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
子
坐
王

で
あ
れ
ば
古
墳
と
も
時
代
が
合
致
す
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
網
野
神
社
の
祭
神

に
日
子
坐
王
が
加
え
ら
れ
た
の
は
、郡
誌
の
編
纂
時
期
（
明
治
四
〇
年
～
大
正
四
年
）

と
第
二
回
の
「
現
勢
調
査
簿
」
に
記
載
さ
れ
る
時
期
（
明
治
四
三
、四
四
年
）
が
重
な

る
こ
と
を
見
て
も
、
こ
う
し
た
新
た
な
見
解
に
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
神
社
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
天
湯
川
板
挙
命
を
住
吉
大
神
が
遠
津
神
を

介
し
て
補
完
す
る
由
緒
を
完
成
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
浦
島
子
を
日
子
坐
王
が
補
完

す
る
祭
神
・
由
緒
の
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
訳
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
古
事

記
』、『
日
本
書
紀
』
の
記
述
と
古
墳
の
被
葬
者
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
慎
重
に
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
前
述
し
た
佐
藤
伝
蔵
、
梅
原
末
治
の
見
解
も
人
物
を
特
定
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
考
古
学
の
成
果
と
加
藤
の
見
解
に
ズ
レ
が
生
じ
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
発
行
の
『
竹
野
郡
郷
土
誌
』
に
は
「
町

の
東
に
築
き
た
て
る
車
の
塚
の
御
陵
は
畏
れ
お
ゝ
く
も
宇
多
帝
の
御
霊
を
鎮
め
た
て

ま
つ
る
あ
や
に
尊
き
丘
な
る
と
世
に
伝
は
り
て
名
も
高
し
」（
28
）
と
あ
り
、
明
治
時

代
後
半
で
も
近
世
同
様
銚
子
山
古
墳
が
寛
平
法
皇
の
墓
と
い
う
認
識
の
ま
ま
で
あ
っ

た
。
し
か
し
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
網
野
町
の
節
な
か
に
「
古
墳
」
と
い
う
項
目
が

あ
り
、
そ
こ
に
は

銚
子
山
　
字
網
野
小
字
大
将
軍
に
あ
り
、
一
大
車
塚
に
し
て
、
附
近
に
小
銚
子

と
称
す
る
円
墳
の
陪
塚
あ
り
、

（
伝
説
其
一
）
崇
神
天
皇
の
御
世
四
道
将
軍
と
し
て
丹
波
地
方
に
遣
は
さ
れ
た

る
、
丹
波
道
主
命
の
御
陵
な
り

　（
中
略
）

（
伝
説
其
二
）
開
化
天
皇
の
皇
子
日
子
坐
王
の
御
陵
な
り

　（
下
略
）（
29
）
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と
銚
子
山
が
丹
波
道
主
命
、
日
子
坐
王
の
御
陵
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
伝
説
が
あ
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
正
一
一
年
七
月
三
〇
日
発
行
の
『
橋
立
新
聞
』

に
は
、「
竹
野
郡
網
野
に
官
幣
大
社

銚
子
山
の
古
墳
墓
か
丹
波
導
主
命
説
」（
30
）
と
の

見
出
し
で
、
銚
子
山
古
墳
が
丹
波
道
主
命
の
墓
で
あ
る
こ
と
が
決
定
し
そ
う
で
あ
る

か
ら
、網
野
神
社
が
官
幣
大
社
に
昇
格
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

郡
誌
の
記
述
の
影
響
が
出
て
い
る
と
思
わ
れ
、
煽
る
よ
う
な
見
出
し
で
あ
り
ゴ
シ
ッ

プ
気
味
の
記
事
で
あ
る
が
、地
元
の
認
識
の
変
化
や
期
待
感
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、古
墳
調
査
の
進
展
と
祭
神
の
追
加
、由
緒
の
変
化
が
重
な
り
合
っ

て
お
り
、調
査
成
果
が
神
社
の
祭
神
や
由
緒
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
被
葬
者
比
定
の
よ
う
に
調
査
成
果
と
の
ズ
レ
も
生
じ
て
い
る
こ

と
や
、
郡
誌
や
新
聞
報
道
の
よ
う
に
こ
う
し
た
ズ
レ
に
留
意
す
る
こ
と
な
く
被
葬

者
比
定
が
自
明
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
だ
し
て
い
る
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い
。お

わ
り
に

明
治
時
代
後
半
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
の
網
野
神
社
の
祭
神
・
由
緒
の
変
遷
と
、

銚
子
山
古
墳
の
調
査
を
そ
れ
ぞ
れ
検
証
し
て
い
っ
た
。神
社
で
は
明
治
一
七
年
の『
神

社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
を
元
に
、
住
吉
大
神
、
浦
島
子
、
天
湯
川
板
挙
命
の

由
緒
の
増
強
が
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、明
治
四
三
、四
四
年
の
第
二
回
目
の
「
現
勢
調

査
簿
」
に
お
い
て
、
初
め
て
「
著
名
ノ
神
社
」
の
項
目
に
網
野
神
社
が
記
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
日
子
坐
王
が
祭
神
と
し
て
追
加
さ
れ
た
。
さ
ら
に
大
正
四
年
の
『
丹
後

国
竹
野
郡
誌
』
で
は
、「
社
記
」
が
登
場
し
享
徳
元
年
に
日
子
坐
王
、
住
吉
大
神
、
浦

島
子
の
三
神
を
合
併
し
た
と
い
う
由
緒
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
住
吉
大
神
と
天

湯
川
板
挙
命
、日
子
坐
王
と
浦
島
子
と
い
う
祭
神
同
士
の
補
完
関
係
が
形
成
さ
れ
た
。

『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
か
ら
少
し
ず
つ
変
容
を
重
ね
、こ
こ
に
近
代
網
野

神
社
の
由
緒
の
完
成
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
第
二
部
第
一
章
に
記
し
た
現
在
の
由

緒
の
内
容
が
出
揃
っ
た
こ
と
に
も
な
る
。

一
方
、
銚
子
山
古
墳
は
明
治
三
一
年
に
佐
藤
伝
蔵
が
来
訪
し
て
以
降
、
専
門
家
に

よ
る
調
査
が
続
き
銚
子
山
古
墳
が
寛
平
法
皇
の
墓
で
あ
る
と
い
う
近
世
以
来
の
伝
承

か
ら
、
古
墳
と
い
う
認
識
を
得
る
に
至
り
、
大
正
一
一
年
に
は
国
の
史
蹟
に
指
定
さ

れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
を
比
べ
て
み
る
と
、
古
墳
の
調
査
の
進
展
と
祭
神
の
追
加

や
由
緒
の
変
化
が
同
調
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
調
査
の
成
果
が
神
社
に
も
影

響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
は
、明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）

の
網
野
村
の
町
制
施
行
、
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
網
野
町
、
浅
茂
川
村
の
合
併

と
自
治
体
と
し
て
の
規
模
が
拡
大
し
て
い
る
時
と
も
重
な
っ
て
い
る
（
31
）。
こ
う
し

た
中
、
網
野
神
社
は
網
野
村
の
鎮
守
か
ら
網
野
町
の
「
著
名
ノ
神
社
」
へ
の
転
換
が

図
ら
れ
、
祭
神
の
追
加
、
由
緒
の
変
化
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
町
自

体
の
拡
大
と
と
も
に
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
新
本
殿
建
築
と
境
内
の
整
備
（
32
）、

大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
養
蚕
神
、
織
物
神
の
勧
請
（
33
）、
と
神
社
を
め
ぐ
る
動

き
が
加
速
し
て
い
く
が
、
こ
う
し
た
祭
神
追
加
、
由
緒
の
変
化
、
境
内
整
備
と
い
っ

た
一
連
の
動
き
の
目
的
の
一
つ
に
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
に
行
わ
れ
た
府
社

昇
格
申
請
（
34
）
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

羽
賀
祥
二
氏
は
、「
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
社
会
に
見
ら
れ
る
、
歴

史
的
遺
蹟
と
人
々
の
関
わ
り
、
そ
れ
が
生
み
出
し
た
歴
史
像
の
特
質
を
解
明
す
る
こ

と
を
目
的
」（
35
）
と
し
た
著
書
『
史
蹟
論
』
の
な
か
で
、「
縁
起
の
世
界
か
ら
考
証
主

義
的
歴
史
へ
の
転
換
、
遺
蹟
を
め
ぐ
る
タ
ブ
ー
や
迷
信
か
ら
の
一
定
の
解
放
が
起

こ
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
に
つ
な
が
る
民
族
的
“
文
化
”
の
構
造
が
し
だ
い
に
姿
を

見
せ
始
め
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
36
）
と
述
べ
て
い
る
。
銚
子
山
古

墳
の
調
査
の
進
展
か
ら
、
近
世
以
来
の
寛
平
法
皇
の
墓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
墳
と

し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
羽
賀
氏
の
言
う
「
考
証
主
義
的
歴
史
へ

の
転
換
」
や
「
タ
ブ
ー
や
迷
信
か
ら
の
一
定
の
解
放
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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し
か
し
地
元
で
は
調
査
成
果
と
は
別
に
、
被
葬
者
を
記
紀
に
登
場
す
る
人
物
に
比
定

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
思
惑
は
調
査
成
果
か
ら
は
導
き
出
さ
れ
な
い
も
の

で
あ
り
、
近
世
以
来
の
伝
承
か
ら
解
放
さ
れ
た
も
の
の
、
ま
た
新
た
な
由
緒
を
生
み

出
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
先
に
述
べ
た
明
治
三
四
年

の
神
社
調
査
の
よ
う
に
、
回
答
内
容
に
典
拠
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
が
関
係
の
な
い
典

籍
ま
で
持
ち
出
し
て
お
り
、「
考
証
主
義
的
歴
史
へ
の
転
換
」
へ
の
志
向
性
は
認
め
ら

れ
る
も
の
の
、
現
場
に
お
い
て
は
不
完
全
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
明
治

時
代
後
半
以
降
、
現
勢
調
査
や
郡
誌
の
よ
う
に
町
や
村
の
現
状
・
歴
史
を
説
明
す
る

際
に
、
神
社
の
祭
神
・
由
緒
が
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
数
度
に
わ
た
る
神
社
調
査
に
よ

り
そ
の
重
要
性
が
特
に
行
政
の
側
で
認
識
さ
れ
出
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

こ
う
し
た
神
社
の
位
置
づ
け
の
高
ま
り
と
考
証
主
義
の
不
完
全
さ
が
、
新
た
な
由
緒

を
生
み
出
す
背
景
の
一
つ
に
あ
り
、
あ
わ
せ
て
調
査
成
果
と
の
ズ
レ
へ
の
留
意
が
希

薄
に
な
る
要
因
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
他
の
神
社

や
寺
院
の
由
緒
な
ど
と
の
比
較
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
い
え
後
考
に
期
し

た
い
。

　〔

註

〕

（
１
）
橋
本
章
彦
「
新
し
い
縁
起
研
究
に
向
け
て
」（
堤
邦
彦
・
徳
田
和
夫
編
『
寺
社
縁
起
の
文
化

学
』
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
～
二
一
頁
）

（
２
）
馬
部
隆
弘
『
由
緒
・
偽
文
書
と
地
域
社
会
―
北
河
内
を
中
心
に
―
』
二
〇
一
九
年
、
八
～
九
頁

（
３
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
‐
四
九
‐
追
一
『
竹
埜
郡
神

社
明
細
帳
』
五
四

（
４
）
拙
稿
「
近
代
丹
後
に
お
け
る
神
社
と
由
緒
―『
神
社
明
細
帳
』
の
検
討
―
」（『
日
本
宗
教
文

化
史
研
究
』
第
二
三
巻
第
二
号
、
二
〇
一
九
年
、
本
書
第
一
部
第
一
章
）

（
５
）
京
丹
後
市
蔵
「
旧
網
野
町
役
場
文
書
」
〇
〇
一

（
６
）
拙
稿
「
丹
後
網
野
神
社
の
祭
神
と
由
緒
の
展
開
―
近
世
か
ら
近
代
ま
で
―
」（
畑
恵
里
子
編

『
平
成
二
九
（
二
〇
一
七
）
～
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助

成
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
1
7
K
0
2
4
3
8
「
舞
鶴
市
糸
井
文
庫
蔵
浦
島
伝
説

関
連
資
料
の
基
礎
的
研
究
」
研
究
成
果
報
告
書
―
伝
説
と
文
学
と
に
つ
い
て
の
越
境
論
的
提

言
―
』
二
〇
二
一
年
、
本
書
第
二
部
第
一
章
）。

（
７
）
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
成
立
の
平
井
義
直
編
『
京
都
府
管
内
地
誌
』
丹
後
之
部
（
廿
七

丁
表
）
に
は
網
野
村
の
「
村
北
ニ
住
吉
社
ア
リ
」
と
あ
り
、
明
治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
成

立
の
柴
田
勝
治
編
『
竹
野
郡
郷
土
誌
』（
六
頁
）
に
も
「
住
吉
神
社
其
西
に
底
筒
中
筒
表
筒
男

の
三
柱
の
神
鎮
ま
り
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
註
（
6
）
参
照

（
８
）
倉
野
憲
司
校
注
『
古
事
記
』
岩
波
文
庫
一
九
六
三
年
、
二
五
四
頁

（
９
）
前
掲
註
（
５
）

（
10
）
前
掲
註
（
５
）

（
11
）
前
掲
註
（
５
）
に
下
記
の
よ
う
な
照
会
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る

	
庶
第
一
一
三
五
号

	
今
般
内
務
省
神
社
局
ニ
於
テ
明
治
神
社
帳
編
製
ノ
為
メ
府
郷
社
「
村
社
又
ハ
無
格
社
ト

雖
式
内
外
（
天
正
以
前
ノ
創
建
ニ
係
ル
モ
ノ
又
ハ
天
正
以
前
創
建
伝
設

（
マ
マ
）ア

ル
モ
ノ
）
国

史
現
在
社
タ
ル
モ
ノ
」
祭
神
由
緒
調
査
ニ
着
手
ニ
付
、
別
紙
書
式
ニ
準
シ
各
社
ニ
テ
調
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査
社
司
掌
ヨ
リ
直
ニ
前
記
神
社
局
ヘ
送
付
致
候
様
厳
達
相
成
度
其
筋
ヨ
リ
ノ
照
会
ニ

依
リ
此
段
及
移
牒
候
也

	

　
明
治
三
十
四
年
十
月
廿
八
日

	
	
	

	

竹
野
郡
役
所
庶
務
課
（
印
）

	
　
網
野
町
助
役
　
室
野
峰
蔵
　
殿

	

調
査
書
式

	

　
何
社
格
何
社
御
由
緒
調
査
書

	

　
　
宮
司
（
社
司
）（
宮
掌
）
某
　
調
進
　
印

	

（
中
略
。
省
略
部
分
に
『
六
国
史
』、『
古
事
記
』、『
古
語
拾
遺
』
な
ど
が
例
示
さ
れ
て

い
る
。）

	

以
上
例
示
ス
ル
書
籍
ノ
外
他
ノ
書
籍
ニ
見
ヘ
タ
ル
モ

（
ノ
欠
？
）ハ

総
テ
以
上
ノ
例
ニ
準
シ
記
セ

ラ
レ
タ
シ
、
又
普
通
流
布
本
以
外
ノ
珍
書
［
　
　
］
抜
萃
セ
ラ
ル
ヽ
時
ハ
其
由
特
ニ
記

入
セ
ラ
レ
タ
シ

	

社
伝

	

数
冊
数
十
冊
ニ
及
フ
モ
ノ
ハ
一
応
本
局
ヘ
照
会
ア
リ
タ
シ
其
他
ハ
全
文
ヲ
載
セ
ラ
レ

タ
シ

	

・
・
・
・
・
・

	

古
老
ノ
伝
説

	

書
籍
書

（
マ
マ
）

載
ナ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
古
老
ノ
口
碑
ニ
伝
フ
ル
所
ニ
保
ル
鎮
座
ノ
由
来
并
鎮
座

後
ノ
由
緒
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
、
尤
モ
甚
シ
キ
附
会
ニ
シ
テ
信
ヲ
措
キ
難
キ
モ
ノ
ハ
記
載
ニ

及
ハ
ズ

	

・
・
・
・
・
・

	

社
蔵
其
他
古
文
書

	

・
・
・
・
・
・
双
釣
填
墨
ヲ
要
セ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
其
文
章
年
月
日
及
姓
名
ヲ
略
サ
ザ
ル

コ
ト
ヲ
望
ム

	

古
器
物
記
載
事
項

	

・
・
・
・
・
・
仝
上

（
12
）
前
掲
註
（
５
）

（
13
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
論
集

能
楽
論
集
』
一
九
六
一
年
、
五
二
頁

（
14
）
和
田
英
松
校
訂
『
水
鏡
』
岩
波
文
庫
一
九
三
〇
年
、
一
〇
六
頁

（
15
）
黒
板
勝
美
編
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
一
八
巻
『
宇
治
拾
遺
物
語

古
事
談

十
訓
抄
』
新
装
版

二
〇
〇
〇
年
、
二
頁

（
16
）
宝
暦
一
一
年
～
天
保
一
二
年
（
一
七
六
一
～
一
八
四
一
）
成
立
の
丹
後
国
の
地
誌
『
丹
哥
府

志
』
の
「
浦
島
社
」
の
項
で
は
、
今
田
（
伊
満
太
）
三
郎
は
浦
島
太
郎
の
弟
で
あ
り
（
な
お

浦
島
子
は
浦
島
太
郎
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。
木
下
幸
吉
編
『
丹
後
郷
土
史
料
集
』
第
一
輯

一
九
三
八
年
、
二
九
九
頁
）、
ま
た
天
明
年
間
（
一
七
八
一
～
一
七
八
九
）
撰
、
文
化
七
年

（
一
八
一
〇
）
改
正
の
『
丹
後
旧
事
記
』
で
は
伊
満
太
三
郎
は
浦
島
太
郎
の
次
男
と
さ
れ
る

（
永
浜
宇
平
編
『
丹
後
史
料
叢
書
』
第
一
輯
一
九
二
七
年
、
一
一
頁
）

（
17
）「
旧
網
野
町
役
場
文
書
」
一
二
（
第
一
回
）、
一
二
六
（
第
二
回
）、
三
六
（
第
三
回
）

（
18
）
前
掲
註
（
８
）
二
五
六
頁

（
19
）
丹
後
国
は
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
に
成
立
。
ほ
か
に
「
旦
波
之
大
縣
主
、
名
由
碁
理
」、「
丹

波
能
阿
治
佐
波
毘
売
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
前
述
し
た
「
丹
波
之
遠
津
臣
」
も
同
系
譜
記
事

に
登
場
す
る
。

（
20
）
京
都
府
竹
野
郡
役
所
編
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
一
九
一
五
年
、
二
一
三
～
二
一
四
頁

（
21
）
栗
田
寛
編
『
神
祇
志
料
』
巻
一
六
、一
八
八
七
年
、
一
四
丁
表
。
前
掲
註
（
６
）
参
照

（
22
）
京
丹
後
市
教
育
委
員
会
編
『
網
野
銚
子
山
古
墳

整
備
事
業
に
伴
う
発
掘
調
査
』
京
都
府
京
丹

後
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
一
集
、
二
〇
二
〇
年

（
23
）
京
丹
後
市
立
丹
後
古
代
の
里
資
料
館
編
『
平
成
二
〇
年
度
丹
後
古
代
の
里
資
料
館
コ
ー
ナ
ー

展
示
２
「
網
野
銚
子
山
古
墳
の
世
界
」
展
示
解
説
シ
ー
ト
』
二
〇
〇
八
年
、
橋
本
勝
行
「
調

査
・
保
存
の
歴
史
」（
京
丹
後
市
史
資
料
編
『
京
丹
後
市
の
考
古
資
料
』
二
〇
一
〇
年
）。
以

下
、
橋
本
氏
の
説
は
こ
れ
ら
に
よ
る
。

（
24
）
前
掲
註
（
５
）、
前
掲
註
（
23
）
二
〇
一
〇
年
に
翻
刻
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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（
25
）
京
都
府
編
『
京
都
府
史
蹟
勝
地
調
査
会
報
告
』
第
一
冊
一
九
一
九
年
、
一
一
九
頁

（
26
）
前
掲
註
（
20
）
竹
野
郡
長
栗
山
透
の
序
文
に
よ
る
。

（
27
）
前
掲
註
（
20
）
一
八
六
～
一
八
七
頁

（
28
）
前
掲
註
（
７
）
一
九
〇
三
年
、
五
頁

（
29
）
前
掲
註
（
20
）
二
二
五
頁

（
30
）
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
蔵
『
橋
立
新
聞
』
大
正
一
一
年
七
月
三
〇
日
号
、
二
頁

（
31
）
明
治
三
三
年
町
政
施
行
時
の
人
口
は
一
七
二
八
人
、
明
治
三
七
年
浅
茂
川
村
と
の
合
併
時
は

三
九
七
〇
人
と
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
『
京
都
府
市
町
村
合
併

史
』
一
九
六
八
年
、
一
一
五
八
頁
、
一
一
六
〇
頁
）

（
32
）
網
野
神
社
蔵
「
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
網
野
神
社
神
殿
・
拝
殿
・
渡
廊
建
立
棟
札
」（
妻

木
宣
嗣
編
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
網
野
町
―
』
二
〇
〇
八
年
、

一
六
二
頁
）、拙
稿
「
神
社
境
内
と
町
並
み
―
丹
後
網
野
神
社
と
網
野
町
―
」（『
日
本
宗
教
文

化
史
研
究
』
第
二
四
巻
第
二
号
、
二
〇
二
〇
年
、
本
書
第
二
部
第
三
章
）
参
照

（
33
）
織
物
神
は
今
宮
神
社
（
京
都
市
）
か
ら
、養
蚕
神
は
宮
中
紅
葉
山
か
ら
分
祀
さ
れ
て
い
る
（
網

野
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
網
野
町
誌
』
下
巻
一
九
九
六
年
、
四
六
頁
）。

（
34
）
網
野
神
社
蔵
大
正
一
五
年
一
一
月
九
日
付
「
神
社
昇
格
ノ
義
ニ
付
具
申
」。
同
日
付
網
野
町
役

場
受
付
印
、一
一
月
一
〇
日
付
京
都
府
受
付
印
が
あ
る
。
そ
の
後
の
経
過
は
不
明
で
あ
る
が
、

結
果
的
に
昇
格
は
見
送
ら
れ
て
い
る
。

（
35
）
羽
賀
祥
二
『
史
蹟
論
―
一
九
世
紀
日
本
の
地
域
社
会
と
歴
史
意
識
―
』
一
九
九
八
年
、
三
頁

（
36
）
前
掲
註
（
35
）
一
七
～
一
八
頁
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第
三
章　

神
社
境
内
と
町
並
み 

―
丹
後
網
野
神
社
と
網
野
町
―

は
じ
め
に

本
章
は
、
京
都
府
京
丹
後
市
網
野
町
に
位
置
す
る
網
野
神
社
の
近
世
か
ら
近
代
に

か
け
て
の
境
内
を
、
所
在
す
る
村
・
町
の
変
遷
と
と
も
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
部
第
一
章
、
第
二
章
で
は
文
献
中
心
に
由
緒
の
内
容
の
変
化
を
追
っ
た
が
、
単

に
テ
キ
ス
ト
上
の
変
化
だ
け
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
建
物
や
境
内
と

い
っ
た
「
場
」
の
変
化
と
所
在
す
る
村
や
町
と
の
関
係
性
を
考
察
し
、
テ
キ
ス
ト
の

み
に
留
ま
ら
な
い
「
変
化
」
の
多
様
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
近

代
の
神
社
境
内
の
研
究
に
つ
い
て
中
嶋
節
子
氏
は
、「
現
在
に
つ
な
が
る
環
境
整
備
が

盛
ん
に
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
の
神
社
境
内
に
つ
い
て
は
い
ま
ま
で
ほ

と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、い
ま
だ
未
開
拓
の
分
野
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
１
）」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
近
年
、
特
に
明
治
時
代
以
降
に
建
立
さ
れ
た
「
創
建
神

社
」
と
呼
ば
れ
る
神
社
の
社
殿
に
つ
い
て
は
、
そ
の
代
表
格
と
い
え
る
明
治
神
宮
を

中
心
に
研
究
が
進
み
、
建
物
の
み
な
ら
ず
参
道
や
境
内
林
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
研

究
が
多
岐
に
わ
た
り
つ
つ
あ
る
（
２
）。
ま
た
「
近
代
和
風
建
築
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ

の
な
か
で
神
社
建
築
が
取
り
扱
わ
れ
、
京
都
府
内
で
も
調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
報

告
書
が
す
で
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
３
）。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
規

模
の
大
き
な
神
社
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
林
章
氏
は
「
近
代
神

社
境
内
に
関
す
る
研
究
は
近
年
活
発
で
あ
り
、
官
国
幣
社
な
ど
規
模
の
大
き
な
神
社

に
関
し
て
は
造
営
の
経
緯
や
技
術
的
内
容
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、

近
代
の
府
県
社
以
下
の
規
模
の
小
さ
な
神
社
境
内
に
関
し
て
は
、
神
社
数
も
多
く
、

不
明
な
こ
と
は
多
い
。（
４
）」と
指
摘
し
て
い
る
。
で
は
小
規
模
境
内
に
つ
い
て
は
ど

の
よ
う
な
研
究
方
法
が
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
大
規
模
の
境
内
で
あ
れ
ば
構
成
要
素
の

中
心
と
な
る
本
殿
や
拝
殿
と
い
っ
た
建
物
、
鳥
居
や
灯
籠
な
ど
の
石
造
物
の
変
遷
を

追
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、「
制
限
図
」
と
い
っ
た
国
の
制
度
に
則
っ
た
場
合
、
そ
の

影
響
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
小
規
模
の
境
内
で
は
そ
も

そ
も
変
遷
を
追
え
る
ほ
ど
建
物
や
石
造
物
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
、「
制
限

図
」
の
対
象
と
な
る
場
合
が
少
な
い
。
小
林
氏
の
い
う
府
県
社
以
下
の
小
規
模
神
社

境
内
に
つ
い
て
は
、
所
在
す
る
町
や
村
の
住
人
の
寄
進
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
、
神
社
を
取
り
巻
く
地
域
社
会
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
そ
の
関
係
性
を

含
め
た
研
究
が
必
要
と
い
え
る
。
そ
こ
で
本
章
は
、
神
社
が
所
在
す
る
網
野
町
（
町

制
施
行
ま
で
は
網
野
村
）
の
町
並
み
の
拡
大
や
人
口
の
増
加
が
、
社
殿
の
建
築
や
境

内
の
整
備
に
い
か
に
影
響
を
与
え
て
き
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
第
二
部
第
一
章
、

第
二
章
で
述
べ
た
由
緒
の
変
化
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
き
た
い
。

一　

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
網
野
神
社
境
内

近
世
期
に
お
け
る
網
野
神
社
と
所
在
す
る
網
野
村
の
様
子
を
示
す
「
福
田
川
河
口

新
田
開
発
絵
図
（
大
）」【
図
1
】
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
丹
後
国
竹
野
郡
の
網

野
村
と
浅
茂
川
村
に
よ
る
新
田
開
発
に
か
か
る
争
論
に
際
し
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
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定
さ
れ
て
い
る
（
５
）。
こ
の
図
の
左
上
に
浅
茂
川
村
、
右
側
に
網
野
村
が
描
か
れ
て

お
り
、
網
野
神
社
は
網
野
村
の
西
端
に
位
置
し
て
い
る
。
神
社
部
分
を
拡
大
す
る
と

境
内
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
【
図
2
】、西
側
か
ら
赤
く
着
色
さ
れ

た
鳥
居
、
参
道
、
割
拝
殿
風
の
建
物
、
本
殿
が
並
び
、
末
社
と
思
わ
れ
る
建
物
も
あ

る
。
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
本
殿
は
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
建
立
さ
れ
た
も
の

で
、
現
在
末
社
の
一
つ
で
あ
る
蠺
織
神
社
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
殿
の

前
に
位
置
し
て
い
る
割
拝
殿
風
の
建
物
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
よ
く
似
た
建
物
は

京
丹
後
市
内
の
神
社
に
は
数
多
く
存
在
し
て
お
り
（
６
）、
中
央
が
吹
き
抜
け
で
通
路

と
し
て
使
用
さ
れ
、両
側
は
神
輿
や
神
器
の
保
管
場
所
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
や
、

壁
面
を
作
ら
ず
に
囲
炉
裏
を
設
置
し
た
も
の
も
あ
る【
図
3
】。
ま
た
本
社
の
よ
う
に

直
行
す
る
参
道
が
あ
り
、
本
殿
前
に
割
拝
殿
風
建
物
を
配
置
す
る
境
内
構
成
は
、
京

丹
後
市
内
の
神
社
で
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
一
例
を
挙
げ
る
と
八
幡
神
社
（
京

丹
後
市
網
野
町
小
浜
）
は
現
在
も
同
じ
構
成
を
保
っ
て
い
る
【
図
4
】。

さ
て
、明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
の
「
古
社
取
調
書
付
図
」【
図
5
】
も
西
向
き

の
参
道
は
変
わ
ら
ず
、【
図
2
】
と
比
較
す
る
と
本
殿
と
す
ぐ
南
側
に
位
置
す
る
末
社

と
見
ら
れ
る
小
さ
な
建
物
、
北
西
側
に
早
尾
神
社
と
も
う
一
棟
、
西
側
に
割
拝
殿
風

の
建
物
は
共
通
し
て
い
る
が
、
東
南
に
延
び
る
裏
参
道
に
は
石
灯
籠
や
明
治
一
四
年

（
一
八
八
一
）
建
立
の
鳥
居
（
７
）、
さ
ら
に
本
殿
北
側
に
石
段
ら
し
き
も
の
と
愛
宕
神

社
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
灯
籠
は
現
存
す
る
も
の
で
最
も
古
い
も
の
が
寛
政
三
年

（
一
七
九
一
）
寄
進
、
次
い
で
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
寄
進
の
も
の
が
あ
る
が
、
本

図
に
描
か
れ
て
い
る
灯
籠
と
対
応
し
て
い
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
境
内
隅
に
は
、
破
損
し
た
灯
籠
が
ま
と
め
て
保
管
さ
れ
て
お
り
、
も
と
も
と

の
設
置
場
所
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
て
、
本
図
に
描
か
れ
た
本
殿
は
上

屋
を
描
い
て
い
る
と
み
ら
れ
、
こ
れ
は
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
に
取
り
除
か
れ
（
８
）

そ
れ
以
来
再
建
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
近
世
末
期
の
【
図
2
】
と
近
代
の

【
図
5
】
を
比
較
す
る
と
、（
１
）
西
端
に
位
置
す
る
鳥
居
、（
２
）
割
拝
殿
風
建
物
、

（
３
）
本
殿
、（
４
）
早
尾
神
社
と
隣
接
す
る
建
物
、（
５
）
本
殿
南
側
の
末
社
、
と
境

内
を
構
成
す
る
建
物
や
参
道
の
ほ
と
ん
ど
が
一
致
し
て
い
る
。【
図
2
】に
見
ら
れ
な

か
っ
た
愛
宕
神
社
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
上
屋
建
立
の
際
の
棟
札
（
９
）
が
あ

り
、明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
の
「
神
社
明
細
帳
」
に
も
記
さ
れ
て
お
り
（
10
）、恐

ら
く
近
世
に
も
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
図
で
は
省
略
さ
れ
た
の
か
も
し 【図１】 福田川河口新田開発絵図（大）（永島家文書、京都府立丹後郷土資料館蔵）

浅茂川村
網野神社

網野村
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【図２】 福田川河口新田開発絵図（大）部分
（永島家文書、京都府立丹後郷土資料館蔵）

【図３】 溝谷神社（京丹後市弥栄町溝谷）の割拝殿風建物

【図５】 古社取調書付図（京丹後市蔵『旧網野町役場文書』001）

【図４】 八幡神社境内（京丹後市網野町小浜）

早尾神社

早尾神社
愛宕神社

本 殿

本 殿

末 社

末 社

鳥 居

鳥 居

鳥 居

割拝殿風建物

割拝殿風建物
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れ
な
い
。

二　

大
正
時
代
に
お
け
る
境
内
整
備

先
述
し
た
よ
う
に
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
網
野
神
社
の
境
内
は
大
き
く
変
化

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
正
時
代
に
入
り
状
況
が
変
わ
っ
て
い
く
。
そ

の
発
端
は
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
に
神
社
か
ら
京
都
府
に
提
出
さ
れ
た
「
神

社
移
転
改
築
願
」
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
願
に
は

神
社
移
転
改
築
願

	
	

竹
野
郡
網
野
町
字
網
野
小
字
大
口

	
	

	
	

村
社
　
網
野
神
社

右
神
社
建
物
ハ
百
数
十
年
以
前
ノ
建
築
ニ
テ
頗
ル
頽
廃
シ
改
築
ヲ
要
シ
居
候

処
、
現
敷
地
ハ
平
地
ニ
シ
テ
而
モ
人
家
ニ
接
近
シ
居
リ
万
一
火
災
ノ
場
合
ニ
ハ

類
焼
ノ
恐
有
之
候
ニ
付
同
境
内
地
ニ
テ
比
較
的
民
家
ヲ
距
リ
タ
ル
場
所
ニ
移
転

改
築
仕
度
候
、
尤
モ
新
敷
地
ハ
北
方
ニ
松
林
ノ
小
丘
ヲ
負
ヒ
東
西
ハ
常
緑
樹
等

ニ
テ
囲
繞
シ
殊
ニ
約
三
尺
ノ
高
地
ニ
テ
風
致
宜
シ
ク
大
ニ
尊
厳
ヲ
増
シ
崇
敬
心

涵
養
上
資
ス
ル
点
モ
可
有
之
候
間
該
地
ニ
移
転
改
築
ノ
義
御
許
可
被
成
下
度
別

紙
関
係
書
類
相
添
此
段
奉
願
候
也

　
大
正
十
年
九
月
十
三
日

網
野
神
社
社
掌

　
行
待
寿
満
（
印
）

氏
子
総
代

　
安
達
伝
蔵
（
印
）

　
安
井
寅
蔵
（
印
）

　
堀
江
清
蔵
（
印
）

　
堀
江
亀
三
（
印
）

　
谷
口
広
蔵
（
印
）

京
都
府
知
事
　
若
林
賚
蔵
殿
（
11
）

と
、
本
殿
の
建
立
か
ら
百
数
十
年
を
経
過
し
た
た
め
改
築
を
要
す
る
こ
と
、
現
在
地

が
人
家
に
近
く
火
災
の
際
に
類
焼
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
現
在

地
の
北
側
に
移
転
改
築
を
し
た
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
殿
は
天
明
二
年

（
一
七
八
二
）
建
立
で
あ
る
か
ら
、こ
の
時
点
で
一
四
〇
年
近
く
経
過
し
て
い
る
。
ま

た
前
節
で
記
し
た
よ
う
に
境
内
地
は
網
野
村
西
端
と
は
い
え
人
家
と
隣
接
し
た
位
置

に
な
る
。
し
か
し
当
時
本
殿
は
上
屋
に
覆
わ
れ
て
お
り
、大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）

新
本
殿
建
立
記
念
の
絵
葉
書
【
図
6
】
を
見
て
も
、
建
物
自
体
が
「
頗
ル
頽
廃
シ
改

築
ヲ
要
シ
」
と
い
う
状
態
と
は
必
ず
し
も
い
え
ず
、
人
家
に
隣
接
し
て
い
る
と
は
い

え
中
心
部
で
は
な
く
類
焼
の
危
険
性
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
と
は
い
え
な
い
。
新
し
い

【図６】 網野神社旧本殿
（網野神社蔵『網野神社改築記念絵葉書』）

【図７】 網野神社新拝殿・本殿
（網野神社蔵『網野神社改築記念絵葉書』）
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本
殿
を
建
立
し
た
後
も
旧
本
殿
は
残
さ
れ
蠺
織
神
社
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
（
12
）、

こ
う
す
る
こ
と
を
見
越
し
て
「
移
転
」
と
い
う
手
段
を
採
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
結

果
的
に
移
転
の
許
可
を
受
け
、
新
本
殿
が
旧
本
殿
の
北
西
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
位
置

に
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
【
図
7
】。
新
本
殿
の
設
計
は
当
時
奈
良
県
技
師
で

あ
っ
た
岸
熊
吉
、
大
工
棟
梁
は
兵
庫
県
城
崎
郡
竹
野
村
の
長
岡
虎
造
で
あ
る
。
近
隣

で
は
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
向
拝
正
面
に
龍
の
彫
刻
を
配
し
、
木
鼻
は
獅
子
や

象
の
彫
刻
で
飾
り
、
ま
た
複
雑
な
組
み
物
を
持
つ
本
殿
が
多
く
あ
る
中
（
13
）、
装
飾

性
を
押
さ
え
た
規
模
の
大
き
な
流
造
の
本
殿
は
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
北
丹

後
地
震
の
復
興
の
際
に
建
立
さ
れ
た
本
殿
に
も
見
ら
れ
（
14
）、
そ
の
先
駆
け
と
い
え

る
。「
神
社
移
転
改
築
願
」に
は
建
物
の
平
面
図
や
立
面
図
な
ど
五
枚
の
図
面
が
添
付

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
「
竹
野
郡
網
野
神
社
移
転
（
新
築
）
平
面
図
」【
図
8
】
に

は
、
旧
来
の
境
内
の
様
子
と
新
規
に
建
立
す
る
建
物
両
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
見
る
と
西
向
き
で
あ
っ
た
本
殿
が
南
向
き
に
変
わ
り
、
そ
れ
に
伴
い
新
た
に
南
側

か
ら
入
る
参
道
が
作
ら
れ
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
参
道
と
境
内
の
大
き

な
変
化
は
ど
う
い
っ
た
理
由
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
神
社
の
所
在
す
る
網
野
町
（
村
）
の
動
向
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
近
世
、

網
野
村
は
一
時
期
幕
府
領
で
あ
っ
た
が
、お
お
よ
そ
宮
津
藩
領
で
あ
っ
た
。明
治
一
二

年
（
一
八
七
九
）
網
野
村
に
竹
野
郡
役
所
が
設
置
さ
れ
、
当
時
は
「
近
来
郡
役
所
ヲ

置
シ
ヨ
リ
、
繁
華
昔
年
ニ
優
リ
、
郡
中
一
ノ
小
都
会
ナ
リ
」（
15
）
と
称
さ
れ
、
そ
の

後
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
町
制
が
施
行
さ
れ
網
野
町
と
な
り
、
明
治
三
七
年

（
一
九
〇
四
）に
は
隣
接
す
る
浅
茂
川
村
と
合
併
し
た
。
網
野
町
と
浅
茂
川
村
の
合
併

に
つ
い
て
は
、
網
野
神
社
付
近
に
浅
茂
川
村
住
民
が
移
住
し
た
も
の
の
、
村
費
を
浅

茂
川
村
に
納
め
て
い
た
こ
と
が
発
端
で
、
町
村
境
界
の
変
更
が
検
討
さ
れ
、
さ
ら
に

郡
役
所
の
調
停
も
あ
り
最
終
的
に
は
合
併
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
（
16
）。
ま
た
、
網

野
神
社
の
す
ぐ
西
側
に
は
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
に
網
野
小
学
校
が
建
築
さ
れ
、

そ
の
後
数
度
に
わ
た
り
増
築
さ
れ
て
い
る
（
17
）。

【図８】 「竹野郡網野神社移転（新築）平面図」
京都府立京都学・歴彩館蔵「京都府行政文書」大 10-0046-002『大正十年神社異動自三六至了』

旧本殿

小学校 新
参
道

本 殿

拝 殿

鳥 居

鳥 居
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と
こ
ろ
で
【
図
1
】
を
み
る
と
網
野
村
と
浅
茂
川
村
の
集
落
は
距
離
を
保
っ
て
存

在
し
て
お
り
、
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
内
務
省
地
理
調
査
所
作
成
の
五
万
分
の

一
地
形
図
「
網
野
」【
図
9
】
を
見
て
も
、浅
茂
川
村
と
網
野
村
の
集
落
の
距
離
感
は

変
わ
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
刊
行
さ

れ
た
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
所
載
の
「
京
都
府
竹
野
郡
全
図
」【
図
10
】
で
は
、両
町

村
の
間
に
人
家
が
立
ち
並
び
集
落
は
一
体
化
し
て
い
る
。
網
野
神
社
の
周
辺
で
は
明

治
時
代
に
入
り
町
制
施
行
や
浅
茂
川
村
と
の
合
併
を
経
て
、
人
口
の
増
加
（
18
）、
小

学
校
の
建
築
な
ど
周
辺
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
大
正
一
〇
年

（
一
九
二
一
）に
郡
役
所
が
新
参
道
か
ら
南
に
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
移
転
さ

れ
た
（
19
）。
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
北
丹
後
地
震
の
被
害
状
況
を
記
す
略
図
を
見

る
と
、
新
参
道
の
延
長
線
上
に
は
郡
役
所
や
町
役
場
と
い
っ
た
行
政
の
中
心
と
な
る

建
物
が
存
在
し
て
お
り【
図
11
】、
近
世
「
網
野
村
」
の
西
端
で
あ
っ
た
場
所
が
、「
網

野
町
」
の
中
心
的
な
場
所
に
変
貌
し
た
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
網
野
神
社
も
場
所
は

そ
の
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
周
辺
環
境
の
変
化
に
よ
り
町
の
中
心
地
に
位
置
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
西
向
き
で
あ
っ
た
本
殿
が
南
向
き
に
変
わ
り
、
そ
れ
に
と
も

な
い
参
道
も
新
設
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
周
辺
環
境
の
変
化
が
影
響
を
与
え
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
に
府
社
へ
の
社
格
昇
格

が
申
請
さ
れ
て
お
り
（
20
）、
一
連
の
境
内
整
備
の
理
由
の
一
つ
に
社
格
の
昇
格
が
目

論
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、『
竹
埜
郡
神
社
明
細
帳
』
に

は
郷
社
一
、
村
社
七
四
、
無
格
社
一
四
九
の
合
計
二
二
四
社
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

上
位
の
社
格
で
あ
る
郷
社
の
竹
野
神
社
は
竹
野
村
に
あ
り
、
網
野
神
社
は
数
あ
る
村

社
の
う
ち
の
一
つ
過
ぎ
な
か
っ
た
。
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
の
人
口
は
網
野
町

五
八
三
六
人
、
竹
野
村
一
三
〇
九
人
と
大
き
く
差
が
あ
り
（
21
）、
官
公
庁
の
整
備
や

人
口
の
増
加
に
よ
り
郡
内
の
中
心
地
た
る
地
位
を
積
み
上
げ
て
き
た
網
野
町
に
と
っ

て
、
郡
内
最
高
の
社
格
を
持
つ
神
社
を
誕
生
さ
せ
た
い
と
い
う
思
惑
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
境
内
整
備
は
一
つ
の
区
切
り
を
迎
え
た
が
、
完
成
後
間
も
な

【図９】 内務省地理調査所作成５万分
の１地形図「網野」（部分、網野神社
の位置を追記）

【図 11】 地震前の網野区における地割および被害状況（部分、一部加筆）
『京丹後市史資料編 京丹後市の災害』2013 年、161 頁

【図10】 京都府竹野郡全図
（部分、網野神社の位置を追記）

新
本

殿

旧本殿

新参道旧
参

道

網野神社

網野神社

網野神社
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い
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
北
丹
後
地
震
に
よ
っ
て
拝
殿
は
倒
壊
し
て
し
ま
い
、

そ
の
後
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
改
め
て
拝
殿
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
透
塀
、
神
饌
所
、
玉
垣
、
手
水
舎
の
建
立
（
22
）
を
経
て
、
昭
和
一
八
年

（
一
九
四
三
）
府
社
へ
の
昇
格
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
23
）。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
町
村
合
併
や
人
口
増
に
よ
る
集
落
の
拡
大
、
官
公
庁
等
の
建
設

に
よ
る
中
心
地
の
変
化
の
よ
う
に
、
地
域
社
会
が
も
た
ら
す
周
辺
環
境
の
影
響
を
受

け
、
網
野
神
社
の
本
殿
建
立
、
境
内
整
備
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

移
転
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
新
本
殿
を
建
立
し
、
南
向
き
の
新
参
道
を
設
置
し
た

の
は
、
そ
の
延
長
線
上
が
町
の
中
心
地
と
し
て
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
の
影
響
が
考

え
ら
れ
る
。
一
事
例
の
紹
介
に
す
ぎ
な
い
が
小
規
模
境
内
を
考
え
る
手
法
の
一
つ
と

し
て
、
周
辺
環
境
や
地
域
社
会
の
変
遷
と
と
も
に
考
察
す
る
こ
と
の
有
効
性
は
示
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
治
一
七
年
の
『
神
社
明
細
帳
』
の
由
緒

を
発
端
に
、
明
治
時
代
後
期
の
古
墳
の
調
査
を
踏
ま
え
て
祭
神
の
追
加
が
あ
り
、
そ

の
後
大
正
四
年
刊
行
の
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
で
記
さ
れ
る
由
緒
が
完
成
し
た
。
こ

の
時
期
は
町
村
合
併
が
あ
り
人
口
も
増
大
す
る
時
期
で
あ
り
、
町
並
み
も
変
化
し
て

い
っ
た
。
そ
の
後
に
本
殿
建
立
、
蠺
織
神
社
勧
請
、
社
格
昇
格
申
請
へ
と
段
階
的
に

変
化
し
て
い
る
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
由
緒
や
祭
神
と
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー

を
整
え
、
次
に
建
物
や
境
内
と
い
っ
た
外
観
を
整
え
、
さ
ら
に
祭
神
の
勧
請
や
社
格

の
昇
格
と
い
っ
た
外
部
の
力
を
加
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
相
互
に
関
わ
り

あ
い
な
が
ら
段
階
的
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
。

さ
て
、
戦
前
の
神
社
制
度
の
な
か
で
の
網
野
神
社
境
内
の
動
き
は
こ
こ
ま
で
で
あ

る
が
、
近
代
に
整
備
さ
れ
た
建
物
や
参
道
は
現
在
も
ほ
と
ん
ど
が
残
っ
て
い
る
。
戦

後
は
、
結
婚
式
場
の
建
設
、
石
庭
の
寄
進
、
忠
魂
碑
の
移
設
、
公
園
の
設
置
、
文
化

財
解
説
看
板
の
設
置
な
ど
さ
ら
に
境
内
は
変
化
し
続
け
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
も
あ

り
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
が
、
地
域
社
会
と
の
関
連
の
中
で
境
内
が

変
化
し
て
い
る
点
は
戦
前
・
戦
後
も
変
わ
ら
な
い
と
言
え
る
。

年

号

網
野
神
社
の
出
来
事

周
辺
の
出
来
事

享
徳
元
年

一
四
五
二

社
殿
建
立

延
宝
五
年

一
六
七
七

社
殿
建
立

天
明
二
年

一
七
八
二

社
殿
建
立

明
治
一
一
年

一
八
七
八

網
野
神
社
西
側
に
網
野
小
学
校
が
建
築
さ

れ
る
。

明
治
一
二
年

一
八
七
九

網
野
村
に
竹
野
郡
役
所
が
設
置
さ
れ
る
。

明
治
一
四
年

一
八
八
一

鳥
居
建
立

明
治
一
七
年

一
八
八
四

『
神
社
明
細
帳
』
作
成

明
治
三
三
年

一
九
〇
〇

網
野
町
町
制
施
行

明
治
三
七
年

一
九
〇
四

網
野
町
、
浅
茂
川
村
合
併

大
正
四
年

一
九
一
五

『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
刊
行

大
正
一
〇
年

一
九
二
一

本
殿
上
屋
撤
去

大
正
一
〇
年

一
九
二
一

移
転
改
築
願
申
請

郡
役
所
移
転

大
正
一
一
年

一
九
二
二

社
殿
建
立

銚
子
山
古
墳
国
史
蹟
に
指
定

大
正
一
四
年

一
九
二
五

養
蚕
神
、
織
物
神
勧
請

大
正
一
五
年

一
九
二
六

府
社
昇
格
申
請

昭
和
二
年

一
九
二
七

地
震
に
よ
り
拝
殿
倒
壊

北
丹
後
地
震

昭
和
四
年

一
九
二
九

拝
殿
再
建

昭
和
一
七
年

一
九
四
二

玉
垣
建
立

昭
和
一
八
年

一
九
四
三

府
社
昇
格
、
手
水
舎
建
立

【
参
考
】　
網
野
神
社
関
係
略
年
表
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　〔
註

〕

（
１
）
中
嶋
節
子
「
近
代
京
都
に
お
け
る
神
社
境
内
の
環
境
整
備
―「
神
苑
」
の
創
出
―
」『
賀
茂
文

化
研
究
』
第
五
号
、
一
九
九
七
年

（
２
）
神
道
文
化
会
創
立
五
十
周
年
記
念
出
版
委
員
会
編
『
近
代
の
神
社
景
観
―
神
社
局
時
代
に
撮

影
さ
れ
た
神
社
』
一
九
九
八
年
、
藤
田
大
誠
・
青
井
哲
人
・
畔
上
直
樹
・
今
泉
宜
子
『
明
治

神
宮
以
前
・
以
後
近
代
神
社
を
め
ぐ
る
環
境
形
成
の
構
造
転
換
』
二
〇
一
五
年
、
藤
岡
洋
保

『
明
治
神
宮
の
建
築

日
本
近
代
を
象
徴
す
る
空
間
』
二
〇
一
八
年
な
ど

（
３
）
京
都
府
教
育
庁
指
導
部
文
化
財
保
護
課
編
『
京
都
府
の
近
代
和
風
建
築
　
京
都
府
近
代
和
風

建
築
総
合
調
査
報
告
書
』
二
〇
〇
九
年

（
４
）
小
林
章
「
近
代
の
神
社
境
内
の
研
究
動
向
」（『
東
京
農
大
農
学
集
報
』
六
一
-
四
、
二
〇
一
七
年
）

（
５
）
京
丹
後
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
京
丹
後
市
史
資
料
編

京
丹
後
市
の
古
地
図
』
二
〇
一
六
年
、

一
四
三
頁

（
６
）
京
丹
後
市
内
に
は
割
拝
殿
風
建
物
は
二
三
ヶ
所
現
存
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
網
野
神
社
の
よ

う
に
取
り
壊
さ
れ
た
事
例
が
他
に
も
存
在
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
本
稿
の
よ
う
に
村
の

絵
図
や
境
内
図
を
使
用
し
た
調
査
が
進
め
ば
そ
の
数
は
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
。
妻
木
宣
嗣

編
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
網
野
町
―
』
二
〇
〇
八
年
、
同
『
京
都

府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
大
宮
町
―
』
二
〇
〇
九
年
、
同
『
京
都
府
京
丹
後

市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
弥
栄
町
―
』
二
〇
一
〇
年
、
同
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建

築
物
調
査
報
告
書
―
丹
後
町
―
』
二
〇
一
一
年
、
同
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査

報
告
書
―
峰
山
町
―
』
二
〇
一
二
年
、
同
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―

久
美
浜
町
―
』
二
〇
一
四
年
参
照
。

（
７
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
四
-
〇
〇
三
七
『
明
治
一
四
年

自
六
月
七
日
仝
月
廿
五
日
人
民
指
令
』
所
収
明
治
一
四
年
六
月
三
日
付
「
御
願
書
」
に
よ
り

神
社
か
ら
鳥
居
建
立
の
願
い
が
京
都
府
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
大
一
四
-
〇
〇
四
五
-
〇
〇
一
『
大

正
十
四
年
神
社
財
産
登
録
』
所
収
大
正
一
四
年
六
月
一
八
日
起
案
「
神
社
財
産
登
録
ノ
件
」

に
「
上
屋
ハ
大
正
十
年
九
月
十
三
日
付
京
都
府
指
令
十
社
第
一
六
八
八
号
ヲ
以
テ
改
築
許
可

ヲ
受
ケ
タ
ル
際
除
却
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
大
正
十
四
年
五
月
十
三
日
付
神
社
明
細
帳
訂
正
願
申
請

済
」
と
あ
る
。

（
９
）
前
掲
註
（
６
）〔
妻
木
宣
嗣
二
〇
〇
八
年
〕
一
六
〇
頁

（
10
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
-
四
九
-
追
一
『
竹
埜
郡
神

社
明
細
帳
』
五
四

（
11
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
大
一
〇
-
〇
〇
四
六
-
〇
〇
二
『
大

正
十
年
神
社
異
動
自
三
六
至
了
』

（
12
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
大
一
四
-
〇
〇
四
三
『
大
正
十
四
年

神
社
異
動
・
祭
典
・
神
社
雑
』
所
収
大
正
一
四
年
一
月
一
五
日
付
「
境
内
神
社
合
併
願
」
に

は
、
境
内
神
社
を
合
併
し
蠺
織
神
社
と
す
る
こ
と
が
願
い
だ
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
文
化
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
建
立
日
吉
神
社
本
殿
（
京
丹
後
市
網
野
町
浅
茂
川
）、明
治
一
二

年
（
一
八
七
九
）
建
立
六
神
社
本
殿
（
京
丹
後
市
網
野
町
下
岡
）
な
ど
。

（
14
）
金
刀
比
羅
神
社
（
京
丹
後
市
峰
山
町
泉
）、
八
幡
神
社
（
京
丹
後
市
峰
山
町
長
岡
）、
金
峰
神

社
（
京
丹
後
市
峰
山
町
吉
原
）、
大
宮
売
神
社
（
京
丹
後
市
大
宮
町
周
枳
）、
日
吉
神
社
（
京

丹
後
市
弥
栄
町
木
橋
）。
大
場
修
編『
丹
後
震
災
か
ら
の
建
築
復
興
過
程
に
関
す
る
調
査
研
究

報
告
書
―
神
社
・
小
学
校
校
舎
を
中
心
に
―
』
二
〇
〇
七
年
、
本
田
祐
一
郎
・
大
場
修
「
丹

後
震
災
後
の
神
社
社
殿
復
興
に
関
す
る
史
的
研
究
」（『
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
研
究
報
告

集
』
第
四
九
号
・
計
画
系
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
15
）
平
井
義
直
編
『
京
都
府
管
内
地
誌
丹
後
之
部
』
一
八
八
二
年
、
廿
七
丁
表

（
16
）
網
野
町
と
浅
茂
川
村
の
合
併
に
つ
い
て
は
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
『
京
都
府
市
町
村
合

併
史
』
一
九
六
八
年
、
一
一
五
九
～
一
一
六
一
頁
、
飯
塚
一
幸
「
日
露
戦
争
後
の
網
野
町
」

（『
網
野
町
誌
』
上
巻
、
一
九
九
二
年
、
五
九
三
～
五
九
六
頁
）
参
照
。

（
17
）
網
小
百
年
祭
記
念
事
業
実
行
委
員
会
発
行
『
―
網
小
百
年
の
歩
み
―
網
野
小
学
校
百
周
年
記

念
誌
』
一
九
八
一
年
、
一
〇
五
頁

（
18
）
網
野
村
と
浅
茂
川
村
、
合
併
後
の
網
野
町
の
人
口
の
推
移
を
示
す
と
、
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明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
網
野
村
・
浅
茂
川
村
　
三
五
八
三
人

	

明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
網
野
町
　
三
九
〇
〇
人

	

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
網
野
町
　
四
六
六
〇
人

	
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
網
野
町
　
五
八
七
六
人

	

と
な
り
大
正
期
か
ら
増
加
が
著
し
い
。（
人
口
は
『
京
都
府
市
町
村
合
併
史
』、『
丹
後
国
竹
野

郡
誌
』
を
参
照
し
た
。）

（
19
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
大
一
〇
-
〇
〇
二
一
『
大
正
十
年
衆

議
院
・
変
災
被
害
・
雑
』
所
収
大
正
一
〇
年
六
月
二
七
日
起
案
「
郡
役
所
位
置
変
更
ノ
件
」

（
20
）
網
野
神
社
蔵
大
正
一
五
年
一
一
月
九
日
付
「
神
社
昇
格
ノ
義
ニ
付
具
申
」。
同
日
付
の
網
野
町

役
場
受
付
印
、
一
一
月
一
〇
日
付
の
京
都
府
受
付
印
が
あ
り
、
書
類
は
受
理
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
が
、
結
果
的
に
昇
格
は
見
送
ら
れ
て
い
る
。

（
21
）
前
掲
註
（
16
）『
京
都
府
市
町
村
合
併
史
』
一
一
五
七
頁
、
一
一
七
〇
頁

（
22
）
透
塀
、
神
饌
所
、
玉
垣
は
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）、
手
水
舎
は
翌
一
八
年
（
一
九
四
三
）

建
立
。
前
掲
註
（
10
）。

（
23
）
網
野
神
社
蔵
昭
和
一
八
年
一
〇
月
一
日
付
「
神
祇
院
一
五
京
総
第
七
号
網
野
神
社
府
社
昇
格

指
令
」、『
官
報
』
第
五
〇
二
〇
号
、
九
八
頁
、
一
九
四
三
年
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第
四
章　

由
緒
の
連
続
性
と
自
治
体
史

は
じ
め
に

第
二
部
第
二
章
に
お
い
て
、
網
野
神
社
の
由
緒
が
『
神
社
明
細
帳
』
か
ら
変
容
を

重
ね
、『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』（
以
下
『
竹
野
郡
誌
』
と
略
す
）
に
お
い
て
現
在
見
ら

れ
る
由
緒
の
項
目
が
出
揃
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
。『
神
社
明
細
帳
』は
全
国
の
神
社

を
把
握
す
る
た
め
の
基
本
台
帳
と
し
て
、
さ
ら
に
神
社
行
政
を
執
行
す
る
上
で
「
公

簿
」
と
し
て
の
効
力
を
終
戦
ま
で
持
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
１
）。
こ
の
指

摘
の
よ
う
に
、
公
簿
と
し
て
の
効
力
は
終
戦
時
ま
で
持
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る

が
、
戦
後
に
お
い
て
も
網
野
神
社
の
由
緒
の
よ
う
に
そ
の
内
容
が
引
き
継
が
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
る
。
終
戦
を
期
に
行
政
上
は
大
き
く
分
断
さ
れ
た
も
の
の
、
地
域
内
で

は
連
続
性
を
保
っ
て
お
り
、
本
章
で
は
主
に
自
治
体
史
の
記
述
を
も
と
に
由
緒
の
連

続
性
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
内
容
が
現
代
ま
で
ど
の
よ
う
に
継
続
し
て
き
た

か
考
察
し
た
い
。
ま
た
近
年
、中
前
正
志
氏
が
寺
院
縁
起
を
古
代
か
ら
近
現
代
ま
で
、

通
史
的
に
分
析
を
試
み
ら
れ
て
い
る
（
２
）。
特
に
寺
内
と
寺
外
に
お
け
る
伝
承
差
に

注
目
し
、
伝
承
の
変
遷
に
法
則
性
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
章
に
お

い
て
も
、
神
社
内
外
の
状
況
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
由
緒
の

変
遷
を
た
ど
り
た
い
。

一　

郡
誌
か
ら
戦
後
の
自
治
体
史
へ

さ
て
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
由
緒
の
連
続
性
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
、『
竹
野

郡
誌
』
に
記
さ
れ
た
網
野
神
社
の
由
緒
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
本
書
は
「
第
一
編

総
説
」
と
し
て
郡
内
全
域
の
地
誌
や
沿
革
を
記
し
、「
第
二
編
町
村
誌
」
に
お
い
て
、

各
町
村
の
詳
細
に
つ
い
て
記
す
。
第
二
編
の
「
第
一
章
網
野
町
」
の
項
目
に
は
、

網
野
神
社
村
社
　
字
網
野
小
字
大
口
鎮
座

（
延
喜
式
）
竹
野
郡
、
網
野
神
社

（
神
社
明
細
帳
）
祭
神
　
住
吉
大
神
　
水
江
浦
島
子
神

由
緒
　
創
立
不
詳
網
野
神
社
の
由
来
を
尋
ぬ
る
に
、
垂
仁
天
皇
天
下
を
知
食
御

代
天
湯
川
板
挙
命
但
馬
国
よ
り
、
当
地
水
江
に
来
り
彼
の
浮
べ
る
白
鳥
を
取
り

奉
り
鎮
守
と
為
さ
ん
と
て
墨
ノ
江
水
笑
の
松
原
村
遠
津
神
に
御
祈
誓
あ
り
て
此

水
江
に
網
を
張
り
し
に
よ
り
後
に
水
江
網
野
と
は
称
す
と
伝
ふ
、
今
網
野
郷
網

野
村
の
西
に
当
る
湖
水
を
村
人
川
続
海
と
称
し
、
東
湖
水
を
離
レ
池
と
伝
ふ
、

東
北
は
海
浜
に
し
て
北
海
に
島
な
し
と
伝
へ
て
海
中
に
夕
日
を
拝
す
る
よ
り
墨

ノ
江
と
は
言
ひ
伝
ふ
、
東
に
鳥
取
郷
鳥
取
村
あ
り
、
元
つ
社
地
園
領
家
は
砂
に

埋
る
に
よ
り
墨
江
浦
浜
に
奉
遷
座
、
享
徳
元
壬
申
年
九
月
取
立
願
主
松
原
大
夫

と
伝
ふ
、
往
古
福
田
村
、
松
原
村
は
当
社
氏
子
也
福
田
、
松
原
と
云
ふ
地
今
に

あ
り
、
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水
江
浦
島
子
神
の
由
来
を
尋
ぬ
る
に
、
此
島
子
が
祖
先
よ
り
御
親
浦
島
太
郎
と

云
ふ
人
の
家
居
せ
し
地
な
り
と
て
、
今
網
野
村
字
福
田
の
ソ
ノ
と
云
ふ
地
名
あ

り
、
浦
島
子
毎
日
釣
を
楽
み
く
ら
せ
し
か
ば
終
に
海
神
の
都
に
通
ひ
、
数
年
を

経
て
帰
郷
せ
し
神
な
り
、今
福
田
の
園
と
い
ふ
に
島
子
の
皺
榎
木
と
い
ふ
あ
り
、

皺
を
こ
の
榎
に
投
け
附
け
終
に
老
衰
し
て
死
す

（
中
略
）

境
内
神
社
五
社
あ
り

早
尾
神
社
　
祭
神
　
天
湯
川
板
挙
命

由
緒
　
創
立
年
月
不
詳
、
鳥
取
事
件
に
よ
り
て
当
地
に
来
り
し
神
に
て
、
今
春

秋
日
岸
の
中
日
を
例
祭
日
と
な
し
、
網
野
郷
内
外
三
里
四
方
の
村
々
寄
集
り
相

撲
を
と
り
、
藤
葛
、
竹
、
木
な
ど
を
持
寄
り
売
買
す
る
こ
と
往
古
よ
り
仕
来
り

な
り
、
こ
れ
を
網
野
神
社
の
取
網
神
祭
と
は
言
ひ
伝
ふ
、

小
金
神
社
　
祭
神
二
座
　
金
山
彦
命
　
高
龗
命

由
緒
　
創
立
年
月
不
詳
、
往
古
よ
り
当
村
字
墨
江
浦
浜
に
貴
船
神
社
鎮
座
有
之

処
当
社
へ
合
併

愛
宕
神
社
　
祭
神
　
火
産
霊
神

由
緒
　
不
詳

大
日
霊
神
社
　
祭
神
　
大
日
霊
命
　
若
宇
賀
之
女
命

由
緒
　
不
詳

市
杵
島
神
社
　
祭
神
　
市
杵
島
比
女
命

由
緒
　
不
詳

（
社
記
）
祭
神
　
水
江
日
子
座
王
命
　〈
住
吉
大
神
　
水
江
浦
嶋
子
神
〉

水
江
日
子
座
命
は
往
古
根
元
宮
山
に
鎮
座
あ
り
し
を
、
現
今
の
社
へ
遷
し
奉
り

毎
年
九
月
十
三
日
の
例
祭
日
に
根
元
宮
山
へ
神
輿
を
渡
御
し
本
社
へ
還
御
奉

仕
、
是
を
網
野
神
社
の
旧
式
祭
典
と
す
、

住
吉
大
神
は
往
古
宮
の
奥
に
鎮
座
あ
り
し
を
現
今
の
社
に
遷
し
奉
る
と
、

水
江
浦
嶋
子
神
は
往
古
浦
嶋
新
宮
山
に
鎮
座
あ
り
能
野
神
社
と
称
せ
し
を
現
今

の
社
へ
遷
し
奉
る
と
、

以
上
の
三
社
を
享
徳
元
年
九
月
十
三
日
に
合
併
奉
遷
座
取
立
大
願
主
松
原
太
夫

明
治
六
年
二
月
十
日
村
社
列
格
（
豊
岡
県
）

明
治
四
十
年
三
月
一
日
幣
饌
料
供
進
指
定
（
京
都
府
）

（
国
名
風
土
記
）
丹
波
国
阿
佐
茂
川
之
東
網
野
邑
祭
所
神
一
坐
水
江
浦
嶋
兒
也

（
丹
後
旧
事
記
）
祭
神
　
住
吉
大
明
神
、
水
江
浦
島
兒

（
大
日
本
地
名
辞
書
）
神
祇
志
料
云
今
浦
嶼
（
ウ
ラ
シ
マ
）
大
明
神
と
い
ひ
、又

浅
茂
川
明
神
と
い
ふ
も
の
是
な
り
、
蓋
日
下
部
首
の
祖
彦
坐
命
を
祭
る
、
按
ふ

に
長
明
の
無
名
鈔
に
、
伊
佐
茂
川
神
は
浦
島
翁
の
な
れ
る
也
と
あ
る
浦
島
翁
は

世
に
言
伝
ふ
る
筒
川
嶼
子
が
事
に
て
、
其
説
は
信
じ
か
た
け
れ
ど
、
此
嶼
子
を

釈
日
本
紀
に
引
け
る
丹
後
風
土
記
に
は
、日
下
部
首
の
祖
神
を
ば
祭
れ
る
よ
り
、

世
に
浦
島
子
と
謬
り
伝
へ
た
る
な
る
べ
し
、
日
下
部
首
依
羅
宿
祢
並
に
仝
祖
な

れ
ば
、
殊
に
網
野
と
い
ふ
に
由
あ
り
て
聞
ゆ

（
丹
哥
府
志
）
住
吉
大
明
神
　
祭
九
月
一
三
日
（
３
）

と
あ
り
、
中
略
部
分
は
社
殿
の
規
模
の
記
述
が
少
し
あ
る
も
の
の
、
全
体
の
半
分
近

く
が
『
神
社
明
細
帳
』
を
元
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
第
二
章
に
お
い
て
所
在

す
る
網
野
町
の
発
展
と
近
隣
の
銚
子
山
古
墳
の
調
査
と
の
関
連
か
ら
、
こ
の
由
緒
に

至
る
過
程
を
論
証
し
た
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
そ
の
後
の
自
治
体
史
に
与
え
た
影
響
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

網
野
神
社
の
所
在
す
る
網
野
町
は
、
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
）
網
野
町
、
島
津

村
、
郷
村
、
木
津
村
、
浜
詰
村
が
合
併
し
新
生
網
野
町
と
な
り
、
そ
の
後
合
併
一
〇

周
年
記
念
事
業
と
し
て
『
網
野
町
史
』（
以
下
、『
町
史
』
と
略
す
。）
の
編
纂
が
昭
和

三
二
年
（
一
九
五
七
）
に
始
ま
り
、
委
員
長
山
下
光
太
郎
、
副
委
員
長
中
矢
金
治
郎
、

委
員
中
川
三
治
、
滝
野
栄
一
、
今
西
英
介
、
井
上
正
一
、
井
上
鼎
一
の
七
名
が
編
纂



85 第四章　由緒の連続性と自治体史

委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
、
最
終
的
に
こ
の
う
ち
山
下
、
中
矢
、
中
川
の
三
氏
が
直
接

の
執
筆
に
当
た
っ
た
（
４
）。
こ
の
三
氏
は
い
ず
れ
も
町
内
在
住
者
で
あ
り
、
山
下
氏

は
戦
前
町
長
を
務
め
（
５
）、
中
矢
氏
は
地
元
の
古
墳
発
掘
に
も
協
力
し
た
郷
土
史
家

（
６
）、
中
川
氏
は
網
野
町
の
地
名
や
年
中
行
事
に
関
す
る
著
作
が
あ
る
（
７
）。
実
際
に

公
刊
さ
れ
た
の
が
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
で
あ
る
が
、そ
の
原
型
と
な
っ
た
『
網

野
町
史
（
草
稿
）』（
以
下
、『
草
稿
』
と
略
す
。）
が
京
丹
後
市
立
郷
土
資
料
館
に
所

蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
記
述
か
ら
検
討
し
た
い
。
少
し
長
く
な
る
が
公
刊
さ
れ
て
い

な
い
史
料
で
あ
る
の
で
全
文
を
記
す
。

網
野
神
社
由
緒

　
垂
仁
天
皇
の
御
代
天
湯
河
板
挙
命
が
但
馬
の
国
か
ら
当
地
水
江
へ
来
た
。
そ

う
し
て
水
の
上
に
浮
ん
で
い
る
白
鳥
を
見
て
、
そ
れ
を
取
っ
て
鎮
守
に
し
よ
う

と
思
い
、
墨
の
江
水
笑
（
み
ず
の
え
）
の
松
原
村
遠
津
神
に
お
ね
が
い
し
て
こ

の
水
江
に
網
を
張
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
水
江
を
後
に
な
っ
て
網
野
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　「
網
野
村
の
西
に
あ
る
湖
水
を
村
人
は
続
海
（
か
つ
み
）
と
称
し
東
の
方
の
湖

水
を
離
れ
池
（
離
湖
）
と
い
っ
て
い
る
。
東
北
は
海
浜
で
島
は
な
い
。
海
中
に

夕
日
を
拝
す
る
か
ら
墨
の
江
と
い
う
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
と
神
社
明
細
帳
に

記
さ
れ
て
い
る
が
意
味
が
通
じ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
い
う

　「
も
と
社
地
農
園
領
家
は
砂
に
埋
ま
る
の
で
墨
江
浦
浜
に
奉
遷
し
た
。

	

〇
享
徳
元

一
四
五
二

九
月
一
三
日
願
主
松
原
太
夫

	

福
田
村
松
原
村
は
当
社
の
氏
子
で
あ
る
。」

―
ど
う
も
た
ゞ
こ
れ
だ
け
で
は
住
吉
大
神
の
祭
神
た
る
由
来
に
は
な
ら
な
い
。

そ
の
白
鳥
事
件
の
天
湯
河
板
挙
命
を
祭
神
と
し
た
の
が
境
内
神
社
の
早
尾
神
社

で
毎
年
秋
の
彼
岸
の
中
日
が
例
祭
に
な
っ
て
い
て
竹
市
が
開
か
れ
る
。
昔
は
す

も
う
を
奉
納
し
た
の
だ
が
太
平
洋
戦
争
中
か
ら
す
た
れ
て
現
在
で
は
や
ら
な
い
。

　
網
野
神
社
の
祭
神
の
い
ま
一
柱
は
水
江
浦
島
子
神
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

浦
島
太
郎
は
島
子
の
親
で
あ
る
。
即
ち
竜
宮
へ
行
っ
た
の
は
太
郎
で
は
な
く
て

島
子
な
の
で
あ
る
。
島
子
は
帰
郷
し
て
［
　
　
］
し
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
が
、

彼
が
皺
を
そ
の
屋
敷
の
榎
（
え
の
き
）
に
投
［
　
　
］
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
榎
を
皺
榎
と
い
っ
て
今
も
銚
子
山
古
墳
の
東
麓
に
残
っ
て
い
る
。
ま
た
社

記
に
よ
る
と
今
一
柱
の
祭
神
は
水
江
日
子
坐
王
命
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
の
根

元
宮
山
に
あ
っ
た
の
を
後
に
現
今
の
社
へ
遷
し
奉
っ
た
の
だ
と
い
う
。
だ
か
ら

今
で
も
例
祭
日
に
は
根
元
宮
山
へ
神
輿
渡
御
の
儀
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
住
吉
大
神
は
昔
は
宮
の
奥
に
あ
っ
た
の
を
現
今
の
社
に
う
つ
し
た
。
水
江
浦

島
子
神
は
昔
は
浦
島
新
宮
山
に
あ
っ
た
の
を
現
在
の
社
に
う
つ
し
た
。
こ
の
三

社
を
合
祭
し
た
の
が
享
徳
元
年
九
月
一
三
日
（
故
に
例
祭
日
は
九
月
一
三
日
）

（
国
名
風
土
記
）
丹
波
阿
佐
茂
川
之
東
網
野
邑
祭
神
一
坐
水
江
浦
嶋
児
也

（
丹
後
旧
事
記
）
祭
神
　
住
吉
大
明
神
水
江
浦
島
児

ま
た
（
大
日
本
地
名
辞
書
）
に
は

神
祇
志
料
に
云
う
浦
嶼
（
う
ら
し
ま
）
大
明
神
と
い
い
、
又
浅
茂
川
明
神
と
い

う
も
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
日
下
部
の
首
の
祖
彦
坐
命
を
祭
る
。
長
明
の
無
名
抄

に
伊
佐
茂
川
神
は
浦
島
翁
の
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
、
い
わ
れ
て
い
る
が
其

の
説
は
信
じ
が
た
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
嶼
子
を
釈
日
本
紀
に
引
い
て
い
る
丹
後

風
土
記
に
は
、
日
下
部
首
の
祖
神
を
祭
っ
て
あ
る
の
で
、
世
に
浦
島
子
を
あ
や

ま
り
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
下
部
首
依
羅
宿
弥

（
マ
マ
）
並
に
同
祖
で
あ
る
か
ら
、殊

に
網
野
と
い
う
と
何
か
わ
け
が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
―
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
境
内
神
社
小
金
神
社
の
祭
神
は
二
座
で
金
山
彦
命
高
龗
神
で
あ
る
。
高

龗
神
は
即
ち
貴
船
神
社
で
あ
る
。
こ
の
社
は
も
と
墨
江
浦
浜
に
あ
っ
た
の
を
合

併
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
貴
船
神
社
は
現
在
で
は
新
庄
と
仲
禅
寺
に
あ
る
。
新
庄
の
貴
船
神
社
は
も
と
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熊
谷
の
加
茂
神
社
と
い
っ
し
ょ
だ
っ
た
の
が
元
禄
の
頃
か
何
か
に
分
か
れ
た
も

の
ら
し
い
。（
加
茂
神
社
の
わ
に
口
の
銘
文
に
よ
り
）

　
ま
た
但
馬
の
中
嶋
神
社
の
由
緒
に
よ
れ
ば
、
同
神
は
田
道
間
守
を
祭
っ
た
社

で
あ
り
、
そ
の
相
殿
に
天
湯
河
板
挙
命
が
祭
っ
て
あ
る
と
い
う
の
だ
が
、
即
ち

垂
仁
天
皇
の
皇
子
誉
津
別
王
は
三
〇
才
に
な
っ
た
も
お
し
で
あ
っ
た
が
あ
る
日

大
空
を
舞
う
鵠
（
こ
う
の
と
り
）
を
見
て
は
じ
め
て
発
音
さ
れ
た
の
で
、
天
皇

は
命
に
彼
の
鳥
を
捕
え
よ
と
仰
せ
ら
れ
、
こ
れ
を
追
う
て
但
馬
の
和
那
美
の
水

門
に
網
を
張
っ
て
捕
え
て
献
上
さ
れ
た
。
そ
こ
で
命
の
霊
を
字
神
宮
の
一
本
杉

に
お
祭
り
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
網
野
で
は
そ
の
鳥
が
網
野
ま
で
逃
げ
て
来
て
、
捕
ら
え
た
の
が
鳥
取
だ
と
い

う
の
だ
。
鳥
を
取
っ
た
の
で
鳥
取
（
弥
栄
町
鳥
取
）
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
同
じ
話
が
但
馬
に
も
あ
る
の
で
何
か
こ
っ
ち
に
ひ
と
つ
の
意

味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
丹
後
国
式
内
神
社
考
）
元
亭
子
山
（
銚
子
山
）
の
南
宮
家
の
山
上
に
日
子
坐
命

（
開
化
天
皇
の
皇
子
）
を
祭
っ
て
あ
っ
た
が
湯
川
桁
命
（
天
湯
河
板
挙
命
）
が
但

馬
か
ら
こ
こ
へ
来
ら
れ
て
松
原
に
網
を
張
り
当
地
の
氏
神
日
子
坐
命
の
神
霊
に

祈
願
し
て
水
之
江
に
浮
ん
で
い
た
白
鳥
を
取
っ
て
垂
仁
天
皇
に
奉
っ
た
。
そ
れ

よ
り
松
原
の
地
を
網
野
と
称
し
、
神
社
を
そ
の
奥
に
移
し
奉
っ
た
。
そ
の
後
村

人
は
湯
川
桁
命
を
相
殿
に
祀
っ
た
が
、
こ
の
社
地
は
砂
の
吹
き
よ
せ
が
は
げ
し

く
祭
祀
に
支
障
を
き
た
し
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
後
花
園
帝
、
義
政
）
九
月
現

在
の
大
口
の
地
に
再
遷
し
た
と
い
う
意
の
記
載
が
あ
る
。

（
参
考
）

但
馬
―
式
内
中
島
神
社

田
道
間
守
命
を
祀
る

相
殿
に
天
湯
河
板
誉
命
（
天
湯
河
板
挙
命
）
を
斎
祀
す

垂
仁
天
皇
の
王
子
誉
津
別
王
は
三
十
に
な
っ
て
も
唖
者
で
あ
っ
た
。
或
日
大
空

を
舞
う
鵠
を
見
て
初
め
て
発
音
さ
れ
た
の
で
、
天
皇
は
命
に
彼
の
鵠
を
捕
え
よ

と
仰
せ
ら
れ
、
こ
れ
を
追
う
て
但
馬
の
和
那
美
の
水
門
に
網
を
張
り
捕
え
て
献

上
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
命
の
霊
を
字
神
宮
の
一
本
杉
に
斎
祀
し
ま
し
た
が
、

中
世
穴
見
郷
の
各
社
□
中
島
神
社
に
合
併
し
て
総
社
と
称
え
た
も
の
ゝ
分
離
の

時
に
こ
の
神
□
は
残
し
現
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
８
）

こ
の
記
事
を
『
竹
野
郡
誌
』
と
比
較
し
て
み
る
と
、
天
湯
河
板
挙
命
が
遠
津
神
に

祈
願
を
し
て
白
鳥
を
捕
っ
た
話
、
東
西
の
湖
水
、
享
徳
元
年
の
移
転
、
早
尾
神
社
の

祭
礼
、
浦
島
子
の
説
話
、
元
の
社
地
に
つ
い
て
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
文
章
の
後
に
、『
国
名
風
土
記
』
と
『
丹
後
旧
事
記
』
と
あ
る
が
、

こ
の
記
述
内
容
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、『
丹
後
旧
事
記
』
は
第
二
部
第
一
章
（
五
三

頁
）
で
示
し
た
通
り
、
他
に
も
記
載
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
引
用
箇
所
が
両
書
と

も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
『
丹
後
旧
事
記
』
所
引
の
『
国
名
風
土
記
』
で
は
地
名
が
「
丹

後
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
両
書
で
は
「
丹
波
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
共
通
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
大
日
本
地
名
辞
書
』
に
つ
い
て
も
同
様
に
他
に
記
述
が
あ
る
も
の
の
引
用

箇
所
が
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
直
後
の
境
内
神
社
小
金
神
社
の
と
こ
ろ
ま
で
が
、『
竹
野

郡
誌
』
と
共
通
し
て
い
る
所
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
は
各
史
料
を
直
接
参
照
し
た
の
で

は
な
く
、
本
書
を
参
照
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
天
湯
河
板
挙

命
の
説
話
に
話
題
が
移
り
、『
丹
後
国
式
内
神
社
考
』
な
ど
関
係
史
料
が
記
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
「
祭
神
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
そ
こ
に
は
『
丹
後
旧
事
記
』、『
丹
後

田
辺
府
志
』、『
明
細
帳
』、『
竹
野
郡
誌
』
所
引
「
社
記
」、『
丹
後
国
式
内
神
社
取
調

書
』、『
倭
名
類
聚
抄
』、『
本
朝
諸
社
一
覧
』、『
田
辺
府
志
』
と
多
く
の
典
籍
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。

一
見
す
る
と
編
纂
作
業
に
あ
た
り
多
く
の
史
料
を
参
照
し
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
実
は
由
緒
に
関
し
て
い
う
と
上
記
に
記
し
た
よ
う
に
『
竹
野
郡
誌
』

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
を
参
照
し
た
の
で
は
な
く
、
同
書
の
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記
述
を
参
照
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
れ
ば
、『
神
社
明
細

帳
』
の
記
述
に
つ
い
て
も
、
直
接
の
引
用
で
は
な
く
『
竹
野
郡
誌
』
に
引
用
さ
れ
た

文
章
を
参
照
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
記
述
の
後
に
祭
神
に
つ

い
て
も
『
丹
後
旧
事
記
』、『
丹
後
田
辺
府
志
』
な
ど
多
く
の
史
料
を
列
挙
し
て
い
る

も
の
の
、
い
ず
れ
も
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
『
町
史
』
編
纂
に
向
け
た
史
料
集
と

い
っ
た
位
置
づ
け
と
い
え
る
。

で
は
、
完
成
し
た
『
町
史
』
に
は
ど
の
よ
う
な
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

か
。
本
書
は
、『
草
稿
』
と
同
じ
三
氏
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
、
山
下
光
太
郎
氏
が
「
歴

史
及
産
業
（
商
工
、
金
融
）、
町
政
」、
中
矢
金
治
郎
氏
が
「
地
誌
産
業
（
農
・
林
・

畜
・
漁
）、
保
健
行
政
」、
中
川
三
治
氏
が
「
教
育
及
文
化
（
交
通
・
民（

マ
マ
）族

観
光
）」
を

担
当
し
、
そ
の
原
稿
を
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
に
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
吉

岡
佐
平
治
氏
よ
り
縮
約
し
た
も
の
で
あ
る
（
９
）。
中
川
氏
担
当
分
の
「
第
四
項
　
町

の
文
化
財
及
民
俗
」
に
「
神
社
・
仏
閣
」
が
立
項
さ
れ
て
お
り
。
そ
こ
に
は

１
網
野
神
社
（
網
野
）

　
垂
仁
天
皇
の
御
代
、
天
湯
川
板
挙
命
が
但
馬
か
ら
当
地
水
江
へ
来
た
。
そ
う

し
て
水
の
上
に
浮
ん
で
い
る
白
鳥
を
見
て
、
そ
れ
を
取
っ
て
鎮
守
に
し
よ
う
と

思
い
、
墨
の
江
水
笑
（
み
ず
の
え
）
の
松
原
村
遠
津
神
に
お
ね
が
い
し
て
、
こ

の
水
江
に
網
を
張
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
水
江
を
後
に
な
っ
て
網
野
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
。

　
さ
て
そ
の
祭
神
は
水
江
浦
島
子
神
と
水
江
日
子
坐
主
命
そ
れ
に
住
吉
大
神
の

三
社
で
あ
っ
て
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
九
月
一
三
日
の
創
建
で
あ
る
。
明
治

六
年
村
社
と
な
り
昭
和
一
八
年
に
は
府
社
に
昇
格
し
た
。

　
境
内
神
社
の
早
尾
神
社
に
は
天
湯
川
板
挙
命
が
祭
神
で
毎
年
秋
の
彼
岸
の
中

日
が
例
祭
で
竹
市
が
開
か
れ
る
。
角
力
も
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
蚕
織
神
社
の

祭
神
は
、
く
れ
は
と
り
、
く
れ
は
と
ら
で
、
皇
室
紅
葉
山
養
蚕
神
社
よ
り
分
霊

し
た
も
の
で
あ
る
。
大
正
一
四
年
四
月
一
三
日
創
立
さ
れ
た
。（
傍
線
部
筆
者
）（
10
）

と
あ
る
。
こ
の
記
述
を
見
る
と
、
天
湯
河
板
挙
命
が
遠
津
神
に
祈
願
を
し
て
白
鳥
を

捕
っ
た
話
、享
徳
元
年
の
移
転
、早
尾
神
社
の
祭
礼
と
『
草
稿
』
で
も
記
さ
れ
た
『
竹

野
郡
誌
』
の
内
容
を
略
述
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
こ
に
郡
誌
編
纂
以
降
の
事

項
を
付
け
加
え
て
い
る
（
傍
線
部
）。『
草
稿
』
で
は
、
多
く
の
史
料
が
列
挙
さ
れ
て

い
た
も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
公
に
刊
行
さ
れ
た
『
町
史
』
に
記
さ
れ
た
の
は
『
竹

野
郡
誌
』
の
記
述
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
網
野
町
誌
』（
以
下
、『
町

誌
』
と
略
す
。）
下
巻
に
は
ど
の
よ
う
な
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

書
は
全
体
の
編
纂
体
制
に
つ
い
て
は
、
上
巻
「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
下
巻
の
執
筆
者
に
つ
い
て
は
特
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
下
巻
は
「
一
、
全
編

を
通
じ
て
（
上
・
中
巻
に
予
告
の
と
お
り
）
旧
『
網
野
町
史
草
稿
』
を
主
軸
と
し
て

編
集
し
て
い
る
（
11
）」
と
あ
り
、
さ
ら
に
神
社
に
つ
い
て
は
、「
今
回
、
あ
ら
た
め
て

神
社
編
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、近
世
以
来
の
諸
文
献
を
参
照
し
た
。（
12
）」
と

あ
る
よ
う
に
、『
草
稿
』
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
近
世
の
地
誌
の
ほ
か
『
神
社
明
細

帳
』、『
竹
野
郡
誌
』、
棟
札
な
ど
を
元
に
記
さ
れ
て
い
る
。
網
野
神
社
の
由
緒
に
つ
い

て
は
、網

野
神
社
（
式
内
・
府
社
）
網
野
小
字
大
口
鎮
座

祭
神
　
水
江
日
子
坐
王
・
住
吉
大
神
・
水
江
浦
島
子
神

水
江
日
子
坐
王
命
は
往
古
根
元
宮
山
に
鎮
座
、
住
吉
大
神
は
往
古
宮
ノ
奥
に
鎮

座
、水
江
浦
島
子
神
は
往
古
浦
島
新
宮
山
に
鎮
座
し
熊
野
神
社
（
一
説
吉
野
社
）

と
称
し
て
い
た
が
、
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
九
月
、
現
在
地
に
合
併
遷
座
し

た
と
伝
え
ら
れ
る
。（「
社
記
」）

（
中
略
）
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〇
境
内
神
社

早
尾
神
社
　
祭
神
　
天
湯
河
板
挙
命

由
緒
　
創
立
年
月
不
詳
、
鳥
取
事
件
（
先
述
）
に
よ
り
て
当
地
に
来
り
し
神
に

て
、
今
、
春
秋
彼
岸
の
中
日
を
例
祭
日
と
な
し
、
網
野
郷
内
外
三
里
四
方
の
村
々

寄
集
り
相
撲
を
と
り
、
藤
葛
・
竹
・
木
な
ど
を
持
寄
り
売
買
す
る
こ
と
往
古
よ

り
仕
来
り
な
り
、
こ
れ
を
網
野
神
社
の
取
網
神
祭
と
は
言
ひ
伝
ふ
。（『
竹
野
郡

誌
』）（
13
）

と
あ
り
、
元
社
地
の
こ
と
、
享
徳
元
年
の
移
転
、
早
尾
神
社
の
祭
礼
と
編
集
方
針
の

通
り
『
草
稿
』
に
記
さ
れ
た
『
竹
野
郡
誌
』
の
記
述
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

後
、
中
略
部
分
に
は
永
浜
宇
平
氏
の
見
解
（
14
）
に
基
づ
き
祭
神
に
つ
い
て
記
す
ほ

か
、『
式
内
社
調
査
報
告
』
の
記
事
を
略
述
し
て
い
る
（
15
）。
さ
ら
に
そ
の
後
に
天
湯

河
板
挙
命
の
説
話
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、『
草
稿
』
で
多
く
記
さ
れ
て
い
た
も
の

の
『
町
史
』
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
が
『
町
誌
』
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
『
草
稿
』
は
『
町
史
』
の
編
纂
に
生
か
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り

か
は
、
む
し
ろ
『
町
誌
』
に
お
い
て
多
く
引
用
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
神
社
明
細
帳
』
か
ら
『
竹
野
郡
誌
』
に
引
き
継
が
れ
た
網
野
神

社
の
由
緒
が
、
戦
後
も
『
草
稿
』、『
町
史
』、『
町
誌
』
へ
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
戦
後
長
い
間
に
わ
た
り
『
竹
野
郡
誌
』
の
記

述
が
自
治
体
史
の
な
か
に
根
強
く
残
っ
て
お
り
、
次
節
に
お
い
て
地
域
に
お
け
る
影

響
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二　

地
域
内
外
へ
の
広
が
り

前
節
に
つ
づ
い
て
、『
神
社
明
細
帳
』
や
『
竹
野
郡
誌
』
の
記
述
が
地
域
に
対
し
て

は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
持
ち
え
た
の
か
、
地
元
の
郷
土
史
研
究
団
体
で
あ
る
網
野
町

郷
土
文
化
保
存
会
の
刊
行
物
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
同
会
は
昭
和
四
〇
年

（
一
九
六
五
）
に
「
郷
土
の
貴
重
な
文
化
財
を
調
査
、
研
究
、
保
存
す
る
こ
と
を
目

的
」
と
し
て
設
立
さ
れ
、
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
）
に
は
約
一
五
〇
名
も
の
会
員

を
擁
し
て
い
た
団
体
で
あ
る
（
16
）。
会
の
設
立
以
降
、
二
六
冊
も
の
特
に
網
野
町
の

歴
史
や
文
化
財
に
関
わ
る
出
版
物
を
刊
行
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
直
接
『
神

社
明
細
帳
』
や
『
竹
野
郡
誌
』
を
引
用
し
て
い
る
例
を
列
挙
し
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
１
）『
網
野
町
文
化
財
目
録
』
そ
の
二
、一
九
六
九
年

網
野
神
社
（
網
野
字
大
口
）

（
田
志
）
浦
島
大
明
神

（
丹
哥
）
別
号
吉
野
社
住
吉
大
明
神
水
の
江
浦
児

（
西
覈
）
水
江
浦
子

（
明
細
）
神
筒
男
三
神

水
江
日
子
座
命
　
住
吉
大
明
神
　
浦
島
子
神

（
宮
山
）　
　
　（
宮
の
奥
）　（
浦
島
新
宮
山
）

境
内
神
社

早
尾
神
社
（
天
湯
川
板
挙
命
）　
小
金
神
社
（
金
山
産
命
高
龗
神
）

墨
江
浜
に
貴
船
神
社
当
社
に
合
祭

愛
宕
神
社
（
火
産
霊
命
）
大
日
霊
神
社
（
大
日
霊
命
若
宇
賀
之
女
命
）
市

杵
嶋
神
社
（
市
杵
嶋
比
女
命
）（
17
）

（
２
）『
網
野
町
の
文
化
財
を
尋
ね
て
』
そ
の
一
、一
九
七
五
年

網
野
神
社
の
社
記
に
よ
る
と
、
大
昔
、
根
元
宮
山
に
あ
っ
た
浦
島
の
祖
先
の
日

子
坐
命
、
宮
の
奥
に
あ
っ
た
住
吉
の
神
、
新
宮
山
に
あ
っ
た
水
江
浦
島
子
の
神

の
三
社
を
合
祀
し
て
網
野
神
社
と
称
し
た
の
が
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
年
―
凡

そ
五
二
〇
年
前
）
だ
と
い
う
こ
と
で
す
（
18
）。
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（
３
）『
網
野
町
年
代
史
』
一
九
七
七
年

垂
仁
二
三
年
の
項
に
、

天
湯
川
板
挙
命
は
勅
命
に
よ
り
松
原
村
（
今
の
網
野
の
一
部
）
の
水
の
江
に
網

を
張
り
白
鳥
（
く
ぐ
い
）
を
捕
え
て
奉
る
。
そ
の
功
に
よ
り
鳥
取
造
の
姓
を
賜

う
（
日
本
書
記
・
竹
野
郡
誌
）
こ
の
神
は
網
野
神
社
境
内
の
早
尾
神
社
の
ほ
か

町
内
各
所
に
祀
ら
れ
て
い
る
（
19
）。

（
１
）
の
「
田
志
（
丹
後
国
田
辺
府
志
）」「
丹
哥
（
丹
哥
府
志
）」「
西
覈
（
神
社
覈

録
）」
に
つ
い
て
は
、
挙
げ
ら
れ
た
祭
神
に
誤
り
が
あ
り
正
確
性
を
欠
い
て
お
り
、
さ

ら
に
「
明
細
」
つ
ま
り
『
神
社
明
細
帳
』
の
記
述
と
さ
れ
た
「
神
筒
男
三
神
」
は
元

史
料
に
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
後
の
三
神
を
記
す
点
は
『
竹
野
郡
誌
』
所

引
「
社
記
」
を
参
照
し
て
お
り
、
境
内
神
社
に
つ
い
て
も
『
神
社
明
細
帳
』
か
『
竹

野
郡
誌
』
を
参
照
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。（
２
）
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
「
網
野
神
社

の
社
記
」
は
『
竹
野
郡
誌
』
所
引
「
社
記
」
の
こ
と
で
あ
り
、
内
容
も
そ
の
要
約
に

な
っ
て
お
り
、
こ
の
内
容
は
後
に
『
網
野
町
の
文
化
財
―
増
補
改
訂
版
―
』
の
な
か

で
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
20
）。
そ
し
て
、（
３
）
も
天
湯
川
板
挙
命
が
松

原
村
で
網
を
張
り
白
鳥
を
捕
え
た
と
い
う
部
分
は
『
神
社
明
細
帳
』
や
『
竹
野
郡
誌
』

の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
戦
後
の
地
元
刊
行
物
に
も
、
両
書
の
内
容
が

根
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
地
域
外
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
）

に
刊
行
さ
れ
た
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
六
『
京
都
府
の
地
名
』
の
網
野
神
社
の
項
目

に
は
、網

野
神
社
　
現
網
野
町
字
網
野
大
口

網
野
集
落
の
北
部
、
日
本
海
を
望
む
八
丁
浜
の
南
方
に
砂
丘
松
林
と
集
落
を
隔

て
て
鎮
座
す
る
。
こ
の
辺
り
は
か
つ
て
墨
江
と
よ
ば
れ
、
往
時
は
西
に
広
が
っ

て
い
た
浅
茂
川
湖
の
水
が
、
日
本
海
に
注
ぐ
河
口
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
祭

神
は
水
江
日
子
坐
主
命
・
住
吉
大
神
・
水
江
浦
島
子
神
。「
延
喜
式
」
神
名
帳
に

竹
野
郡
「
網
野
神
社
」
と
み
え
る
式
内
社
。
旧
村
社
。

社
記
（「
竹
野
郡
誌
」
所
引
）
に
、

水
江
日
子
坐
命
は
往
古
、
根
元
宮
山
に
鎮
座
あ
り
し
を
、
現
今
の
社
へ
遷
し
奉

り
、
毎
年
九
月
十
三
日
の
例
祭
日
に
根
元
宮
山
へ
神
輿
ヲ
渡
御
シ
本
社
へ
還
御

奉
仕
、
是
ヲ
網
野
神
社
の
旧
式
祭
典
と
す
。

住
吉
大
神
は
往
古
宮
の
奥
に
鎮
座
あ
り
し
を
、
現
今
の
社
に
遷
し
奉
る
と
、
水

江
浦
島
子
神
は
往
古
浦
島
新
宮
山
に
鎮
座
あ
り
、
能
野
神
社
と
称
せ
し
を
現
今

の
社
へ
遷
し
奉
る
と
、以
上
の
三
社
を
享
徳
元
年
九
月
十
三
日
に
合
併
奉
遷
座
、

取
立
大
願
主
松
原
太
夫
と
あ
る
（
21
）。

と
あ
り
、
墨
江
、
湖
水
、
祭
神
三
神
に
つ
い
て
は
『
竹
野
郡
誌
』
の
記
述
を
引
き
つ

い
で
お
り
、
さ
ら
に
『
竹
野
郡
誌
』
所
引
「
社
記
」
を
全
文
引
用
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、翌
昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
）
刊
行
の
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
二
六
京
都
府
』

上
巻
に
は
、

あ
み
の
網
野
〈
網
野
町
〉

（
前
略
）
地
名
の
由
来
は
、
垂
仁
天
皇
の
時
代
、
天
湯
河
板
挙
命
が
但
馬
か
ら
当

地
水
江
に
来
た
り
、
水
に
浮
か
ぶ
白
鳥
を
と
る
べ
く
、
松
原
村
遠
津
神
に
願
っ

て
水
江
に
網
を
張
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
（
網
野
町
史
）。

（
中
略
）

神
社
は
網
野
神
社
で
、
祭
神
は
水
江
浦
島
子
神
・
水
江
日
子
坐
王
命
・
住
吉
大

神
。
境
内
の
早
尾
神
社
に
は
天
湯
河
板
挙
命
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
（
22
）。
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と
、『
町
史
』
を
引
用
し
な
が
ら
網
野
の
地
名
の
由
来
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
天
湯
河

板
挙
命
が
遠
津
神
に
祈
願
し
て
白
鳥
を
捕
っ
た
話
は
、『
神
社
明
細
帳
』
や
『
竹
野
郡

誌
』
の
流
れ
を
汲
む
記
述
で
あ
り
、
網
野
神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
の
記
述
も
、
こ
の

三
神
を
記
す
の
は
『
竹
野
郡
誌
』
所
引
「
社
記
」
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
を
参
照
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
次
に
昭
和
五
九
年
（
一
九
八
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
式
内

社
調
査
報
告
』
第
二
八
巻
に
は
網
野
神
社
の
項
目
が
あ
り
、
京
都
府
立
峰
山
高
等
学

校
で
教
員
を
務
め
て
い
た
坪
倉
利
正
氏
（
23
）
に
よ
り
執
筆
さ
れ
て
い
る
。「
社
名
」

「
由
緒
」
な
ど
七
つ
の
項
目
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、「
社
名
」
は
、

神
社
明
細
帳
に
は
、
垂
仁
天
皇
の
御
代
に
、
天
湯
川
板
挙
命
が
、
水
江
に
浮
ぶ

白
鳥
を
取
っ
て
鎮
守
に
し
よ
う
と
、
松
原
村
遠
津
神
に
祈
っ
て
、
水
江
に
網
を

張
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
網
野
」
と
い
ふ
と
伝
へ
て
ゐ
る
（
24
）。

と
、『
神
社
明
細
帳
』
の
記
述
を
元
に
し
て
お
り
、「
由
緒
」
の
項
目
で
も
同
じ
逸
話

を
引
用
し
な
が
ら
解
説
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
祭
神
」
の
項
目
で
は
、

祭
神
は
神
社
明
細
帳
に
よ
る
と
、「
住
吉
大
神
、
水
江
浦
嶋
子
神
」
と
な
つ
て
ゐ

る
が
、『
社
記
』
に
は
、
祭
神
水
江
日
子
坐
王
命
を
主
神
と
し
、
住
吉
大
神
・
水

江
浦
嶋
子
神
の
三
柱
と
な
つ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
水
江
日
子
坐
命
は
往
古
根
元
宮

山
に
鎮
座
、
住
吉
大
神
は
往
古
宮
ノ
奥
に
鎮
座
、
水
江
浦
嶋
子
神
は
往
古
浦
嶋

新
宮
山
に
鎮
座
し
熊
野
神
社
と
称
し
て
ゐ
た
が
、
享
徳
元
年
九
月
十
三
日
に
現

在
地
に
合
併
遷
座
し
た
と
伝
へ
て
ゐ
る
（
25
）。

と
、『
神
社
明
細
帳
』
と
『
竹
野
郡
誌
』
所
引
「
社
記
」
の
記
述
を
引
用
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
「
社
殿
」
や
「
境
内
地
」
の
項
目
で
も
『
神
社
明
細
帳
』
の
記
述
が
引

用
さ
れ
て
お
り
、網
野
神
社
全
体
の
記
述
の
な
か
の
多
く
を
『
神
社
明
細
帳
』
と
『
竹

野
郡
誌
』
に
拠
っ
て
い
る
。

ま
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
丹
後
国
内
の
郡
誌
の
多
く
が
出
版
社
に
よ
り
復
刊
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
（
26
）。
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
復
刊
『
竹

野
郡
誌
』
に
は
「
竹
野
郡
誌
が
、
大
正
四
年
に
刊
行
さ
れ
て
か
ら
、
六
十
年
に
な
ろ

う
と
し
て
い
る
。
現
存
す
る
も
の
は
、
す
で
に
数
す
く
な
く
な
り
、
は
や
く
か
ら
再

版
刊
行
を
の
ぞ
む
声
が
あ
っ
た
（
27
）」
と
あ
り
、同
年
復
刊
の
『
加
佐
郡
誌
』
も
「
加

佐
郡
誌
は
、
初
刊
以
来
四
十
七
年
余
を
経
過
し
、
今
日
で
は
入
手
困
難
と
な
り
、
地

方
史
研
究
者
に
著
し
い
不
便
を
与
え
て
い
た
。
今
回
の
復
刻
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情

の
も
と
に
地
方
史
を
研
究
す
る
方
々
の
要
望
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
（
28
）」
と
、
刊

行
か
ら
約
半
世
紀
が
経
過
し
入
手
に
く
く
な
っ
た
事
情
か
ら
復
刊
し
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
実
際
に
ど
の
程
度
の
需
要
や
要
望
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
地

方
史
研
究
に
寄
与
す
る
目
的
で
半
世
紀
以
上
前
に
刊
行
さ
れ
た
郡
誌
に
注
目
が
集
ま

り
復
刊
さ
れ
た
状
況
が
わ
か
る
。

な
お
、『
竹
野
郡
誌
』
を
大
学
図
書
館
の
横
断
検
索
サ
イ
ト
「C

iN
iiB
ooks-

大
学
図
書
館
の
本
を
さ
が
す
」
で
検
索
す
る
と
、
一
九
一
五
年
版
が
一
五
館
、

一
九
七
二
年
版
が
〇
館
、
一
九
八
一
年
版
が
三
館
、
一
九
八
五
年
版
が
四
五
館
と
あ

り
（
29
）、
一
九
八
五
年
版
が
最
も
普
及
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
一
九
一
五
年
版
は
非

売
品
で
あ
り
（
30
）、
竹
野
郡
外
に
広
く
全
国
的
に
普
及
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
郡

誌
や
自
治
体
史
、
ま
た
郷
土
史
研
究
団
体
の
刊
行
物
の
よ
う
に
地
域
の
な
か
で
留

ま
っ
て
い
た
情
報
が
、
復
刊
や
他
の
刊
行
物
へ
の
転
載
、
さ
ら
に
図
書
館
な
ど
研
究

を
め
ぐ
る
情
報
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
に
伴
い
伝
わ
り
や
す
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
（
31
）。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
後
の
自
治
体
史
や
地
元
郷
土
史
研
究
団
体
の
刊
行
物
を
中
心

に
『
神
社
明
細
帳
』
や
『
竹
野
郡
誌
』
に
記
さ
れ
た
網
野
神
社
の
由
緒
は
引
き
継
が

れ
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
刊
行
物
は
全
国
的
に
販
売
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、そ
の
内
容
が
大
き
く
広
ま
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
う
し
た
な
か
、

一
九
七
〇
年
代
か
ら
郡
誌
の
復
刊
が
相
次
ぎ
購
入
し
や
す
く
な
る
と
と
も
に
、
図
書
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館
な
ど
で
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
初
の
刊
行
時
よ
り
も
広
く
普
及
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
商
業
出
版
に
よ
る
刊

行
物
の
な
か
に
網
野
神
社
の
由
緒
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
根
拠
史
料
と
し

て
『
神
社
明
細
帳
』
や
手
近
に
あ
る
『
竹
野
郡
誌
』
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
地
元
で
刊
行
さ
れ
た
出
版
物
と
比
較
す
る
と
、
流
通
量
や
そ
の
影
響
は

大
き
く
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、網
野
神
社
の
由
緒
が
『
神
社
明
細
帳
』
か
ら
『
竹
野
郡
誌
』
へ
、

さ
ら
に
は
戦
後
自
治
体
史
や
郷
土
史
研
究
団
体
の
刊
行
物
に
引
き
継
が
れ
、
地
域
の

な
か
で
定
着
し
て
い
る
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
郡
誌
の
復
刊
が
複
数
回
あ

り
地
域
外
へ
の
普
及
が
進
み
、『
式
内
社
調
査
報
告
』
や
地
名
辞
典
な
ど
に
郡
誌
の
記

述
を
元
に
記
さ
れ
た
由
緒
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
地
域
内
外
に
お
い
て
由
緒
の

再
生
産
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
す
べ
て
の
神
社
に
お
い
て
も
『
神

社
明
細
帳
』
や
郡
誌
の
記
述
が
引
用
さ
れ
続
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
調
査
・
研
究
の

進
ん
だ
神
社
で
は
そ
の
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
（
32
）。
網
野
神
社
の

場
合
は
逆
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
両
書
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
面
も
あ

る
と
い
え
る
。

二
〇
世
紀
初
頭
に
多
く
刊
行
さ
れ
た
郡
誌
は
、
戦
前
の
郷
土
史
研
究
の
大
き
な
成

果
と
い
え
、
そ
の
な
か
に
は
社
寺
の
由
緒
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
た
（
33
）。
木
村
礎

氏
は
、
戦
前
の
郷
土
史
は
戦
後
に
「
我
田
引
水
か
つ
お
国
自
慢
的
」、「
中
央
の
史
実

や
人
物
と
の
関
係
に
お
い
て
郷
土
の
歴
史
を
語
る
傾
向
が
強
い
」「「
非
科
学
的
」
で

あ
る
」
と
い
っ
た
批
判
か
ら
「
清
算
さ
る
べ
き
も
の
と
目
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
」
と

し
て
い
る
（
34
）。
そ
こ
に
戦
前
・
戦
後
の
断
絶
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
本

稿
で
示
し
た
と
お
り
『
神
社
明
細
帳
』
や
『
竹
野
郡
誌
』
に
記
さ
れ
た
網
野
神
社
の

由
緒
は
、戦
後
の
自
治
体
史
や
郷
土
史
研
究
団
体
の
刊
行
物
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
。

木
村
氏
の
い
う
よ
う
に
清
算
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
目
さ
れ
た
郷
土
史
は
、
地
域

レ
ベ
ル
で
は
活
用
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
清
算
と
い
う
の
は
研
究
者
側
と
し
て
の
話
で
あ
り
、
地
域
で
は
依
然

と
し
て
利
用
さ
れ
続
け
て
お
り
こ
こ
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、

下
出
積
與
氏
は
丹
後
の
浦
島
子
を
祭
る
神
社
に
つ
い
て
、

要
す
る
に
浦
島
子
の
神
社
は
、
中
世
以
後
近
世
に
か
け
て
は
寿
命
の
神
と
し
て

の
信
仰
の
厚
か
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
京
都
の
網
野
神

社
（
竹
野
郡
阿
佐
茂
川
東
網
野
村
、
現
網
野
町
）
は
『
丹
後
旧
事
記
』
に
「
祭

神
一
座
水
江
浦
島
児
」
と
明
記
し
て
お
り
、
近
世
以
後
は
網
野
明
神
の
名
は
近

郷
一
帯
に
鳴
り
響
き
こ
と
に
寿
命
の
神
と
し
て
祈
る
者
の
多
か
っ
た
こ
と
は

『
但
馬
国
湯
島
温
泉
記
』に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
信

仰
が
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
は
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に

神
祇
院
に
提
出
さ
れ
た
「
府
社
昇
格
願
」
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
（
35
）。

と
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
一
次
史
料
を
も
と
に
近
世
以
後
は
網
野
神
社
が
寿

命
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、こ
こ
で
は
『
神
社
明
細
帳
』

や
『
竹
野
郡
誌
』
は
登
場
し
て
い
な
い
。
筆
者
は
歴
史
研
究
上
で
の
史
料
と
し
て
、

両
書
を
使
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
し
か
記
さ

れ
て
い
な
い
貴
重
な
情
報
も
あ
り
、
筆
者
自
身
も
利
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

史
料
批
判
を
し
た
う
え
で
使
用
す
る
べ
き
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
は
い

え
、
住
民
が
地
元
社
寺
の
由
緒
を
伝
承
す
る
な
か
で
、
両
書
を
使
用
す
る
こ
と
ま
で

は
否
定
で
き
な
い
。『
草
稿
』
や
『
町
史
』、『
町
誌
』
と
い
っ
た
自
治
体
史
の
編
纂
に

お
い
て
は
、歴
史
研
究
の
一
環
と
し
て
両
書
を
批
判
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
部
分
が
不
完
全
な
ま
ま
利
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
研
究
者
に
よ
る
歴
史
研
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究
と
し
て
の
立
場
と
地
元
民
に
よ
る
由
緒
の
伝
承
と
し
て
の
立
場
と
の
住
み
分
け
が

曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
『
神
社
明
細
帳
』
や

『
竹
野
郡
誌
』
の
記
述
を
批
判
的
に
検
討
し
相
対
化
す
る
こ
と
は
無
く
、結
果
的
に
内

容
を
追
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
辞
典
類
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
行
政
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
文
書
や
刊
行
物
に
由
緒
が

入
り
込
み
生
き
永
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
由
緒
の
持
つ
粘
り
強
さ
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。

さ
て
網
野
町
周
辺
の
自
治
体
史
に
つ
い
て
も
一
九
五
〇
年
代
か
ら
約
半
世
紀
に
わ

た
り
、
数
年
お
き
に
一
冊
の
ペ
ー
ス
で
刊
行
さ
れ
て
お
り
（
36
）、
紙
幅
の
都
合
も
あ

り
詳
細
は
省
く
が
、「
社
寺
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
、
由
緒
に
つ
い
て
は
当
該
地

域
の
郡
誌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
考
古
、
文
献
、
美
術
な
ど
の
調
査
成
果

を
も
と
に
新
た
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
歴
史
像
が
提
示
さ
れ
る
一
方
で
、
郡
誌
の
記
述

も
引
用
さ
れ
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、平
成
六
～
一
七
年
（
一
九
九
四
～
二
〇
〇
五
）

に
刊
行
さ
れ
た
『
宮
津
市
史
』
の
よ
う
に
、「
社
寺
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
な
い
自
治

体
史
も
登
場
し
て
い
る
。
地
域
の
歴
史
の
描
き
方
が
通
史
を
主
体
と
し
た
も
の
に
な

り
、
そ
の
な
か
に
お
い
て
社
寺
が
登
場
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
時
代
ご
と
の
ト
ピ
ッ

ク
に
あ
わ
な
い
社
寺
は
登
場
し
な
く
な
る
。
ま
た
、
彫
刻
、
絵
画
、
建
築
な
ど
社
寺

が
文
化
財
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
社
寺
ご
と
に
由
緒
が
記
さ
れ
る
形
態
に

変
化
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
新
た
な
史
料
に
よ
っ
て
社
寺
の
歴
史
に
深
み

が
出
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
さ
ら
な
る
進
展
を
期
待
す
る
一
方
で
、
地
域

に
お
け
る
由
緒
の
伝
承
の
展
開
に
つ
い
て
の
研
究
も
ま
た
必
要
と
考
え
て
お
り
、
本

研
究
の
大
き
な
意
義
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」（https://dl.ndl.go.jp/

）

を
は
じ
め
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
書
籍
の
公
開
が
進
み
、
過
去
の
文
献
へ

の
ア
ク
セ
ス
が
格
段
に
容
易
に
な
っ
た
。
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
社
寺
自

ら
が
運
営
す
る
サ
イ
ト
の
ほ
か
に
も
、
個
人
・
団
体
問
わ
ず
様
々
な
形
で
由
緒
に
ま

つ
わ
る
情
報
が
発
信
さ
れ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
、情
報
の
受
容
と
発
信
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
媒
介
に
容
易
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
由
緒
に
与
え
た
影
響
も
計
り
知
れ
な

い
と
こ
ろ
が
あ
り
第
六
章
に
お
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。
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　〔
註

〕

（
１
）
米
地
実
『
村
落
祭
祀
と
国
家
統
制
』
一
九
七
七
年
、
二
四
一
頁

（
２
）
中
前
正
志
『
寺
院
内
外
伝
承
差
の
原
理
』
二
〇
二
一
年

（
３
）
京
都
府
竹
野
郡
役
所
編
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
一
九
一
五
年
、
二
一
一
～
二
一
四
頁

（
４
）
京
丹
後
市
立
郷
土
資
料
館
蔵
『
網
野
町
史
（
草
稿
）』
第
一
巻
、
一
九
六
〇
年
、
あ
と
が
き
。

な
お
こ
の
「
あ
と
が
き
」
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
『
町
史
』
の
あ
と
が
き
に
転
載
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
網
野
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
網
野
町
誌
』
上
巻
、
一
九
九
二
年
、
五
四
八
頁

（
６
）
橋
本
勝
行
「
調
査
・
保
存
の
歴
史
」（
京
丹
後
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
京
丹
後
市
の
考
古
資

料
』
二
〇
一
〇
年
、
三
三
三
頁
）

（
７
）
中
川
三
治
編
『
網
野
の
地
名
』
一
九
五
四
年
、
同
編
『
網
野
の
年
中
行
事
』
一
九
五
九
年

（
８
）
京
丹
後
市
立
郷
土
資
料
館
蔵
『
網
野
町
史
（
草
稿
）』
第
五
巻
神
社
の
項
目
、
一
九
六
〇
年
、

三
～
五
頁

（
９
）
網
野
町
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
山
下
光
太
郎
編
『
網
野
町
史
』
一
九
六
〇
年
、
は
し
が
き
、

あ
と
が
き

（
10
）
前
掲
註
（
９
）
一
七
五
～
一
七
六
頁

（
11
）
網
野
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
網
野
町
誌
』
下
巻
、
一
九
九
六
年
、
凡
例

（
12
）
前
掲
註
（
11
）
三
頁

（
13
）
前
掲
註
（
11
）
三
九
～
四
四
頁

（
14
）
永
浜
宇
平
「
網
野
神
社
の
考
察
」（『
郷
土
と
美
術
』
第
三
年
第
三
号
、
一
九
四
一
年
）

（
15
）
式
内
社
研
究
会
編
『
式
内
社
調
査
報
告
』
第
一
八
巻
山
陰
道
一
、一
九
八
四
年
、
四
八
五
～

四
八
六
頁

（
16
）
網
野
町
郷
土
文
化
保
存
会
編
『
網
野
町
郷
土
文
化
保
存
会
創
立
四
〇
周
年
記
念
誌
』
二
〇
〇
七

年
、
四
六
、四
七
、四
八
頁

（
17
）
網
野
町
郷
土
文
化
保
存
会
編
『
網
野
町
文
化
財
目
録
』
そ
の
二
、一
九
六
九
年
、
三
六
頁

（
18
）
網
野
町
郷
土
文
化
保
存
会
編
『
網
野
町
の
文
化
財
を
尋
ね
て
』
そ
の
一
、一
九
七
五
年
、
四
一
頁

（
19
）
網
野
町
郷
土
文
化
保
存
会
編
『
網
野
町
年
代
史
』
一
九
七
七
年
、
三
頁
。

（
20
）
網
野
町
郷
土
文
化
保
存
会
編
『
網
野
町
の
文
化
財
―
増
補
改
訂
版
―
』
一
九
九
六
年
、
四
六
頁

（
21
）
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
六
『
京
都
府
の
地
名
』
一
九
八
一
年
、
八
二
五
～
八
二
六
頁

（
22
）
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
二
六
『
京
都
府
』
上
巻
、
一
九
八
二
年
、
八
八
頁

（
23
）
坪
倉
利
正
氏
に
つ
い
て
は
、
註
（
６
）
三
三
四
頁
参
照

（
24
）
前
掲
註
（
15
）
四
八
五
頁

（
25
）
前
掲
註
（
15
）
四
八
六
頁

（
26
）
そ
れ
ぞ
れ
の
発
行
年
と
発
行
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

	

『
加
佐
郡
誌
』

	
	

初
版
一
九
一
五
年
（
京
都
府
教
育
会
加
佐
郡
部
会
）

	
	

改
訂
版
一
九
二
五
年
（
京
都
府
教
育
会
加
佐
郡
部
会
）

	
	

復
刊
一
九
七
二
年
（
名
著
出
版
）

	
	

復
刊
一
九
八
五
年
（
臨
川
書
店
）

	

『
京
都
府
与
謝
郡
誌
』

	
	

初
版
一
九
二
三
年
（
与
謝
郡
役
所
）

	
	

復
刊
一
九
七
二
年
（
名
著
出
版
）

	
	

復
刊
一
九
八
五
年
（
臨
川
書
店
）

	

『
丹
後
国
中
郡
誌
稿
』

	
	

初
版
一
九
一
四
年
（
中
郡
役
所
）

	
	

復
刊
一
九
七
二
年
（
臨
川
書
店
）

	
	

復
刊
一
九
八
五
年
（
臨
川
書
店
）

	

『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』

	
	

初
版
一
九
一
五
年
（
竹
野
郡
役
所
）

	
	

復
刊
一
九
七
二
年
（
網
野
町
教
育
委
員
会
）

	
	

復
刊
一
九
八
一
年
（
臨
川
書
店
）

	
	

復
刊
一
九
八
五
年
（
臨
川
書
店
）

	

『
京
都
府
熊
野
郡
誌
』
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初
版
一
九
二
三
年
（
熊
野
郡
役
所
）

	
	

復
刊
一
九
七
二
年
（
久
美
浜
町
役
場
）

	
	

復
刊
一
九
八
五
年
（
臨
川
書
店
）

（
27
）「
竹
野
郡
誌
再
版
に
当
っ
て
」（
網
野
町
教
育
委
員
会
発
行
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
一
九
七
二

年
、
巻
末
）

（
28
）「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」（
名
著
出
版
発
行
『
加
佐
郡
誌
』
一
九
七
二
年
、
冒
頭
）

（
29
）h

ttps://ci.n
ii.ac.jp/books/

。
二
〇
二
一
年
五
月
三
日
閲
覧
。
な
お
、
周
辺
の
郡
誌
に

つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
り
、『
与
謝
郡
誌
』
以
外
は
一
九
八
〇
年
代
の
復
刊
本
が
最
も
多

く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

	

『
加
佐
郡
誌
』
一
九
一
五
年
版
一
一
館
、
一
九
二
五
年
版
一
七
館
、
一
九
七
二
年
版
一
九
館
、

一
九
八
五
年
版
二
九
館

	

『
与
謝
郡
誌
』
一
九
二
三
年
版
二
六
館
、
一
九
七
二
年
版
一
八
館
、
一
九
八
五
年
版
二
二
館

	

『
丹
後
国
中
郡
誌
稿
』
一
九
一
四
年
版
一
二
館
、
一
九
七
二
年
版
一
七
館
、
一
九
八
五
年
版

三
二
館

	

『
京
都
府
熊
野
郡
誌
』
一
九
二
三
年
版
一
八
館
、
一
九
七
二
年
版
二
館
、
一
九
八
五
年
版
三
九
館

（
30
）
前
掲
註
（
３
）
奥
付

（
31
）『
町
史
』
も
一
九
八
七
年
に
復
刊
さ
れ
て
お
り
、「C

iN
iiB
ooks-

大
学
図
書
館
の
本
を
さ

が
す
」
で
検
索
す
る
と
（
二
〇
二
一
年
五
月
三
日
閲
覧
）、
一
九
六
〇
年
初
版
が
一
三
館
、

一
九
八
七
年
復
刊
が
一
九
館
と
こ
ち
ら
も
復
刊
さ
れ
た
方
が
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
網
野
町
文
化
財
目
録
そ
の
二
』、『
網
野
町
の
文
化
財
を
尋
ね
て
』、『
網

野
町
年
代
史
』
を
同
サ
イ
ト
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
所
蔵
館
は
な
く
、「K

-L
ibnet

京
都
府
図

書
館
総
合
目
録
（
図
書
）」（https://w

w
w
.library.pref.kyoto.jp/cross/cross.htm

l

）
で

検
索
し
た
と
こ
ろ
、
京
丹
後
市
内
の
図
書
館
以
外
で
は
三
冊
と
も
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩

館
の
み
し
か
所
蔵
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
32
）
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々
―
神
社
と
聖
地
』
第
七
巻
山
陰
の
網
野
神
社
の
項
目
は
、
そ
の

記
述
の
多
く
を
『
竹
野
郡
誌
』
に
拠
る
が
、
同
じ
郡
内
の
竹
野
神
社
は
近
世
の
地
誌
で
あ
る

『
丹
哥
府
志
』、『
宮
津
府
志
』
や
修
験
者
野
田
泉
光
院
の
『
日
本
九
峰
修
行
日
記
』、
ま
た
考

古
学
上
の
成
果
も
引
用
し
な
が
ら
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
郡
の
大
宮
売
神
社
は
『
日
本

三
代
実
録
』
や
『
延
喜
式
』
と
い
っ
た
古
代
史
料
や
中
世
の
荘
園
に
つ
い
て
、
ま
た
神
像
や

石
灯
籠
の
ほ
か
笹
ば
や
し
、
神
楽
、
三
番
叟
と
い
っ
た
芸
能
に
至
る
ま
で
幅
広
く
記
さ
れ
て

い
る
。

（
33
）
一
例
を
挙
げ
る
と
『
竹
野
郡
誌
』
の
目
次
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
各
町
村
に
は

神
社
、
仏
閣
と
い
う
項
目
が
必
ず
あ
る
。
前
掲
註
（
３
）
四
～
五
頁
。

	

第
二
編
町
村
誌

	

第
一
章
網
野
町

	

一
沿
　
革
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一

	

二
城
　
址
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
九

	

三
神
　
社
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一

	

四
仏
　
閣
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一

	

五
古
　
墳
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五

	

六
福
田
川
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七

	

七
名
所
旧
跡
及
湖
、
鉱
泉
　
二
二
八

	

八
人
　
物
　
　
　
　
　
　
　
二
四
〇

（
34
）
木
村
礎
「
郷
土
史
・
地
方
史
・
地
域
史
研
究
の
歴
史
と
課
題
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
別

巻
２
地
域
史
研
究
の
現
状
と
課
題
、
一
九
九
四
年
）

（
35
）
下
出
積
與
『
神
仙
思
想
』
一
九
六
八
年
、
一
六
六
頁

（
36
）京
都
府
北
部
の
丹
後
国
内
の
自
治
体
史
を
発
行
年
代
順
に
列
挙
す
る
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。

一
九
五
〇
年
代

	
『
久
美
浜
町
誌
（
第
一
次
）』、『
佐
濃
村
誌
』

一
九
六
〇
年
代

	

『
野
田
川
町
誌
』『
峰
山
郷
土
史
』
上
・
下
、『
網
野
町
史
』

一
九
七
〇
年
代
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『
舞
鶴
市
史
』
史
料
編
・
通
史
編
中
巻
、『
岩
滝
町
誌
（
第
一
次
）』、『
加
悦
町
誌
』、『
大
宮
町

誌
』
史
料
編
、『
丹
後
町
史
』、『
弥
栄
町
史
』、『
久
美
浜
町
誌
（
第
二
次
）

一
九
八
〇
年
代

	

『
舞
鶴
市
史
』
通
史
編
下
巻
・
現
代
編
、『
大
江
町
誌
』
史
料
編
・
通
史
編
中
巻
・
通
史
編
下

巻
、『
伊
根
町
誌
』
上
巻
・
下
巻
、『
大
宮
町
誌
』
本
文
編

一
九
九
〇
年
代

	

『
舞
鶴
市
史
』
通
史
編
上
巻
・
各
説
編
、『
岩
滝
町
誌
（
第
二
次
）』、『
宮
津
市
史
』
史
料
編
第

一
巻
・
第
二
巻
・
第
三
巻
・
第
五
巻
、『
網
野
町
誌
』
上
巻
・
中
巻
・
下
巻

二
〇
〇
〇
年
代

	

『
宮
津
市
史
』
通
史
編
上
巻
・
下
巻
・
史
料
編
第
四
巻
・
絵
図
編
・
別
冊
、『
加
悦
町
史
』
概

要
版
・
資
料
編
第
一
巻
・
第
二
巻
、『
わ
が
ま
ち
峰
山
』、『
新
た
な
る
旅
立
ち
弥
栄
町
か
ら
京

丹
後
市
へ
、
町
政
四
九
年
の
記
録
』、『
久
美
浜
町
史
』
資
料
編

二
〇
一
〇
年
代

	

京
丹
後
市
史
本
文
編
『
図
説
京
丹
後
市
の
歴
史
』・『
図
説
京
丹
後
市
の
自
然
環
境
』・
資
料
編

『
京
丹
後
市
の
考
古
資
料
』・『
京
丹
後
市
の
伝
承
・
方
言
』・『
京
丹
後
市
の
美
術
』・『
京
丹
後

市
の
災
害
』・『
京
丹
後
市
の
民
俗
』『
京
丹
後
市
の
古
地
図
』・『
京
丹
後
市
の
ま
ち
な
み
・
建

築
』・『
丹
後
国
御
檀
家
帳
』『
峯
山
藩
関
係
史
料
集
』・『
久
美
浜
代
官
所
関
係
史
料
集
』・『
丹

後
震
災
救
護
史
料
集
』・『
史
料
集
総
動
員
体
制
と
村
』
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第
五
章　

近
代
丹
後
に
お
け
る
神
社
境
内
と
由
緒
の
創
出
に
つ
い
て

 

―
京
都
府
京
丹
後
市
大
宮
町
「
大
野
神
社
」
を
例
と
し
て
―

は
じ
め
に

大
野
神
社
は
京
都
府
京
丹
後
市
大
宮
町
口
大
野
（
丹
後
国
丹
波
郡
内
）
に
位
置
し

て
い
る
。『
延
喜
式
』
に
は
丹
後
国
竹
野
郡
に
大
野
神
社
が
記
さ
れ
、旧
竹
野
郡
で
あ

る
京
丹
後
市
丹
後
町
中
浜
の
大
野
神
社
も
式
内
社
を
標
榜
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
論

社
と
な
っ
て
い
る
。
旧
丹
波
郡
（
後
に
中
郡
）
内
に
あ
る
大
宮
町
の
大
野
神
社
が
所

在
す
る
口
大
野
地
区
は
近
世
口
大
野
村
で
あ
っ
た
が
、
村
に
は
い
わ
ゆ
る
氏
神
と
い

う
も
の
は
存
在
せ
ず
日
蓮
宗
寺
院
常
徳
寺
（
現
日
蓮
本
宗
）
の
十
二
所
権
現
に
参
詣

し
て
い
た
と
い
う
（
1
）。

明
治
に
入
り
細
か
な
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
村
内
に
あ
る
小
社
「
岡
野
宮
」
を

現
所
在
地
に
移
転
し
大
野
神
社
と
し
て
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
社
を
取
り
上

げ
た
の
は
、『
延
喜
式
』
な
ど
に
名
称
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
口
大
野
村
に
大
野

神
社
と
し
て
実
際
に
存
在
し
始
め
た
の
が
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、
境
内
整
備

な
ど
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
展
開
を
追
い
や
す
い
こ
と
に
あ
り
、
本
研
究
に
お
い
て

主
に
取
り
上
げ
て
い
る
網
野
神
社
以
外
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
考
察
し
て
い

き
た
い
。
本
稿
で
は
、
明
治
期
以
降
の
社
殿
の
建
立
や
境
内
の
整
備
の
過
程
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
由
緒
や
祭
神
の
変
化
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
追
求
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
由
緒
の
内
容
の
是
非
を
問
う
も
の
で
は
な
い
。
由
緒
や
境
内
の
成
立
や

変
化
を
通
じ
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
神
社
の
在
り
方
の
一
端
を
解
明
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

一　

明
治
期
に
お
け
る
大
野
神
社
の
建
立

残
念
な
が
ら
明
治
期
の
建
立
に
係
る
史
料
は
散
逸
し
て
い
る
が
、
口
大
野
村
の
西

村
忠
五
郎
が
安
政
年
間
か
ら
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
至
る
ま
で
の
村
の
主
な

出
来
事
を
記
し
た
「
永
代
帳
」（
2
）
に
建
立
に
係
る
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に

経
過
を
た
ど
り
た
い
。

　
　（
前
略
）

明
治
五
壬
申
三
月
三
四
日
頃
ヨ
リ
御
宮
様
初
メ
而
屋
敷
引
ス
ル
也
此
頃
ニ
ハ
式

内
大
野
神
社
ト
ハ
志
か
と
不
相
別
御
祭
リ
ハ
旧
八
月
十
五
日
也

　
　（
中
略
）

明
治
七
年
戌
八
月
十
二
三
日
ヨ
リ
同
郡
西
山
村
ヨ
リ
御
宮
殿
石
だ
ん
取
寄
十
五

日
出
来
候
也

　
　（
中
略
）

　
　
大
野
神
社
之
由
来
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右
之
御
宮
之
事
ヲ
記
明
治
七
戌
年
ニ
式
内
大
野
神
社
ト
相
定
リ
此
宮
御
支
配
ハ

竹
野
郡
外
村
行
待
豊
後
ト
ゆ
う
人
御
支
配
也

　
　
神
官
行
待
豊
後
守
判

御
宮
普
請
ハ
明
治
十
年
丑
旧
十
二
月
廿
三
四
日
頃
ヨ
リ
始
リ
与
謝
郡
石
川
村
ヨ

リ
ひ
の
木
材
木
取
寄
候
也
そ
れ
ヨ
リ
弥
々
御
宮
普
請
出
来
ハ
明
治
十
弐
年
卯
年

也
此
年
虎
列
刺
病
村
々
ニ
大
は
や
り
御
祭
り
祭
礼
又
ハ
奥
行
事
一
切
御
天
長
ヨ

リ
御
断
ニ
テ
当
村
御
祭
リ
ハ
旧
九
月
九
日
也
御
宮
殿
御
棟
上
ハ
夘
旧
九
月
八
日

ナ
リ
又
大
工
棟
領
当
村
下
駄
屋
事
西
村
清
三
郎
ト
申
者
也
助
人
差
添
ヘ
ハ
熊
野

郡
畑
村
ノ
清
三
郎
ト
申
者
也
御
鳥
居
代
金
十
八
円
也
御
宮
御
鳥
居
ヲ
建
大
本
道

チ
造
リ
時
ハ
明
治
十
四
年
旧
八
月
出
来
候
也
此
鳥
居
ハ
中
郡
峰
山
町
御
佐
々
木

様
ノ
御
鳥
居
ナ
リ
又
此
年
若
連
中
キ
ヨ
ゲ
ン
す
る
也
げ
だ
ゐ
ハ
鎌
倉
三
大
記
也

今
年
迄
弐
三
ヶ
年
間
諸
品
高
値
ニ
テ
此
鳥
居
宮
大
道
諸
入
費
七
拾
円
斗
リ

入
也

以
上
の
よ
う
に
明
治
五
年
（
一
八
七
四
）
の
記
事
か
ら
現
在
地
に
移
転
し
た
こ
と

が
わ
か
り
、そ
の
後
明
治
七
年
（
一
八
七
六
）
に
石
段
が
完
成
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、

「
大
野
神
社
之
由
来
」と
内
題
が
附
さ
れ
た
一
文
に
は
同
年
に
式
内
社
と
定
ま
っ
た
こ

と
や
竹
野
郡
外
村
の
神
官
行
待
豊
後
の
支
配
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

後
、明
治
一
〇
年（
一
八
七
九
）に
本
殿
の
建
立
が
始
ま
り
、明
治
一
二
年（
一
八
八
一
）

に
棟
上
を
迎
え
た
と
あ
る
。
現
在
あ
る
本
殿
が
こ
の
時
の
建
立
の
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
他
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
三
）
に
鳥
居
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
や
祭
礼
に

つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
本
殿
の
前
に
は
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に

建
立
さ
れ
た
拝
殿
が
あ
り
、
本
殿
を
間
近
で
見
る
こ
と
は
難
し
い
が
拝
殿
建
立
前
の

写
真
が
残
さ
れ
て
お
り
当
時
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
時
建
立
さ
れ
た
本
殿
は
正
面
柱
間
三
間
、
側
面
柱
間
二
間
の
神
明
造
で
正
面

に
拝
所
を
設
け
て
い
る
。
丹
後
国
内
に
は
近
世
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
建
立
さ

【図12】 大野神社本殿（3）

【図13】 現在の大野神社本殿・拝殿平面図（9）

【図14】 真名井神社本殿平面図（10）

本 殿

拝 殿

0 1 2 3 m
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れ
た
神
明
造
の
本
殿
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
中
心
的
存
在
で
あ

る
の
が
籠
神
社
（
宮
津
市
）
の
本
殿
で
あ
る
。
現
在
の
籠
神
社
本
殿
は
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
の
建
立
で
、
同
じ
神
明
造
の
摂
社
真
名
井
神
社
が
天
保
三
年

（
一
八
三
二
）
の
建
立
で
あ
る
。
籠
神
社
に
近
い
天
神
神
社
本
殿
（
宮
津
市
、一
九
世

紀
中
期
）
で
も
神
明
造
の
本
殿
が
建
立
さ
れ
籠
神
社
の
影
響
が
推
測
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
神
明
造
と
は
い
え
な
い
が
切
妻
造
本
殿
の
な
か
で
神
明
造
を
意
識
し
た
同
時
期

の
本
殿
が
周
辺
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
4
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
建
立
に

至
る
経
緯
な
ど
詳
細
な
点
は
不
明
で
あ
る
が
、
古
代
よ
り
著
名
で
丹
後
国
一
の
宮
で

あ
る
籠
神
社
の
影
響
の
も
と
神
明
造
が
広
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

さ
て
、
籠
神
社
の
摂
社
真
名
井
神
社
は
神
明
造
で
あ
る
も
の
の
、
本
来
見
ら
れ
な

い
亀
腹
・
舟
肘
木
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
（
5
）、
こ
の
特
徴
は
大
野

神
社
も
一
致
し
て
い
る
（
6
）。
真
名
井
神
社
に
あ
る
背
面
の
扉
口
は
大
野
神
社
に
は

な
い
も
の
の
、
本
殿
の
規
模
や
切
妻
造
の
拝
所
を
設
け
る
と
こ
ろ
な
ど
相
似
す
る
点

が
多
い
。
現
存
す
る
史
料
か
ら
神
明
造
を
採
用
し
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
真
名
井
神
社
の
本
殿
の
影
響
を
受
け
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。
で
は
な
ぜ
真
名
井
神
社
を
模
倣
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
「
永
代
帳
」
や

本
殿
建
立
棟
札
（
7
）
の
中
に
「
式
内
大
野
神
社
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
近
世
で
は
岡

野
宮
と
呼
ば
れ
た
小
社
が
明
治
に
入
り
式
内
社
と
し
て
再
出
発
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
明
治
初
期
の
口
大
野
村
で
は
、
実
は
当
社
が
式
内
社
で
あ
り
長
い
歴
史
を
持
つ

古
社
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
芽
生
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
丹
後
で
屈
指
の
歴
史
を

持
つ
籠
神
社
の
摂
社
真
名
井
神
社
を
模
倣
し
た
の
も
古
社
と
し
て
の
風
格
を
求
め
た

た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
大
野
神
社
で
は
明
治
初
め
頃
、「
宇
気
持
命
」
を
祭

神
と
し
て
い
た
が
の
ち
に
「
大
荒
田
別
命
」
に
替
わ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
（
8
）、
真

名
井
神
社
は
同
系
の
「
豊
受
大
神
」
を
祀
る
こ
と
か
ら
、
模
倣
す
る
理
由
も
奈
辺
に

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
後
、
鳥
居
や
灯
籠
の
建
立
な
ど
境
内
の
整
備
が
進
み
、

さ
ら
に
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
皇
紀
二
六
〇
〇
年
記
念
事
業
で
拝
殿
・
社
務

所
の
建
立
等
が
行
わ
れ
境
内
が
一
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二　

大
野
神
社
の
由
緒
の
変
遷

前
述
し
た
と
お
り
、
京
丹
後
市
大
宮
町
の
大
野
神
社
の
境
内
は
近
代
に
な
り
移
転

と
い
う
形
を
取
り
な
が
ら
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
で
は
そ
の
由
緒
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
世
か
ら
移
転
時
ま
で
に
記
さ
れ
た
地
誌
や
神

道
書
な
ど
に
大
野
神
社
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
ま
ず
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察

し
移
転
以
降
の
由
緒
の
変
遷
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

（
１
）『
神
名
帳
考
証
』〔
出
口
延
経
、
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）〕

竹
野
郡
十
四
座
　
大
一
座
小
十
三
座

　（
中
略
）

大
野
神
社
　
大
荒
田
別
命
　
姓
氏
録
云
、
大
野
朝
臣
、
豊
城
入
彦
命
四

世
孫
大
荒
田
別
命
之
後
也
（
11
）

（
２
）『
丹
哥
府
志
』〔
宝
暦
一
一
年
～
天
保
一
二
年
（
一
七
六
一
～
一
八
四
一
）〕

大
野
村
（
中
略
）

【
十
二
所
権
現
】

【
薬
王
山
常
徳
寺
】　
日
蓮
宗

（
中
略
）

奥
大
野
村
　
大
野
村
の
南

【
大
野
神
社
】　
延
喜
式

大
野
神
社
今
若
一
王
子
権
現
と
称
す
、
祭
七
月
廿
日
（
12
）

（
３
）『
丹
後
旧
事
記
』〔
天
明
年
間
（
一
七
八
一
～
一
七
八
九
）〕

大
野
神
社
　

祭
神
　
大
荒
田
別
命
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延
喜
式
小
社
此
神
丹
波
郡
大
野
邑
也
延
喜
式
郡
之
相
違
也
（
13
）

（
４
）『
神
名
帳
考
証
』〔
伴
信
友
、
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）〕

竹
野
郡
十
四
座
　
大
一
座
小
十
三
座

　（
中
略
）

大
野
神
社

［
姓
氏
］
大
野
朝
臣
豊
城
入
彦
命
四
世
孫
大
荒
田
命
之
後
也

［
和
鈔
］
丹
波
郡
ニ
大
野
ア
リ
（
14
）

（
５
）『
丹
後
一
覧
集
』
巻
之
弐
〔
文
政
一
二
年
（
一
八
一
九
）〕

大
野
神
社

祭
神
　
宇
気
持
神

延
喜
式
の
並
少
社
に
し
て
此
社
丹
波
郡
大
野
村
な
り
延
喜
式
の
郡
の

相
違
な
り
（
15
）

（
６
）『
神
社
覈
録
』〔
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
起
稿
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
完
成
〕

竹
野
郡
十
四
座
　
大
一
座
小
十
三
座

　（
中
略
）

大
野
神
社

大
野
は
於
保
乃
と
訓
べ
し
、
和
名
鈔
、〔
郷
名
部
〕
丹
波
郡
大
野
、
〇

祭
神
在
所
等
詳
ら
か
な
ら
ず
○
丹
波
郡
奥
大
野
村
口
大
野
村
尋
ぬ
べ

し
（
16
）

（
７
）『
神
祇
志
料
』〔
明
治
四
年
（
一
八
七
四
）〕

大
野
神
社
、
今
丹
波
郡
口
大
野
村
に
在
り
、
十
二
所
権
現
と
い
ひ
又
大

野
と
云
ふ
、〔
神
名
帳
打
聞
、
丹
後
式
社
考
案
記
、
神
社
道
志
流
倍
、〕（
17
）

『
延
喜
式
』
に
は
丹
後
国
竹
野
郡
所
在
と
し
て
記
さ
れ
た
大
野
神
社
で
あ
る
が
、

（
３
）『
丹
後
旧
事
記
』
や
（
５
）『
丹
後
一
覧
集
』
と
い
っ
た
近
世
の
地
誌
で
は
郡
名

は
誤
り
で
あ
り
、
具
体
的
に
ど
の
神
社
で
あ
る
か
は
明
記
し
な
い
も
の
の
実
際
は
丹

波
郡
（
中
郡
）
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
、（
２
）『
丹
哥

府
志
』
と
（
７
）『
神
祇
志
料
』
は
口
大
野
村
に
「
十
二
所
権
現
」
が
あ
り
、（
２
）
で
は

さ
ら
に
奥
大
野
村
の
「
若
一
王
子
権
現
」
が
『
延
喜
式
』
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
大

野
神
社
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
祭
神
に
つ
い
て
は
『
新
撰
姓
氏

録
』
に
記
さ
れ
る
「
大
野
朝
臣
」
と
地
名
の
「
大
野
」
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

（
１
）『
神
名
帳
考
証
（
出
口
延
経
）』
と
（
４
）『
神
名
帳
考
証
（
伴
信
友
）』
は
、そ

の
祖
で
あ
る
大
荒
田
別
命
を
祭
神
と
し
、（
３
）『
丹
後
旧
事
記
』
も
『
新
撰
姓
氏
録
』

に
は
直
接
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
同
じ
発
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
根
拠
は

不
明
な
が
ら
（
５
）『
丹
後
一
覧
集
』
は
宇
気
持
神
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

ら
祭
神
に
係
る
説
は
文
献
上
で
の
考
証
の
結
果
で
あ
り
、実
際
現
地
で
は
（
２
）『
丹

哥
府
志
』
の
よ
う
に
大
野
村
に
は
十
二
所
権
現
が
あ
る
状
態
で
あ
り
、（
６
）『
神
社

覈
録
』
に
い
う
よ
う
に
所
在
・
祭
神
と
も
不
明
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
次
に
移
転
以
降
の
史
料
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

（
１
）『
大
野
神
社
由
緒
書
』〔
明
治
七
年
（
一
八
七
七
）〕

〔
表
紙
〕

「
大
野
神
社
由
緒
書

　
丹
後
国
中
郡
鱒
留
村

　
　
藤
神
社
祠
掌
兼
勤

　
　
　
　
　
行
待
政
治
」

豊
岡
県
第
十
壱
大
区
三
小
区

　
　
丹
後
国
中
郡
大
野
郷
口
大
野
村

鎮
座
字
城
山

大
野
神
社
　
祭
神
不
詳

右
由
来
申
上
候
当
御
神
社
之
儀
者
従
往
古
大
野
郷
大
野
村
鎮
座
之
御
神
ニ
御
座

候
処
旧
地
字
岡
野
宮
ト
申
所
ニ
テ
地
名
ヲ
則
チ
名
号
ニ
称
シ
来
候
、
式
内
大
野
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神
社
ト
申
ハ
是
也
、
夫
ヨ
リ
丑
ノ
方
ニ
当
リ
字
大
門
ト
申
地
有
之
是
ヲ
参
詣
道

ト
云
往
古
当
村
ハ
唯
今
ノ
地
ヨ
リ
未
申
ノ
方
ニ
当
リ
民
家
有
之
緫
テ
真
言
宗
ニ

テ
正
ク
岡
野
宮
社
地
ヨ
リ
弐
町
計
己
午
ノ
方
惣
名
谷
川
ト
申
古
ハ
谷
川
千
軒
ト

申
テ
人
家
千
軒
計
有
之
由
人
ノ
口
碑
ニ
伝
ヘ
候
、
岡
野
宮
ヨ
リ
寅
卯
ノ
方
ニ
当

リ
字
山
崎
ト
申
方
ニ
城
墟
有
之
右
城
邸
並
ニ
岡
野
宮
社
殿
等
民
家
ニ
至
ル
マ
テ

一
色
ノ
兵
火
ニ
焼
亡
候
ニ
付
社
記
等
焼
失
仕
候
得
共
申
伝
ノ
侭
有
体
奉
申
上
候

以
上

　
丹
後
国
中
郡
鱒
留
村

　
　
　
藤
神
社
祠
掌
兼
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
行
待
政
治
（
印
）

明
治
七
年
九
月
（
18
）

（
２
）『
大
野
神
社
棟
札
』
裏
面
〔
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）〕

延
喜
式
内
大
野
神
社
ハ
天
正
年
間
一
色
ノ
兵
乱
ニ
罹
リ
已
来
社
頭
頽
破
煙
渾
ス

ル
年
久
シ
爰
ニ
明
治
維
新
ニ
至
リ
其
経
歴
ヲ
官
ニ
告
グ
官
確
々
タ
ル
ヲ
以
テ
是

ヲ
許
可
ス
因
テ
更
ニ
社
殿
ヲ
営
ミ
連
々
新
殿
ノ
竣
功
ヲ
奏
ス
明
治
拾
弐
年
十
月

正
遷
宮
並
棟
上
大
祭
ヲ
行
フ

祠
掌
　
　
行
待
政
治

建
築
係
　
高
橋
六
郎
右
衛
門

　
　
　
　
古
巻
利
右
衛
門

　
　
　
　
鵜
飼
利
右
衛
門

戸
長
　
　
蒲
田
惣
次
郎
（
19
）

（
３
）『
丹
後
国
中
郡
神
社
明
細
帳
』〔
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）〕

京
都
府
管
下
丹
後
国
中
郡
口
大
野
村
字
城
山

村
社
　
　
大
野
神
社

一
祭
神
　
三
ツ
一
熊
野
十
二
神
、
二
野
槌
神
、
其
三
保
食
神
ト
云
フ
、
又
大
荒

田
別
神
ト
云
ト
雖
ト
モ
其
二
ノ
モ
ノ
未
詳

一
由
緒
　
熊
野
十
二
神
及
野
槌
神
ノ
由
緒
ハ
都
テ
不
詳
、
保
食
神
大
荒
田
別
神

ト
称
ス
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
古
来
本
社
ノ
主
神
ト
ナ
シ
且
ツ
之
ヲ
式
内
社

ト
称
ス
、
今
其
一
二
ノ
考
証
ヲ
挙
シ
ニ
大
概
丹
後
旧
事
記
・
姓
氏
録

等
ニ
詳
ナ
リ
、
又
古
老
ノ
口
牌
ニ
曰
ク
大
野
神
社
ト
云
ア
リ
昔
時
ハ

字
岡
野
ト
申
ス
処
ニ
鎮
座
ア
リ
大
野
郷
支
村
五
六
ヶ
村
ノ
惣
産
土
神

ノ
由
ニ
テ
神
領
若
干
ア
リ
シ
趣
キ
当
今
字
ア
ン
コ
ト
申
ス
処
ノ
由

〔
地
券
御
発
行
以
前
迄
ハ
其
地
所
ヨ
リ
公
租
ノ
外
諸
費
御
差
免
〕祭
典

ノ
節
道
筋
ト
テ
字
大
門
・
字
御
城
口
・
字
□
下
・
字
大
野
谷
・
字
谷

川
等
ノ
地
名
残
レ
リ
依
テ
谷
川
千
軒
ト
云
フ
大
野
郷
ナ
レ
ト
モ
天
正

年
間
一
色
ノ
兵
乱
ニ
罹
リ
社
祠
及
書
類
総
テ
焼
失
シ
唯
古
老
ノ
口
牌

ニ
確
伝
ス
然
ル
ニ
去
ル
明
治
六
年
二
月
十
日
神
社
ヲ
以
テ
村
社
ニ
列

セ
ラ
レ
シ
ニ
ツ
ラ
ツ
ラ
推
考
ス
ル
ニ
式
内
大
野
神
社
ノ
氏
神
ナ
ル
コ

ト
明
証
ス
（
20
）

（
４
）『
中
郡
一
斑
峰
山
案
内
』〔
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）〕

○
大
野
神
社
　
口
大
野
村
に
在
り
村
社
延
喜
式
内
に
し
て
神
名
帳
に
は
竹
野
郡

に
入
れ
り
、
宇
気
持
命
を
祭
る
、
由
緒
創
立
年
月
不
詳
、
天
正
年
間
一
色
氏
の

兵
乱
の
為
め
社
祠
古
書
悉
く
焼
失
す
、
初
め
岡
の
宮
と
い
ふ
に
在
り
岡
野
神
社

と
称
せ
し
が
明
治
七
年
三
月
現
今
の
地
へ
遷
座
す
、
例
祭
八
月
十
六
日
、
社
殿

は
岡
阜
に
拠
り
眺
望
開
豁
、
所
謂
大
野
河
原
の
平
野
を
一
眸
に
収
む
べ
し
。（
21
）

（
５
）『
丹
後
国
中
郡
誌
稿
』〔
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）〕

大
野
神
社

（
延
喜
式
）
竹
野
郡
　
大
野
神
社

（
丹
後
旧
事
記
）
大
野
神
社
　
祭
神
宇
気
持
神
　
延
喜
式
小
社

神
伝
日
本
記
神
代
巻
宇
気
持
神
伝
に
大
野
原
に
向
ひ
し
か
は
と
あ
る
を
以
て

神
名
を
定
む
此
社
は
丹
波
郡
大
野
村
な
り
延
喜
式
の
相
違
な
り
（
延
喜
式
竹

野
郡
ニ
カ
ク
ル
ヲ
以
テ
カ
ク
云
フ
ナ
リ
）
往
昔
丹
波
郡
与
謝
郡
竹
野
郡
の
二
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郡
な
る
故
式
に
此
違
多
く
見
へ
た
り

（
村
誌
）
大
野
神
社
村
社
々
地
東
西
二
十
間
南
北
十
間
面
積
二
百
坪
、
延
喜
式

神
名
社
ナ
リ
本
村
中
央
ニ
ア
リ
、
祭
神
大
荒
田
別
命
祭
日
陰
暦
八
月
十
六
日

（
実
地
聞
書
）
此
社
祭
神
以
前
ハ
宇
気
持
神
ナ
リ
シ
ヲ
維
新
後
宮
津
ノ
大
原
実

氏
ノ
説
ニ
ヨ
リ
テ
今
ノ
祭
神
ト
シ
タ
ル
ナ
リ
ト
云
又
今
ノ
社
地
ハ
古
城
山
ニ

シ
テ
村
ノ
西
北
ニ
当
リ
字
岡
ノ
宮
ト
称
ス
ル
地
当
社
ノ
元
地
ナ
リ
ト
言
伝

フ
、
延
喜
式
ハ
大
野
神
社
ヲ
竹
野
郡
ニ
置
キ
丹
哥
府
志
ハ
奥
大
野
村
若
一
王

子
ヲ
大
野
社
ト
ス
何
レ
ニ
シ
テ
モ
延
喜
式
ノ
誤
ト
ス
ベ
キ
歟
但
シ
旧
事
記
末

段
ノ
説
ノ
如
キ
隣
接
ノ
地
ニ
ハ
郡
界
ノ
変
更
ア
リ
タ
ル
如
ナ
レ
ド
モ
大
野
村

ニ
マ
デ
モ
及
ビ
シ
ト
ハ
信
ジ
ガ
タ
シ
（
22
）

（
６
）『
大
野
神
社
旧
蹟
石
碑
』〔
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）〕

大
野
神
社
旧
蹟

大
野
神
社
ハ
原
大
野
村
字
岡
野
宮
ニ
鎮
マ
リ
座
セ
シ
ガ
天
正
年
間
一
色
氏
ノ
兵

燹
ニ
罹
リ
社
頭
荒
廃
シ
為
ニ
叢
祠
モ
湮
滅
シ
去
ラ
ン
ト
ス
依
ツ
テ
氏
子
相
計
リ

地
ヲ
字
城
山
ニ
相
シ
神
殿
ヲ
造
営
シ
明
治
十
二
年
十
月
遷
座
ヲ
請
ヒ
敬
神
ノ
意

ヲ
表
ス
記
念
ノ
為
此
ニ
建
碑
ス

大
正
十
一
年
三
月

大
社
教
管
長
出
雲
宿
祢
千
家
尊
愛
敬
書
（
23
）

（
７
）『
特
選
神
名
牒
』〔
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）〕

大
野
神
社

祭
神

祭
日
　
九
月
二
十
五
日

社
格
　
村
社

所
在
　
口
大
野
村
今
属
丹
波
郡
（
中
郡
口
大
野
村
大
字
口
大
野
）

今
按
式
社
考
に
此
社
式
に
竹
野
郡
に
載
ら
れ
た
れ
ど
今
は
全
く
丹
波
郡
に
属
せ

り
和
名
抄
に
丹
波
郡
に
大
野
郷
あ
る
は
此
所
を
云
な
り
大
野
の
名
は
今
は
口
大

野
村
奥
大
野
村
と
二
ヶ
村
に
な
れ
り
此
両
村
の
間
に
一
村
あ
り
小
名
の
字
な
ど

の
後
に
一
村
と
は
な
れ
る
な
る
べ
し
此
村
の
人
民
中
古
よ
り
日
蓮
宗
と
な
り
て

神
社
に
は
少
も
心
を
掛
け
ず
法
華
勧
請
の
十
二
所
権
現
を
土
地
の
氏
神
と
称
せ

る
程
の
こ
と
な
り
宮
津
府
志
に
丹
波
郡
大
野
郷
云
々
式
内
の
社
も
あ
り
し
由
な

る
に
其
社
の
地
所
定
か
な
ら
ず
な
ど
も
見
え
た
り
然
る
に
竹
野
郡
中
浜
村
の
大

呂
明
神
を
大
野
明
神
な
り
と
種
々
附
会
の
説
を
設
け
式
社
と
せ
ん
と
す
れ
ど
も

口
大
野
村
字
岡
野
に
ま
し
て
俗
に
岡
野
明
神
と
称
せ
る
社
そ
式
内
大
野
神
社
に

は
坐
け
る
と
あ
る
が
如
く
明
細
帳
に
も
豊
岡
県
式
社
取
調
書
に
も
口
大
野
村
と

記
せ
る
を
以
て
今
之
に
従
ふ
（
24
）

（
８
）『
村
社
大
野
神
社
奉
賛
会
趣
意
書
』〔
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）〕

村
社
　
大
野
神
社
奉
賛
会
趣
意
書

大
野
神
社
は
口
大
野
の
城
山
に
鎮
座
ま
し
ま
し
古
く
延
喜
式
神
名
帳
に
載
す
る

所
の
地
方
に
隠
れ
な
き
総
社
で
あ
り
ま
し
て
、天
正
十
年
（
三
百
五
十
年
以
前
）

一
色
の
兵
燹
に
記
録
を
失
は
れ
ま
し
た
が
社
傳
に
依
れ
ば
、
後
水
尾
天
皇
天
和

五
年
三
月
（
三
百
十
九
年
以
前
）
京
極
丹
後
守
高
知
代
、
大
野
郷
岡
野
宮
修
造

の
事
を
始
め
と
し
て
御
領
宮
津
御
高
壱
百
七
石
七
斗
八
升
、
総
て
七
百
八
十
七

石
四
斗
の
内
よ
り
毎
年
神
供
米
を
献
進
せ
ら
れ
神
戸
弐
百
参
拾
戸
よ
り
は
恒
例

祭
礼
行
は
れ
し
由
。

　
寛
文
九
年
永
井
左
近
大
夫
尚
征
代
、
岡
野
宮
再
建
、
延
宝
九
年
阿
部
対
馬
守

正
邦
代
、
神
田
を
寄
進
す
、
天
保
十
三
年
故
あ
り
て
御
仮
殿
奉
安
、
明
治
五
年

岡
野
宮
よ
り
城
山
の
現
境
内
に
移
ら
せ
ら
れ
、
同
六
年
二
月
十
日
村
社
に
列
せ

ら
る
。
同
十
一
年
十
一
月
一
日
現
本
殿
に
御
遷
座
祭
、
大
正
八
年
八
月
七
日
神

饌
幣
帛
料
供
進
神
社
に
指
定
せ
ら
れ
て
今
日
に
至
る
。
洵
に
古
へ
の
真
名
井
ヶ

原
の
只
中
に
位
置
し
丹
後
盆
地
の
中
心
と
し
て
日
に
月
に
殷
賑
を
き
は
む
る
郷

邑
と
な
り
ま
し
た
事
は
是
の
瑞
々
し
き
緑
な
す
丘
の
、
鎮
守
の
杜
の
弥
栄
な
る

御
神
徳
の
表
は
れ
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
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故
に
上
代
地
方
開
拓
祖
神
の
功
績
を
顧
ひ
神
社
の
振
興
と
氏
子
崇
敬
者
の
福

祉
増
進
の
為
に
、
今
次
の
聖
戦
を
祝
卜
し
、
が
た
〴
〵
二
千
六
百
年
記
念
事
業

と
し
て
大
野
神
社
主
要
施
設
整
備
を
目
的
と
す
る
奉
賛
会
を
組
織
し
兼
て
有

志
貴
紳
の
御
寄
進
を
有
意
義
に
後
昆
に
遺
芳
い
た
し
た
く
左
記
要
項
に
據
り
諸

彦
の
御
賛
同
と
御
指
南
を
仰
ぎ
是
が
実
現
を
切
に
希
望
し
て
止
ま
ぬ
次
第
で
御

座
い
ま
す
。

　
尚
其
の
準
備
と
し
て
要
項
第
八
の
氏
子
崇
敬
者
名
簿
作
成
方
に
つ
き
て
は
部

落
毎
に
夫
々
御
懸
念
を
特
に
御
願
ひ
致
し
ま
し
て
本
年
十
二
月
中
旬
中
に
御
取

纒
め
を
願
ひ
直
に
神
前
に
納
め
清
祓
の
上
元
旦
に
於
て
家
内
安
全
の
祈
願
祭
を

奉
仕
、
後
日
奉
賛
資
料
と
致
し
ま
す
。

大
野
神
社
主
要
施
設
要
項

一
、
本
殿
周
園
の
瑞
垣
新
設

二
、
祝
詞
舎
の
延
長

三
、
拝
殿
新
築
（
約
二
十
坪
）

四
、
神
饌
所
新
築
（
約
五
坪
）

五
、
社
務
所
新
築
（
約
三
十
坪
）

六
、
昇
格
請
願

七
、
基
本
金
の
蓄
積

八
、
氏
子
並
に
崇
敬
者
名
簿
の
調
製
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
十
四
年
十
一
月

村
社
　
大
野
神
社
奉
賛
会
発
起
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
大
野
村
長
　
　
小
牧
常
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
子
総
代
　
　
　
小
西
清
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
伊
東
勝
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
石
河
英
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
堀
太
兵
衛
　

（
後
筆
）「
赤
線
（
傍
線
部
分
：
筆
者
註
）
の
部
分
の
文
面
は
、
昇
格
請
願
上
島

谷
社
掌
の
実
兄
が
こ
の
文
面
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
五
十
二
年
一
月

十
八
日
私
牧
野
が
拝
殿
建
築
に
関
す
る
こ
と
を
調
査
中
に
こ
の
文
面
を
見
て
驚

き
、
島
谷
社
掌
に
問
合
せ
て
事
実
で
な
い
解
答
を
得
た
。

こ
こ
に
赤
線
部
分
は
事
実
で
な
い
こ
と
を
後
日
の
た
め
明
記
し
て
お
く
も
の
で

あ
る
。

　
昭
和
五
十
二
年
一
月
二
十
日

　
　
牧
野
藤
吉
　（
印
）」（
25
）

移
転
後
の
由
緒
と
し
て
最
初
の
も
の
が
（
１
）『
大
野
神
社
由
緒
書
』
で
あ
る
。
実

質
的
に
大
野
神
社
と
し
て
の
最
初
の
由
緒
と
言
え
る
。「
丹
後
国
中
郡
鱒
留
村
藤
神

社
」
の
「
行
待
政
治
」
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
触
れ
た
口
大
野
村
西
村

忠
五
郎
の
「
永
代
帳
」
に
見
え
た
竹
野
郡
外
村
の
「
行
待
豊
後
」
と
同
一
人
物
か
ど

う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
文
書
は
外
村
の
溝
谷
神
社
文
書
の
中
に
含

ま
れ
て
お
り
、
同
一
人
物
か
あ
る
い
は
一
族
の
可
能
性
も
あ
り
う
る
。
さ
て
、
こ
こ

で
は
祭
神
が
不
詳
と
な
っ
て
い
る
。
宇
気
持
神
か
ら
大
荒
田
別
命
へ
と
変
化
し
た
こ

ろ
で
あ
り
、
ま
だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
祭
神
を
不
詳
と
し
た

経
緯
は
は
っ
き
り
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
式
内
大
野
神
社
ト
申
ハ
是
也
」
と

式
内
社
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、先
に
触
れ
た
口
大
野
村「
永

代
帳
」
に
明
治
七
年
「
式
内
大
野
神
社
ト
相
定
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
対
応

し
て
い
る
。
ま
た
、旧
地
岡
野
宮
の
周
辺
は
「
谷
川
千
軒
」
と
呼
ば
れ
、城
跡
も
あ
っ

た
と
し
て
い
る
が
、「
一
色
ノ
兵
火
」
に
よ
り
、
城
跡
・
民
家
・
岡
野
宮
が
焼
け
て
し

ま
い
、
神
社
の
記
録
も
そ
の
際
に
失
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天
正
年
間
一
色
氏

の
兵
乱
に
つ
い
て
は
、
丹
後
の
真
言
宗
寺
院
で
と
こ
ろ
に
よ
り
多
少
の
相
違
は
あ
る

も
の
の
戦
国
期
の
兵
火
に
よ
り
衰
退
・
消
滅
し
た
と
い
う
俗
に
「
真
言
倒
し
」
と
呼

ば
れ
る
事
件
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
（
26
）、
直
接
的
な
関
係
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
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こ
う
し
た
伝
承
が
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
は
（
２
）『
大
野
神
社
棟
札
』
に
も
引
き
継
が
れ
、式
内
社
で
あ
る

こ
と
、
天
正
年
間
に
一
色
氏
の
兵
乱
の
た
め
神
社
が
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
明
治
に
入
り
「
経
歴
ヲ
官
ニ
告
グ
官
確
々
タ
ル
ヲ
以
テ
是
ヲ
許

可
ス
」
と
あ
る
の
は
、
式
内
社
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
、
本
殿
を
建
立
し
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
に
遷
宮
を
行
っ
た
と

あ
る
。

そ
し
て
（
３
）『
丹
後
国
中
郡
神
社
明
細
帳
』
も
こ
の
内
容
を
引
き
継
ぐ
と
と
も

に
、
よ
り
詳
細
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
祭
神
が
熊
野
十
二
神
、
野
槌
神
、

保
食
神
、
大
荒
田
別
命
の
四
神
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
登
場
す
る
熊
野
十
二
神

は
『
丹
哥
府
志
』
で
い
う
「
十
二
所
権
現
」
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
野
槌
神
は

移
転
前
の
岡
野
宮
の
祭
神
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
（
27
）、「
熊
野
十
二
神
及
野
槌

神
ノ
由
緒
ハ
都
テ
不
詳
」
と
冒
頭
で
そ
の
由
緒
を
不
明
朗
に
し
て
い
る
。
明
治
時
代

の
大
野
神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
は
当
初
は
宇
気
持
神
と
し
て
い
た
も
の
の
、
後
に
大

荒
田
別
命
を
標
榜
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
（
28
）、「
保
食
神
大
荒
田
別

神
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ヲ
以
テ
古
来
本
社
ノ
主
神
ト
ナ
シ
且
ツ
之
ヲ
式
内
社
ト
称
ス
、」し

て
い
る
の
は
、
こ
の
二
神
が
式
内
社
と
し
て
の
祭
神
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
働
い
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
「
今
一
二
ノ
考
証
ヲ
挙
シ
ニ
大
概
丹
後
旧
事
記
・
姓

氏
録
等
ニ
詳
ナ
リ
、」
と
あ
る
よ
う
に
『
丹
後
旧
事
記
』
で
祭
神
が
大
荒
田
別
命
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、『
新
撰
姓
氏
録
』
に
大
野
朝
臣
が
大
荒
田
別
命
の
後
裔
で
あ
る

こ
と
を
根
拠
に
そ
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
明
治
時
代
以
前
に
祀

ら
れ
て
い
た
祭
神
に
つ
い
て
は
、強
く
主
張
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
（
１
）『
大

野
神
社
由
緒
書
』
で
記
さ
れ
た
岡
野
宮
か
ら
移
転
を
し
た
こ
と
や
天
正
年
間
一
色
氏

の
兵
乱
に
よ
り
建
物
や
文
書
が
焼
失
し
た
こ
と
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
大
野
郷

の
惣
産
土
神
で
あ
る
こ
と
の
よ
う
に
新
た
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
内
容
も
あ

る
。『
神
社
明
細
帳
』は
明
治
一
二
年
六
月
二
八
日
内
務
省
達
乙
第
三
一
号
府
県
宛
に

よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
京
都
府
で
は
明
治
一
六
年
か
ら
一
七
年
に
完
成
し
た
。

そ
の
後
改
訂
が
あ
っ
た
も
の
の
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
に
い
た
る
ま
で
公
簿
と

し
て
の
効
力
を
持
っ
て
い
た
（
29
）。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
記
さ
れ
る
由
緒
は
後
々
に

も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

（
４
）『
中
郡
一
斑
峰
山
案
内
』
は
口
大
野
村
の
近
隣
に
あ
る
峰
山
の
沿
革
や
産
業
、

名
所
等
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
小
冊
子
で
、
天
正
年
間
一
色
氏
の
兵
乱
や
岡
の
宮
か
ら

の
移
転
に
つ
い
て
の
記
述
は
（
１
）『
大
野
神
社
由
緒
書
』
か
ら
引
き
継
い
だ
内
容
と

い
え
る
。「
社
殿
は
岡
阜
に
拠
り
眺
望
開
豁
、所
謂
大
野
河
原
の
平
野
を
一
眸
に
収
む

べ
し
」
と
い
う
一
文
は
他
の
由
緒
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、『
丹
哥
府
志
』
に
「【
お
ふ

の
河
原
】（
中
略
）
丹
後
の
大
野
は
神
代
の
巻
に
、宇
気
持
神
の
月
読
尊
に
教
る
言
葉

に
大
野
に
向
ひ
し
か
ば
と
あ
る
に
な
ら
ひ
、
大
宮
売
の
神
領
を
大
野
と
い
ふ
」（
30
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら

祭
神
が
宇
気
持
命
を
採
用
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
『
日
本
書
紀
』
神

代
巻
に
は
保
食
神
と
月
夜
見
尊
の
や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、そ
こ
に「
大

野
」
と
い
う
言
葉
は
登
場
し
な
い
。

（
５
）『
丹
後
国
中
郡
誌
稿
』
で
は
関
連
史
料
が
列
挙
さ
れ
、現
地
で
の
聞
き
取
り
調

査
の
概
要
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
『
延
喜
式
』
が
記
さ
れ
、
つ
づ
い
て
『
丹
後

旧
事
記
』
の
記
述
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
祭
神
は
実
際
に
記
さ
れ
て
い
る
「
大
荒
田

別
命
」
で
は
な
く
「
宇
気
持
命
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
記
述
そ
の
も
の
が
な

い
「
延
喜
式
小
社
」
と
い
う
一
文
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
宇
気
持
命
」
は
（
４
）『
中

郡
一
斑
峰
山
案
内
』
の
中
で
も
述
べ
た
『
丹
哥
府
志
』
の
「
お
ふ
の
河
原
」
の
一
節

に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。次
に
移
転
後
に
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る『
村
誌
』、

『
実
地
聞
書
』
と
し
て
現
地
で
の
聞
き
取
り
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
実
地
聞
書
』

の
中
で
は
明
治
に
入
り
祭
神
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
以
前
は
宇
気
持

命
で
あ
っ
た
が
明
治
に
な
っ
て
か
ら
大
荒
田
別
命
に
変
わ
っ
た
と
近
世
か
ら
の
連
続

性
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。
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（
６
）『
大
野
神
社
旧
蹟
石
碑
』
も
旧
地
岡
野
宮
か
ら
の
移
転
、
一
色
の
兵
火
を
記

し
、
大
正
年
間
に
は
簡
略
な
内
容
で
は
あ
る
が
由
緒
の
内
容
が
定
着
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（
７
）『
特
選
神
名
牒
』
は
明
治
七
年
（
一
八
七
七
）
六
月
二
九
日
教
部
省
達
に
よ
り

各
府
県
に
実
施
を
求
め
ら
れ
た
調
査
で
、
①
所
在
、
②
社
名
、
③
祭
神
、
④
由
緒
（
附

旧
神
官
家
系
）、
⑤
勧
請
年
月
、
⑥
例
祭
日
、
⑦
社
殿
建
坪
、
⑧
境
内
反
別
、
⑨
旧
社

領
、
⑩
氏
子
数
、
⑪
自
該
庁
距
に
つ
い
て
の
一
一
項
目
が
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
ま
で
の
調
査
と
は
違
い
詳
細
な
考
証
を
求
め
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
31
）。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
大
野
神
社
の
記
述
を
見
る
と
、
特
に
所
在
地

に
つ
い
て
『
和
名
抄
』
の
記
述
や
竹
野
郡
中
浜
村
の
大
呂
明
神
な
ど
を
挙
げ
詳
し
く

考
証
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
明
細
帳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
明

治
一
七
年
の
『
丹
後
国
中
郡
神
社
明
細
帳
』
と
思
わ
れ
、
そ
の
記
述
に
触
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
具
体
的
に
い
つ
頃
の
状
況
を
示
し
て
い
る
の
か
は
特
定
で
き
な
い
が
そ

れ
以
降
の
状
況
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
１
）『
大
野
神
社
由
緒
書
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
の
要
点
は
「
岡
野
宮
か
ら
移
転
し
た

こ
と
」、「
式
内
社
で
あ
る
こ
と
」、「
一
色
の
兵
火
で
建
物
や
記
録
が
失
わ
れ
た
こ
と
」

の
三
点
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
が
後
の
由
緒
等
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
【
表
16
】
に
ま
と
め
て
み
た
。
こ
の
表
か
ら
を
見
る
と
一
部
記
載
が
な
い
も
の

は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
史
料
で
記
さ
れ
て
お
り
、
公
的
に
ま
た
地
元
の
認
識

と
し
て
も
大
野
神
社
の
由
緒
が
定
着
し
て
い
く
過
程
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、明
治
七
年
の
（
１
）『
大
野
神
社
由
緒
書
』
に
よ
り
新
た
に
記
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
大
野
神
社
の
由
緒
は
そ
の
後
大
正
年
間
に
は
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

が
、
さ
ら
に
変
化
が
生
じ
て
い
く
。（
８
）『
村
社
大
野
神
社
奉
賛
会
趣
意
書
』
は
、

昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
紀
元
二
六
〇
〇
年
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
奉
賛
会

を
設
立
す
る
際
の
趣
意
書
で
あ
る
。
前
半
に
由
緒
が
記
さ
れ
、
後
半
に
記
念
事
業
と

し
て
行
う
境
内
整
備
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
拝
殿
や
手
水
舎
、
社
務
所

は
こ
の
時
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
建
物
の
ほ
か
境
内
全
域
に
わ
た
り
整
備
が
施
さ

れ
て
い
る
。

さ
て
、
前
半
の
由
緒
が
記
さ
れ
た
文
面
の
一
部
に
傍
線
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
後
筆
部
分
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
牧
野
藤
吉
氏
に

よ
り
記
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
部
分
は
事
実
で
は
な
い
と
注
意
を
促
す
文
章
も
記
さ

れ
て
い
る
。
牧
野
氏
は
地
元
口
大
野
出
身
で
、
後
に
『
わ
が
ふ
る
さ
と
口
大
野
の
歴

【
表
16
】　
大
野
神
社
の
由
緒

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

岡
野
宮
か
ら
移
転

○

○

○

○

○

式
内
社
で
あ
る
こ
と

○

○

○

○

○

○

一
色
の
兵
火

○

○

○

○

○

○

【図15】 昭和一五年建立当時のものと思われる写真
（上：拝殿、下：社務所）（32）
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史
』編
さ
ん
に
関
わ
る
な
ど
地
元
の
歴
史
に
精
通
し
て
い
る
。
傍
線
部
分
の
内
容
は
、

①
天
和
五
年
（
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。）
岡
野
宮
修

造
、
神
供
米
献
進

②
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
再
建

③
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
神
田
寄
進

④
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
仮
殿
奉
安

と
四
つ
の
点
が
記
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
由
緒
に
は
無
い
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
牧

野
氏
の
文
面
に
よ
る
と
社
格
の
昇
格
請
願
の
た
め
付
加
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
新
た
に
記
さ
れ
た
由
緒
の
特
徴
は
領
主
と
の
関
連
性
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ

り
、
京
極
高
知
、
永
井
尚
征
、
阿
部
正
邦
と
い
ず
れ
も
宮
津
藩
主
の
名
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
文
面
が
付
加
さ
れ
た
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
近
世
の

口
大
野
村
は
、
宮
津
藩
領
と
峰
山
藩
領
が
存
在
す
る
相
給
の
村
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な

ら
ば
、
峰
山
藩
主
の
名
も
記
さ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
は
ず
だ
が
、
実
際
は

そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
峰
山
藩
領
内
で
府
社
に
昇
格
し
た
金
刀
比
羅
神
社
の
状

況
を
確
認
し
て
み
た
い
。
金
刀
比
羅
神
社
は
大
野
神
社
か
ら
北
西
に
約
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
離
れ
た
峰
山
城
下
に
位
置
し
て
お
り
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
讃
岐
の
金

毘
羅
宮
よ
り
勧
請
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
点
か
ら
藩
主
京
極
家
と
の
関
係
は
深
く

あ
っ
た
。
府
社
昇
格
に
つ
い
て
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
昇
格
を
請
願
し
た

と
こ
ろ
内
務
省
よ
り
藩
主
の
崇
敬
の
事
実
に
つ
い
て
照
会
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お

り
、
昇
格
に
際
し
て
藩
主
と
の
具
体
的
な
関
係
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
実
際

に
金
刀
比
羅
神
社
か
ら
は
様
々
な
記
録
類
か
ら
藩
主
と
の
関
連
を
示
す
記
述
を
抜
粋

し
た
資
料
が
提
出
さ
れ
て
い
る
（
33
）。
府
社
昇
格
に
関
わ
る
こ
う
し
た
近
隣
の
事
例

が
大
野
神
社
関
係
者
に
も
伝
わ
り
、
す
で
に
峰
山
藩
主
と
の
関
連
を
示
し
府
社
に
昇

格
し
た
金
刀
比
羅
神
社
と
の
重
複
を
避
け
宮
津
藩
主
と
の
関
係
を
強
く
打
ち
出
そ
う

と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
趣
意
書
の
最
後
に
「
大
野
神
社
主
要
施
設
要
項
」
と

し
て
境
内
整
備
等
本
事
業
で
実
施
す
る
八
項
目
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
六
番
目
に

「
昇
格
請
願
」が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
牧
野
氏
が
記
す
よ
う
に
村
社
か
ら
府
社
へ
の

昇
格
を
狙
い
、
記
念
事
業
に
よ
り
境
内
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
由
緒
も
新
た
な

内
容
が
付
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ら
の
内
容
は
現
在
で
も
地
域
史
の
中
で
生
き
て
い
る
。
昭
和
五
七
年

（
一
九
八
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
宮
町
誌
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
大
野
神
社
の
歴
史

が
記
し
て
あ
る
（
34
）。
論
点
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
適
宜
段
落
を
分
け
番
号

を
付
し
た
。

大
野
神
社
（
元
村
社
）
口
大
野
小
字
城
山

祭
神
　
保
食
神
・
大
荒
田
別
神
・
熊
野
十
二
神
・
野
槌
神

①
式
内
社
で
あ
り
、
延
喜
式
に
は
大
野
神
社
を
竹
野
郡
一
四
座
の
中
に
記
さ
れ

て
い
る
が
郡
の
誤
り
で
あ
る
。

②
上
記
の
祭
神
は
明
治
一
七
年
三
月
の
「
中
郡
神
社
明
細
帳
」
に
よ
る
と
、
熊

野
十
二
神
は
、
小
字
十
二
社
に
鎮
座
し
て
い
た
十
二
社
権
現
で
あ
り
、
古
来

法
華
経
勧
請
の
権
現
で
あ
る
。
野
槌
の
神
は
、
野
の
神
で
小
字
岡
野
宮
に
鎮

座
の
岡
明
神
の
祭
神
で
、
こ
の
二
神
を
土
地
の
神
と
し
て
併
せ
祀
っ
た
も
の

で
あ
る
。
大
荒
田
別
神
は
大
野
朝
臣
の
祖
で
あ
り
、
丹
後
町
中
浜
の
大
野
神

社
も
こ
の
神
を
祭
神
と
し
て
い
る
。

③
中
郡
の
式
内
社
は
豊
受
大
神
一
神
を
祀
る
の
で
、
当
社
も
ま
た
保
食
神
（
豊

受
大
神
）
を
祀
っ
て
い
る
。

④
当
地
は
、
古
く
か
ら
日
蓮
宗
の
信
仰
の
厚
い
と
こ
ろ
で
、
同
宗
の
守
護
神
の

三
十
番
神
を
尊
崇
し
、
出
生
・
冠
婚
な
ど
の
す
べ
て
を
旦
那
寺
で
お
こ
な
っ
て

き
た
の
で
、
明
治
の
初
め
ま
で
、
産
土
神
が
荒
廃
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
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⑤
口
大
野
村
の
発
生
の
地
は
、
小
字
谷
川
の
地
で
あ
り
こ
こ
に
荒
廃
の
ま
ま
に

な
っ
て
い
た
「
岡
野
宮
」
が
大
野
神
社
の
本
地
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
こ
の
谷
川
の
地
は
、
古
く
か
ら
「
谷
川
千
軒
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

所
で
、
水
利
、
地
形
、
出
土
品
、
古
墳
群
な
ど
に
よ
り
大
き
な
集
落
の
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
地
が
荒
廃
し
た
の
は
、嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）

の
大
洪
水
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
同
社
が
衰
微
し
た
の
は
天
正
七
年

（
一
五
七
九
）（
七
月
―
一
〇
月
）
の
細
川
・
一
色
両
氏
の
争
乱
に
よ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
鎮
守
跡
地
に
あ
る
、
大
正
一
一
年
三
月
建
立
「
大
野
神
社
旧

跡
」
の
碑
文
が
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
。

⑥
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
岡
野
宮
を
再
建
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
村

の
中
央
の
由
緒
の
あ
る
城
山
の
現
境
内
の
地
を
開
い
て
移
し
、
同
六
年
二
月

一
〇
日
村
社
に
指
定
さ
れ
、
例
祭
は
八
月
一
六
日
で
あ
る
。
同
一
二
年
一
〇

月
現
本
殿
に
遷
座
、
同
一
八
年
八
月
拝
殿
を
新
築
し
た
。
昭
和
二
年
三
月
七

日
丹
後
大
地
震
に
、
当
地
は
激
震
地
で
あ
っ
た
が
社
殿
は
損
傷
の
み
で
あ
っ

た
。
紀
元
二
六
〇
〇
年
（
昭
和
一
五
年
、
西
暦
一
九
四
〇
年
）
記
念
事
業
と

し
て
、
本
殿
周
囲
玉
垣
・
祝
詞
舎
・
拝
殿
・
神
饌
所
・
社
務
所
・
楽
舎
を
新

築
し
、
同
一
五
年
一
〇
月
九
日
落
成
式
を
挙
行
、
同
四
三
年
九
月
本
殿
の
修

理
、
続
い
て
同
四
六
年
一
〇
月
に
、
遷
座
百
年
記
念
事
業
と
し
て
境
内
の
整

備
を
行
っ
た
。

ま
ず
①
は
、
近
世
の
『
丹
後
旧
事
記
』
等
地
誌
類
に
記
さ
れ
て
い
た
内
容
が
引
き

継
が
れ
て
お
り
、
②
は
『
丹
後
国
中
郡
神
社
明
細
帳
』
に
基
づ
い
た
内
容
に
あ
ら
た

な
情
報
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
③
は
中
郡
の
式
内
社
は
豊
受
大
神
一
神
を
祀
る
と
い

い
こ
れ
ま
で
に
な
い
独
自
の
内
容
で
あ
る
が
、
大
宮
売
神
社
（
京
丹
後
市
大
宮
町
周

枳
）
の
よ
う
に
中
郡
の
式
内
社
に
は
豊
受
大
神
以
外
の
祭
神
を
祀
る
神
社
も
あ
る
。

④
は
、『
丹
後
国
中
郡
誌
稿
』
所
引
『
丹
波
丹
後
式
内
神
社
取
調
書
』（
註
１
参
照
）

の
記
述
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
⑤
は
『
大
野
神
社
由
緒
書
』
に
新
た
な
情
報
を

追
加
し
た
も
の
で
、
⑥
は
『
村
社
大
野
神
社
奉
賛
会
趣
意
書
』
の
内
容
を
も
と
新
た

な
情
報
を
追
加
し
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
各
時
代
に
形
成
さ
れ
た
由

緒
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
大
野
神
社
の
歴
史
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
近

代
に
な
っ
て
か
ら
創
出
さ
れ
た
由
緒
も
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
現
代
社
会
に
お
い
て

も
そ
の
影
響
力
は
続
い
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
野
神
社
の
由
緒
と
境
内
の
主
に
近
代
で
の
変
遷
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
や
変
容
時
期
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
大
き
く
二
つ
の
画
期

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
一
つ
は
、
明
治
初
め
に
式
内
社
認
定
や
社
殿
の
移
転
・

境
内
整
備
の
よ
う
に
神
社
の
外
形
が
大
き
く
変
化
す
る
際
に
由
緒
が
創
出
さ
れ
る
様

子
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
は
式
内
社
の
認
定
、
旧
地
か
ら
の
移

転
、
一
色
の
兵
火
に
よ
る
記
録
の
消
失
が
語
ら
れ
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て

二
つ
目
が
紀
元
二
六
〇
〇
年
記
念
事
業
の
際
で
あ
る
。
こ
の
時
も
大
が
か
り
な
境
内

整
備
が
行
わ
れ
て
お
り
、
由
緒
に
も
藩
主
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
新
た
な
内
容
が
付

加
さ
れ
、
そ
の
意
図
と
し
て
社
格
の
昇
格
が
目
論
ま
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
由
緒
と

境
内
の
変
化
が
同
調
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
由
緒
の
変
化
に
は

式
内
社
認
定
や
社
格
昇
格
の
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
現
代
に
お
い
て
も
な
お

そ
の
内
容
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
影
響
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
網
野

神
社
や
第
一
部
第
一
章
で
少
し
触
れ
た
竹
野
神
社
や
金
刀
比
羅
神
社
と
同
様
に
、
近

代
に
お
け
る
由
緒
の
変
化
を
大
野
神
社
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
や
、
そ
の
背

景
に
式
内
社
認
定
や
社
格
所
格
と
い
っ
た
地
域
社
会
の
思
惑
が
存
在
し
て
い
る
点
も

網
野
神
社
と
共
通
し
て
お
り
、
さ
ら
に
他
社
の
検
討
が
進
め
ば
変
化
の
時
期
や
地
域

社
会
か
ら
の
影
響
な
ど
比
較
検
討
も
可
能
と
い
え
る
。
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　〔
註

〕

（
1
）『
丹
後
国
中
郡
誌
稿
』（
京
都
府
丹
後
国
中
郡
役
所
、
一
九
一
四
年
）
四
三
八
頁
所
引
『
丹
波

丹
後
式
内
神
社
取
調
書
』
に
「（
中
略
）
式
考
同
上
サ
テ
此
村
ノ
人
民
中
古
ヨ
リ
日
蓮
宗
ト
ナ

リ
テ
神
社
ニ
ハ
少
モ
心
ヲ
掛
ケ
ズ
故
ニ
児
生
ル
ト
マ
ツ
旦
那
寺
ヘ
初
参
リ
モ
正
月
元
日
最
初

ニ
寺
参
リ
其
他
娶
聟
ノ
悦
ビ
ゴ
ト
等
總
テ
旦
那
寺
ニ
テ
事
ヲ
済
シ
神
社
ハ
ア
ル
ノ
ミ
祭
リ
モ

名
バ
カ
リ
ニ
テ
無
キ
ガ
如
シ
既
ニ
御
復
古
来
人
民
ニ
守
札
ヲ
渡
ス
ト
キ
ニ
此
村
人
民
ハ
氏
神

ハ
ナ
シ
ト
マ
デ
答
ヒ
シ
程
ノ
コ
ト
ナ
リ
故
ニ
大
野
神
社
ハ
衰
廃
シ
テ
字
岡
野
ト
云
処
ニ
小
祠

ト
也
テ
存
ス
ル
ノ
ミ
中
古
来
法
華
勧
請
ノ
十
二
所
大
権
現
ヲ
土
地
ノ
氏
神
ト
称
セ
シ
ハ
イ
ト

モ
ノ
ヽ
畏
キ
コ
ト
ニ
テ
悲
シ
キ
事
ノ
極
ミ
ナ
リ
サ
レ
ド
モ
村
老
ノ
口
伝
ニ
ハ
尊
ク
古
キ
社

ノ
ヨ
シ
申
伝
マ
タ
マ
レ
ニ
ハ
古
帳
ナ
ド
ニ
大
野
大
明
神
ト
ア
ル
ハ
尊
キ
コ
ト
ナ
リ
ケ
リ
」
と

あ
る
。

（
2
）
大
宮
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
大
宮
町
誌
』
史
料
編
（
大
宮
町
役
場
、
一
九
八
四
年
）

一
一
五
六
、一
一
五
八
頁

（
3
）
口
大
野
区
提
供

（
4
）『
宮
津
市
史
』
史
料
編
第
五
巻
（
宮
津
市
役
所
、一
九
九
四
年
）
六
～
七
頁
。
同
書
で
は
切
妻

造
の
本
殿
と
し
て
日
吉
神
社
本
殿
〔
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）〕、
豊
守
神
社
本
殿
（
十
九
世

紀
中
期
）
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
ほ
か
に
神
明
造
の
本
殿
と
し
て
須
津
彦
・
須
津
姫
神
社
本

殿
〔
明
治
初
期
〕
な
ど
も
あ
る
。
ま
た
宮
津
市
以
外
の
近
世
後
期
か
ら
明
治
時
代
の
も
の
で

は
、
管
見
の
と
こ
ろ
神
明
造
の
本
殿
と
し
て
与
謝
野
町
の
板
列
八
幡
神
社
〔
天
保
五
年

（
一
八
三
四
）〕、
小
虫
神
社
〔
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）〕、
京
丹
後
市
の
天
神
神
社
〔
明
治

一
六
年
（
一
八
八
三
）〕、
大
宮
神
社
〔
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）〕、
切
妻
造
の
本
殿
と
し

て
伊
根
町
の
浦
島
神
社
本
殿
〔
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）〕、
与
謝
野
町
の
一
宮
神
社
〔
明

治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）〕、
大
虫
神
社
〔
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）〕、
な
ど
が
あ
り
、
こ

れ
ら
も
籠
神
社
と
の
関
連
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
前
掲
註
（
4
）
三
五
頁

（
6
）
妻
木
宣
嗣
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
大
宮
町
―
』（
京
丹
後
市
教
育
委

員
会
、
二
〇
〇
九
年
）
三
〇
頁

（
7
）
口
大
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
化
推
進
委
員
会
編
『
わ
が
ふ
る
さ
と
口
大
野
の
歴
史
』（
口
大
野

自
治
会
、
一
九
九
三
年
）
一
三
五
頁

（
8
）
前
掲
註
（
7
）
一
三
一
頁
所
引
『
大
野
村
誌
』
に

	

延
喜
式
内
大
野
神
社
祭
神
宇
気
持
神
、
元
谷
川
千
軒
ト
云
フ
岡
ノ
宮
畑
中
ニ
堆
キ
森
ア

リ
、
住
古
ノ
神
蹟
則
延
喜
式
内
大
野
神
社
ナ
リ
。
此
ノ
時
（
明
治
五
年
か
）
峯
山
佐
々

木
宮
神
職
榊
金
麿
ナ
ル
人
之
ヲ
探
究
シ
政
府
ヘ
上
申
ス
、
此
人
至
誠
ア
リ
ト
イ
エ
ド
モ

粗
慢
ノ
躰
ニ
テ
人
情
ニ
合
ワ
ズ
、
依
テ
信
用
ヲ
得
ズ
、
情
実
通
セ
ズ
、
時
ニ
至
ラ
ズ
許

可
ナ
シ
。

	

其
後
宮
津
亀
ヶ
丘
皇
太
神
宮
（
明
治
開
営
）
此
神
職
大
原
美
能
理
ナ
ル
人
之
ヲ
考
ヘ
探

究
照
合
心
意
ヲ
労
シ
、
考
証
上
申
シ
遂
ニ
許
可
ア
リ
シ
、
則
大
荒
田
別
命
ヲ
以
テ
祭
神

ト
ス

	

と
あ
り
、
ま
た
『
丹
後
国
中
郡
誌
稿
』
大
野
神
社
の
項
、「
実
地
聞
書
」
に
「
此
社
祭
神
以
前

ハ
宇
気
持
神
ナ
リ
シ
ヲ
維
新
後
宮
津
ノ
大
原
実
氏
ノ
説
ニ
ヨ
リ
テ
今
ノ
祭
神
ト
シ
タ
ル
ナ
リ

ト
云
」
と
あ
り
、
時
期
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
も
の
の
大
原
美
能
理
（
実
）
に
よ
る
考
証
の

結
果
大
荒
田
別
命
が
祭
神
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
大
原
美
能
理
は
天
保
九
年

（
一
八
三
八
）
～
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）、
讃
岐
の
田
村
神
社
の
宮
司
を
務
め
た
（
森
繁

夫
編
『
名
家
伝
記
資
料
集
成
』
第
一
巻
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
四
、六
九
〇
頁
）。
ま
た
、

現
在
舞
鶴
市
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
『
丹
後
国
延
喜
式
神
社
考
証
加
佐
郡
部
』（
糸
井
文
庫
（
丗

三
）
一
四
）
や
籠
神
社
の
沿
革
を
ま
と
め
た
『
皇
大
神
四
年
鎮
座
考
』
を
著
し
て
お
り
、
丹

後
に
お
い
て
式
内
社
の
調
査
・
研
究
を
行
っ
て
い
た
。

（
9
）
前
掲
註
（
6
）
三
三
頁

（
10
）
前
掲
註
（
4
）
三
五
頁

（
11
）
佐
伯
有
義
編
『
神
祇
全
書
』
第
一
輯
復
刻
版
（
思
文
閣
、
一
九
七
一
年
）
三
四
二
頁

（
12
）
木
下
幸
吉
編
『
丹
後
郷
土
史
料
集
』
第
一
輯
（
龍
灯
社
出
版
部
、
一
九
三
八
年
）

四
三
四
、四
三
五
頁
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（
13
）
永
浜
宇
平
編
『
丹
後
史
料
叢
書
』
第
一
輯
（
丹
後
史
料
叢
書
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
）
一
三
九
頁

（
14
）『
伴
信
友
全
集
』
第
一
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
七
年
）
四
四
七
頁

（
15
）
舞
鶴
市
所
蔵
「
糸
井
文
庫
」
丗
二
-
一
三

（
16
）
鈴
鹿
連
胤
撰
、
井
上
頼
国
・
佐
伯
有
義
校
訂
『
神
社
覈
録
』
上
編
（
皇
典
講
究
所
、
一
九
〇
二

年
）
五
九
九
頁

（
17
）
栗
田
寛
『
神
祇
志
料
』
巻
之
十
六
（
温
故
堂
、
一
八
八
七
年
）
一
五
頁

（
18
）
京
都
府
京
丹
後
市
弥
栄
町
外
村
区
所
蔵
「
溝
谷
神
社
文
書
」
Ａ
-
一
-
一
〇

（
19
）
前
掲
註
（
7
）
一
三
五
頁

（
20
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
「
京
都
府
行
政
文
書
」
明
一
六
―
四
九
―
追
一

（
21
）
高
柴
貞
雄
編
『
中
郡
一
斑
峰
山
案
内
』（
中
郡
一
斑
峰
山
案
内
編
纂
会
、
一
九
一
二
年
）
四
七
頁

（
22
）
前
掲
註
（
1
）
四
三
七
～
四
三
八
頁

（
23
）
大
野
神
社
よ
り
北
西
に
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。

（
24
）『
特
選
神
名
牒
』（
磯
部
甲
陽
堂
、
一
九
二
五
年
）
五
九
九
頁

（
25
）
口
大
野
区
所
蔵
『
昭
和
十
五
年
本
殿
一
部
模
様
替
拝
殿
其
他
新
築
一
件
書
類
』

（
26
）
拙
稿
「
丹
後
と
真
言
倒
し
」
京
丹
後
市
史
資
料
編
『
京
丹
後
市
の
伝
承
・
方
言
』（
京
丹
後
市

役
所
、
二
〇
一
二
年
）
六
五
頁

（
27
）
大
宮
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
大
宮
町
誌
』（
大
宮
町
役
場
、
一
九
八
二
年
）
八
四
一
頁

（
28
）
前
掲
註
（
8
）

（
29
）
米
地
実
『
村
落
祭
祀
と
国
家
統
制
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
二
年
）
二
四
一
頁

（
30
）
前
掲
註
（
12
）
四
三
四
頁

（
31
）
櫻
井
治
男
『
蘇
る
ム
ラ
の
神
々
』（
大
明
堂
、
一
九
九
二
年
）
六
三
頁

（
32
）
口
大
野
区
提
供

（
33
）
河
北
印
刷
株
式
会
社
編
『
金
刀
比
羅
神
社
御
鎮
座
二
百
年
記
念
誌
』（
金
刀
比
羅
神
社
二
百
年

祭
奉
賛
会
・
金
刀
比
羅
神
社
、
二
〇
一
二
年
）
二
三
頁

（
34
）
前
掲
註
（
27
）
八
四
一
～
八
四
二
頁
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第
六
章　

由
緒
と
現
代
地
域
社
会

は
じ
め
に

本
研
究
で
は
主
に
網
野
神
社
を
題
材
に
し
て
近
世
か
ら
近
代
、
さ
ら
に
現
代
に
お

け
る
神
社
の
由
緒
に
つ
い
て
、内
外
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
少
し
ず
つ
変
容
を
遂
げ
、

継
続
し
て
い
く
様
子
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
（
１
）。
そ
の
際
に
、
文
献
を
は
じ
め
本

殿
や
棟
札
と
い
っ
た
建
造
物
と
そ
の
付
属
物
、
ま
た
境
内
や
村
の
様
子
を
描
い
た
絵

図
等
を
も
と
に
考
察
し
た
。
時
代
の
変
化
に
よ
り
写
真
や
書
籍
な
ど
、
新
た
な
形
態

の
資
料
が
加
わ
る
こ
と
が
あ
り
、
今
後
も
裾
野
が
広
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま

た
、
本
書
第
二
部
第
四
章
に
お
い
て
、『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
が
戦

後
の
『
網
野
町
史
』
な
ど
の
自
治
体
史
に
も
掲
載
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
引
き
継

が
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
大
正
か
ら
昭
和
の
後
期
に
至
る
数
十
年
と
い
う
単
位

で
、
自
治
体
史
の
刊
行
や
郡
誌
の
復
刊
を
通
じ
て
由
緒
の
再
生
産
が
行
わ
れ
る
様
子

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
二
〇
世
紀
末
以
降
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
普
及
に
よ
り
個
人
・
団
体
問
わ
ず
情
報
の
発
信
が
容
易
に
な
り
、
由
緒
の
再
生

産
や
閲
覧
も
容
易
か
つ
迅
速
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
部
第
一
章
に
お
い
て
は
、
近
世

か
ら
近
代
に
か
け
て
の
由
緒
を
（
１
）
神
社
所
蔵
資
料
、（
２
）
丹
後
国
の
地
誌
、

（
３
）
他
所
で
の
認
識
、
と
い
う
三
つ
の
区
分
で
考
え
た
が
、
S
N
S
の
普
及
に
よ

り
個
人
が
情
報
の
発
信
者
と
な
る
昨
今
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
区
分
で
は
説
明
が

で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
近
年
、
伊
藤
龍
平
氏
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
伝

承
で
あ
る
「
電
承
」
と
い
う
用
語
を
提
唱
し
（
２
）、ま
た
「
ネ
ッ
ト
ロ
ア
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
の
伝
承
説
話
）」
研
究
の
今
後
に
つ
い
て
、「
二
〇
世
紀
の
説
話
伝
承
は
、

口
承
・
書
承
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
な
か
に
あ
っ
た
が
、
二
一
世
紀
で
は
、
口
承
・
書
承
・

電
承
が
併
存
し
、
な
お
か
つ
、
不
分
明
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

口
承
・
書
承
・
電
承
の
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
把
握
し
な
け
れ
ば
、
現

代
の
説
話
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
お
ぼ
つ
か
な
い
（
３
）」
と
述
べ
て
い
る
。
第
二

部
の
最
後
に
あ
た
り
、
現
代
の
地
域
社
会
に
お
け
る
由
緒
と
、
新
た
な
資
料
と
な
り

う
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
由
緒
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一　

由
緒
と
現
代
地
域
社
会

筆
者
は
、
数
年
前
か
ら
地
域
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
開
催
し
て
い
る
「
こ
ま
ね
こ

ま
つ
り
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
金
刀
比
羅
神
社

（
京
都
府
京
丹
後
市
峰
山
町
泉
）
境
内
に
石
造
の
「
狛
犬
」
な
ら
ぬ
「
狛
猫
」（
４
）
が

安
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「「
猫
」
と
「
丹
後
ち
り
め
ん
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、

丹
後
の
人
と
猫
の
つ
な
が
り
に
思
い
を
馳
せ
て
、
時
空
を
超
え
た
ま
ち
あ
る
き
を
楽

し
む
イ
ベ
ン
ト
（
５
）」
と
し
て
二
〇
一
六
年
か
ら
始
ま
っ
た
比
較
的
新
し
い
イ
ベ
ン

ト
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
ネ
コ
な
の
か
と
言
う
と
、
丹
後
ち
り
め
ん
の
産
地
で
あ

る
京
丹
後
市
で
は
か
つ
て
そ
の
原
料
と
な
る
絹
糸
を
生
産
す
る
た
め
養
蚕
も
盛
ん
で

あ
っ
た
。
養
蚕
や
ち
り
め
ん
業
に
と
っ
て
ネ
ズ
ミ
は
大
敵
で
あ
り
、
ネ
コ
が
大
切
に

さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
６
）。
京
丹
後
市
以
外
で
も
養
蚕
の
盛
ん
な
地
域
で
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は
、
ネ
ズ
ミ
除
け
の
御
札
や
ネ
コ
の
絵
が
あ
り
、
ま
た
ネ
ズ
ミ
除
け
の
神
社
も
存
在

し
て
い
る
（
７
）。
そ
も
そ
も
狛
猫
の
存
在
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
か
っ
た
が
、
住
民
た
ち
は
こ
う
し
た
狛
猫
に
関
わ
る
由
緒
を
生
か
し
て
イ
ベ
ン

ト
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
由
緒
を
地
域
資
源
の
一
つ
と
し
て
活
用
し
て
い
る
一
つ

の
事
例
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
の
活
動
の
中
で
ま
ち
歩
き
の
ガ
イ
ド
な
ど
を
行
い
、
普

段
の
研
究
成
果
を
地
域
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
イ
ベ
ン
ト

は
、
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
金
刀
比
羅
神
社
鎮
座
二
百
年
祭
を
期
に
発
足
し
た

「
ね
こ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
中
心
に
実
行
委
員
会
が
結
成
さ
れ
、
平
成
二
八
年（
二
〇

一
六
）
九
月
一
八
日
に
第
一
回
「
こ
ま
ね
こ
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
８
）。
開
催
目
的
の
一
つ
に
、令
和
二
年（
二
〇
二
〇
）が
丹
後
ち
り
め
ん
創
業
三
〇
〇

周
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
向
け
て
「
峰
山
か
ら
丹
後
を
盛
り
上
げ
よ
う
。

町
歩
き
で
風
情
あ
る
峰
山
の
街
並
み
を
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
（
９
）」
と
い
う
意
図
が

あ
っ
た
。
狛
猫
そ
の
も
の
は
、
社
殿
向
か
っ
て
左
側
が
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
と

右
側
が
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
造
立
さ
れ
て
お
り
（
10
）、
二
〇
〇
年
近
く
境
内

に
鎮
座
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
神
社
の
二
百
年
祭
や
丹
後
ち
り
め
ん
創
業

三
〇
〇
年
と
い
う
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
由
緒
が
注
目
さ
れ
、
表
舞

台
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
物
理
的
に
モ
ノ
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
関
心
が
向

か
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い
と
同
様
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。
そ
の
後
、
第
二

回
、
第
三
回
は
天
候
に
よ
り
規
模
を
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
令
和
二

年
（
二
〇
二
〇
）
に
は
第
五
回
目
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

近
年
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
、
社
会
関
係
資
本
と
邦
訳
さ
れ
る
概
念
が
注
目

さ
れ
、「
調
整
さ
れ
た
諸
活
動
を
活
発
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
効
率
性
を
改

善
で
き
る
信
頼
、
規
範
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
っ
た
社
会
組
織
の
特
徴
」（
11
）
と
さ

れ
、
そ
の
議
論
の
中
で
「
地
域
社
会
」
と
「
宗
教
」
と
の
関
連
が
議
論
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
（
12
）。「
こ
ま
ね
こ
ま
つ
り
」
の
よ
う
な
取
り
組
み
も
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ

タ
ル
の
一
例
と
い
え
る
。

ま
た
、
本
研
究
で
主
に
取
り
上
げ

て
き
た
網
野
神
社
で
は
、
一
度
途
絶

え
て
し
ま
っ
た
境
内
社
の
一
つ
で
あ

る
愛
宕
神
社
の
祭
礼
を
、
神
職
や
地

元
住
民
の
力
に
よ
り
復
活
さ
せ
た

（
13
）。
網
野
神
社
の
北
東
に
位
置
す
る

愛
宕
神
社
は
、
文
久
三
年
（
一
八

六
三
）
に
上
屋
再
建
時
の
棟
札
が

残
っ
て
い
る
こ
と
や
（
14
）、明
治
三
一

年
（
一
八
九
八
）
の
「
古
社
取
調
書

付
図
（
15
）」
に
も
社
殿
が
記
さ
れ
て
お

り
、
近
世
以
来
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
本
社
の
例
祭
は
、
麦
わ

ら
を
束
ね
た
も
の
に
火
を
つ
け
振
り
回
す
「
マ
ン
ド
リ
（
万
灯
籠
の
転
訛
と
思
わ
れ

る
。）」
と
呼
ば
れ
る
神
事
が
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が
途
絶
え

て
い
た
。
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
頃
、
本
殿
や
拝
殿
な
ど
の
屋
根
修
理
を
行
っ

た
際
に
、
他
に
や
り
残
し
た
こ
と
が
無
い
か
と
い
う
話
に
な
り
、
こ
の
マ
ン
ド
リ
神

事
の
こ
と
が
話
題
に
な
り
こ
れ
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
な
っ
た
。
麦
わ
ら
を
束
ね
る
と

い
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
麦
は
無
く
や
り
方
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
地
域
の
高
齢

者
の
中
に
経
験
者
が
い
た
こ
と
か
ら
教
え
て
も
ら
い
、
麦
も
他
地
区
か
ら
調
達
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
当
初
は
、
二
～
三
個
ば
か
り
回
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
思
っ

て
い
た
が
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
取
材
が
来
る
と
い
う
話
に
も
な
り
、
引
っ
込
み
が
き

か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
七
月
二
四

日
に
復
活
第
一
回
目
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
も
毎
年
同
日
に
開
催

さ
れ
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
中
止

と
な
っ
た
も
の
の
、
令
和
三
年
は
規
模
を
縮
小
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

【図16】 愛宕神社例祭マンドリ神事、平成 26 年
（2014）7 月 24 日撮影
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地
元
の
反
響
は
大
き
く
、
開
催
後
に
は
マ
ン
ド
リ
保
存
会
が
結
成
さ
れ
麦
づ
く
り
や

境
内
の
清
掃
な
ど
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
自
治
会
の
青
年
部
に
よ
る
飲
み
物
な
ど
の

露
店
、
婦
人
部
に
よ
る
御
札
の
販
売
、
自
主
防
災
会
に
よ
る
会
場
警
備
、
愛
護
会
に

よ
る
提
灯
づ
く
り
な
ど
地
域
ぐ
る
み
の
活
動
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
西
川
宮
司
は
、

「
た
だ
の
賑
や
か
し
の
よ
う
な
こ
と
で
は
す
ぐ
に
廃
れ
て
し
ま
う
。地
域
の
防
火
や
防

災
を
祈
願
す
る
神
事
で
あ
る
こ
と
の
意
義
を
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
は
ズ
レ
て
は
い
け

な
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
振
り
返
る
。
過
疎
地
に
お
い
て
地
域
住
民
を
巻
き
込
ん
で

神
事
が
復
活
し
た
こ
と
は
神
社
界
で
も
話
題
に
な
り
、
す
で
に
神
職
等
に
よ
る
視
察

が
何
度
か
あ
っ
た
そ
う
だ
。
西
川
宮
司
は
「
役
に
立
て
る
場
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
ち

と
一
緒
に
生
き
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
持
っ
て
い
る
」
と
そ
の
成
果
を
実
感
し
て
い

る
。「
こ
ま
ね
こ
ま
つ
り
」と
同
様
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
の
価
値
を
再
発
見

し
、
具
現
化
し
た
一
例
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
再
発
見
と
い
う
行
為
の
難
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
過
去
に
あ
っ
た
。

筆
者
は
、
小
学
校
な
ど
で
の
出
前
授
業
に
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
校
区
内
の
歴
史

や
自
然
な
ど
に
つ
い
て
授
業
を
行
っ
て
き
た
。
毎
年
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
だ
き
授

業
を
行
っ
た
小
学
校
が
あ
る
反
面
、一
度
も
行
っ
た
こ
と
の
な
い
小
学
校
が
あ
っ
た
。

あ
る
日
、
職
場
で
一
度
も
行
っ
た
こ
と
の
な
い
小
学
校
の
校
長
と
出
会
う
こ
と
が
あ

り
、
思
い
切
っ
て
他
の
小
学
校
で
の
出
前
授
業
の
話
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
う
ち
の

校
区
は
何
も
な
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
て

し
ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
調
査
等
で
京
丹
後
市
内
を
隈
な
く
回
っ
た
経
験
か
ら
言
う

と
、「
何
も
な
い
」
と
一
言
で
片
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
地
域
は
ま
ず
も
っ
て
無
く
、
ど

の
校
区
で
も
特
徴
あ
る
歴
史
上
の
出
来
事
や
自
然
環
境
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
と
し
て
「
何
も
な
い
」
と
感
じ
て
い
る
人
が
い
る
の
も
確
か

な
の
で
あ
る
。な
ぜ
こ
の
よ
う
な
貧
困
な
地
域
像
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

様
々
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
自
家
用
車
で

の
通
勤
が
あ
る
。
京
丹
後
市
内
で
は
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
た
通
勤
は
少
な
く
、

自
宅
と
職
場
の
間
を
自
家
用
車
で
往
復
し
て
い
る
。新
た
な
職
場
に
転
勤
し
た
場
合
、

当
初
は
物
珍
し
さ
も
あ
り
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
の
店
舗
や
風
景
に
関
心
が
向
い
て
く
る
。

し
か
し
、
日
を
重
ね
る
に
従
い
、
そ
れ
が
当
た
り
前
に
思
う
よ
う
に
な
る
。
自
家
用

車
の
窓
越
し
に
見
え
る
風
景
が
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
極
端
な
こ
と
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
「
何
も
な
い
」
と
い
う
印
象
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
日

常
の
な
か
に
価
値
を
見
出
す
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
魅
力
は

日
常
に
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
も
高
ま
っ
て
く
る
。

さ
て
、
群
馬
県
に
お
い
て
「
上
州
の
語
り
物
」
と
し
て
知
ら
れ
る
民
間
文
芸
を
通

じ
、
地
域
の
文
化
振
興
や
新
た
な
作
品
作
り
に
関
わ
っ
た
佐
藤
喜
久
一
郎
氏
は
、「
伝

説
の
登
場
人
物
を
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
お
話
の
内
容
を
知
る
人

が
す
く
な
け
れ
ば
、
必
ず
固
有
名
詞
だ
け
が
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と

え
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
の
開
発
な
ど
で
商
業
的
利
益
を
得
た
と
こ
ろ
で
、
伝
承

さ
れ
て
き
た
お
話
が
ま
す
ま
す
忘
れ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
地
域
文
化
は
か
え
っ

て
貧
し
い
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
（
16
）」
と
注
意
を
促
し
て
い
る
。「
こ
ま
ね
こ

ま
つ
り
」
に
お
い
て
も
、
狛
猫
を
い
か
し
た
商
品
作
り
は
あ
り
、
ま
た
新
聞
、
テ
レ

ビ
を
は
じ
め
と
し
た
マ
ス
コ
ミ
、ま
た
S
N
S
上
で
個
人
的
に
発
信
さ
れ
る
情
報
の

な
か
に
も
多
数
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
見
す
れ
ば
、
消
費
さ
れ
る
地
域
文
化

の
一
途
を
た
ど
る
か
に
見
え
る
。
第
四
回
（
二
〇
一
九
年
）
に
お
い
て
、統
計
は
取
っ

て
い
な
い
も
の
の
過
去
最
大
の
来
客
数
が
あ
り
、
第
二
回
（
二
〇
一
七
年
）、
第
三
回

（
二
〇
一
八
年
）
が
天
候
に
恵
ま
れ
ず
、一
部
企
画
を
中
止
や
延
期
を
し
た
こ
と
も
あ

り
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
終
了
後
、
人
数
だ
け
を
追
い
求
め
る
こ

と
へ
の
疑
問
も
上
が
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
歩
行
者
が
増
え
る
こ
と
に
よ
り
通
行
の

危
険
性
が
高
ま
る
、
狛
猫
を
通
じ
て
ま
ち
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
す
る
意
図
が
伝
わ
ら

な
く
な
る
、
人
数
が
多
す
ぎ
て
対
応
が
難
し
く
な
る
な
ど
、
来
客
数
の
増
加
に
よ
る

弊
害
も
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
。
住
民
自
ら
が
由
緒
を
伝
え
、
由
緒
を
通
じ
て
営
ま
れ
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る
様
々
な
試
み
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。『
第
三
回
こ
ま
ね
こ
ま
つ
り
ま
ち
あ

る
き
ま
っ
ぷ
』
に
は
、「
こ
ま
ね
こ
ま
つ
り
が
目
指
す
も
の
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

峰
山
町
の
金
刀
比
羅
神
社
の
境
内
に
は
、
丹
後
ち
り
め
ん
で
栄
え
た
ま
ち
の
歴

史
に
ま
つ
わ
る
猫
の
石
像
、
通
称
「
こ
ま
ね
こ
」
が
あ
り
、
人
々
に
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
る
有
志
が
こ
れ
に
着
目
し
、
こ
ま
ね
こ
や
猫

を
峰
山
の
ま
ち
づ
く
り
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
猫
に
ま
つ
わ

る
取
り
組
み
を
続
け
な
が
ら
、
今
後
も
ま
ち
に
残
せ
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
と

ア
イ
デ
ア
を
出
す
中
で
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
に
楽
し
く
関
わ
っ
て
も
ら
え

て
、み
ん
な
の
思
い
出
に
な
る
こ
と
を
や
っ
て
み
よ
う
！
と
生
ま
れ
た
の
が「
こ

ま
ね
こ
ま
つ
り
」
で
す
。（
傍
線
筆
者
）

傍
線
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、
一
連
の
活
動
を
通
じ
て
次
世
代
に
何
を
残
そ
う
と
し

て
い
る
の
か
が
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
お
り
、意
義
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ッ
プ
に
は
こ
の
他
に
も
「
こ
の
町
の
こ
せ
！
こ
の
猫
さ
が
せ
！
」
と
い
う
標
語
が

記
さ
れ
て
お
り
、「
こ
の
町
の
こ
せ
」
も
同
義
と
い
え
る
。
ま
た
「
こ
の
猫
さ
が
せ
！
」

は
、
狛
猫
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
見
出
し
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
、
第
二
、
第
三

の
狛
猫
を
見
出
し
た
い
と
い
う
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
住
民
有
志

が
集
い
地
域
の
歴
史
を
再
発
見
し
、イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
未
来
に
対
し
て
何
を
伝
え
、

何
を
残
す
べ
き
か
を
模
索
し
な
が
ら
活
動
を
続
け
て
お
り
、
今
後
も
試
行
錯
誤
を
重

ね
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
章
を
踏
ま
え
、
筆
者
自
身
主
催
者
の
一
人
と

し
て
感
じ
る
の
は
、
関
係
者
一
同
は
知
的
好
奇
心
を
根
底
に
持
ち
な
が
ら
、「
自
分
」

た
ち
の
、
ひ
い
て
は
「
ま
ち
」
の
可
能
性
を
最
大
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
域
で
の
活
動
の
出
発
点
と
し
て
、
ま
た
立
ち
帰
る
所
と
し
て
由
緒
は

存
在
し
て
お
り
、
住
民
た
ち
は
次
な
る
狛
猫
を
見
出
す
べ
く
活
動
を
続
け
て
い
る
。

さ
ら
に
マ
ッ
プ
に
は
「
あ
な
た
に
で
き

る
方
法
で
参
加
・
協
力
し
よ
う
！
」
と

あ
り
、
関
わ
り
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
よ

く
、
参
加
者
と
し
て
、
ま
た
主
催
者
と

し
て
の
参
加
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
て
く

れ
て
い
る
。
イ
ベ
ン
ト
が
肥
大
化
し
て

自
分
た
ち
の
意
図
が
通
じ
な
く
な
ら
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
限
り
は
、
今
後
も

継
続
さ
れ
て
い
く
と
感
じ
て
い
る
。
と

は
い
え
、
そ
も
そ
も
丹
後
ち
り
め
ん
創

業
三
〇
〇
年
に
向
け
て
の
イ
ベ
ン
ト
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
際
に
い
っ
た

ん
終
了
し
よ
う
と
い
う
話
も
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
筆
者
は
消
滅
し
た
集
落
の
そ
の
後
を
調
査
し
報
告
書
と
し
て

ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
（
17
）。
報
告
書
作
成
以
降
も
、
集
落
を
閉
じ
移
転
先
で
の
生

活
を
送
る
方
々
へ
の
調
査
を
続
け
る
な
か
、「
離
れ
て
し
ま
っ
た
土
地
に
対
し
て
心
残

り
は
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。「
は
っ
き
り
言
っ
て
あ
る
。

も
う
少
し
地
域
の
こ
と
を
子
ど
も
に
教
え
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
」、「
シ
ン
ボ
ル
的
存

在
で
あ
っ
た
観
音
像
や
村
の
鎮
守
を
移
し
た
。
こ
の
よ
う
に
心
残
り
の
無
い
よ
う
に

し
て
き
た
」、「
空
気
が
き
れ
い
で
環
境
が
良
く
、
理
想
的
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
正
直

言
っ
て
も
っ
た
い
な
い
の
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
」
な
ど
、そ
の
回
答
は
様
々
で
あ
り

「
終
わ
り
」
の
難
し
さ
を
感
じ
る
内
容
で
あ
っ
た
（
18
）。
特
に
人
口
減
少
の
進
む
当
地

に
お
い
て
は
（
19
）、
今
後
、
残
す
べ
き
も
の
は
何
か
、
残
し
た
い
も
の
は
何
か
を
住

民
自
ら
が
考
え
、
と
き
に
は
厳
し
い
決
断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
が
出
て
く
る
と
予
想
さ

れ
る
。
役
割
を
明
確
に
し
、
終
わ
り
を
見
据
え
た
活
動
も
ま
た
必
要
と
い
え
よ
う
。 【図17】 金刀比羅神社境内社木島神社と狛猫
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二　

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と
由
緒

本
研
究
で
は
、
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
文
献
に
記
さ
れ
た
由
緒
を
は
じ
め
本
殿
や

棟
札
と
い
っ
た
建
造
物
と
そ
の
付
属
物
、
ま
た
境
内
や
村
の
様
子
を
描
い
た
絵
図
等

を
取
り
上
げ
た
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
寺
社
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
初
め
個

人
・
団
体
問
わ
ず
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
由
緒
を
発
信
す
る
事
例
を
見
る
こ
と
が
で

き
、由
緒
の
裾
野
は
近
年
大
き
く
広
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
百
科
事
典
で
あ
る
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
記
載
さ
れ
た
由
緒
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と
は
、「
総
合
百
科
・
専
門
百
科
・
年
鑑
の
要
素
を

取
り
入
れ
た
百
科
事
典
で
す
。
す
べ
て
の
項
目
は
、
独
自
の
研
究
を
認
め
な
い
方
針

に
従
う
必
要
が
あ
り
、
正
確
と
な
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ウ
ィ
キ

ペ
デ
ィ
ア
は
、
個
人
の
意
見
・
経
験
・
議
論
を
書
き
込
み
、
自
説
を
披
露
す
る
演
説

台
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
広
告
・
宣
伝
の
場
で
も
、
単
な
る
情
報
や
デ
ー
タ
を

無
差
別
に
収
集
す
る
場
所
で
も
、
雑
学
集
や
ト
リ
ビ
ア
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
自
費
出
版
の
請
負
業
者
で
も
、
無
政
府
主
義
や
民
主
主
義
の
実
験
場
で
も
、

ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
リ
ン
ク
集
で
も
あ
り
ま
せ
ん
（
20
）」
と
さ
れ
、
他
に
も
中
立
観
点

に
基
づ
く
こ
と
、
誰
で
も
編
集
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
編
集
者
の
行
動
規
範
が
あ
る

こ
と
と
い
っ
た
原
則
が
示
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
「
ま
ち
歩
き
」
と
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ

ア
の
編
集
を
組
み
合
わ
せ
た
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
（
21
）」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト

に
参
加
、
ま
た
主
催
者
と
し
て
も
活
動
し
て
い
る
。
主
催
者
と
し
て
関
わ
っ
た
一
例

を
挙
げ
る
と
「
第
三
回
こ
ま
ね
こ
ま
つ
り
」
の
関
連
行
事
と
し
て
始
ま
っ
た
「
ウ
ィ

キ
ペ
デ
ィ
ア
に
ゃ
ウ
ン
」
が
あ
る
。
平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）
九
月
八
日
に
第
一

回
目
が
開
催
さ
れ
、
金
刀
比
羅
神
社
を
会
場
と
し
講
師
と
一
般
参
加
者
を
含
め
二
七

名
で
編
集
作
業
を
行
っ
た
。
午
前
中
に
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
紹
介
や
現
地
調
査
で

の
ポ
イ
ン
ト
を
講
師
か
ら
解
説
し
て
も
ら
い
、
筆
者
が
案
内
役
と
な
り
ま
ち
歩
き
を

実
施
し
た
。
昼
食
後
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
編
集
の
注
意
点
を
確
認
し
編
集
作
業
に
入

り
、
夕
方
に
は
今
回
の
成
果
を
発
表
し

講
師
か
ら
講
評
を
受
け
た
。
当
日
の
ま

ち
歩
き
は
金
刀
比
羅
神
社
周
辺
を
中
心

に
行
わ
れ
、
神
社
の
境
内
の
ほ
か
丹
後

ち
り
め
ん
の
老
舗
を
見
学
し
、
参
加
者

そ
れ
ぞ
れ
が
関
心
を
持
っ
た
内
容
を

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
記
事
を
作
成
し
た

の
で
あ
る
。
当
日
、
新
規
に
記
事
の
作

成
が
で
き
た
の
が
、「
金
刀
比
羅
神
社

（
京
丹
後
市
）」、「
こ
ま
ね
こ
ま
つ
り
」、

「
禅
定
寺
」
で
あ
り
（
22
）、「
峰
山
町
」
に

つ
い
て
は
既
存
の
記
事
に
加
筆
を
行
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
イ
ベ
ン
ト
自
体
は
限
ら

れ
た
時
間
で
開
催
さ
れ
て
い
る
た
め
、

編
集
作
業
が
不
完
全
な
状
態
で
終
わ
る
こ
と
も
あ
り
、
新
規
作
成
の
記
事
は
イ
ベ
ン

ト
以
降
も
継
続
し
て
編
集
し
て
い
る
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
記
事
は
常
に
編
集
可
能

で
あ
り
、
情
報
は
刻
々
と
変
更
さ
れ
る
が
、
そ
の
履
歴
は
分
刻
み
で
残
り
ど
の
段
階

に
も
立
ち
戻
る
こ
と
は
で
き
る
。

さ
て
、「
金
刀
比
羅
神
社
（
京
丹
後
市
）」
と
「
禅
定
寺
」
の
記
事
に
つ
い
て
は
、

当
然
両
社
寺
に
関
わ
る
由
緒
が
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
両

記
事
と
も
多
く
の
参
考
文
献
を
用
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
金
刀
比
羅
神
社
の
注
釈
を

見
る
と
、

『
峰
山
郷
土
史
』
下	

	
	

	
	

一
六
ヶ
所

『
金
刀
比
羅
神
社
御
鎮
座
二
百
年
記
念
誌
』	

	

八
ヶ
所

金
刀
比
羅
神
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト	

	
	

三
ヶ
所
（
23
）

【図18】 金刀比羅会館で開催された「ウィキペディアにゃウン」
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と
自
治
体
史
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
金
刀
比
羅
神
社（
京
丹
後

市
）」の
記
事
は
こ
の
他
に
も
新
聞
記
事
や
神
社
の
広
報
誌
な
ど
多
く
の
参
考
文
献
が

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
述
し
た
基
本
方
針
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
、
独
自

研
究
や
個
人
の
意
見
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
や
、
中
立
の
観
点
を
保
つ
こ
と

を
イ
ベ
ン
ト
中
に
説
明
を
し
て
お
り
、
そ
の
成
果
と
い
え
る
。
本
イ
ベ
ン
ト
に
お
い

て
は
、
地
元
図
書
館
や
神
社
の
協
力
を
得
て
、
神
社
に
関
連
す
る
書
籍
や
新
聞
記
事

な
ど
多
数
準
備
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
多
様
な
資
料
を
基
に
記
事
を
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
他
の
社
寺
の
記
事
の
中
に
は
根
拠
と
な
る
資
料
が

少
な
く
、
そ
の
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
（
24
）。

な
お
、
根
拠
と
な
る
資
料
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で

き
、
古
文
書
や
典
籍
類
の
ほ
か
、
著
作
権
の
保
護
期
間
が
満
了
し
た
書
籍
な
ど
は
、

国
立
国
会
図
書
館
な
ど
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲
覧
で
き
る
も
の
が
増
え
た
。
実
物
資

料
や
書
籍
に
頼
ら
な
く
と
も
、
ア
ク
セ
ス
が
容
易
な
資
料
か
ら
根
拠
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
上
で
語
ら
れ
る
由
緒
の
内
容
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

の
ア
ク
セ
ス
の
有
無
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
危
惧
も
あ
る
。

と
は
い
え
、
情
報
の
発
信
と
受
信
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
媒
介
に
容
易
に
な
っ
た

現
在
に
お
い
て
、
全
て
の
人
々
が
発
信
者
と
成
り
得
る
か
と
言
え
ば
そ
う
と
も
限
ら

な
い
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
「
金
刀
比
羅
神
社
（
京
丹
後
市
）」
の
記
事
は
平
成
三
〇

年
（
二
〇
一
八
）
九
月
八
日
に
最
初
の
編
集
が
あ
っ
て
以
来
、令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）

七
月
一
七
日
現
在
で
二
七
の
ア
カ
ウ
ン
ト
に
よ
り
三
一
九
回
の
編
集
作
業
を
経
て

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
多
く
の
人
々
の
手
に
よ
り
記
事
が
作
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
が
、
三
一
九
回
の
編
集
の
う
ち
二
〇
三
回
は
同
一
ア
カ
ウ
ン
ト
に
よ
る
も
の
で
、

同
一
ア
カ
ウ
ン
ト
に
よ
る
編
集
を
周
囲
の
別
ア
カ
ウ
ン
ト
が
少
し
ず
つ
修
正
を
す
る

と
い
う
状
態
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
一
つ
の
事
例
に
す
ぎ
ず
、
社
寺
に
関

す
る
記
事
は
膨
大
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
集
状
況
を
把
握
す
る
の
は
困
難

と
言
え
る
も
の
の
、
記
事
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
変
化
し
て
い
く
の
か
注
視
し
て

い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
た
神
社
の
由
緒
は
、

「
電
承
」
一
側
面
に
過
ぎ
ず
、看
板
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
い
っ
た
ア
ナ
ロ
グ
素
材
も
依

然
と
し
て
残
っ
て
お
り
、
デ
ジ
タ
ル
も
含
め
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体
の
関
連
性
は
単
純
と

は
言
え
な
く
な
る
。
さ
ら
に
は
、
編
集
作
業
の
基
本
と
な
る
資
料
の
蓄
積
は
重
要
と

な
る
。
と
い
う
の
は
、令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
五
月
二
六
日
に
開
催
さ
れ
た
「
３
Ｑ

タ
ウ
ンW

ikipediatow
n
in


琴
引
浜
」
に
お
い
て
、
と
あ
る
イ
ベ
ン
ト
の
主
催

者
を
確
か
め
よ
う
に
も
根
拠
と
な
る
資
料
が
無
く
、
記
事
に
盛
り
込
め
な
か
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
地
元
の
イ
ベ
ン
ト
の
主
催
者
と
い
う
基
本
的
な
こ
と
で
す
ら
不
明
確

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
３
Ｑ
タ
ウ
ン
の
主
催
者
で
あ
る
ガ
イ
ド
団
体

の
役
員
か
ら
は
「
せ
っ
か
く
の
活
動
が
伝
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
（
25
）」
と
の

声
が
あ
り
、
活
動
の
ア
ー
カ
イ
ブ
化
の
重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
狛
猫
の
由
緒
を
元
に
し
た
住
民
主
体
の
地
域
イ
ベ
ン
ト
が
始
ま

り
、
ま
た
地
域
の
歴
史
や
自
ら
の
活
動
の
履
歴
を
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
と
い
う
オ
ー
プ

ン
デ
ー
タ
の
中
で
発
信
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
元
住

民
を
中
心
と
し
た
動
き
の
ほ
か
に
、
主
に
歴
史
を
専
攻
す
る
研
究
者
自
ら
が
地
域
に

入
り
実
践
的
に
活
動
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
呼
ば
れ
る
活
動
も
注
目
さ

れ
て
い
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
、「
狭
義
に
は
歴
史
学
の
分
野
で
何
ら

か
の
訓
練
を
受
け
た
人
び
と
が
、
大
学
の
研
究
室
や
教
室
と
い
っ
た
専
門
的
で
学
術

的
な
場
の
「
外
」
の
社
会
へ
と
飛
び
出
し
て
、
そ
こ
で
歴
史
学
の
知
見
や
技
能
、
そ

し
て
思
想
を
活
か
す
幅
広
い
実
践
を
意
味
す
る
（
26
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
自
身

も
歴
史
学
を
専
攻
し
た
知
見
を
活
か
し
な
が
ら
、
講
演
・
ガ
イ
ド
な
ど
を
行
い
、
あ

ま
り
意
識
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
結
果
的
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

活
動
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
地
元
に
お
い
て
仕
事
を
し
、
ま
た
地
元
を
題
材
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に
し
た
研
究
を
行
っ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
佐
藤
氏
は
「「
地
元
の
研
究
者
」
に
は
、

人
々
が
自
文
化
中
心
主
義
に
陥
っ
た
り
、
極
端
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
政
治
を
展
開

し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、「
地
元
で
」
歯
止
め
を
か
け
る
役
割
が
求
め
ら
れ
て

も
い
る
の
で
あ
る
（
27
）」
と
特
に
地
元
に
在
住
す
る
研
究
者
の
役
割
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。
筆
者
は
、
ま
ち
歩
き
や
資
料
調
査
の
際
に
は
、
何
か
一
つ
で
も
特
徴
的

な
こ
と
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
を
掛
け
値
な
く
地
元
の
方
に
伝
え
て
い
る
こ
と
や
、
研

究
の
科
学
性
、
客
観
性
を
保
持
し
つ
つ
、
生
ま
れ
育
っ
た
地
で
地
元
の
利
害
関
係
者

の
一
人
と
し
て
研
究
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
阪
府
枚
方
市
で
の
「
ア
テ
ル
イ
の

墓
」
を
め
ぐ
る
事
例
な
ど
を
見
て
も
、
首
長
や
行
政
の
動
き
に
対
し
て
歯
止
め
が
き

か
な
い
こ
と
も
あ
る
（
28
）。
研
究
の
結
果
を
も
と
に
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、相

手
の
行
動
変
容
に
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
問
題
点
が
付
き
ま
と
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、「
特
定
の
地
域
社
会
に
拠
点
を
置
き
、
そ
こ
に
定
住
し
て
地
域
社
会
の

一
員
と
し
て
研
究
を
行
う
研
究
者
を
擁
す
る
大
学
・
研
究
所
な
ど
を
「
レ
ジ
デ
ン
ト

型
研
究
機
関
」
と
よ
び
、
専
門
家
で
あ
る
と
同
時
に
地
域
社
会
の
一
員
で
も
あ
る
研

究
者
を
「
レ
ジ
デ
ン
ト
型
研
究
者
」」
と
い
う
地
域
に
お
け
る
研
究
手
法
や
研
究
者
の

あ
り
方
が
提
言
さ
れ
て
い
る
（
29
）。
兵
庫
県
豊
岡
市
に
お
い
て
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
野
生

復
帰
に
携
わ
っ
た
菊
池
直
樹
氏
は
、
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
、「
レ
ジ
デ
ン
ト
型
研
究

者
は

１
）
地
域
へ
の
参
加
、
２
）
地
域
の
理
解
、
３
）
地
域
を
物
語
と
し
、
共
感
を

生
み
出
す
物
語
化
、
４
）
物
語
を
地
域
に
つ
な
げ
る
生
活
化
、
と
い
う
４
つ
の
プ
ロ

セ
ス
を
行
き
来
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
30
）」
と
し
て
い

る
。
筆
者
自
身
の
現
状
に
近
い
あ
り
方
で
あ
る
が
、「
地
域
の
事
情
を
考
慮
し
過
ぎ
る

と
、
地
域
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
が
い
え
な
く
な
る
の
で
は

な
い
か
（
31
）」
と
い
う
問
い
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
筆
者
の
よ
う
に
他
所
か
ら
「
フ
ィ
ー

ル
ド
に
入
る
」
の
で
は
な
く
、そ
も
そ
も
「
フ
ィ
ー
ル
ド
内
に
い
る
」
研
究
者
は
日
々

の
生
活
の
中
か
ら
問
題
点
を
見
出
し
研
究
し
て
い
る
た
め
、
地
域
の
エ
ゴ
や
利
害
、

首
長
・
議
員
と
い
っ
た
政
治
、ま
た
行
政
と
の
関
わ
り
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
。
様
々

な
利
害
関
係
の
な
か
で
、
言
い
に
く
い
こ
と
は
あ
る
、
ま
た
言
っ
た
と
こ
ろ
で
何
ら

影
響
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
歯
が
ゆ
い
思
い
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
地
域
に
滞
在
し
逃
れ
ら
れ
な
い
環
境
を
踏
ま
え
て
も
な
お
言
う
べ
き
こ
と
も

あ
り
、
そ
れ
を
追
求
す
る
の
が
レ
ジ
デ
ン
ト
型
研
究
者
の
特
徴
で
あ
り
役
割
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
地
域
や
由
緒
の
研
究
を
め
ぐ
る
議
論
が
多
く
あ
る
も
の
の
、こ
れ
ら
は

研
究
者
側
か
ら
の
視
点
を
中
心
に
し
た
議
論
で
あ
り
、
地
域
や
由
緒
を
め
ぐ
る
課
題

や
問
題
に
対
す
る
動
き
の
ひ
と
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
福
井
県
鯖
江
市
で
企
業
の

ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
体
験
型
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
経
営
す
る
新
山
直
広
氏
は
「
イ
ン
タ
ウ

ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
を
提
唱
し
、「
広
義
の
デ
ザ
イ
ン
視
点
を
持
っ
て
、
そ
の
土
地
の
資

源
を
生
か
し
た
最
適
な
事
業
を
行
う
こ
と
で
、地
域
の
あ
る
べ
き
姿
を
導
く
こ
と
（
32
）」

と
定
義
し
て
い
る
。
デ
ザ
イ
ナ
ー
、ビ
ジ
ネ
ス
と
い
う
視
点
か
ら
地
域
の
あ
る
べ
き
姿

を
追
及
さ
れ
て
お
り
、「
研
究
」
と
「
事
業
」
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
地
域
を
ベ
ー

ス
に
し
て
い
る
点
は
同
じ
と
い
え
、視
点
が
違
え
ど
も
両
者
に
断
絶
が
あ
っ
て
は
い
け

な
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
と
は
違
う
文
脈
の
な
か
で
、研
究
成
果
は
ど
の

よ
う
に
読
み
解
か
れ
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、研
究
者
側
か
ら
の
関
心
が
向
い
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
筆
者
自
身
は
、「
レ
ジ
デ
ン
ト
」、「
イ
ン

タ
ウ
ン
」
と
い
っ
た
新
た
な
枠
組
み
の
可
能
性
を
感
じ
つ
つ
も
、研
究
者
自
身
が
研
究

成
果
を
受
容
す
る
側
へ
の
想
像
力
を
欠
い
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て
い
る
。

や
や
話
が
そ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、現
代
地
域
社
会
に
お
い
て
由
緒
は
生
き
て
お
り
、

口
承
か
ら
書
籍
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
と
再
生
産
の
形
態
も
増
え
て
い
る
。
政
治
、

行
政
、
社
寺
、
住
民
と
い
っ
た
利
害
関
係
者
の
持
つ
由
緒
に
対
す
る
様
々
な
思
惑
が

存
在
す
る
限
り
、
由
緒
は
今
後
も
生
き
永
ら
え
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。
研
究

対
象
と
し
て
現
代
の
由
緒
を
捉
え
る
こ
と
、
一
住
民
と
し
て
由
緒
と
向
き
あ
い
・
付

き
合
う
こ
と
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
つ
つ
今
後
も
研
究
を
続
け
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
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註

〕

（
１
）
拙
稿
「
近
代
地
域
社
会
に
お
け
る
神
社
境
内
と
由
緒
の
創
出
に
つ
い
て
―
京
都
府
京
丹
後
市

「
大
野
神
社
」
を
例
と
し
て
―
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
二
一
巻
第
一
号
、二
〇
一
七

年
、
本
書
第
二
部
第
五
章
）

	

「
近
代
丹
後
に
お
け
る
神
社
と
由
緒
―『
神
社
明
細
帳
』
の
検
討
―
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研

究
』
第
二
三
巻
第
二
号
、
二
〇
一
九
年
、
本
書
第
一
部
第
一
章
）

	

「
神
社
境
内
と
町
並
み
―
丹
後
網
野
神
社
と
網
野
町
―
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
二
四

巻
第
二
号
、
二
〇
二
〇
年
、
本
書
第
二
部
第
三
章
）

	

「
近
代
丹
後
に
お
け
る
寺
院
と
由
緒
―
寺
院
明
細
帳
の
検
討
―
」（
龍
谷
大
学
考
古
学
論
集
刊

行
会
編
『
龍
谷
大
学
考
古
学
論
集
Ⅲ
岡
﨑
晋
明
先
生
喜
寿
記
念
論
集
』
二
〇
二
〇
年
、
本
書

第
一
部
第
二
章
）

	

「
丹
後
網
野
神
社
の
祭
神
と
由
緒
の
展
開
―
近
世
か
ら
近
代
ま
で
―
」（
畑
恵
里
子
編
『
平
成

二
九
（
二
〇
一
七
）
～
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事

業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
1
7
K
0
2
4
3
8
「
舞
鶴
市
糸
井
文
庫
蔵
浦
島
伝
説
関
連

資
料
の
基
礎
的
研
究
」研
究
成
果
報
告
書
―
伝
説
と
文
学
と
に
つ
い
て
の
越
境
論
的
提
言
―
』

二
〇
二
一
年
、
本
書
第
二
部
第
一
章
）

	

「
神
社
の
由
緒
と
古
墳
―
丹
後
網
野
神
社
と
銚
子
山
古
墳
―
」（『
宗
教
民
俗
研
究
』
第
三
一
号

二
〇
二
一
年
、
本
書
第
二
部
第
二
章
）
参
照
。

（
２
）
伊
藤
龍
平
『
ネ
ッ
ト
ロ
ア

ウ
ェ
ブ
時
代
の
「
ハ
ナ
シ
」
の
伝
承
』
二
〇
一
六
年
、
一
五
頁
。

（
３
）
伊
藤
龍
平
「『
ネ
ッ
ト
ロ
ア
』
そ
の
後
―
S
N
S
を
め
ぐ
る
電
承
の
こ
と
な
ど
―
」（『
世
間

話
研
究
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
江
戸
時
代
の
地
誌
『
丹
哥
府
志
』
に
は
「
石
の
猫
」
と
い
う
名
称
で
記
さ
れ
て
お
り
（
木
下

幸
吉
編『
丹
後
郷
土
史
料
集
』第
一
輯
、一
九
三
八
年
、四
一
三
頁
）、昭
和
三
九
年（
一
九
六
四
）

発
行
の
『
峰
山
郷
土
史
』
下
に
も
「
石
猫
」、「
石
の
猫
」
と
い
う
表
記
と
な
っ
て
い
る
（
三
七
九

頁
、
三
八
〇
頁
）。「
狛
猫
」
と
い
う
呼
称
の
初
出
は
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、

平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
発
行
『
石
工
松
助
を
語
る
』
や
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
）
発

行
『
こ
と
ひ
ら
』
第
五
号
に
登
場
し
て
お
り
、
さ
ら
に
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
九
月
一
日

に
は
「
金
刀
比
羅
神
社
石
造
狛
猫
」
と
い
う
名
称
で
京
丹
後
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
定
着
し
た
感
が
あ
る
。

（
５
）「
こ
ま
ね
こ
ま
つ
り
」
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。
二
〇
二
一
年
八
月
二
一
日
閲
覧
。
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（
６
）
金
刀
比
羅
神
社
二
百
年
祭
奉
賛
会
・
金
刀
比
羅
神
社
発
行
『
金
刀
比
羅
神
社
御
鎮
座
二
百
年

記
念
誌
』
二
〇
一
二
年
、
五
二
頁

（
７
）
伊
藤
智
夫
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史

絹
Ⅱ
』
一
九
九
二
年
、
四
二
六
～
四
二
七
頁

（
８
）
金
刀
比
羅
神
社
発
行
『
こ
と
ひ
ら
』
第
二
六
号
、
二
〇
一
六
年
、
一
頁
。

（
９
）
前
掲
註
（
８
）
三
頁
。

（
10
）
台
座
の
銘
文
に
は
、
下
記
の
通
り
あ
る
。
前
掲
註
（
６
）
五
二
頁
。

左
側
　
奉
献
　
江
州
外
村
氏
　
石
工
鱒
留
村
長
谷
川
松
助

世
話
人
　
上
河
金
七
　
吉
田
八
郎
助
　
小
室
利
七
　
天
保
三
載
九
月

右
側
　
奉
献
　
当
初
絲
屋
中
　
弘
化
参
午
清
祀

（
11
）
ロ
バ
ー
ト
・
D
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
著
・
河
田
潤
一
訳
『
哲
学
す
る
民
主
主
義
―
伝
統
と
改
革
の

市
民
的
構
造
』
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
。

（
12
）
大
谷
栄
一
・
藤
本
頼
生
編
『
叢
書
宗
教
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
２
地
域
社
会
を
作
る

宗
教
』
二
〇
一
二
年
な
ど
。

（
13
）
以
下
、
祭
礼
の
復
活
に
つ
い
て
は
網
野
神
社
宮
司
西
川
康
一
氏
の
証
言
を
も
と
に
記
し
た
。

（
二
〇
一
七
年
四
月
二
日
網
野
神
社
社
務
所
に
て
聞
き
取
り
。）

（
14
）
妻
木
宣
嗣
編
『
京
都
府
京
丹
後
市
寺
社
建
築
物
調
査
報
告
書
―
網
野
町
―
』
二
〇
〇
八
年
、

一
六
〇
頁
。

（
15
）
京
丹
後
市
蔵
『
旧
網
野
町
役
場
文
書
』
〇
〇
一
。
本
書
第
二
部
第
三
章
参
照
。

（
16
）
佐
藤
喜
久
一
郎
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
の
現
場
か
ら
―
「
上
州
の
語
り
物
」
再
話
と
児
童
文

学
化
の
試
み
―
」（『
世
間
話
研
究
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
七
年
）

（
17
）
小
山
元
孝
編
著
、
林
直
樹
・
関
口
達
也
・
齋
藤
晋
著
『
消
え
な
い
村
―
京
丹
後
の
離
村
集
落
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と
そ
の
後
―
』
二
〇
一
五
年
。
林
直
樹
・
関
口
達
也
・
小
山
元
孝
・
松
田
晋
・
佐
々
木
哲
平
・

浅
原
昭
生
『
平
成
二
七
年
度
国
土
政
策
関
係
研
究
支
援
事
業
研
究
成
果
報
告
書

将
来
的
な
再

居
住
化
の
可
能
性
を
残
し
た
無
居
住
化
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
―
農
村
再
生
に
向
け
て
―
』

二
〇
一
六
年
。

（
18
）
金
沢
大
学
林
直
樹
教
授
と
と
も
に
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
〇
日
京
丹
後
市
網
野
町
尾
坂
地

区
、
同
年
一
二
月
一
五
日
京
丹
後
市
網
野
町
日
和
田
地
区
、
同
年
一
二
月
一
六
日
京
丹
後
市

久
美
浜
町
山
内
地
区
出
身
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
の
内
容
に
よ
る
。

（
19
）
京
丹
後
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
よ
る
と
、
合
併
時
で
あ
る
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
四
月

に
約
六
万
五
千
人
だ
っ
た
人
口
が
、
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
七
月
現
在
で
約
五
万
三
千
人

と
減
少
し
て
い
る
。
京
丹
後
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
（
二
〇
二
一
年
八
月
二
一
日
閲
覧
）。


h
ttp
s://w

w
w
.city

.k
y
o
ta
n
g
o
.lg
.jp
/to
p
/so
sh
ik
i/sh

im
in
k
a
n
k
y
o
/

shim
in
/2_1/1683.htm

l

（
20
）
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「W

ik
ip
edia:

五
本
の
柱
」（
二
〇
二
一
年
八
月
二
一
日
閲
覧
）。


https://ja.w

ikipedia.org/w
iki/W

ikipedia:五
本
の
柱

（
21
）
下
吹
越
香
菜
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
タ
ウ
ン
で
つ
な
が
る
、ま
ち
と
図
書
館
」（
下
吹
越
香
菜
責

任
編
集
『
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・
リ
ソ
ー
ス
・
ガ
イ
ド
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
一
頁
）

（
22
）
金
刀
比
羅
神
社
発
行
『
こ
と
ひ
ら
』
第
三
〇
号
、
二
〇
一
八
年
、
三
頁
。

（
23
）
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
金
刀
比
羅
神
社
（
京
丹
後
市
）」
脚
注
よ
り
作
成
。
二
〇
二
一
年
七
月

一
一
日
閲
覧
。

（
24
）
こ
う
し
た
記
事
に
は
、「
こ
の
記
事
は
検
証
可
能
な
参
考
文
献
や
出
典
が
全
く
示
さ
れ
て
い
な

い
か
、
不
十
分
で
す
。
出
典
を
追
加
し
て
記
事
の
信
頼
性
向
上
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
」
と
い

う
注
意
書
き
が
付
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
25
）
琴
引
浜
ガ
イ
ド
シ
ン
ク
ロ
代
表
丸
田
智
代
子
氏
の
「
３
Ｑ
タ
ウ
ンW

ikipediatow
n
in


琴
引
浜
」
終
了
後
の
発
言
。

（
26
）
菅
豊
「
序
言

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
―
現
代
社
会
に
お
い
て
歴
史
学
が
向
か
う
ひ
と
つ

の
方
向
性
」（
菅
豊
・
北
條
勝
貴
編
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
入
門
』
二
〇
一
九
年
、
一
頁
。）

（
27
）
前
掲
註
（
16
）

（
28
）
馬
部
隆
弘
「
蝦
夷
の
首
長
ア
テ
ル
イ
と
枚
方
市
」（『
由
緒
・
偽
文
書
と
地
域
社
会
―
北
河
内

を
中
心
に
―
』
二
〇
一
九
年
、
初
出
『
史
敏
』
通
巻
三
号
二
〇
〇
六
年
）

（
29
）
佐
藤
哲
『
フ
ィ
ー
ル
ド
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
―
地
域
環
境
学
と
い
う
発
想
』
二
〇
一
六
年
、

五
八
頁
。

（
30
）
菊
池
直
樹
『「
ほ
っ
と
け
な
い
」
か
ら
の
自
然
再
生
学
―
コ
ウ
ノ
ト
リ
野
生
復
帰
の
現
場
』

二
〇
一
七
年
、
二
八
八
頁
。

（
31
）
前
掲
註
（
30
）
三
〇
〇
頁
。

（
32
）
オ
ン
ラ
イ
ン
大
日
本
市
「
未
来
を
考
え
る
イ
ン
タ
ウ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
も
の
づ
く
り
」（
令
和

三
年
（
二
〇
二
一
）
八
月
二
一
日
閲
覧
。


h
ttp
s://w

w
w
.dain

ip
p
on
ich
i.jp
/sh
op
/p
g/1in

tow
n
design

er/
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終　

章　

―
本
研
究
の
成
果
―

本
研
究
は
序
章
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
近
世
か
ら
現
代
に
お
け
る
丹
後
国
内
に
所

在
す
る
神
社
や
寺
院
の
由
緒
の
成
り
立
ち
や
変
容
過
程
に
つ
い
て
、
社
寺
の
所
在
す

る
地
域
社
会
の
展
開
と
と
も
に
歴
史
学
の
手
法
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
終
章
に

当
た
り
そ
の
成
果
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

一　

第
一
部
の
成
果

第
一
部
に
お
い
て
は
、由
緒
を
め
ぐ
る
新
た
な
史
料
の
有
効
性
を
検
討
し
て
い
っ
た
。

第
一
章
、
第
二
章
で
は
、
明
治
一
七
年（
一
八
八
四
）成
立
の
『
神
社
明
細
帳
』、『
寺
院

明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
に
つ
い
て
、そ
の
特
徴
を
見
出
す
べ
く
比
較
検
討
し
た
。

神
社
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
な
い
神
社
が
半
数
以
上
あ
り
、

郡
ご
と
で
由
緒
の
記
さ
れ
て
い
る
神
社
数
に
大
き
く
差
が
出
て
い
た
こ
と
や
、
所
在

す
る
村
の
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
由
緒
も
多
く
書
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
な
ど
、
様
々
な

特
徴
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
。
寺
院
に
つ
い
て
は
、
神
社
と
違
い
九
割
以
上
由
緒

が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
大
き
く
相
違
が
見
ら
れ
た
。
内
容
的
に
は
「
創
立
」

に
つ
い
て
の
記
述
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
多
く
の
神
社
を
兼
務
す
る

神
職
（
一
人
平
均
三
〇
社
）
と
兼
務
寺
院
の
少
な
い
住
職
と
で
は
把
握
で
き
る
情
報

量
に
差
が
出
る
こ
と
や
、
小
規
模
の
神
社
で
は
ほ
と
ん
ど
文
書
等
が
残
さ
れ
て
お
ら

ず
残
存
数
に
差
が
あ
る
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
し
て
想
定
で
き
る
。
神
社
の
由
緒
で

は
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
内
容
に
変
化
が
生
じ
る
事
例
を
取
り
上
げ
た
が
、
寺
院

で
は
麻
呂
子
親
王
や
行
基
の
開
基
な
ど
近
世
と
変
化
な
く
近
代
に
な
っ
て
も
な
お

記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
寺
院
に
は
本
末
関
係
は
存
続
し
て
い
る
も
の
の
、神
社

の
よ
う
に
政
府
に
よ
る
神
社
の
序
列
で
あ
る
社
格
が
無
い
た
め
、内
務
省
に
提
出
す
る

た
め
の
由
緒
に
は
近
世
か
ら
の
変
化
は
さ
ほ
ど
必
要
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
寺
院
の
歴
史
を
大
き
く
前
後
に
分
け
、
前
史
に
お
い
て
行
基
や
麻
呂
子
親
王
と

い
っ
た
名
士
を
開
山
と
し
、後
史
に
中
興
開
山
を
配
す
る
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
、

近
世
か
ら
の
連
続
性
が
保
た
れ
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
歴
史
観
が
継
続
し
て
い
る
こ

と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
こ
う
し
た
歴
史
観
を
持
た
な
い
神
社
は
、
記
録
上

遡
る
こ
と
の
で
き
な
い
前
史
に
余
白
が
生
じ
、
近
代
に
入
り
由
緒
の
大
き
な
変
化
を

生
じ
さ
せ
る
要
因
と
も
な
っ
た
と
い
え
る
。
明
細
帳
は
広
範
囲
を
網
羅
し
、
受
け
止

め
方
に
は
相
違
が
あ
る
も
の
の
一
定
の
基
準
に
則
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
記

さ
れ
た
由
緒
は
近
代
初
頭
の
状
況
を
示
す
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
明
細
帳
を

起
点
に
前
後
の
時
代
と
の
比
較
、
社
寺
内
の
史
料
と
そ
れ
以
外
と
の
比
較
、
こ
う
し
た

視
点
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
り
由
緒
の
み
な
ら
ず
、
町
・
村
と
い
っ
た
周
辺
の
社
会
情

勢
を
考
慮
に
入
れ
た
研
究
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
三
章
で
は
、
京
丹
後
市
内
の
社
寺
で
所
蔵
さ
れ
る
棟
札
の
特
徴
を
検
討
し
た
。

ま
ず
時
期
に
よ
る
増
減
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
建
物
の

履
歴
の
み
で
な
く
奉
納
品
や
合
祀
、
由
緒
な
ど
社
寺
を
め
ぐ
る
様
々
な
出
来
事
を
伝

え
る
「
広
義
の
棟
札
」
が
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
由
緒
を
考
え
る
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上
で
の
重
要
な
の
は
、
社
寺
の
現
状
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第

二
部
で
も
触
れ
た
が
、
神
社
の
内
と
外
で
は
語
ら
れ
る
由
緒
や
祭
神
が
異
な
る
こ
と

が
あ
る
。
棟
札
に
は
祭
神
や
神
社
の
名
称
な
ど
作
成
時
に
お
け
る
神
社
内
の
状
況
が

端
的
に
示
さ
れ
て
お
り
、外
部
の
情
報
と
の
比
較
に
適
し
た
史
料
と
い
え
る
。
特
に
、

一
部
写
し
が
あ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
建
造
物
建
立
や
修
理
の
際
に
作
成
さ
れ
た
一

次
資
料
で
あ
り
、
実
際
の
作
成
年
月
日
ま
で
は
特
定
で
き
な
い
が
、
上
棟
式
と
ほ
ぼ

同
じ
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
第
二
部
の
第

一
章
、
第
二
章
、
第
三
章
、
第
五
章
、
第
六
章
に
お
い
て
は
、
各
神
社
で
所
蔵
さ
れ

て
い
る
棟
札
を
根
拠
史
料
の
一
つ
し
て
使
用
し
、
由
緒
と
地
域
を
考
え
る
上
で
使
用

で
き
る
こ
と
を
立
証
し
得
た
。

二　

第
二
部
の
成
果

第
二
部
で
は
、
網
野
神
社
の
由
緒
を
近
世
か
ら
近
代
、
そ
し
て
現
代
ま
で
ど
の
よ

う
引
き
継
が
れ
、ま
た
所
在
す
る
地
域
社
会
と
の
関
連
性
も
交
え
な
が
ら
考
察
し
た
。

第
一
章
で
は
、
近
世
、
近
代
史
料
を
（
１
）
神
社
所
蔵
資
料
、（
２
）
丹
後
国
の
地

誌
、（
３
）
他
所
で
の
認
識
に
分
け
、
三
つ
の
視
点
か
ら
分
析
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
近

世
で
は
浦
島
子
の
よ
う
に
他
所
で
は
網
野
神
社
の
祭
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
現
地
で
は
住
吉
神
に
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
二
重
構
造
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
た
だ
し
、
神
社
と
他
所
と
の
中
間
に
位
置
す
る
地
誌

に
お
け
る
祭
神
の
記
述
は
、
浦
島
子
、
住
吉
神
い
ず
れ
か
片
方
の
み
、
あ
る
い
は
両

方
記
述
す
る
と
い
っ
た
形
で
あ
り
、
単
純
な
二
重
構
造
と
は
言
え
な
い
状
況
も
確
認

で
き
た
。
ま
た
、
天
湯
河
板
挙
命
の
よ
う
に
近
世
に
新
た
に
示
さ
れ
た
神
社
外
の
解

釈
が
近
代
に
な
っ
て
神
社
内
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
逆
に
地
誌
の
内
容
が
他
所
で
も
引

用
さ
れ
る
事
例
も
あ
り
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
神
社
、
地
誌
、
他
所
の
距
離
感
が
近

く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
明
治
一
七
年
の
『
神
社
明
細

帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
は
、
古
社
尊
重
の
時
代
背
景
の
中
、
よ
り
古
い
時
代
の
由
緒

を
掲
げ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、由
緒
の
古
さ
を
掲
げ
る
と
は
い
え
、近
年
に
行
っ

た
棟
札
調
査
や
新
た
な
解
釈
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
お
り
、
神
社
に
と
っ
て
は
新

た
な
知
識
で
由
緒
を
構
成
し
た
転
換
期
で
あ
り
、
明
細
帳
の
由
緒
は
網
野
神
社
な
り

の
考
証
主
義
的
な
歴
史
意
識
の
顕
わ
れ
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
新
た
な
由
緒
が
す

ぐ
に
地
域
に
広
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
近
代
に
入
っ
て
も
地
誌
で
は
住
吉
神
を
祀

る
神
社
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
二
重
構
造
を
持
ち
な
が
ら
継
続
し
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。

つ
づ
い
て
、
第
二
章
で
は
明
治
時
代
後
半
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
の
網
野
神
社

の
祭
神
・
由
緒
の
変
遷
と
、
銚
子
山
古
墳
の
調
査
を
そ
れ
ぞ
れ
検
証
し
て
い
っ
た
。

神
社
で
は
明
治
一
七
年
の
『
神
社
明
細
帳
』
に
記
さ
れ
た
由
緒
を
元
に
、住
吉
大
神
、

浦
島
子
、
天
湯
川
板
挙
命
の
由
緒
の
増
強
が
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
明
治
四
三
、四
四

年
の
第
二
回
目
の
網
野
町
役
場
の
「
現
勢
調
査
簿
」
に
お
い
て
、
初
め
て
「
著
名
ノ

神
社
」
の
項
目
に
網
野
神
社
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
子
坐
王
が
祭
神
と
し
て

追
加
さ
れ
た
。
さ
ら
に
大
正
四
年
の
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
で
は
、「
社
記
」
が
登
場

し
享
徳
元
年
に
日
子
坐
王
、
住
吉
大
神
、
浦
島
子
の
三
神
を
合
併
し
た
と
い
う
由
緒

が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
住
吉
大
神
と
天
湯
川
板
挙
命
、
日
子
坐
王
と
浦
島
子
と

い
う
祭
神
同
士
の
補
完
関
係
が
形
成
さ
れ
た
。『
神
社
明
細
帳
』に
記
さ
れ
た
由
緒
か

ら
少
し
ず
つ
変
容
を
重
ね
、
こ
こ
に
近
代
網
野
神
社
の
由
緒
の
完
成
形
を
見
る
こ
と

が
で
き
、現
代
に
も
連
な
る
由
緒
の
内
容
が
出
揃
っ
た
。
本
章
で
は
『
神
社
明
細
帳
』

の
ほ
か
神
社
の
所
在
す
る
役
場
文
書
も
活
用
で
き
、
よ
り
地
域
社
会
に
近
い
位
置
で

の
考
察
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
銚
子
山
古
墳
は
明
治
三
一
年
に
佐
藤
伝
蔵

が
来
訪
し
て
以
降
、
専
門
家
に
よ
る
調
査
が
続
き
銚
子
山
古
墳
が
寛
平
法
皇
の
墓
で

あ
る
と
い
う
近
世
以
来
の
伝
承
か
ら
、古
墳
と
い
う
認
識
を
得
る
に
至
り
、大
正
一
一

年
に
は
国
の
史
蹟
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
を
比
べ
て
み
る
と
、
古
墳
の

調
査
の
進
展
と
祭
神
の
追
加
や
由
緒
の
変
化
が
同
調
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
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調
査
の
成
果
が
神
社
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
こ
の
時
期
は
、

明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
の
網
野
村
の
町
制
施
行
、
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）

網
野
町
、
浅
茂
川
村
の
合
併
と
自
治
体
と
し
て
の
規
模
が
拡
大
し
て
い
る
時
と
も
重

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
網
野
神
社
は
網
野
村
の
鎮
守
か
ら
網
野
町
の
「
著

名
ノ
神
社
」
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
、
祭
神
の
追
加
、
由
緒
の
変
化
が
行
わ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
網
野
神
社
の
境
内
は
大
き
く
変
化
を
遂
げ
る
。

第
三
章
に
お
い
て
、
町
村
合
併
や
人
口
増
に
よ
る
集
落
の
拡
大
、
官
公
庁
等
の
建

設
に
よ
る
中
心
地
の
変
化
の
よ
う
に
、
地
域
社
会
が
も
た
ら
す
周
辺
環
境
の
影
響
を

受
け
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
新
本
殿
建
築
と
境
内
の
整
備
が
行
わ
れ
て
き
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
移
転
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
新
本
殿
を
建
立
し
、
南
向

き
の
新
参
道
を
設
置
し
た
の
は
、
そ
の
延
長
線
上
が
町
の
中
心
地
と
し
て
変
化
し
て

い
っ
た
こ
と
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
養
蚕

神
、
織
物
神
の
勧
請
が
あ
り
、
神
社
を
め
ぐ
る
動
き
が
加
速
し
て
い
く
が
、
こ
う
し

た
祭
神
追
加
、
由
緒
の
変
化
、
境
内
整
備
と
い
っ
た
一
連
の
動
き
の
目
的
の
一
つ
に
、

大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
に
行
わ
れ
た
府
社
昇
格
申
請
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

町
村
合
併
や
人
口
増
に
よ
る
集
落
の
拡
大
、
官
公
庁
等
の
建
設
に
よ
る
中
心
地
の
変

化
の
よ
う
に
、
地
域
社
会
が
も
た
ら
す
周
辺
環
境
の
影
響
を
受
け
、
網
野
神
社
の
本

殿
建
立
、
境
内
整
備
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
四
章
に
お
い
て
、『
神
社
明
細
帳
』
や
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
に
記
さ
れ
た
由
緒

が
戦
後
自
治
体
史
や
郷
土
史
研
究
団
体
の
刊
行
物
に
引
き
継
が
れ
地
域
の
な
か
で
定

着
し
て
い
る
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
郡
誌
の
復
刊
が
あ
り
地
域
外
へ
の
普

及
が
進
ん
だ
ほ
か
、『
式
内
社
調
査
報
告
』
や
地
名
辞
典
な
ど
に
由
緒
が
掲
載
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
戦
前
・
戦
後
に
お
い
て
、
断
絶
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

本
章
で
示
し
た
と
お
り
『
神
社
明
細
帳
』
や
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
に
記
さ
れ
た
網

野
神
社
の
由
緒
は
戦
後
の
自
治
体
史
や
郷
土
史
研
究
団
体
の
刊
行
物
に
引
き
継
が
れ

て
い
た
。
他
の
す
べ
て
の
神
社
に
お
い
て
も
『
神
社
明
細
帳
』
や
郡
誌
の
記
述
が
引

用
さ
れ
続
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
調
査
・
研
究
の
進
ん
だ
神
社
で
は
そ
の
成
果
が
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
網
野
神
社
の
場
合
は
逆
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

り
『
神
社
明
細
帳
』
や
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
面
も
あ

る
と
い
え
る
。

第
五
章
で
は
、
近
世
期
に
神
社
を
持
た
な
か
っ
た
口
大
野
村
の
大
野
神
社
の
由
緒

と
境
内
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
大
き
く
二
つ
の
画
期
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
た
。
一
つ
は
、
明
治
初
め
に
式
内
社
認
定
や
社
殿
の
移
転
・
境
内
整

備
の
よ
う
に
神
社
の
外
形
が
大
き
く
変
化
す
る
際
に
由
緒
が
創
出
さ
れ
る
様
子
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
は
式
内
社
の
認
定
、
旧
地
か
ら
の
移
転
、
一

色
の
兵
火
に
よ
る
記
録
の
消
失
が
語
ら
れ
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
二
つ
目

が
紀
元
二
六
〇
〇
年
記
念
事
業
の
際
で
あ
る
。
こ
の
時
も
大
が
か
り
な
境
内
整
備
が

行
わ
れ
て
お
り
、由
緒
に
も
藩
主
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
新
た
な
内
容
が
付
加
さ
れ
、

そ
の
意
図
と
し
て
社
格
の
昇
格
が
目
論
ま
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
由
緒
と
境
内
の
変

化
が
同
調
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
由
緒
の
変
化
に
は
式
内
社
認

定
や
社
格
昇
格
の
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
。
第
二
部
第
三
章
、
第
五
章
で
は
由
緒
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
部
分
だ
け
で
な
く
、
建
物
や
境
内
、
さ
ら
に
は
所
在
す
る
町
や

村
と
の
相
関
性
も
考
察
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
単
に
文
献
の
み
な
ら
ず
、
第
一

部
で
取
り
上
げ
た
棟
札
、
ま
た
絵
図
や
建
築
図
面
な
ど
由
緒
を
考
察
す
る
う
え
で
の

根
拠
史
料
に
広
が
り
が
あ
る
こ
と
も
立
証
し
得
た
。

第
六
章
で
は
現
代
の
地
域
社
会
に
お
け
る
由
緒
の
あ
り
方
と
新
た
な
資
料
と
成
り

得
る
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
由
緒
に
つ
い
て
考
察
を
し
た
。
ま
た
地
域
住
民
が
神

社
に
残
る
「
狛
猫
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

現
代
社
会
に
お
け
る
由
緒
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
住
民
た

ち
に
と
っ
て
由
緒
は
活
動
の
出
発
点
と
し
て
あ
り
、
ま
た
立
ち
帰
る
所
と
し
て
も
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
由
緒
に
つ
い
て

は
一
例
と
し
て
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
記
さ
れ
る
由
緒
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
口
承
、
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書
承
か
ら
電
承
へ
と
由
緒
の
再
生
産
の
手
法
に
広
が
り
が
出
て
く
る
な
か
、
ウ
ィ
キ

ペ
デ
ィ
ア
上
に
は
多
く
の
社
寺
に
関
す
る
記
事
が
作
成
さ
れ
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の

社
寺
に
関
す
る
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
、
多
く
の
人
々
の
手
に
よ
り

記
事
が
作
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
特
定
の
人
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
記

事
が
他
の
人
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
例
も
あ
っ
た
。
ま
た
根
拠
と
な
る

資
料
が
無
く
記
事
化
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
活
動
記
録
の
ア
ー
カ
イ
ブ
化
の
必
要

性
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
社
寺
の
由
緒
も
ま
た
、
様
々
な
記
録
の
積
み
重
ね
の

中
で
、広
ま
り
変
容
し
て
い
く
。
現
在
の
社
寺
の
記
録
を
い
か
に
残
し
て
い
く
の
か
、

こ
う
し
た
こ
と
も
課
題
と
な
っ
て
く
る
と
い
え
る
。

三　

総
括

〈
１
〉
成
果

第
一
部
で
『
神
社
明
細
帳
』
や
『
寺
院
明
細
帳
』
を
起
点
に
前
後
の
時
代
と
の
比

較
、
社
寺
内
の
史
料
と
そ
れ
以
外
と
の
史
料
を
比
較
し
、
町
・
村
と
い
っ
た
周
辺
の

社
会
情
勢
を
考
慮
に
入
れ
た
研
究
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
棟
札
に
は
祭
神
や
神
社
の
名
称
な
ど
作
成
時
の
状
況
が
端
的
に
示
さ
れ
て
お

り
、
外
部
の
情
報
と
の
比
較
に
適
し
た
史
料
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
明
細
帳
と
合

わ
せ
由
緒
を
考
え
る
上
で
の
有
効
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
良
質
な
史
料
を
踏
ま
え
、
第
二
部
で
は
主
に
網
野
神
社
を
一
例
と
し
て

由
緒
の
展
開
を
追
っ
て
い
っ
た
が
、
近
代
の
宗
教
史
研
究
の
乏
し
い
丹
後
国
内
に
お

い
て
、
そ
の
空
白
を
少
し
で
も
埋
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
神
社
な
り
の
考
証
主
義
を

踏
ま
え
た
『
神
社
明
細
帳
』
の
由
緒
、
古
墳
調
査
や
町
の
拡
大
の
影
響
を
受
け
成
立

し
た
『
丹
後
国
竹
野
郡
誌
』
の
由
緒
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
過
程
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
こ
れ
ら
が
連
続
性
を
保
ち
現
在
神
社
で
見
ら
れ
る
由
緒

の
原
型
で
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
由
緒
と
い
う
テ
キ
ス
ト
上
だ
け
の

こ
と
で
は
な
く
、
境
内
や
町
並
み
の
変
化
と
の
相
関
性
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、

本
研
究
の
新
規
性
を
示
す
と
と
も
に
大
き
な
成
果
と
い
え
る
。

〈
２
〉
課
題

た
だ
し
本
文
中
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
周
辺
の
社
会
情
勢
と
連
動
し
な
が
ら
由
緒

が
連
続
性
を
持
ち
つ
つ
現
代
に
至
る
神
社
は
丹
後
国
内
に
他
に
も
存
在
し
て
い
る
。

丹
後
国
内
で
の
比
較
研
究
は
も
と
よ
り
他
地
域
と
の
比
較
研
究
も
今
後
は
必
要
と
い

え
、
本
研
究
で
取
り
上
げ
た
事
例
を
よ
り
広
い
場
所
で
普
遍
性
を
検
証
す
る
必
要
も

あ
る
。
す
で
に
、
源
頼
義
・
義
家
や
楠
正
成
に
関
す
る
由
緒
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察

し
た
研
究
も
あ
り
（
１
）、
こ
れ
ら
と
の
比
較
検
討
が
必
要
と
な
る
。

本
研
究
の
多
く
は
、
全
国
的
に
は
著
名
で
は
な
い
網
野
神
社
の
事
例
を
元
に
し
て

い
る
。
当
社
に
は
棟
札
、
公
文
書
（
文
書
・
絵
図
）、
建
物
な
ど
関
連
す
る
多
種
多
様

な
史
料
が
残
っ
て
お
り
、
単
に
神
社
の
歴
史
だ
け
で
は
な
く
地
域
内
の
宗
教
史
に
ま

で
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
地
域
と
の
関
連
性
と
い
う
点
で
神
社
の
由

緒
を
考
え
た
の
が
本
研
究
の
特
徴
で
あ
る
。
他
に
も
同
様
に
豊
富
な
史
料
を
伝
え
て

い
る
神
社
は
あ
る
は
ず
で
、
有
名
無
名
問
わ
ず
史
料
の
発
掘
、
さ
ら
に
研
究
が
展
開

す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

ま
た
『
神
社
明
細
帳
』
を
中
心
と
し
て
論
を
展
開
し
、
そ
の
な
か
で
町
・
村
役
場

文
書
と
い
っ
た
公
文
書
や
棟
札
も
多
く
活
用
し
た
が
、
役
場
文
書
や
棟
札
の
な
か
に

は
そ
も
そ
も
公
開
さ
れ
て
い
な
い
も
の
や
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

本
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
有
効
性
を
示
し
た
が
、
他
地
域

で
の
公
開
や
活
用
が
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
さ
ら
に
現
代
地

域
社
会
と
由
緒
を
関
連
付
け
る
研
究
は
緒
に
就
い
た
ば
か
り
と
い
え
る
。
考
察
対
象

や
根
拠
と
な
る
資
料
に
つ
い
て
、
今
以
上
に
広
が
り
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
と
予
想

し
て
お
り
、
先
入
観
無
し
に
大
き
な
視
野
の
な
か
で
研
究
を
進
展
さ
せ
て
い
く
べ
き

と
考
え
て
い
る
。
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　〔

註

〕

（
１
）
佐
藤
智
敬
「
神
社
由
緒
と
伝
説
解
釈
」（『
常
民
文
化
』
第
二
一
号
、
一
九
九
八
年
）、
福
島
幸

宏
「
戦
前
に
お
け
る
楠
氏
研
究
―
郷
土
史
の
位
置
―
福
島
幸
宏
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め

に
』
第
二
三
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
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初
出
一
覧

本
研
究
を
構
成
す
る
既
発
表
論
文
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
が
、大
幅
に
加
筆
、

修
正
を
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
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the shrine described therein. 
Chapter 5 considers the origins of Ono Shrine in Kuchiono Village 

(currently Omiya-cho, Kyotango City, Kyoto Prefecture), which did not have 
a shrine in the early modern period, and the changes in its precincts. Of 
its two major turning points, one is when the appearance of the shrine 
changed drastically due to events such as its relocation and maintenance of 
the precincts at the beginning of the Meiji era; the other is the 1940 project 
to commemorate the 2600th year of the founding of Japan. The origins of 
the shrine were created in the former; in the latter, extensive maintenance 
of the precincts also took place, and new information was added to the 
origins. In both cases, the changes to the origins coincided with the 
changes to the precincts. 

Chapter 6 considers how the origins of shrines are to be approached in 
modern society, given an event held by local residents on the theme of the 
komaneko (paired stone statues of guardian cats) that remain in the shrine. 
The event shows that the origins of the shrine exist for the residents as 
a starting point for their activities and a place to return to. In regard to 
origins found on the internet, the chapter also considers those on Wikipedia 
as an example. Many articles about shrines and temples have been written 
on Wikipedia as methods of reproducing origins have expanded from oral 
and written methods to digital ones. At first glance, it seems that the 
articles have been created by many people; some have been created by 
specific individuals and modified by others. Some origins cannot be made 
into articles as there are no historical materials to serve as evidence, 
suggesting the need to archive activity records. The origins of shrines 
and temples also expand and change through the accumulation of various 
records. Another issue is how to preserve current records.

This study follows the development of origins, focusing mainly on Amino 
Shrine as an example. There are other cases as well where the origins are 
linked to the local communities and surrounding environments up through 
the present. While comparative research is required not only inside the 
former Tango Province but also with other regions in the future, we must 
also examine the universality of origins from a broader perspective. 
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the distance between the inside and outside of shrines has been gradually 
diminishing. In this context, the text proactively incorporates the research 
on construction tags and new interpretations into the origins of the shrines 
in the Shrine Record Book, considered a turning point for shrines in which 
new knowledge is used to compile their histories and a manifestation of 
their historical awareness based on interpretivism. 

Chapter 2 considers the changes in the deity and origins of Amino 
Shrine from the late Meiji era to the Taisho era as well as the investigation 
of the Choshiyama Tumulus, a key-hole shaped ancient burial mound 
located nearby. Amino Shrine continued to enhance its content based on 
the origins recorded in the Shrine Record Book, appearing listed as the 
main shrine in statistical surveys of Amino Town, with an additional deity 
added. Furthermore, the Tangonokuni Takeno County Papers, published 
in 1915, presented all the aspects of the origin known through the present 
day. Elsewhere, experts studied the Choshiyama Tumulus from 1898 on, 
and it was designated as a national historic site in 1922. The comparison 
of these developments reveals that the progress in the research of the 
tumulus coincided with the added deity and changes in the origins of 
the shrine, suggesting that the investigation results also affected the 
shrine. The municipality was expanding during this period, and the 
officials planned to transform Amino Shrine from the guardian deity of 
Amino Village to the central shrine of Amino Town as the deity was 
added and the origins changed. Chapter 3 reveals that maintenance of the 
shrine precincts was conducted and a new main shrine built in 1922, the 
surrounding environment undergoing change due to the local community, 
such as the expansion of rural districts resulting from town-village mergers 
and increasing population as well as the changing central area due to the 
construction of government offices, etc. 

Chapter 4 clarifies how the origins described in the Shrine Record Book 
and Tangonokuni Takeno County Papers have been passed on to groups 
researching the postwar history of the municipality and local region and 
thus established in the region. The county papers were republished several 
times after the war, becoming widely available outside the region; some 
publications such as place name dictionaries also reprinted the origins of 
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Abstract
Historical Development of Origins and Local Communities

This study elucidates the history and transformation of the origins of the 
shrines and temples in the former Tango province from the early modern 
period to the present day, along with the development of local communities, 
using historiological methods. Part 1 clarifiess the characteristics of the 
origins described in official documents and examines the value of new 
historical materials by paying attention to the munafuda (building tags) 
created when the shrines and temples were constructed. Part 2 considers 
the inheritance and transformation of the origins of individual shrines from 
the early modern period to the present day in relation to local communities. 

Chapters 1 and 2 of Part 1 examine the origins described in the Shrine 
Record Book and Temple Record Book, established in 1884, to find out 
their characteristics. The two books were written in accordance with 
a certain standard, despite the differences in its interpretation, and the 
origins described therein include important information on the situations 
at the beginning of the modern period. The perspectives gained from the 
comparison between the times before and after the introduction of the 
record books, and between these books and historical materials unrelated 
to shrines and temples, enable research taking into account not only the 
origins but also the social situations in the surrounding areas such as 
towns and villages. Chapter 3 examines the characteristics of the munafuda 
(building tags) kept at the shrines and temples in Kyotango City. Although 
some are copies, most of the munafuda are primary source material from 
the times when the buildings were erected or repaired; they provide simple 
summaries of the situation concerning the shrines as of their creation, such 
as the names of the shrines and their deities. 

Part 2 considers the inheritance and changing aspects of the shrines 
and temples from the early modern period to the present day, mainly 
focusing on Amino Shrine in Kyotango City, Kyoto Prefecture. Chapter 
1 confirms the existence of a dual structure in the early modern period 
in which the perception of the deity was different inside and outside the 
shrine. Also, there are cases where a new interpretation presented outside 
shrines in the early modern period influenced the shrines in recent times; 
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